
 

 

 

令 和 ４ 年 度 
 

 

 

 

 

主要施策の成果に関する説明書 

（安心 ▷誇り ▷挑戦  ひろしまビジョン実施状況報告書） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 島 県        



 

 

 

 この説明書は，地方自治法（昭和22年法律第67号）及び広島県行政に係る基本的な計

画の策定等を議会の議決事件等として定める条例（平成24年条例第60号）に基づく，決

算に係る会計年度における主要な施策の成果及び安心▷ 誇り▷ 挑戦 ひろしまビジョン

実施状況に関する資料である。 

また，まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）第９条に基づき策定した「広

島県まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進捗状況についても合わせて整理している。 
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１  安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン 

実施状況 
  



 

 

 
 



 

 

（１）令和４年度の安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン進捗状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全ＫＰＩ数 達成ＫＰＩ数 未達ＫＰＩ数 実績未確定 達成率※ 

全 Ｋ Ｐ Ｉ 182 88 69 25 56.1% 

（領域別内訳） 

施策領域 全ＫＰＩ数 達成ＫＰＩ数 未達ＫＰＩ数 実績未確定 達成率※ 

子供・子育て 11 3 7 1 30.0% 

教  育 18 12 5 1 70.6% 

健  康 16 2 9 5 18.2% 

医療・介護 11 2 4 5 33.3% 

地域共生社会 6 3 2 1 60.0% 

防災・減災 10 5 5 0 50.0% 

治安・暮らしの安全 12 7 5 0 58.3% 

働き方改革・多様な主体の活躍  8 3 2 3 60.0% 

産業イノベーション 24 14 7 3 66.7% 

農林水産業 15 9 5 1 64.3% 

観  光 7 2 5 0 28.6% 

スポーツ・文化 7 1 6 0 14.3% 

平  和 5 3 2 0 60.0% 

持続可能なまちづくり 10 9 1 0 90.0% 

中山間地域 6 5 1 0 83.3% 

交流・連携基盤 5 3 2 0 60.0% 

環  境 11 5 1 5 83.3% 

 ※令和４年度に目標設定があるＫＰＩのみを抽出 

※達成率は（達成ＫＰＩ数）／（達成ＫＰＩ数＋未達ＫＰＩ数）で算出 

 

○ ビジョンの実効性を確保するため、アクションプラン（まち・ひと・しごと創生総合戦略）で  

５年間の取組ごとに、ＫＰＩ（重要業績評価指標）とその目標値を設定し、進捗状況を点検して

いる。 

○ その結果、ＫＰＩの令和４年度の目標に対する達成率は、全体で 56.1％となっている。 

○ 目標が達成できなかったＫＰＩにおいては、目標と実績の乖離要因を把握した上で、    

その要因を踏まえた対応方針を検討し、改善を加えることで、着実に成果に結びつくように

取り組むこととしている。 
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（２）令和４年度の県政運営の取組状況 
 

  
令和２年 10月に策定した「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」（以下、「ビジョン」という。）の

２年目となる令和４年度は、新型コロナウイルス感染症への対応、社会と経済の発展的な回復、新型

コロナや社会環境の変化、頻発する災害などを通じて顕在化した構造的課題への対応に注力した。 

 

～新型コロナウイルス感染症への対応～  

令和４年度の新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」という。）は、ゴールデンウィーク

後の急増や、オミクロン株ＢＡ.５系統への置き換わりによる６月下旬以降の第７波、さらには 10月

下旬以降の第８波など、これまでを大幅に超える規模の感染拡大の波が繰り返し起きた。 

こうした中、夏以降の感染拡大に対しては、国の方針も踏まえ、可能な限り新たな行動制限は行わ

ず、社会経済活動と感染対策の両立を維持しながら、病床の確保などによって医療体制のひっ迫を防

ぐとともに、重症化リスクのある高齢者等を守ることに重点を置き、急増する自宅療養者への支援を

含め、効果が高いと考えられる対策に重点的、機動的に取り組んだ。 

「保健・医療提供体制の確保」については、入院病床や宿泊療養施設を、感染者の規模に応じて機

動的に確保しつつ、医療への負荷が高まった際には県独自の「医療非常事態警報」を発出し、入院病

床を最大の確保数となる緊急フェーズⅡに引き上げ、必要な入院医療体制の確保を図った。 

また、抗原定性検査キットを用いた自己検査により陽性と判明した場合にオンラインで迅速に陽

性確定診断を行う「陽性者登録センター」を開設し、診療・検査医療機関への受診集中の緩和を図っ

た。さらに季節性インフルエンザとの同時流行の可能性に備え、外来医療体制整備計画を策定し、重

症化リスクの低い方が医療機関を受診することなく自宅等において自己検査が行えるよう抗原定性

検査キットを無料配布するとともに、多くの医療機関が休診となる年末・年始等における外来診療体

制の確保に取り組んだ。重症化リスクの高い高齢者等を守るために、高齢者施設等における従事者検

査の検査回数を増やし、入所者が感染した際にも早期に治療が開始できるよう、施設と地域の医療機

関が連携し、事前に治療・投薬方針を策定しておく取組を進めるとともに、対応可能な連携医療機関

がない施設に対しては、県が募集した「往診可能医療機関」による往診体制を構築した。 

このほか、国が患者発生届の対象を限定した後も、本県では引き続き、全ての患者情報を把握し、

自宅療養セットの配送や携帯電話等のＳＭＳ（ショート・メッセージ・サービス）を活用した情報提

供などの支援に継続して取り組んだ。また、自宅療養者の健康観察の多くは委託して運営するフォロ

ーアップセンターで行い、発熱等の症状がある場合は、地域の医療機関のほか、広島県オンライン診

療センターにおいて必要な医療を提供するとともに、薬局と連携し必要な薬剤処方につなげた。 

ＰＣＲ検査は、多い時には県内 13か所でＰＣＲセンター、７か所で臨時ＰＣＲスポット等を運営

したほか、県内 443か所の薬局等で抗原検査ができる体制を整え、無料でいつでも検査できる体制を

整えた。 

「ワクチン追加接種の円滑な実施の推進」については、市町や医師会等と連携して、夜間・休日に

対応した接種会場の設置など、若年者の方が接種しやすい体制を確保し、積極的に接種を呼びかけ

た。また、重症化リスクの高い方や、医療機関・高齢者施設の従事者等を対象にした４回目の接種を

行った。 
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令和５年度においては、国において新型コロナの感染症法上の位置づけを５類感染症に変更する

方針が決定されており、県では、高齢者など重症化リスクの高い方を守ることに重点を置き、ウィ

ズ・アフターコロナの取組を進めていく。 

 

～アフターコロナを見据えた社会・経済の発展的回復～ 

■社会の修復と発展に向けた取組 

 市町や関係機関との連携を通じて、コロナ禍で生活に困窮等している方々が直面する課題を受け

止め、保健、福祉、雇用等に携わる県内の様々な支援機関が、相互に連携して、本人や家族に寄り添

い、継続的な支援に取り組み、新型コロナにより傷んだ地域社会や県民生活の回復に注力した。 

県民のだれもが住み慣れた地域でつながり、生きがいや役割を持ち、助け合いながら生き生きと暮

らしていくことができる「地域共生社会」の実現に向けて、地域で支え合うコミュニティづくりの担

い手育成や、複合的な生活課題等に対して、国の制度も活用しながら包括的な相談支援体制の構築を

図る市町への支援を行った。その結果、包括的な相談支援体制の構築に着手した市町数が６市町増加

した。 

妊娠期からの切れ目のない見守り・支援の充実として、保育所・幼稚園や医療機関などの関係機関

と一体となって子育て家庭を見守る仕組みである「ひろしま版ネウボラ」の更なる拡充に取り組み、

新たに４市町を加えた 17市町において実施されるなど、全県展開に向け順調に取組を進めている。 

ＡＩを活用した子供の予防的支援については、モデル４市町において、市町が保有する福祉や教育

など、子供の育ちに関係する様々な情報を集約し、ＡＩを活用したリスク予測などを参考に、虐待な

どのリスクを早期に把握し、ネウボラや学校などと情報共有しながら、予防的な支援を継続的に行う

仕組みの構築を進めた。 

高度医療機能と地域の医療体制の確保については、有識者会議の提言である「高度医療・人材育成

拠点ビジョン」を踏まえ、推進会議を設置し、新たな拠点に求められる医療機能や関係機関との機能

分化・連携・再編の方針について、高度医療・人材育成拠点基本構想を策定した。今後は、この構想

に基づき、新病院の具体的な医療機能や施設整備等についての検討を進めるとともに、医療機関の再

編の影響が予想される地域については、地域完結型医療を補完する身近な医療機能の整備に向けた

検討を行う。 

外国人が円滑かつ適切に就労し、安心して生活できる環境整備については、市町と連携して、地域

との繋がりを深めながら生活に必要な情報を共有できる仕組みづくりに向けたキーパーソン等の発

掘や、小中高生の異文化理解の促進、行政情報や日常生活に関する情報の提供機会の充実、地域日本

語教室の新規開設などの取組を進めている。また、外国人材の受入れに関するノウハウや職場のコミ

ュニケーションなどの企業における課題解決に向け、令和３年度から 211 社増の 641 社に対して外

国人材の雇用に有益な情報の提供を行った。 

女性の活躍促進・雇用対策については、「働きたい人全力応援ステーション」での伴走型の個別マ

ッチングによる就業支援に加え、国のマザーズハローワーク等と一体的に運営している「わーくわく

ママサポートコーナー」においては、新たな職種に挑戦するキャリアチェンジの支援など、きめ細か

な相談対応をはじめとした就職活動に対する支援を行い、800人以上の就職につながった。 
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■経済の発展的回復 

県経済を牽引する企業の育成・集積については、地域の未来を牽引する企業の創出に向けて、ウィ

ズ・アフターコロナを見据えた新たなビジネスモデルや業態転換に取り組む中小企業 50社に対し、

戦略策定や組織改革等を実施するためのプッシュ型支援を行った。さらに、県内産業の付加価値の創

出や競争力の強化を図るため、セミナーや伴走支援等を実施した結果、令和４年度に、新たに 110社

の中小企業等が生産性向上の取組を開始した。 

基幹産業であるものづくり産業の更なる進化については、生産過程でのＣＯ２排出量の見える化

や、カーボンニュートラルに対応するための事業計画策定などの取組について、自動車関連 15社、

造船関連５社に対し伴走型支援を実施した。引き続き、支援を通じて得られた課題等を踏まえ、ひろ

しま自動車産学官民連携推進会議においても議論を深め、ものづくり産業において、カーボンニュー

トラルを起点とした新たな付加価値が創出されるよう支援を行う。 

イノベーション環境の整備については、本県が世界から選ばれる「イノベーション創出拠点ひろし

ま」としてイノベーション・エコシステムを形成するため、イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍ

ｐｓやひろしまサンドボックス、「ひろしまユニコーン 10」プロジェクト等を通じて、イノベーショ

ンを志すマインドの醸成や交流の場づくり、新規事業開発ワークショップ、実証フィールドの提供、

スタートアップ向けのアクセラレーション等の取組を行った。その結果、自社内における「イノベー

ション実現企業率」は 45％と令和３年度から 14ポイント増となった。 

企業誘致・投資誘致の促進については、マイクロンメモリジャパンの設備投資に対し、国が最大

465 億円の助成を決定するなど、製造業等における投資誘致件数は令和３年度の実績を 48 件上回る

104件となった。また、半導体関連産業の発展に向け、広島大学や東広島市と一緒に、半導体研究開

発の高度化や中核人材の育成などに取り組む「せとうち半導体共創コンソーシアム」を設立するな

ど、環境整備を行った。 

ブランド価値の向上につながる魅力づくりについては、コロナ禍における新たな観光ニーズを踏

まえた広島ならではの自然・平和・伝統文化・食等をテーマとした付加価値の高い観光プロダクトの

開発や、広島を高く評価し、広島の魅力を自発的に発信してもらえるような広島ファンの拡大、顧客

視点に基づくおもてなしの質の向上に向けた事業者による自発的な取組の促進、宿泊・旅行割引プラ

ンの造成に要する経費への支援などに取り組んだ。 

世界とつながる空港機能の強化については、令和３年７月から空港運営を開始した広島国際空港

株式会社（ＨＩＡＰ）が掲げる広島空港の将来ビジョンの達成に向け、ウィズ・アフターコロナを見

据え需要回復の機を逃さないよう連携して取組を進めている。こうした中、令和４年度には約２年９

か月ぶりに国際路線である台北線の運航が再開された。広島空港アクセスについては、新型コロナの

影響の長期化により、路線バスの運休や大幅な減便が続く中、バス事業者に対して運行支援を行うと

ともに、ＨＩＡＰと連携して、路線の維持・拡充に向けた関係者への働きかけを行った結果、令和３

年度から１ルート増の合計 10ルートとなった。 
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～新型コロナなどにより顕在化した構造的な課題への対応～ 

■適散・適集社会の実現 

 「適切な分散」と「適切な集中」それぞれの創造が求められる新しい社会において、デジタル技術

の活用を推し進め、テレワークやウェブ会議などの導入による新しい働き方、非対面の中で生み出さ

れる人やモノの集積といった新たなサービスの提供など、開放的で快適な環境の創造、豊かな自然環

境に囲まれた生活や働き方等の推進に取り組んだ。 

働き方改革の促進については、働く人の生活の質の向上のみならず、企業の維持・成長につながる

テレワーク等の柔軟な働き方の必要性やメリット、ノウハウを普及・啓発している。令和４年度は、

県内中小企業のテレワークを促進するため、対象領域の拡大や定着に向けて課題を持つ企業を対象

に、専門家による伴走支援によりモデル事例を創出し、セミナー等で取組のノウハウについて広く発

信した。加えて、テレワークを導入できていない企業に対して専門家を派遣し、トライアル等を通じ

た取組の着手・実践を促進した。 

新たな事業展開に向けたチャレンジ支援については、サテライトオフィスの誘致に取り組む中山

間地域を後押ししつつ、それぞれの地域特性を生かした誘致策の展開と取組の拡大を進めた。また、

デジタル人材やデジタル企業と市町がつながる場としてオンラインコミュニティを開設し、登録者

の中から本県への進出を検討するデジタル企業とその企業とマッチする人材の確保も進め、移住施

策とも連携した取組に注力した。こうした中、ターゲットとなるデジタル企業には進出先における地

元企業との連携といった新たなビジネス展開に関する需要が高いことがわかった。今後は、進出先に

おける新たなビジネス展開に結び付けられるよう、進出検討企業と地元企業とを引き合わせる機会

を創出し、地元産業の活性化にも寄与していくよう取組を強化していく。 

 持続可能な生活交通体系の構築については、地域電子マネー「morica」のキャッシュレス決済を活

用した定額タクシーや、海上交通と陸上交通の接続改善に向けた区域デマンドバスなど、広島型 MaaS

のモデル構築に取り組んだ。さらに、地域によって異なる交通課題に向き合い、広島型 MaaSの仕組

みを柔軟に運用することで、山間部（尾道市（御調町）、安芸太田町、北広島町、世羅町）及び島し

ょ部（大崎上島町）において、地域が主体となった取組につなげた結果、取組市町数が令和３年度か

ら５市町増の 13市町となった。今後、これらの取組から得られる知見やデータを基に、地域にある

輸送資源を有効活用しながら、地域が一体となって支える仕組みを県内各地に展開し、中山間地域に

おける公共交通の利便性と持続可能性の向上を目指す。 

 

■激甚化・頻発化する気象災害等への対応 

 激甚化・頻発化する災害リスクに備えていくため、計画的な防災施設の整備や防災教育の推進、適

切な既存施設の維持管理及び土地利用の促進、きめ細やかな災害リスク情報の提供など、ハード・ソ

フトが一体となった防災・減災対策の充実・強化に取り組んだ。 

 河川整備等の推進については、令和３年豪雨により甚大な浸水被害が発生した６河川では「令和３

年豪雨 改良復旧プロジェクト」が進められており、三原市を流れる天井川では、堤防強化のための

築堤工事などが完了した。東広島市の三津大川や北広島町の出原川・冠川においては、順次工事に着

手し、竹原市の本川や安芸高田市の多治比川では、測量、地質調査、設計を進めている。さらに、本

川流域及び江の川上流域において、流域治水を強力に推進するため、特定都市河川流域として指定

し、本川については、浸水被害対策を総合的に推進するための流域水害対策計画を令和５年３月に策

定するとともに、江の川上流域についても計画策定に向け検討・協議を重ねている。 
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 防災教育の推進については、「ひろしまマイ・タイムライン」を教材として防災教育を実践する推

進員による小学校等への出前講座を実施している。令和４年度は、学校現場の多様なニーズに応え、

関係部署がそれぞれ実施していた出前講座を「ひろしま防災出前講座」として一元化するとともに、

自然災害体験ＶＲや、児童自らが考え、学べる防災シミュレーションゲームなどのツールを活用して

講座の充実を図り、160校の小学校等で出前講座を展開した。 

 きめ細やかな災害リスク情報の提供については、県民の適切な避難行動に役立つよう、防災情報の

提供や、県民に災害リスクを正しく認識してもらうための取組を推進している。土砂災害の危険性に

ついて、より正確なイメージをもってもらうため、ＡＲ技術を活用し周囲の土砂災害警戒区域等をス

マートフォンのカメラ映像に重ねて表示するサービスを開始するとともに、「ひろしま自然災害体験

ＶＲ」に、河川の氾濫シナリオを追加するなどの取組を行った。このほか、県民が様々な災害リスク

を直感的に把握できるよう、海田町及び府中市において、三次元の地図上で洪水浸水想定区域を表示

する３Ｄマップを公開し、三次市においても同様の取組を進めている。 

 災害に強い都市構造の形成については、安全・安心に暮らせる都市の実現に向けて、市街化区域内

の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する、いわゆる逆線引きの取組を進め、災害ハザー

ドエリアにおける開発を抑制している。市街化区域を有する県内 13市町において現地調査や土地所

有者の調査を実施し、土地所有者等への説明会などによる調整を行いながら、市街化調整区域に編入

する箇所を確定させた。引き続き、市町と連携し、先行的に市街化区域の縁辺部における山地や農地

等の未利用地について、令和６年度までに逆線引きを完了させる。 

 

■デジタル化への対応 

新型コロナ前の状態に戻すという視点ではなく、デジタル技術を活用して、社会・経済活動をより

効率的・効果的に行っていくとともに、新たなサービスや価値を生み出すことにより、更なる県民生

活の向上や経済発展を実現させるための取組を進めた。 

学びの変革の推進については、デジタル技術の進展・高度化をはじめ、社会環境や国際情勢等の急

速な変貌に柔軟に対応し、活躍できる人材を育成するため、取組を加速させている。具体的には、商

業高校等において起業家精神の育成を図るための学習プログラムを先行的に導入し、生徒自らが、社

会の課題等を見出し、要因などの分析を経て解決案を模索し、完成させたビジネスモデルを発表する

コンテストの実施などに取り組んでいる。また、科学（Science）、技術（Technology）、工学

（Engineering）、数学（Mathematics）に加え、芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含

めた広い範囲でＡ（Liberal Arts）を定義し、これらが複雑に関係する現代社会において、各教科等

での学習を実社会での課題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学びを実践するＳＴＥ

ＡＭ型カリキュラムの開発を進めている。 

高等教育におけるデジタル教育の充実としては、県内どこの大学・短大においてもデジタルリテラ

シーを身に付けることができる環境整備に向けて、県立広島大学と叡啓大学との連携のもと、デジタ

ル分野の専任教員の確保や動画教材を作成するなど、令和５年度からの県内大学・短大に対する支援

体制を整えた。あわせて、広島大学・広島工業大学と連携した公開講座の開催など、学生が学びやす

い環境づくりに取り組んだ。 
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ライフステージに応じた県民の健康づくりの推進については、県内の 53の企業・団体から約 1,300

人の協力を得て、健康診断のデータからＡＩにより将来の健康リスクを予測し、スマートフォンのア

プリ等を活用して生活習慣改善提案を行う実証試験を行っている。このほか、県内中小企業向けのセ

ミナーの開催や、表彰制度の実施及び横展開、関係機関と連携した「健康経営」の考え方の浸透及び

「健康経営」実践企業の拡大を進めた結果、健康経営に取り組む中小企業数は 4,015社に増加した。 

高度医療機能と地域の医療体制の確保については、デジタル技術を活用し、神石高原町ではオンラ

インによる予防医療・遠隔医療、廿日市市ではテレビ画面を活用した高齢者の見守りなど、４つの市

町で地域の課題に応じた取組を進めた。引き続き、こうした市町の先導的な取組の支援を行う。 

 産業ＤＸ・イノベーション人材の育成・集積については、企業が経営戦略に基づいて社員に新たな

スキルや知識の習得を促す「リスキリング推進企業応援プロジェクト」を開始し、情報処理に関する

国家資格であるＩＴパスポートの取得支援や、100社超の企業による「広島県リスキリング推進宣言」

など、県内産業界全体での機運醸成を図るとともに、公労使で構成する協議会では、リスキリング推

進の取組指針や労働市場の流動化を踏まえた社会システムの在り方等について中間報告を公表する

など、国に先駆けた議論を進めた。 

 スマート農場の実装等による生産性の向上については、「ひろしま seed box」において、トマトの

栽培から販売までの効率的な一貫体系の構築や、レモン等の大規模経営の実現、中山間地域における

100ha規模の水稲栽培の実現に向けた実証試験を行った。このほか、「ひろしま seed box」で完成し

た試行版技術をより使いやすい技術に改良して普及を加速するため、セミナー等を開催し、ほうれん

そうなど収穫する野菜の収穫予測システムについて、有利販売に向け、実証フィールド以外の農業者

にシステムの導入を進めた。 

 データと新技術を活用したまちづくり（スマートシティ化）の推進については、県外からの移住希

望者の受け皿として地域資源である空き家情報を集約した、ひろしま空き家バンク「みんと。」にお

いて、遠方在住者とのマッチングの更なる促進を図るため、ウェブ上でリアルな内覧が可能となるＶ

Ｒを用いた物件閲覧機能を新たに実装した。 

デジタル技術を活用したインフラマネジメントについては、インフラ情報の一元化・オープン化を

可能とするインフラマネジメント基盤「DoboX」を運用開始した。さらに、データの更なる充実を図

るため、県・市町連携調整会議等を通じて、カメラ画像や３Ｄ都市モデルなどのデータ連携を開始

し、データ連携を行う市町数は令和３年度から４市町増えて７市町となった。 

 

～それぞれの欲張りなライフスタイルの実現～ 

■県民の挑戦を後押し 

・県民が抱く不安を軽減し『安心』につなげる  

人口減少と少子高齢化の進展や地域経済の成熟化に加え、度重なる災害の発生など、将来に対する

先行きの不透明感が増す中で、将来にわたって安心して暮らすことができるよう、県民が抱える不安

を軽減し「安心」の土台づくりにつながる取組を進めた。 

子供の居場所の充実については、保育施設の改修整備や県保育士人材バンクでの保育士就業あっ

せんによる保育の受皿の確保等に取り組み、待機児童数が８人までに減少した。令和４年 10月には

保育総合支援サイト「ほいくひろしま」を立ち上げており、当該サイトを活用した保育施設の見える

化や関連情報の効率的な提供により保育施設の魅力を発信し、引き続き保育士の確保に取り組む。 
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児童虐待防止対策の充実については、児童虐待相談対応件数が増加する中、医療・教育・司法の関

係者との連携を要する高い専門性が必要な事案や、複雑化する事案への適切な支援が求められてお

り、こども家庭センターの更なる専門性の強化と市町との適切な役割分担と連携が必要となってい

る。こうした中、一時保護件数の増加に対応するため、東部こども家庭センターの一時保護所の増改

築など、適切に被虐待児童を保護できる体制整備に取り組んでいる。 

乳幼児教育・保育の充実については、県内の乳幼児期の教育・保育の更なる質の向上を図るため、

園・所での勤務経験が豊富で専門的な知識を有する幼児教育アドバイザーが、依頼に応じて園・所の

教育・保育を訪問支援しており、県内の全ての園・所への訪問を目標に令和４年度は、年間 252園・

所への訪問支援を行った。また、小学校と園・所等が連携することで、お互いの教育・保育を理解し、

見通して、子供たちの育ちと学びが適切に連続するよう、幼稚園又は保育所、幼保連携型認定こども

園に小学校の教員を長期に派遣する幼児教育長期派遣研修や、地域の実情に応じた幼保小連携・接続

のための組織体制整備の支援を実施した。 

学びのセーフティネットの構築については、不登校等児童生徒の社会的自立に向けた成長を支援

するため、学校外の学びの場の一つとして、来室による利用に加え、オンラインで利用できる機能を

備えた「SCHOOL“S”」を新設し、個別の学習相談を踏まえた個別サポート計画の作成や、デジタルツ

ールを活用した学びのプログラムの提供などに取り組んだ。 

がんなどの疾病の早期発見・早期治療の推進については、これまで、様々な啓発キャンペーンを展

開し、さらに個別に受診を促す取組などを実施してきた結果、検診（健診）受診率は上昇傾向にある

ものの、依然として全国平均を下回っている。このため、これまで効果のあった企業及び保険者等と

連携した取組は継続しつつ、成人や結婚、退職といったライフイベントの機会を捉えた受診勧奨な

ど、更なる受診率向上に向けた取組を一層推進する必要がある。 

交通事故防止に向けた総合対策については、「ゾーン 30プラス」など、歩行者視点による人優先の

安全・安心な歩行空間の整備を進めるとともに、交通安全施設においては、老朽化した施設の更新や

摩耗した横断歩道の補修、信号灯器のＬＥＤ化等を行うなど、交通安全に資する整備を推進した。 

犯罪被害者等への支援については、犯罪の被害に遭われた方等が、平穏な生活を営むことができる

社会の実現に向けて、犯罪被害者等支援の総合的かつ計画的な推進に必要な事項を定めた「広島県犯

罪被害者等支援条例」を制定し、令和４年４月１日から施行した。また、広島県内を中心とした関係

機関・団体が行っている様々な支援の具体的な内容、連絡先等の情報、支援の留意点などをまとめた

「犯罪被害者等支援ハンドブック」を作成した。 

水道事業の広域連携については、令和４年 11月に、県及び県内 14市町で構成される「広島県水道

広域連合企業団」を設立した。水道企業団に参画していない７市町とも、職員研修の共同実施や水道

事業の効率化に向けた情報交換会を行うなどの連携を図り、県内の水道事業の経営基盤の強化に努

めた。 

若年者等の県内就職・定着促進については、生徒・学生に早期から県内企業を幅広く知り、興味関

心を持ってもらえるよう、地元企業の経営者等から、広島で働く魅力や、やりがいなど、地域への思

いについて高等学校等の生徒に分かりやすく伝える「企業の出前講座」や大学における「業界研究講

座」、大学低学年から参加できる「パッケージ型インターンシップ」などを実施した。 

また、東京圏等からの移住促進を図るため、２年ぶりに、移住フェアや市町と連携した相談会を東

京都内で実施した結果、移住希望者が市町と接点を多く持つことができたことで、県外からの移住世

帯数が 596世帯と令和３年度から 112世帯増加した。 
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 世界標準の港湾物流の構築とクルーズ客船の寄港環境の整備については、外貿コンテナ取扱量が

コロナ禍からの回復等により、広島港で過去最高となった。出島地区の航路拡充においては、東南ア

ジア航路直行便の誘致等につながる大水深岸壁の整備等の着実な事業進捗が図られるよう、施策提

案等の様々な機会を通じて、国へ働きかけを行った。広島港五日市地区は、令和４年度にカルビー株

式会社への売却が決定するなど、一層の分譲の促進を図った。新型コロナの影響で休止していた外国

クルーズ客船については、関係機関との調整などを行い、令和５年３月に寄港が再開し、すでに再開

していた日本船と合わせ、計 14回の寄港があり、令和３年度の２回から大幅に増加した。 

 人・モノの流れを支える道路ネットワークの構築については、広島都市圏の東部地区における幹線

道路ネットワークを形成し、渋滞緩和や広島空港、広島港など物流拠点へのアクセス強化を図る上で

重要な道路である「東広島・安芸バイパス」が全線開通した。また、東広島・安芸バイパスと東側で

接続する西条バイパスも、下三永から八本松の間について４車線化されることが決定した。物流生産

性向上や地域内外の交流連携強化に資する道路について、引き続き計画的な整備を進めていく。 

 ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進については、令和５年３月に地球

温暖化防止地域計画の見直しを行い、産業・運輸・民生など部門別の排出削減目標を引き上げ、その

実現に向け再生可能エネルギーの導入促進などの取組を充実、強化した。カーボンリサイクルについ

ては、産学官連携による「広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会（通称：ＣＨＡＮ

ＣＥ（チャンス））」に 110を超える会員企業や研究者が参画し、社会実装に向けたワーキング活動や

会員同士のマッチング支援等を実施した。また、県が新たに創設した研究・実証支援制度「ＨＩＲＯ

ＳＨＩＭＡ ＣＡＲＢＯＮ ＣＩＲＣＵＬＡＲ ＰＲＯＪＥＣＴ（ヒロシマ・カーボン・サーキュラー・

プロジェクト）」において、９つの研究・実証テーマを採択し、更なる研究案件の発掘・開発を促進

した。 

 地域環境の保全については、「ＧＲＥＥＮ ＳＥＡ 瀬戸内ひろしま・プラットフォーム」の参加

企業と連携し、代替素材を活用したテイクアウト容器の展開によるワンウェイプラスチックの削減

や、デポジット制による容器のリユースなど、プラスチックの使用量削減に向けたモデル事業を開始

するとともに、中四国初となる IｏＴスマートごみ箱を県内に 12 台設置し、ごみの流出防止に係る

実証事業を実施した。 

 

・県民の『誇り』につながる強みを伸ばす 

県民の挑戦を後押しする土壌につながる県民の更なる「誇り」の醸成に向けては、これまで取り組

んできた観光地の魅力づくりや、豊かな自然がもたらす多彩な食の発信、ものづくりをはじめとした

多様な産業の振興などを、新興感染症や災害下にあっても、適切に取組を進めていく。 

産業ＤＸ・イノベーション人材の育成・集積については、「広島県プロフェッショナル人材戦略拠

点」を運営し、地域金融機関等と連携した県内の受入企業の掘り起しや、民間人材紹介会社等と連携

した大都市圏等の人材の掘り起しを行うとともに、人材受入コストの支援を行った結果、プロフェッ

ショナル人材の正規雇用人数は令和３～４年度累計で 660人となった。また、新型コロナの影響が限

定的となり、県内企業の社員の育成や高度な知識の習得に対する意欲が高まったことで、高度で多彩

な産業人材の育成数は、令和４年度は 46人となり、令和３年度から 13人増加した。高度外国人材の

県内企業への就職者数は、留学生の就職先確保のため、人材獲得の可能性の高い企業を抽出し、県内

企業へ留学生の特徴や魅力等を積極的に情報発信した結果、令和３～４年度累計で 12人となった。 
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中小企業・小規模企業の生産性向上・経営改善については、新商品開発や新サービスの提供、研究

開発などの新たな事業活動に取り組み、付加価値を高め、経営の向上を図る中期計画である「経営革

新計画」の承認を受けた事業所に対し、様々な支援を行っている。令和４年度は 150件以上の計画を

承認しており、引き続き、経営革新計画の活用を促進していく。 

地域の核となる企業経営体の育成については、生産から販売に係る全国の様々な企業と農業経営

体が連携し、新商品やサービスの開発など、新たなビジネスの創発を目指す食のイノベーション創出

事業「Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ ＦＯＯＤ ＢＡＴＯＮ（ひろしまフードバトン）」を開始した。地域密着

型の調剤薬局で「美味しく、健康でいたい」層をターゲットに、健康をテーマにした野菜を販売する

取組や、市場流通できない廃棄野菜を有効活用するため、食品製造業者と農業経営体がチームとな

り、百貨店や高級スーパーなどで販売する高品質な冷凍食品をスピーディーに開発する取組などを

支援している。 

持続可能な広島和牛生産体制の構築については、比婆牛のブランド力向上を図るため、県内高級飲

食店での営業実証や味の特徴の調査などを通じて、取扱店舗の拡大と認知向上を図る「広島和牛ブラ

ンド創造実証事業」を開始した。流通上の課題解決策を検討するため、比婆牛の継続的な取扱いにつ

ながる可能性のある県内高級飲食店 11店舗で、比婆牛と広島の食材を組み合わせ、比婆牛の特長で

ある口どけや舌ざわり、風味の良さを発揮できる冷製料理のメニューを開発し、提供した。全国の優

秀な和牛が一堂に会する品評会である全国和牛能力共進会では、９つの審査区分のうち４つの区分

において優等賞を獲得し、牛肉の口溶けや風味に関わるとされる「脂肪の質」を重視して評価される

区分において全国３位の成績となるなど、広島和牛に対し、高い評価を得た。 

瀬戸内の地魚の安定供給体制の構築については、瀬戸内の地魚のブランド化に向けて、広島市内 12

店舗において旬の瀬戸内の地魚４種類以上を利用したコース料理を実食モニターに提供する店舗実

証を行った。また、実食後のアンケートに加え、市場や飲食店などの関係者や一般公募の実食モニタ

ーによる交流イベント「瀬戸内じざかな日和」において、パネルディスカッションやモニター座談会

を行い、瀬戸内の地魚の魅力の評価検証を実施した。 

誰もがスポーツに親しむ環境の充実については、全国を舞台に活躍するスポーツチームが数多く

存在する本県ならではの強みを活かし、スポーツチームと連携した広島横断型スポーツ応援プロジ

ェクト「TeamWISH」に取り組み、県民と選手及びチーム同士の交流の場や、県民参加型のコンテンツ

を提供した。また、オリンピックや世界大会などの国際舞台で将来活躍できる、広島ゆかりのアスリ

ートの発掘育成強化を目指したジュニア選手育成強化事業「ひろしまスポーツアカデミー」が県スポ

ーツ協会において開始された。 

文化芸術に親しむ環境の充実については、新たに「広島県公立文化施設ネットワーク」を構築し、

文化資源の共有などを通じて、各施設の一層の活用促進を図るとともに、それぞれが抱える文化芸術

事業の企画・運営に係る課題の解決を支援した。また、新たな視点による企画立案などにつなげるた

め、府中市、廿日市市、世羅町の３つの公立文化施設において、地域住民参画による文化芸術事業の

企画・実施をモデル的に開始した。県立美術館と広島市現代美術館による初の合同展も開催し、双方

のコレクションから異なる時代・ジャンルの作品を対比させる新たな美術の楽しみ方を提案するな

ど、文化芸術に親しむことができる環境の充実に取り組んだ。 
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  核兵器のない平和な世界の実現に向けては、ＳＤＧｓに続くグローバルな目標に核兵器廃絶が位

置づけられることを目指して、市民社会から働きかけを行う国際市民社会グループ「グローバル・ア

ライアンス「持続可能な平和と繁栄をすべての人に」」を、へいわ創造機構ひろしま(ＨＯＰｅ)や国

際ＮＧＯ等と共に４月に設立した。また、６月にウィーンで開催された「核兵器禁止条約第１回締約

国会議」に参加し、核兵器廃絶に向けた働きかけを行ったほか、７月にニューヨークで開催された

「国連ハイレベル政治フォーラム」では、核兵器と持続可能性をテーマにした対話イベントを開催し

た。８月には、ニューヨークで開催された「ＮＰＴ運用検討会議」にも参加し、サイドイベントを通

じて、安全保障と持続可能性の２つの観点から、多面的に核兵器廃絶の取組の重要性を訴え、持続可

能性の観点から核兵器問題を提起するという新しいアプローチについて賛同を得ることができた。

８月６日のグテーレス国連事務総長の広島訪問の際には、核兵器廃絶などに取り組んでいる若者と

の対話イベントを開催したほか、９月には「世界平和経済人会議ひろしま」を開催し、ビジネスが積

極的平和の実現に貢献することの重要性について議論を深めた。11 月には「国際平和拠点ひろしま

構想推進委員会」を開催し、有識者から、サミットの機会を捉えた平和の発信や今後の進め方につい

て意見聴取を行うとともに、ＳＤＧｓに続くグローバルな目標へ核兵器廃絶を位置づけることを目

指すフレンズ会合や、核抑止に替わる安全保障ビジョンの策定について協議を行った。 

 

・県民一人一人の夢や希望の実現に向けた『挑戦』を後押し 

県民一人一人が、「安心」や「誇り」を原動力として、県内のどこに住んでいても、仕事も暮らし

も追求することができ、それぞれの夢や希望に「挑戦」していける基盤を築き、その様々な挑戦の後

押しとなる取組を進めた。 

基幹産業であるものづくり産業の更なる進化、イノベーション環境の整備については、急速な自動

車の電動化（ＥＶ化）への対応が喫緊の課題である中、カーテクノロジー革新センターの「新技術ト

ライアル・ラボ」の機能を強化し、県内自動車部品サプライヤー等が合同で電気自動車を調査研究す

る「ＥＶ研究プロジェクト」を新たに開始し、自動車メーカー等のニーズに合致するシーズの探索、

実験、検証・評価を行う研究活動を地域企業 24社の参画を得て協同実施した。その結果、令和３年

度の４件を上回る７件が、自動車メーカーへの提案等、応用・実用化の段階まで到達した。 

加えて、デジタル化への対応を促進するため、ものづくりプロセス全体のデジタル化によって産業

競争力の向上を目指す「ひろしまものづくりデジタルイノベーション創出プログラム」に取り組み、

研究開発成果を実社会で活用するための実証・トライアルの場として、ひろしま産学共同研究拠点に

材料ＭＢＲ棟・データ駆動型研究棟（通称：テストベッド）を整備し、モデルベース開発等の導入企

業数は令和３年度から 36社増えて累計で 69社となった。 

広島の強みを生かした新成長産業の育成については、県内に事業所を有する「広島バイオテクノロ

ジー推進協議会」の会員企業が、大学等と連携しゲノム関連技術を導入する際の経費の一部に対する

支援を２件実施している。健康・医療関連産業の拡大としては、「ひろしま医療関連産業研究会」又

は「広島バイオテクノロジー推進協議会」の会員企業が、健康・医療関連分野への新規参入や事業拡

大に取り組む際の経費の一部に対する支援を 12件実施し、製品化・事業化を促進した。環境・エネ

ルギー産業を広島県の将来の産業の柱とするために、環境・エネルギー分野での事業構想の創出から

事業化に至るまでを一体的に支援した。 
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さらに、国内外の研究者やスタートアップ等に対して、研究機関や企業等が県内各地で実施してい

る具体的な取組や本県の特長等を発信し、県内への集積や県内企業等との共創事例の創出につなげ

るためのイベント「HIROSHIMA GREEN INNOVATION SESSION」を開催した。 

森林資源経営サイクルの構築については、これまでの「伐って、使う」ことに「植える」ことも加

えた、一連の循環となる「森林資源経営サイクルの構築」に向けて、森林施業の低コスト化やスマー

ト林業技術の導入に取り組んだ。急傾斜地でも容易に苗木を運搬することができる大型ドローンの

実証では、人力による運搬に比べ、生産性が約４倍に向上することが確認できており、こうしたスマ

ート林業技術を早期に確立し、県内の林業経営体に普及させていく。 

 

■特性を生かした適散・適集な地域づくり 

本県の強みである「都市と自然の近接性」を最大限生かし、全体の発展を牽引する魅力ある都市、

自然豊かで分散であることを生かした中山間地域及び利便性の高い集約型都市の形成に取り組み、

新型コロナ危機後の社会が求める「適切な分散」と「適切な集中」に応じた地域づくりを進めた。 

人材の発掘・育成、ネットワークの拡大については、中山間地域において、地域づくりをリードす

る人材の活動が、将来にわたり主体的かつ継続的に展開していくよう、登録型人材プラットフォーム

「ひろしま里山・チーム 500」を基盤として、人材育成や、地域と登録者間のネットワークの構築等

を進めており、令和４年度は新規登録者が 114人となり、累計登録者数は 590名を超えた。令和４年

度にチーム 500 の登録者が地域と協働して行う活動の立ち上げを支援する「元気さとやま応援プロ

ジェクト」を開始し、老朽化施設を交流拠点としてリノベーションしたことで、地域住民同士のコミ

ュニケーションが活性化された庄原市の事例など、70件近い活動が各地で展開された。 

人を惹きつける魅力ある都心空間の創出については、広島の都心においては、「ひろしま都心活性

化プラン」に掲げる将来像の実現に向け、エリアマネジメント活動の一層の活性化など、広島市や広

島都心会議等と連携して、官民一体となったまちづくりを推進した。令和４年度は、広島ＪＰビルデ

ィングの竣工に加え、富士見町地区の県有地等を活用し誘致された、国際会議を開催できるハイグレ

ードなホテルであるヒルトン広島がグランドオープンし、広島市の都心としての競争力や国際的な

ブランド力の向上が期待されるなど、都心のまちづくりが着実に進んだ。県庁舎敷地についても、県

民に親しまれる新たな都心の憩いの空間の創出に向け、事業運営予定者を公募・決定し、有効活用に

向けた取組を開始した。備後圏域の玄関口である福山駅周辺地区においては、福山駅前のタクシープ

ールを広場化する実証実験などを経て、「福山駅前広場整備基本方針」が策定された。 

機能集約された都市構造の形成については、空き家や空き地など低未利用ストックに対し、接道状

況や土地の形状の改善を図ることによって、活用可能な土地を生み出す「広島型ランドバンク事業」

に取り組んでおり、令和３年度の三原市（本町地区）に加え、令和４年度は府中市を新たなモデル地

区に選定した。中古住宅の流通促進を図るため、令和４年度に学識経験者及び関係団体等で構成され

る検討チームにおいて具体的な戦略をとりまとめた。 

地域と連携し、地域の特性を生かしたまちづくりの推進については、広島型の「適散・適集」なま

ちづくりの実現に向け、東広島市「広島大学周辺エリア」において、「グローバルスタンダードな生

活環境づくり」などの視点で具体的なエリアデザインを進めるとともに、新たなモデル地区として府

中市の府中駅西側エリアなどや、廿日市市の市役所周辺エリアを選定し、各市と連携して将来ビジョ

ンの策定を進めた。 
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～すべての施策を貫く３つの視点～ 

ビジョンで掲げる目指す姿の実現に向けて、広島県の可能性を切り開いていく施策横断的な視点

が必要であることから、全ての施策を貫く３つの視点として、「先駆的に推進するＤＸ」、「ひろしま

ブランドの強化」、「生涯にわたる人材育成」を掲げ、これらを意識した取組を推進した。 

 

■先駆的に推進するＤＸ  

デジタル技術を活用したＤＸは、産業構造やビジネスモデル、働き方、暮らし方、生活スタイルそ

のものに変革をもたらすとともに、社会をより便利で快適に、豊かに変える可能性を秘めていること

から、様々な施策領域において、ＤＸ推進の視点を持った取組を展開した。 

令和４年度は、デジタル技術を活用した産業イノベーションの創出、スマート農業による生産性の

向上、地域交通の課題解決を図る広島型 MaaSの推進など、当初予算ベースで 46事業、約 53億円規

模でＤＸ推進に取り組んだ。さらに、我が国や本県を取り巻く状況を踏まえながら、ＤＸについて、

行政が民間の知見を活用しながら積極的に環境整備を行い、民間事業者がこれまで以上に自律的・持

続的に推進する「全県的な取組」へと加速させるための方針として「広島県ＤＸ加速プラン」を策定

した。 

令和５年度は、「広島県ＤＸ加速プラン」に基づき、仕事や暮らし、地域社会、行政などの各分野

において取組を進めるとともに、様々な主体に対するＤＸへの理解・実践意識の醸成や民間事業者等

による自律的な取組を後押しするなど、当初予算ベースで 62 事業、約 84 億円の規模で取組を推進

することにより、全県的なＤＸを推進する。 

 

■ひろしまブランドの強化 

ブランディングを意識した取組を進めることで、県民に広島の良さを再認識していただき、県民の

誇りにつなげるとともに、国内外からの共感獲得につなげ、より良い未来のひろしまの実現を目指し

ている。 

令和４年度は、広島の魅力を「元気、美味しい、暮らしやすい」という３つのストーリーで表した

ブランドステートメントを拠りどころに、みんなで広島の素晴らしさを磨き、発信していく「みんな

で創るひろしまブランド」の取組を推進した。 

この取組により、広島に関係する様々な主体に共感が広がり、ひろしまブランドを先導するアンバ

サダー企業が生まれるなど、企業との共創事例の創出につながった。 

 令和５年度は、引き続きひろしまブランドへの理解と共感を獲得するとともに、すべての施策領域

でブランディングを意識した施策形成に取り組み、ひろしまブランドの強化を図る。 

 

■生涯にわたる人材育成 

仕事や暮らしの先行きが不透明な中で、産業、ＤＸ、中山間地域、防災・減災、医療・介護など、

あらゆる分野において、社会の変化に的確に対応し、新たな付加価値を創造できる「人『財』の育成」

を図る必要があることから、「学びの変革」を中心とする乳幼児期から社会人まで一貫した人材育成

やイノベーションを生み出す多彩な人材の育成・集積など、様々な分野において取組を進めた。 
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 「学びの変革」を先導的に実践する全寮制中高一貫教育校（広島叡智学園中学校・高等学校）にお

いて、国際バカロレア教育プログラムが着実に実践され、教育モデルの更なる充実が図られた。ま

た、広島叡智学園中学校・高等学校の先導的・先進的な取組を県内全域に発信するなど、県全体の「学

びの変革」推進に向けた取組が進められた。そして、開学２年目を迎えた叡啓大学では、県内外の企

業や市町、国際機関など、実社会の多様な主体との連携拠点「叡啓大学実践教育プラットフォーム協

議会」の参画団体と連携し、企業等が抱える課題をテーマとする課題解決演習（ＰＢＬ）等に取り組

むなど、叡啓大学が掲げる実践的な教育を着実に進めた。さらに、県内企業の生産性向上等につなが

る雇用管理や従業員のリスキリングを後押しする労働環境等について協議会を設立したほか、県内

企業で働く従業員のＩＴパスポート取得に対する支援など多様な取組を実施した。 

令和５年度においても、新たな価値を生み出す源泉は「人」であるとの認識の下、様々な領域にお

いて人材育成を推進していく。 

 

～令和５年度の県政運営の基本姿勢～ 

ビジョンに掲げるそれぞれの欲張りなライフスタイルの実現を目指し、令和５年度も引き続き、県

民の挑戦を後押しする取組や、本県の特性を生かした適散・適集な地域づくりに資する取組を推進し

ていく。 

本県経済については、ウクライナ情勢を契機とした原材料やエネルギー等の価格高騰に、円安の進

行が更なる拍車をかけ、県民生活や本県経済に大きな影響を及ぼし、先行きは予断を許さない状況で

ある。県内産業や県民生活への影響を注視しつつ、影響を受ける事業者や県民に必要な支援が行き届

くよう、国や市町とも連携し、必要な対策を講じる。 

また、新型コロナの感染拡大は、観光業や飲食業をはじめとする様々な産業への経済的損失や、グ

ローバル規模でのサプライチェーンの分断など、社会経済に深刻な影響を及ぼした。加えて、デジタ

ル技術の利活用の遅れや人口密度が高い大都市を中心とした感染症拡大への脅威などの構造的な課

題を改めて顕在化させ、人の意識を密から分散へ、デジタル技術を活用した時間や場所に捉われない

柔軟な働き方や暮らし方へと変化させた。このような社会的・経済的変化が生じる中、デジタル技術

は急速に進展しており、地方を取り巻く状況は、新たな局面を迎えている。こうした局面をチャンス

と捉え、高いＱＯＬを含め地域が持つ様々な資源や特性を生かして、地方を挑戦の場に変革してい

く、ＬＸ（ローカル・トランスフォーメーション）を実践していく観点から、生産性向上、ＤＸの推

進及びリスキリングの推進と円滑な労働移動の実現に向けて取り組むとともに、デジタル田園都市

国家構想の実現に向けた国の政策等とうまく組み合わせることで経済の発展的回復につなげる。 

さらに、令和５年５月開催の広島サミットにおいては、被爆地広島から力強い平和のメッセージを

世界中に発信するとともに、核兵器のない真に平和な世界の実現に向けた機運が高まるよう様々な

取組を行う必要がある。また、国内のみならず、世界各国からも注目を集め、広島を訪れる、あるい

は選んでもらえる契機となるよう取組を行う必要がある。こうした観点を含めて、広島サミットに参

加する関係者のみならず、サミットを機に広島を訪れる来訪者にとって「広島に来てよかった」、ま

た、広島でお迎えする県民にとっても「広島で開催されてよかった」と思ってもらえるよう着実に準

備を進め、広島サミットを成功に導くとともに、サミット後の広島の更なる発展につながるよう、「広

島サミット県民会議」の行動指針に沿った取組を進めていく。 

これらの取組とともに、「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン アクションプラン」に設定したＫＰ

Ｉ達成に向けて、令和５年度に重点的に取り組む必要がある施策を推進する。 
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（３）令和４年度の施策領域別の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

安心して妊娠、出産、子育てができ

ると思う者の割合 

80.0％ 

（R１） 

78.7％ 

(R４) 
86.0％ 91.0％ 

 

  

子供・子育て 

○ 全ての家庭を妊娠期から子育て期まで切れ目なく見守り、支援するネウボラの拠点が、全市町に

設置され、子育て家庭に関わる全ての医療機関、保育所・幼稚園、地域子育て支援拠点、学校等

と連携して子供たちを多面的・継続的に見守ることにより、必要な支援が届けられています。 

○ 全市町において、保育を必要とする子供が保育所、認定こども園等にいつでも入所することがで

き、質の高い教育・保育が実践されています。 

○ 地域の子育て支援者・団体等による親子の交流活動が根付き、親子が安心して過ごせる場を提

供するとともに、企業・団体等による子育てにやさしいサービスが社会に定着し、子育て家庭が子連

れで外出しやすい環境が整っています。 

○ 子供への体罰を用いないしつけや子育ての方法が浸透するとともに、こども家庭センターの専門性

の強化や市町による支援機能の強化によって、児童虐待の未然防止が図られ、重症化する前にリ

スクが減少しています。 

○ 様々な事情により家族と暮らすことができない子供やひとり親家庭の子供など、社会的支援を必

要とする子供たちが、必要な支援や配慮を受けながら、安心して生活することができ、自立につなが

っています。 

目指す姿（10年後） 
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主な取組 

● 妊娠期からの切れ目ない見守り・支援の充実  

 「ひろしま版ネウボラ」の全県展開に向けた取組 

H29～福山市、尾道市、海田町 

H30～三次市、北広島町、府中町 

R3 ～呉市、竹原市、府中市、庄原市、熊野町、 

世羅町、神石高原町 

R4～三原市、廿日市市、安芸高田市、安芸太田町 

 子供の予防的支援構築事業 

   府中町、府中市において、ＡＩ予測から支援まで

の実証試験を開始 

 

● 子供の居場所の充実 

 保育所を探す保護者の相談窓口 

保育コンシェルジュの配置[H25～] 

 保育士不足の解消に向けた 

保育士人材バンクの運営[Ｈ24.7～] 

求職登録数 3,208 人、就職者数 1,984 人 

［H24.7～R5.3実績］ 

 

● 子供と子育てにやさしい環境整備 

 子育てサービス登録店舗数：6,550 店舗 

 地域子育て支援拠点数：174 か所 

 オンラインおしゃべり広場実施件数：2,996 件 

参加人数：延べ 8,674 人 

 助産師オンライン相談人数：延べ 240 人 

● 児童虐待防止対策の充実 

 専門スタッフ（弁護士、警察官 OB 等）活用 [H25～] 

 外部人材を活用した業務改善の検討 ［R3.11～］ 

 市町の相談窓口である「子ども家庭総合支援

拠点」の設置促進：22市町設置 ［R4年度末］ 

 東部こども家庭センター一時保護所の増改築着工 

［R4.3～］ 

 配偶者暴力相談支援センターの市町設置に

向けた取組［Ｈ21～広島市、Ｒ2～安芸太田町、Ｒ3～東広島市］ 

 

● 社会的養育の充実・強化 

 こども家庭センターへの里親支援の専門職員の配置 

 退所児童等アフターケア事業所の開設 ［H28.2～］ 

 一時保護所での子供の権利擁護事業の実施 

［R4.8～］ 

 

● ひとり親家庭の自立支援の推進 

 ひとり親家庭サポートセンターにおける就業及

び養育費専門相談員による相談支援や弁護士無料

相談等の実施 
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① 妊娠期からの切れ目ない見守り・支援の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 全ての子育て家庭との傾聴・対話を基本とした面談により、子育ての安心感を醸成するとともに、医療機関
や幼稚園・保育所等関係機関との連携などにより子育て家庭が抱える様々なリスクを早期に把握し、適切な
支援に結び付けることができるよう、県内の８割の市町において「ひろしま版ネウボラ」を展開します。 

○ 福祉や教育などの子供の育ちに関係する様々な情報をもとに、ＡＩを活用してリスクを予測し、その結果を参
考にして支援の必要性の判断を行い、最適な予防的支援を継続的に届ける仕組みをモデル市町での実証
試験を通じて構築します。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

ひろしま版ネウボラ
の基本型を実施して
いる市町数 

目標 13市町 16市町 17市町 18市町 18市町 

実績 13市町 17市町    

子供たちに関する
様々なリスクを把握
し予防的支援を行っ
ている市町数 

目標 2市町 3市町 4市町 4市町 4市町 

実績 2市町 2市町    

 

【評価と課題】 

○ ひろしま版ネウボラについては、未実施市町に対して、実施市町における取組や評価検証結果などを共有

するとともに、基本型実施に当たっての課題解決に向けて、伴走支援を行った結果、目標達成につながっ

た。 

○ 一方で、実施市町ごとに事業の周知や広報活動を行っているが、子育てに困った際の相談先を知らない子

育て家庭が一定数おり、認知度を高めるだけでなく、自発的に来所してもらうための取組が必要である。 

○ 子供の予防的支援構築事業については、府中町ではデジタル庁の実証事業も活用しながら、学校データを

含むデータにより試験的な運用を開始し、潜在的に支援が必要な児童を発見することができた。府中市でも

福祉データのみで試験的な運用が始まった。海田町では、年度末にシステム開発まで完了し、予定より遅れ

たが、令和５年度当初から試験的な運用を開始した。 

○ ＡＩモデルの精度向上には１市町だけでは児童虐待や支援が必要な児童に関するデータが少ないため、デ

ータを増やす取組が必要である。 

 

【主な事業】・ ひろしま版ネウボラ構築事業 ・・・・・・・・・・・・219ページ 

・ 子供の予防的支援構築事業 ・・・・・・・・・・・・221ページ 

【令和５年度の取組】 

○ ひろしま版ネウボラについては、これまでの実施市町の拡大や人材育成研修などに加えて、相談員への理

念の浸透や県民からの共感の獲得を目的として、インナーブランディングによるコア・メッセージやクレドの作

成、動画やリーフレット作成によるアウターブランディング、ＳＮＳやメディアを通じたＰＲを行う。 

○ 子供の予防的支援構築事業については、府中町、府中市、海田町においてシステムを活用した予防的支

援及び効果検証を実施するとともに、三次市においてシステム開発を実施する。また、正解データを増やし、

ＡＩの精度向上を図るため、こども家庭庁と連携し、４市町のデータを統合・分析し、ＡＩモデルを生成する。 
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② 子供の居場所の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 保育を必要とする子供がいつでも保育所、認定こども園等に入所することができるよう、計画的に施設を
整備するとともに、広島県保育士人材バンクによる潜在保育士の復職支援などにより、保育士確保を推進しま
す。 

○ 幼児教育アドバイザー訪問事業や各種研修等の実施による保育士の資質向上を図り、乳幼児期の保育
の質の向上に取り組みます。  

○ 施設面での質の確保及び向上のため、保育所、認定こども園、認可外保育施設等のそれぞれの配置基
準に基づいた職員配置や設備・運営が行われるよう、市町と連携して指導監督等の充実を図ります。  

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

保育所の待機児童数 

（4/1時点） 

目標 0人 0人 0人 0人 0人 

実績 
14人 

（R3.4時点） 

8人 

（R4.4時点） 
   

就業保育士数 

目標 14,835人 14,804人 14,650人 14,481人 14,324人 

実績 14,498人 【R6.3判明】    

  

【評価と課題】 

○ 待機児童については、保育施設の施設整備や、県保育士人材バンクでの求人と求職のマッチングにより

保育の受皿の充実を図ってきたが、更なる保育ニーズの増加、多様化により、入所調整に多大な時間を要

しているほか、特定の地域において１・２歳児の保育ニーズが想定を超えるなどしたため、目標の達成には至

らなかった。 

○ 保育士確保については、県保育士人材バンクや就職ナビを活用した就業あっせんやキャリアアップ研修の

実施などにより人材確保や離職防止に取り組んだが、更なる保育ニーズの増加や給与が低い（賃金構造基

本統計調査結果）など処遇面等の要因から、入職者数が離職者数を上回らず、目標の達成には至らなか

った（令和３年度）。 

 

【主な事業】・未来をはぐくむ「ひろしま安心保育」推進事業・・・・・・・・・・・329ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 待機児童については、市町と連携した保育施設の改修整備や、保育需要の高い１・２歳児の受入促進事

業を実施し受皿の確保を図る。また、市町の入所調整窓口に配置される保育コンシェルジュの人件費等の

補助を行うとともに、入所調整事務をデジタル化により最適化・効率化し、その短縮した時間を活用して保護

者への個別対応を充実させる市町の増加を図る。 

○ 保育士確保については、保育ニーズの増加に伴い多様化する保育施設の求人に対し、県保育士人材バ

ンクにより求人者・求職者の個別の状況を踏まえたきめ細かなマッチングを継続し、安定的な確保に取り組

む。また、保育施設の処遇改善加算の要件にも位置付けている保育士等キャリアアップ研修等について、ｅ

ラーニングやサテライトでも実施し、より多く研修の機会を提供することで、キャリアを持つ保育士の増加につ

なげ、処遇改善加算を取る保育施設の増加を図る。更に、令和４年 10 月に創設した保育総合支援サイト

「ほいくひろしま」を活用し、県内の保育施設の見える化や、県内養成校、保育施設と連携した出前授業及

び就職ナビの実施等により、本県の保育に関心を持つ方（学生、潜在保育士）へ必要な情報を効率的に提

供し、県内の保育士就業者数の増加を図る。 
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③ 子供と子育てにやさしい環境整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 企業や団体等による子育て支援の自主的な取組を促進し、子育て家庭が子供を連れて外出しやすい環

境の整備を図ります。 

○ 地域の子育て支援者・団体等による子育て家庭の交流活動等を通じて、地域の中で親子が落ち着いた

気持ちで過ごせる場である地域子育て支援拠点の拡大や安心できる環境づくりに取り組みます。  

○ コロナ危機後の変化等に対応するため、他者との交流がしにくい状況においても、子育て中の親や妊産婦

がオンラインやＳＮＳ等で気軽に相談・交流し、必要な支援を受けられる仕組みを構築し、不安解消や児童虐

待・ＤＶ等の予防・早期発見を図ります。  

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

地域の中で、親子が落

ち着いた気持ちで過ご

せる場や、信頼できる

人がいると感じる割合 

目標 70.2％ 71.4％ 72.6％ 73.8％ 75.0％ 

実績 78.0％ 71.5％    

 

【評価と課題】 

○ 子供や子育て家庭にやさしいサービスを提供するイクちゃんサービス店については、新規開拓により新たに

登録した店舗があったが、コロナ禍で閉店する店舗があるなど、登録店舗数が増えにくい状況がある。 

○ 令和４年度は、子供も含めたコロナ感染者数の大幅な増加などの影響があり、「地域の中で、親子が落ち

着いた気持ちで過ごせる場や、信頼できる人がいると感じる割合」については、令和３年度よりも低下したもの

の、子育て中の親や妊産婦がオンラインで気軽に相談・交流できる「おしゃべり広場」や「ひろしま助産師オン

ライン相談」について、ホームページやチラシ等による幅広い周知・広報をしたことにより取組の定着につなが

り、目標を達成した。 

【令和５年度の取組】 

○ 電話・メール・訪問等によるイクちゃんサービス店の新規開拓や、地域子育て支援拠点への運営支援を継

続することなどにより、子育て家庭が安心して出かけられる場や、気軽に相談・交流できる場を提供する。 

○ 各市町の地域子育て支援拠点等において、対面だけでなく、オンラインやハイブリッドで親子が集う場の開

設を継続するとともに、助産師による妊産婦を対象としたオンライン相談を実施し、特にケアが必要と考えら

れる親子がいた場合は、市町のネウボラ・母子保健窓口に情報共有し、必要な支援につなげる。 
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④ 児童虐待防止対策の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 子供への体罰の禁止や児童虐待の子供に及ぼす悪影響等について、保護者やこれから子育てを行う若

い世代など県民への周知を図り、体罰によらない子育てを推進します。  

○ 児童虐待への対応体制や対応力など市町の児童虐待に対する機能強化を支援し、県との適切な役割分

担と連携により、県全体としての児童虐待への対応体制づくりを進めます。 

○ 児童虐待対応における市町の在宅支援機能を強化するため、全ての市町への「子ども家庭総合支援拠

点」の設置を促進します。 

○ ＤＶの発生を予防するため、予防教育・啓発の充実を図るとともに、児童虐待部門とＤＶ相談対応部門と

の連携強化や市町の機能強化など、虐待とＤＶを総合的に支援する体制づくりに取り組み、発見から相談、

保護、自立まで、適切な支援を推進します。   

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

児童虐待により死亡し

た児童数 

目標 0人 0人 0人 0人 0人 

実績 0人 0人    

子ども家庭総合支援拠

点の設置市町数 

目標 12市町 23市町 23市町 23市町 23市町 

実績 16市町 22市町    

若年層における交際相

手からの暴力の認識率

（精神的暴力） 

目標 67.5％ 68.5％ 70.0％ 72.0％ 75.0％ 

実績 58.9％ 59.6％    

配偶者暴力相談支援

センターの設置市町数 

目標 3市町 6市町 10市町 14市町 23市町 

実績 3市町 3市町    

 

【評価と課題】 

○ 児童虐待相談対応件数は、依然として増加（令和３年度：4,907 件→令和４年度：5,454 件）しており、児

童虐待の予防、早期発見・早期対応を図るため、引き続き、事例のリスクの度合いを適切にアセスメントし、

必要な支援を行えるよう市町の在宅支援機能を強化するとともに、そうした市町に技術的な助言を行うな

ど、より専門性の高い相談援助業務を実施できるよう、こども家庭センターの機能強化に取り組む必要があ

る。 

○ 子ども家庭総合支援拠点の設置については、市町への伴走型支援により、令和４年度に新たに６市町、

計 22 市町に設置された。残り１市については、設置に必要な人材の確保等について、市町支援担当アドバ

イザーによる支援を引き続き実施していく必要がある。 

○ 若年層における交際相手からの暴力の認識率について、高校等における啓発資材の配布等により、若年

層へのＤＶの予防教育・啓発に取り組んでおり、令和４年度の若年層における精神的暴力の認識率は、令

和３年度より 0.7 ポイント上がっている。引き続き、啓発やＤＶの予防講座の実施校の拡大を図る必要があ

る。 

○ 令和３年度から、市町の配偶者暴力相談支援センターの設置促進に向け、市町説明会や市町訪問を実

施しているが、設置の必要性は理解しつつも、業務量増加や経費等の課題があり、各市町での設置が進ん

でいない。また、新たに令和６年度から「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されること
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となり、市町においては、女性相談支援員の設置等、新たな体制強化が求められる中、ＤＶも含めた市町の

相談支援体制のあり方について、整理する必要がある。 

 

【主な事業】・ 児童虐待防止対策事業・・・・・・・・・・・・・・・331ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 児童虐待対応力向上に向け、引き続き、研修の充実やアドバイザーの派遣等により、市町の在宅支援機

能の強化及びこども家庭センターの機能強化に取り組む。また、増加する児童虐待相談等によりきめ細かに

対応するため、既存の業務の改善を行うとともに、こども家庭センターの所管区域等を見直すことで、新たに

２つの支所を設置する（令和７年４月開所予定）こととし、施設改修のための実施設計を行う。 

○ 子ども家庭総合支援拠点の設置について、残り１市の設置に向け、市町支援担当アドバイザーによる支援

を引き続き実施していく。 

○ ＤＶの発生を予防するため、デートＤＶ等の予防講座のできる講師の育成やその周知など、予防教育に取

り組む学校を支援する。 

○困難女性支援法との関係性を踏まえ、ＤＶ被害者に対する市町の支援体制について改めて整理する。 

（令和５年度、困難な問題を抱える女性への支援に関する県計画を策定予定） 
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⑤ 社会的養育の充実・強化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 里親制度の更なる普及・啓発を図り、里親への登録者の増加につなげるとともに、里親に対する研修や支

援を充実させ、里親委託を推進します。 

○ 社会的養護が必要な子供のうち里親委託等が困難な子供については、できる限り良好な家庭的な環境

で生活できるよう施設の小規模化、地域分散化に向けて取り組みます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

要保護児童の里親・フ

ァミリーホームへの委託

率 

目標 23.4％ 25.8％ 28.2％ 30.7％ 33.1％ 

実績 19.2％ 19.5％    

 

【評価と課題】 

○ 里親等への委託率増に向けては、里親登録者を増やすための広報・啓発や、里親の養育力を高めるため

の研修実施、委託される子供の特性や里親等の養育力を見極めた適切なマッチング、委託後の里親への

フォロー等里親の登録～委託後まで里親に寄り添った支援に取り組んできたが、特にマッチングの段階にお

いて、児童の特性と里親の養育力のアンマッチや施設入所に比べて実親の同意が得にくいといった要因か

ら、委託が進まず目標は未達成となった。 

○ 社会的養護が必要な子供の権利擁護を図るため、児童養護施設等において、第三者が子供の意見形成

や意見表明を支援するアドボケイト活動を、こども家庭センターの一時保護所でモデル的に実施した。 

 

【主な事業】・ 児童虐待防止対策事業・・・・・・・・・・・・・・・331ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 里親等への委託率増に向けては、令和５年度から里親支援業務を包括的に社会福祉法人に委託し、法

人が持つノウハウやネットワークを活用して、里親制度の広報や登録前研修等の充実を図ることで里親登録

数の増加に取り組むとともに、登録後の研修による未委託里親の養育力向上や、夜間・休日も含めた、柔

軟な委託前面会や外出調整等により、マッチングの最適化・効率化に取り組む。 

○ こども家庭センターの一時保護所で実施しているアドボケイト活動について、児童養護施設等での実施に

向けた仕組みづくりを行う。 

 

  

-22-



 
⑥ ひとり親家庭の自立支援の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 子育て家庭や、その関係者が、養育費と面会交流の重要性について知り、理解を深めるとともに、養育費

の取り決めと実効性のある受け渡し、面会交流の取り決めが行われるよう、市町と連携した取組を進めま

す。 

○ ひとり親家庭のニーズに応じて、母子家庭等就業・自立支援センターの開設時間を延長するなど支援体

制を強化するとともに、同センターの専門性を高め、市町の取組を支援します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

母子家庭等就業・自立

支援センターにおける養

育費・面会交流取り決

め相談の解決件数 

目標 70件 80件 90件 100件 110件 

実績 83件 63件    

 

【評価と課題】 

○ ひとり親家庭サポートセンターにおける養育費専門相談員や弁護士による無料相談を実施したが、サポー

トセンターの認知度が低いことや、相談員へ相談することへの心理的ハードルが高いこと等から、相談件数

が伸びず、目標は未達成となった。 

【令和５年度の取組】 

○ ひとり親家庭サポートセンターの認知度を高めるため、離婚前後の世帯と接する機会を持つ市町に、セン

ターを広報周知するための資材を提供する等、広報を強化するとともに、ひとり親家庭サポートセンターにお

ける養育費専門相談員や弁護士による無料相談を引き続き実施する。 

○ 相談に対する心理的ハードルを下げるため、「ＡＩを活用したひとり親家庭相談システム」を稼働させ、離婚

前後の世帯が、自分が活用できる支援策や相談窓口等の情報を効率的に得るとともに、相談前に疑問や

相談事項を整理し、事前に相談予約をすることができる環境を整備する。 

○ 「ＡＩを活用したひとり親家庭相談システム」の活用や、センターの養育費専門相談員の１名増員により、シ

ステムで対応できる相談と、相談員による対応が必要な相談をふりわけ、相談者のニーズに応じた相談支

援体制を確保する。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推
進プランに掲げる５つの力が育まれ
ている年長児の割合 

73.2％ 
（R1） 

84.6％ 

（R４） 
80％ 80％ 

「主体的な学び」が定着している児
童生徒の割合 

小：71.1％（R1） 

中：64.6％（R1） 

高：64.3％（R1） 

小：73.3％（R4） 

中：66.1％（R4） 

高：70.0％（R4） 

小：77％ 
中：76％ 
高：72％ 

小：80％ 
中：80％ 
高：80％ 

全国学力・学習状況調査における
正答率 40％未満の児童生徒の割
合 

小：13.9％ 
中：18.8％ 

（R1） 

小：14.9％ 
中：22.8％ 

（R4） 

小：11.0％ 
中：15.5％ 10％以下 

「児童生徒のデジタル活用を指導す
る能力」の全国順位 

小：18位
（74.6％、H30） 
中：23位

（66.1％、H30） 
高：40位

（65.2％、H30） 

小：24位
（80.3％、R3） 
中：28位

（74.9％、R3） 
高：22位 

(80.4％、R3) 

全校種 

80％以上 

いずれも 

全国３位以内 

大学等進学時における転出超過数 
1,187人 

(R1) 
1,691人 
（R4） 620人 0人 

 

 

○ 子供が育つ環境にかかわらず、県内全ての乳幼児に対し、「遊びは学び」という乳幼児期の教育・保育の

基本的な考え方が幼稚園・保育所・認定こども園等で共通認識され、一人一人の子供が興味・関心に基

づいてやりたいことを自由に選択できるような環境の中で、子供たちには、生涯にわたって主体的に学び続

けるための基盤が培われています。 

○ これまでの「知識ベースの学び」に加え、「コンピテンシーの育成を目指した主体的な学びを促す教育活

動」を積極的に推進する「学びの変革」が定着し、全ての子供たちに、これからの社会で活躍するために必

要な資質・能力が着実に身に付いています。 

○ 家庭の経済的事情や障害の有無等にかかわらず、子供たち一人一人が生涯にわたって自己の能力と可

能性を最大限に高め、多様な個性・能力を更に伸ばし生かしていく教育が実現しています。 

○ 各学校段階において、インターネットやデジタル機器・技術に関する知識や利活用する能力等が育成され

るなど、日本で最高レベルのデジタルリテラシーを身に付けることのできる教育が実現しています。 

○ 県内に多彩な分野の高等教育機関が充実し、それぞれの大学が持つ強みや特色を活かしつつ、各大学

の連携・協力のもと、これからの社会で求められる普遍的で汎用性の高い知識・スキルを学び、身に付ける

ことができる、魅力ある高等教育環境が構築され、県内外から多様な人々が集まっています。 

目指す姿（10年後） 

 

教育 
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主な取組 

● 学びの変革 

 課題発見・解決学習の推進 ［H27～］ 

「主体的な学び」を促進するため、総合的な学習の時

間をはじめ、各教科等の学習において、「課題発見・

解決学習」を推進 

 異文化間協働活動の推進 ［H27～］ 

 

● 学びのセーフティネットの構築 

 家庭の経済的事情等にかかわらず、全ての子供の

能力と可能性を最大限高められる教育の実現を目

指して、小学校低学年からの学力向上対

策や不登校等児童生徒への支援を強

化 [H30～] 

 「個別最適な学び」の推進 ［H27～］ 

 

● 乳幼児期の教育・保育の充実 

 「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推

進プラン（第２期）の策定［R4.3］ 

 園・所等に対する本の貸出を実施［R4

～］ 

● 高等教育の機能強化 

 叡啓大学の着実な運営［R3～］ 

 県内外の企業や自治体、国際機関等との恒常的な連携

拠点「叡啓大学実践教育プラットフォーム

協議会」の運営［R3～］ 

 県立広島大学の学部・学科等再編の着実な推進［R2.4

～］ 

 県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学専攻

博士課程後期の開設［R4.4］ 

 

● 更なる教育環境の充実 
 国の「GIGA スクール」構想を踏まえ、デジタル機器を活

用した効果的な教育を実現するため、県立学校における

高速大容量のネットワーク環境の整備 

［R3.8］ 

 地理的な条件や学校規模に捉われることなく、地域を越

えた相互交流や多様な学びの選択肢を提供できるよう、

遠隔教育システムの導入［R3.9］ 

 情報活用能力や課題発見・解決力等を有した人材の育

成を目指し、県立商業高等学校４校）において、商業の

単一学科「情報ビジネス科」に学科改編［R4.4］ 
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① 乳幼児教育・保育の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 乳幼児期の教育・保育の基本的な考え方に対する園・所等の理解を促進し、研修の実施や幼児教育アドバイザ

ーによる訪問・助言、各園・所等における園内研修の活性化等、実践のための支援を行います。 

○ 小学校におけるスタートカリキュラム編成を支援するとともに、小学校と園・所等が協力して、子供の育ちと学びを

つないでいくことのできる体制づくりを後押しするなど、幼保小連携・接続を推進します。 

○ 遊びの中に学びがあることについて、保護者の理解を促すため、家庭教育に役立つ情報についての教材や啓発

資料を開発・作成し、園・所やネウボラなど、親子が多く集まるイベント等の場やＳＮＳの活用により、各家庭に効果的

に提供します。 

○ 園・所やネウボラなど、保護者にとって身近な場において、子供との関わり方について保護者同士で学ぶ機会や、

中学校・高等学校などの段階から子供との関わり方を学ぶ機会を充実させます。 

○ 子育てや家庭教育を支援するボランティアに対し資質向上に向けた研修を実施するなど、地域の家庭教育支援
体制の構築に向けた支援を行います。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

自己評価を実施してい

る園・所の割合 

目標 86％ 90％ 94％ 100％ 100％ 

実績 91.1％ 90.7％    

「遊びの中に学びがあ

る」ことについて、理解し

ている保護者の割合 

目標 87％ 88％ 89％ 90％ 91％ 

実績 83％ 97.9％    

 

【評価と課題】 

○ 各種研修の実施や、幼児教育アドバイザーによる訪問・助言等により、「自己評価を実施している園・所の割合」は

目標を達成した。また、園・所等において、子供の教育・保育の評価（見取り）が客観的に行われ、日々の教育・保育

の振り返り等に活用する乳幼児期の教育・保育の評価（見取り）シートを開発した。今後は、保育者の力量や主観に

左右されない教育・保育の評価の手法を検討していくとともに、引き続き、幼児教育アドバイザー訪問事業など、機

会を捉えて、園・所等における自己評価の実施を促進する必要がある。 

○ 「遊びは学び」に関する内容を、家庭での子供との生活でよくある場面での実践例に落とし込んだ啓発資料（リーフ

レット、動画）を開発し、ポスターやステッカーを作成した。また、園・所等やネウボラ拠点を通じた啓発資料の掲載情

報の提供や、デジタル技術（ＳＮＳ、ホームページ、動画配信、母子手帳アプリ等）を活用した情報発信、小児科、産

婦人科、薬局へのポスターやステッカーの掲示、商業施設におけるリーフレットの配付等により、保護者に発信した

結果、「「遊びの中に学びがある」ことについて、理解している保護者の割合」は目標値を達成した。今後も、子育てへ

の関心の有無にかかわらず、全ての保護者に、子供との関わり方など家庭教育に役立つ情報を届けることができる、

効果的な家庭教育支援の方策を検討する必要がある。 

 

【主な事業】・「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト・・・・・・・・・333ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 保育者の力量や主観に左右されない教育・保育の質の評価の手法の実現に向けて、令和４年度に開発した保育

の振り返りのための評価（見取り）シートが園・所等において活用されるよう周知するとともに、評価（見取り）シートに示

した子供の育ちの道すじや、国が要領・指針等で示した「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」等を踏まえつつ、乳

幼児期に育みたい「５つの力」の育ちの程度を測るための評価指標を開発し、調査等で活用していく。また、幼児教

育アドバイザー訪問事業や研修等について、より多くの園・所等が活用・参加できるよう、内容や実施方法等の工夫・

改善を進めるとともに、園・所等が継続的・自立的に保育内容の充実を図ることができるよう支援する。 

○ 国の事業（幼保小の架け橋プログラム事業）を活用しながら、市町における幼保小の架け橋期（５歳児～小学校１

年生の２年間）のカリキュラムの開発、実践、改善、発展を支援する。また、園・所等と小学校が、子供たち一人一人

の育ちを共有し、小学校での授業改善等に活かしていくため、引き続き、小学校教員の「初任者研修」における園・

所等での就業体験を実施するとともに、小学校教員等による園・所等への複数回訪問を促していく。 

○ 子供の育ちに関する基本的な考え方や、子供との関わり方で大切にしたい視点などの、乳幼児の保護者に伝えた

い内容に関わる啓発資料を作成するとともに、多様な場やツールを活用して、子供との関わり方など家庭教育に役

立つ情報を発信し、親の家庭教育への関心度や行動特性に対応したアプローチを行う。 

○ 親子で一緒に遊びを楽しみながら「遊びは学び」を保護者が体験的に理解する「あそびのひろば」が、保護者にとっ

て身近な地域において開催されるよう、各市町における子育て支援・家庭教育支援を行う人材を対象とした、「あそ

びのひろば」ファシリテーター研修の実施や、各市町での主体的な「あそびのひろば」開催に向けた助言等を行うほ

か、自ら保護者向けの学びの場や相談の場などに参加しない又は参加が難しい家庭にも支援を届けるため、企業と

連携し、商業施設等で「あそびのひろば」を開催するなど、親子が多く集まる場所を活用し、全ての家庭に「遊びは学

び」という考え方を伝えていく。また、県立学校における「親になる準備期の学習」が推進されるよう、引き続き、経費

の補助を行うとともに、学習の様子や、講師の情報をホームページに掲載する等、周知を図っていく。 

○ 家庭教育支援チーム設置を希望する市町に対し、経費の補助や、地域の実態に応じたチーム作りの提案、参考と

なる既存チームの紹介等の支援を行うほか、家庭教育支援に取り組むボランティア等の人材育成に関する研修を、

新たにアウトリーチ型家庭教育支援を行う上で必要なスキルを身につける内容を追加するなど拡充し、地域人材の

更なる力量形成やネットワーク化を図っていく。 
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② 学びの変革の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ デジタル技術の進展・高度化といった社会情勢の変化を踏まえた「課題発見・解決学習」を取り入れた授業を実施

するなど、児童生徒の主体的な学びを促進する教育活動を充実させます。 

○ 本質的な問いを設定する力やファシリテーションする力、教育活動全体をデザインする力など、教職員の資質・能

力や専門性の向上を図ります。 

○ あらゆる教育活動において日常的にデジタル機器等を活用する環境を整え、情報モラルを含めた児童生徒のデジ

タルリテラシーの向上を図るほか、デジタル技術の効果的な活用等を通じて、より探究的な学習活動を充実させま

す。 

○ 全ての小・中・高等学校において、組織的にカリキュラムの編成、実施、評価、改善というＰＤＣＡサイクルを実践

し、全ての教員が「学びの変革」に基づく授業を恒常的に行える仕組みを整えます。 

○ 短期留学プログラムや留学支援制度、姉妹校提携への支援に加え、オンラインを活用した海外の生徒等との双方

向コミュニケーションを行うことで、子供たちのグローバルマインドを涵養します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

８割以上の教員が主体的

な学びを実践している学

校の割合 

目標 

小：70.0％ 

中：68.0％ 

高：65.0％ 

小：85.0％ 

中：83.0％ 

高：80.0％ 

小：100％ 

中：100％ 

高：100％ 

小：100％ 

中：100％ 

高：100％ 

小：100％ 

中：100％ 

高：100％ 

実績 

小：45.5％ 

中：38.2％ 

高：46.4％ 

小：98.2％ 

中：94.4％ 

高：94.8％ 

   

カリキュラム・マネジメント

が組織的に実践できてい

る高等学校の割合 

目標 97％ 98％ 100％ 100％ 100％ 

実績 95.3％ 94.6％    

課題発見・解決学習に取

り組んでいる学校の割合 

目標 
小：100％ 

中：100％ 

小：100％ 

中：100％ 

小：100％ 

中：100％ 

小：100％ 

中：100％ 

小：100％ 

中：100％ 

実績 
小：94.7％ 

中：93.4％ 

小：97.1％ 

中：94.6％ 
   

外国人との積極的なコミュ

ニケーションが大切だと考

える生徒の割合 

目標 69.5％ 70.8％ 72.1％ 73.4％ 74.7％ 

実績 66.2％ 71.8％    

 

【評価と課題】 

○ 「８割以上の教員が主体的な学びを実践している学校の割合」については、県内外の先進的取組を実践する学校

への視察等を通じて、主体的な学びを実践するための先進的な取組や好事例が小・中学校の教員に蓄積され、実

践が進んだことや高等学校における「主体的な学び」の実現に向けた授業改善に係る研修の実施等により、目標値

を達成した。今後は、デジタル技術の活用の視点も含め、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の往還が図れるよう

な指導方法の工夫を行うことにより、授業改善を進める必要がある。  

○ 「カリキュラム・マネジメントが組織的に実践できている高等学校の割合」は昨年度（95.3%）から下降しており、高等

学校学校質問紙調査において、地域等の外部の資源を含めた人的・物的資源等の活用に当たる部分の肯定的回

答が下がるなど、全職員が協働的にカリキュラム・マネジメントを進めていくための校内体制づくりが十分に浸透してい
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ない。 

○ 「課題発見・解決学習に取り組んでいる学校の割合」について、県内 22中学校区（指定地域）を中心に、探究的な

学習の質の向上が見られるものの、指定地域以外の一部の学校においては、学習内容が固定化、形骸化している

などの課題があることから、カリキュラム・マネジメントの視点により、学校教育活動全体を通して、探究的な学習の更

なる充実に取り組む必要がある。また、実証研究の内容を県内に広く普及するとともに、実証研究期間終了後の実

証研究校についても、先進的な取組を自走して進めていくことができるよう、授業計画の作成や教材研究等において

支援をしていく必要がある。 

○ 「外国人との積極的なコミュニケーションが大切だと考える生徒の割合」については、コロナ禍でオンライン形式のみ

の開催だった異文化交流イベントを対面形式で開催するなど、生徒が外国人と対面で触れ合う機会を設けたこと等

により、目標を達成することができた。引き続き生徒が海外に留学し、直接異文化に触れることができるよう、短期留

学プログラムの開発や留学助成金などの支援を行っていく必要がある。 

 

【主な事業】・ 「学びの変革」推進事業・・・・・・・・・・307ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 小・中学校等を対象としたオンラインによる「「学びの変革」推進のための実践等交流会」に、より多くの教員が参加

できるよう、実践発表の内容を拡充しつつ、各市町及び各学校に対して周知を行う。 

○ 「主体的な学び」の実現に向けた授業改善に係る研修、カリキュラム・マネジメントの充実に向けた研修を、県立学

校を対象に複数回行うことで、学校全体でカリキュラム・マネジメントの効果的・効率的な推進を図る。  

○ 全ての教員が児童生徒の学びを支えるファシリテーターとしての役割を担うことができるよう、民間プログラムを活用

しながら、ＰＢＬの視点を取り入れた研修を行い、教員の資質・能力の向上に取り組むとともに、令和６年度以降は民

間プログラムを活用せず県単独で同様の研修が実施できる体制整備に向け、指導者の養成を行う。 

○ 小・中学校等に対しては、指定地域のＰＢＬ（プロジェクト型学習）の考え方を取り入れた生活科及び総合的な学習

の時間の実践等を参考に、探究の質の向上に向けて、日頃の授業改善等につなげることができるよう、指定地域の

研究成果の普及を図る。また、各学校において個別最適な学びを推進できるよう、学校での実践レベルや対象者を

区分した教職員研修を実施し、市町教育委員会や学校の要請に応じた訪問指導を行い、実証研究期間終了後の

実証研究校についても、先進的な取組を自走して進めていくことができるよう、授業計画の作成や教材研究等におい

て、引き続き支援を行う。 

○ 渡航に係る制限が解除されたため、留学イベントの開催や留学コンセプトブックの発行などを通じて生徒の海外留

学をより一層促進していくとともに、事業者等と連携し、短期留学プログラムの開発を行う。 

○ 令和５年度は、全ての県立高等学校の１～３学年の生徒が一人１台コンピュータを保有することとなり、デジタル機

器を効果的に活用した探究的な学習が求められるため、引き続き、デジタル活用推進担当教員を対象とした研修

や、指導主事による学校訪問等を通じて、各学校の取組を支援する。また、遠隔授業を通年で実施して単位認定を

行うため、取組を円滑に進められるよう、引き続き、校長や各学校の担当教員が参加する会議を開催するとともに、

指導主事による学校訪問を行い、好事例の共有や授業改善に向けた指導・助言を行う。 
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③ 高等教育の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 県内企業や市町、国際機関、大学等、様々な主体が恒常的に連携可能な「プラットフォーム」を構築し、産業界の

ニーズを踏まえた実践的な教育の展開など、教育面での提携を進めるとともに、県内大学の連携の強化を図りま

す。 

○ 遠隔講義システムの導入を通じた県内大学のネットワーク化等を進め、県内どこの大学においても、思考・判断の

基盤となるデジタルリテラシーを身に付けることができる環境を整備します。 

○ こうした大学連携基盤を活かして、県内全ての大学において、ＳＴＥＡＭ教育など、これからの社会で必要となる普

遍的で汎用性の高い知識・スキルを学び、身に付けることができる、魅力ある高等教育環境の構築につなげていき

ます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

遠隔講義システムを活用
して大学連携に係る取組
を実施する大学・短大数 

目標 
6大学・ 

短大 

14大学・

短大 

23大学・

短大 

25大学・

短大 

25大学・

短大 

実績 
11大学・

短大 

15大学・

短大 
   

 

【評価と課題】 

○ 叡啓大学では、県内外の企業や自治体、国際機関など、多様な主体との連携拠点「叡啓大学実践教育プラット

フォーム協議会（令和５年３月末時点 112団体）」の参画団体と連携し、実社会のリアルな課題をテーマとする課題

解決演習（ＰＢＬ）やインターンシップ等体験・実践プログラムに取り組むなど、叡啓大学が掲げる実践的な教育を着

実に進めた。一方で、入学者選抜においては、英語力に係る出願要件の影響などから、志願倍率が伸び悩んでい

る。 

○ 大学連携の基盤となる遠隔講義システムの整備・拡充を支援するとともに、一般社団法人教育ネットワーク中国と

連携し、単位互換の促進等に取り組んだ結果、目標を上回る 15大学等の取組につながった。 

○ 県内どこの大学・短大においても、デジタルリテラシーを身に付けることができる環境整備に向けて、広島県公立大

学法人（県立広島大学・叡啓大学を運営）等と連携し、専任教員の確保や動画教材の作成に取り組み、令和５年

度からの県内大学・短大に対する支援体制を整えた。 

 

【主な事業】・ 魅力ある高等教育環境構築事業・・・・・・・・・311ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 「叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会」の更なる拡充を通じて、課題解決演習（ＰＢＬ）やボランティア・インタ

ーンシップ等体験・実践プログラムの充実を図るなど、叡啓大学の目指す「新たな教育モデル」を着実に実践する。       

また、叡啓大学の求める資質・能力を有する学生を継続的かつ安定的に確保するため、文部科学省のワールド・ワ

イド・ラーニング（ＷＷＬ）参画校や、スーパーサイエンスハイスクール（ＳＳＨ）・スーパーグローバルハイスクール（ＳＧ

Ｈ）認定校のほか、探究的な学習に積極的に取り組む学校など、叡啓大学の実践する教育との親和性が高い全国の

高校への働き掛けを強化する。 

○ 県内大学等における遠隔講義システムの整備・拡充を支援するとともに、単位互換の促進に向けて、対面とオンラ

インを併用したハイブリッド型授業を働き掛けるなど、学生が多彩な学問分野を学びやすい学修環境の構築に取り組

む。 

○ デジタル教育の充実に向けて、県立広島大学や叡啓大学と連携し、動画教材の提供や専任教員の派遣など、県

内大学・短大に対する支援を開始するとともに、広島工業大学や広島大学の協力を得て、公開講座を開催するな

ど、希望する学生が学びやすい環境づくりに取り組む。 
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④ 学びのセーフティネットの構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 家庭の経済的事情等に関わらず、全ての子供の能力と可能性を最大限高めるため、高等学校等奨学金制度の

改善に加え、その機会を広く知ってもらうための広報、利用促進に取り組みます。 

○ スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの人材確保及び専門性の向上を図るとともに、校内適応指導

教室（スペシャルサポートルーム）の整備やフリースクールとの連携などを含めた多様な学びの場の提供を通じて、

学校・社会とのつながりが途切れないための居場所づくりを進めるなど、教育相談体制や不登校児童生徒等に対す

る支援を充実させます。 

○ 個々の児童生徒の学習のつまずきに対応した個別最適な学習指導をはじめとする、児童生徒の興味関心・特性

等に応じた学習支援や日本語指導が必要な児童生徒への支援を充実させます。 

※ 好ましい変化が見られた児童生徒とは、支援の結果、登校できるようになった児童生徒のほか、継続した登校には至らないものの、例えば「外に出て友

達と交わることができるようになった」などといった、児童生徒の状況変化が見られるようになったものを含む。 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

不登校児童生徒への支

援の結果、 

好ましい変化※が見られた

児童生徒の割合 

目標 52.1％ 52.4％ 52.7％ 53.0％ 53.3％ 

実績 49.4％ 50.3％    

 

【評価と課題】 

○ スペシャルサポートルーム（ＳＳＲ）の設置を広げるとともに、県教育委員会の指導主事が定期的に訪問してサポー

トしたことにより、各推進校において児童生徒の実態に応じた支援が行われた。また、対面とオンラインの両面から支

援を行う「ＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”」を開設（試験運用）し、県教育支援センターの機能を強化するなど学びの選択肢を増やし

た。その結果、実績値は向上したものの不登校等児童生徒が増加している状況は継続しており、とりわけ学校等の

社会とつながりがもてていない児童生徒に対する支援が十分に届かず目標値に達することができなかった。不登校

の未然防止や、社会とのつながりを促す取組の強化に向け、スペシャルサポートルーム（ＳＳＲ）やＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”にお

ける個々の興味関心に応じた学びの内容を充実させていくとともに、その成果等をより多くの学校へ普及していく必要

がある。 

 

【主な事業】・ 学びのセーフティネット構築事業・・・・・・・・・336ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 経済的に困難な家庭の生徒に対する経済的支援として、令和２年度に創設した「生徒一人１台コンピュータの購

入費用等を支援する給付制度」を引き続き実施する。 

○ スペシャルサポートルーム（ＳＳＲ）の整備に向けて、不登校ＳＳＲ推進校への県教育委員会指導主事の定期的な

訪問を通じて、ＳＳＲの環境整備や運営、個別のサポート計画の作成など市町教育委員会や学校の支援を行う。ま

た、不登校ＳＳＲ推進校に配置している担当教員が近隣（中学校区）の学校を巡回し、各学校における不登校等児

童生徒への支援の在り方を連携する等、不登校等児童生徒の居場所づくりをより一層推進する。 

また、県教育支援センター「ＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”」の本格運用を開始し、個々の状況にあった学びを深めるとともに社

会とのつながりを促し、学び続ける力の育成を行うため、来室とオンラインの両面から、教育支援を行う。さらに、支援

の考え方を普及するため、学校や市町教育支援センターと連携する。 
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⑤ 特別支援教育の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 特別な支援を必要とする生徒等に対して、個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成し、個別の教育支援

計画を校種間の接続や関係機関等との連携において活用することで、乳幼児期から学校卒業後まで切れ目ない支

援体制を整備します。 

○ 免許法認定講習や教員長期研修派遣の実施、特別支援教育に関する各種の研修を充実させ、特別支援教育に

関する教員の専門性を向上させ、通常の学級を始めとする全ての学びの場における指導を充実させます。 

○ キャリア発達を促す職業教育の充実を図るとともに、技能検定の実施、ジョブサポートティーチャーの効果的な活

用や企業との連携により、生徒等の職業的自立を促進します。 

○ 知的障害のある生徒等を対象とした特別支援学校の在籍者数が年々増加していることから、在籍者数の推移、学

校施設の状況等を踏まえ、知的障害のある生徒等の教育的ニーズに対応するため、適切な教育環境を整備しま

す。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

個別の教育支援計画

作成率 

目標 

幼：98.5% 

小：92.5% 

中：92.5% 

高：98.5% 

幼：99.0% 

小：95.0% 

中：95.0% 

高：99.0% 

幼：99.5% 

小：97.5% 

中：97.5% 

高：99.5% 

幼：100% 

小：100% 

中：100% 

高：100% 

幼：100% 

小：100% 

中：100% 

高：100% 

実績 

幼：100% 

小：98.3% 

中：97.4% 

高：96.4% 

幼：100% 

小：99.7% 

中：99.6% 

高：98.4% 

   

 

【評価と課題】 

○ 特別支援学校の教育相談主任や高等学校の特別支援教育コーディネーター、市町教育委員会の指導主事及び

幼稚園等を対象とした研修等において、特別な支援を必要とする生徒等に対する的確な教育的支援及びきめ細か

い指導を行うための個別の計画等（個別の教育支援計画及び個別の指導計画）の作成並びに具体的な活用方法

等について周知した。また、個別の計画等の作成率の低い県立高等学校に対して、個別の計画等の作成、活用の

目的や重要性を周知した上で、その作成の仕方及び具体的な活用の方法を助言した。これらの取組を行うことによ

り、全ての校種で作成率の向上に繋げることができた。 

一方で、特別な支援を必要とする生徒等のうち、個別の計画等を作成している生徒等の割合は 100％に近づい

ているものの、高等学校において新たに特別な支援が必要と判断された生徒については、これまで小・中学校におい

て個別の計画等が作成されておらず、引き継がれる個別の計画等がないため、新たに個別の計画等を作成すること

について、保護者から理解を得ることが困難な場合があることや、必要な支援について校内で情報共有しているもの

の、個別の計画等の作成にまで至っていない場合があり、目標値を達成することができていない。 

    

【主な事業】・ 特別支援教育ビジョン推進事業・・・・・・・・・384ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 特別支援学校の教育相談主任や高等学校の特別支援教育コーディネーター、市町教育委員会の指導主事等を

対象とした研修等において、個別の計画等に係る保護者との共通理解や進路先への引継ぎについて、その重要性

や活用方法を繰り返し周知し、個別の計画等の作成及び活用を促進することにより、切れ目ない支援体制の整備を

推進する。 

   また、個別の計画等の作成率の更なる向上を図るため、個別の計画等を作成できていない県立高等学校や作成

率の低い市町教育委員会に対して、個別の計画等の作成及び活用方法に関して、直接指導・助言を行う。 

○ 免許法認定講習の受講機会拡大のために、免許法認定講習の定員を令和４年度の延べ 1,170名から、令和５年

度は延べ 2,040 名に拡充する。また、小・中学校の特別支援学級担任及び通級による指導の担当教員について

は、特別支援教育の専門性向上のための免許状取得の重要性について各市町教育委員会に継続的に周知すると

ともに、免許状未保有者に対して積極的な受講を促すよう、新たに受講者の声を掲載したリーフレットを、市町教育

委員会に配付する。 

○ 技能検定の取組を継続して行うとともに、令和４年度に見直しを実施した特別支援学校技能検定における食品加

工について、関係特別支援学校の教員が指導できるように研修を実施する。また、進路指導については、就職希望

者全員の就職実現に向けて、積極的な企業訪問や障害者就業・生活支援センター等の関係機関との連携等の取

組をより一層充実させる。 

○ 廿日市特別支援学校の教育環境整備としての廿日市西高等学校の工事に加え、三原特別支援学校、黒瀬特別

支援学校及び呉南特別支援学校の整備に係る工事に着手予定であることから、学校を含む関係各所との密な連携

を図り、円滑に工事等を実施する。また、高等学校の施設等を活用する廿日市特別支援学校及び黒瀬特別支援

学校の整備においては、県教育委員会事務局、特別支援学校及び高等学校の三者で協働し、時間割の編成等の

学校間で調整が必要な内容について検討を進め、供用開始に向けた準備を行う。 
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⑥ キャリア教育・職業教育の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 就職希望者への就職相談や生徒のニーズに応じた求人開拓の強化、教職員の就職指導に係る資質向上により、

個々の生徒の就職希望に沿った指導を強化します。 

○ キャリアノートの持ち上がり率を向上させ、キャリア形成に共通して必要な能力や態度を育成するとともに、インター

ンシップ等の体験的な学習活動への参加促進等により、生徒の職業意識や社会人としての自覚の形成を促し、早

期離職を防止します。 

○ 総合的な探究の時間等を活用した教育活動を推し進め、児童生徒に地元の魅力を知ってもらうことで、地域への

愛着を育みます。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

新規高等学校卒業者

就職率 

目標 

全国平均

以上 

（97.9%） 

全国平均

以上 

（98.8％） 

全国平均以上 

実績 98.6% 99.3％    

新規高等学校卒業者の

３年以内離職率 

目標 

全国平均

以下 

（36.9%） 

全国平均

以下 

（35.9％） 

全国平均以下 

実績 33.9% 34.8％    

 

【評価と課題】 

○ 広島労働局や商工労働局等の関係機関と連携の上、経済団体訪問を実施し、高校生の求人確保を要請したほ

か、各県立学校において、ロードマップ等の個別の支援計画を活用し、生徒との面談を丁寧に行うなど、組織的・計

画的に就職指導に取り組んだ結果、新規高等学校卒業者の就職率は全国平均を上回る 99.3％となった。 

○ 早期離職の防止を図るため、関係機関と連携し、就職内定者を対象とした「高校生就職内定者支援講習会」を開

催するなどの取組を進めた結果、新規高等学校卒業者の３年以内離職率は、34.8％となり、全国平均の 35.9％を

1.1ポイント下回っている。 

○ 学習指導要領においても、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生

き方を実現するための力を育成するためのキャリア教育が求められており、学校の特色や地域の実情を踏まえ、子

供の発達段階に応じたキャリア教育の展開が必要である。 

 

【主な事業】・ 産業教育推進事業・・・・・・・・・391ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 学科の枠を超えた探究的な学びを推進するためのカリキュラムの開発や、専門高校と産業界をつなぐ役割を担う

産業教育コーディネーターの活用等を通じ、産業界のニーズや将来的な社会変化に対応した職業教育を充実させ

る。 

○ 高等学校就職促進会議を開催し、ジョブサポートティーチャーや就職指導支援員が有する、就職指導のスキルや

ノウハウ等の普及を図るとともに、就職指導連絡会議の開催により、各学校の進路指導の改善・充実に努める。 

○ 就職内定者を対象としたガイダンスを行ったり、社会人となる心構えやビジネスマナー等を身に付ける機会を設け

たりすることで、就職前の不安の解消や就職後の職場定着を図るとともに、早期離職の防止等に努める。 

○ キャリア教育の充実に当たっては、小中高の各段階における系統的な支援が必要なことから、学びのプロセスを記

述し振り返ることができる教材の活用をより一層推進する。 
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⑦ リカレント教育の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ イノベーション創出やデジタル技術の活用など産業競争力強化を支える人材の育成・集積に向けて、産業界のニ

ーズに呼応した育成プログラムについて、高等教育機関や民間団体等と連携し、広く提供します。 

○ 学び直しに対する個人と企業の意識改革を進めるとともに、働き方改革などを通じて、学習機会の充実や時間の

確保など、学びやすい職場環境づくりに取り組む企業を支援します。さらに、内部・外部を問わず学び直した人材を

積極的に活用し、競争力の強化と成長につなげる企業を拡大します。 

○ 県内大学をネットワーク化する遠隔講義システムの導入など、受講しやすい環境づくりに取り組むとともに、「プラッ

トフォーム」を活用した産業界のニーズの把握等を通じて、リカレント教育の促進を図ります。 

○ 県民それぞれが求める学びを選択できるよう、多様な学習コンテンツや、各種支援制度についての情報提供・発

信を行い、生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高めることのできる環境の充実を図ります。 

 
※1 文部科学省の大学分科会における取り扱いをもとに、25歳以上を社会人とみなしている。 

※2 学校基本調査（文部科学省） 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

県内大学・大学院・短大

の新規入学生に占める

社会人※1の割合※2  

目標 2.0％ 2.2％ 2.4％ 2.6％ 2.8％ 

実績 1.59％ 【R5.12判明】    

 

【評価と課題】 

○ 産業競争力強化を支える人材の育成・集積については、広島大学ＡＩ・データイノベーション教育研究センターを

中心に、経済産業省のＡＩ学習プログラム（マナビＤＸ Ｑｕｅｓｔ）をベースとしてビジネス実務・現場でのデータ解析を

盛り込んだ実践的な研修が企業側に評価されたことで、多数の受講生を獲得できたほか、専門職大学院等での就

学費用を補助する社会人向け制度等により、イノベーション人材の育成に取り組んでいる。一方、地域の中核産業

である自動車産業を中心に、カーボンニュートラルの規制強化に対する電動化技術への対応が急務となっており、

これまで以上に高度なレベルのデジタルイノベーション人材を養成する必要がある。 

○ 学びやすい職場環境づくりに向けた働き方改革について、コロナ禍を機にテレワーク等の柔軟な働き方を推進する

企業の割合（令和３年度）は、44.0％に拡大した。しかし、人的・金銭的な資源に制約のある中小企業でのテレワー

ク導入率は大企業に比べて低く、また、コロナ禍で実施したものの臨時的なもので制度化の予定がない企業もある

ため、テレワークの導入に加えて、利用の定着に向けた支援に引き続き取り組む必要がある。 

○ 県内企業の生産性向上等につながる雇用管理やリスキリングを後押しする労働環境等について、協議会を設立

し、効果的な支援策について中間報告を取りまとめたが、最終報告に向けブラッシュアップを行う必要がある。 

○ 県民の多様な学習ニーズに応えるウェブサイト「まなびナビひろしま」を運営したが、年間アクセス数の目標値は未

達であった。県民の生涯学習の促進に向けて、より多くの県民に対し、県民が求める欲しい情報を最適な方法で提

供していく必要がある。 

○ 県内大学等における遠隔講義システムの整備・拡充を働き掛け、オンラインを活用した講座やセミナーの充実を

図るなど、社会人・学生等誰もが学びやすい環境づくりを後押しした。一方で、企業等からは、県内大学等が取り組

む様々なリカレント教育プログラムの情報発信の強化が求められている。 

【主な事業】・ 働き方改革推進事業・・・・・・・・・274ページ 

・ 魅力ある高等教育環境構築事業・・・・・・・・・311ページ 

          ・ リスキリング推進企業応援プロジェクト・・・・・・・・・316ページ 

・ イノベーション人材等育成・確保支援事業・・・・・・・・・393ページ 

・ 「ひろしまものづくりデジタルイノベーション」創出事業・・・・・・・・・414ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 産業競争力強化を支える人材の育成・集積については、内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」における追

加支援「展開枠」を活用し、特に地域の中核産業である自動車産業において求められている電動化技術に関連す

る課題解決型学習を推進するほか、「ソフトウェア技術・コネクテッド技術の強化」等に役立つカリキュラムを開発す

ることにより、先端的なデータ利活用を担う人材の育成に取り組む。 

○ 仕事の自律性が高まることやワーク・ライフ・バランスの改善など、働きがい向上にもつながるテレワーク等の柔軟

な働き方の導入と定着を加速させるため、とＩＴ経営の専門家（ＩＴコーディネータ）の派遣を拡充して実施する。 

○ ＤＸの進展や労働市場の流動化の高まりを背景に、新規事業・成長分野への配置・職種転換等で企業の生産性

向上につなげるリスキリングの実践を促進するため、企業経営者と推進担当者を対象としたリスキリング推進人材

育成研修を新たに実施する。 

○ 県内企業の生産性向上等につながる雇用管理やリスキリングを後押しする労働環境等について、協議会での議

論の最終取りまとめを行い、その実現に向けたロードマップを作成する。 

○ 多様化する県民ニーズに応えられるよう、関係機関に幅広く情報の提供を依頼するなど、提供する「学び」に関す

る情報を充実させるとともに、関係部署とも連携して、効果的な情報提供方法を検討する。 

○ 県内大学等における遠隔講義システムの整備・拡充を促進するとともに、「広島県大学情報ポータルサイト」を改

修し、県内大学等が取り組むリカレント講座情報を一元的に発信する仕組みを整える。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

健康寿命の延伸 

男性 71.97年 

女性 73.62年 

（H28） 

全国平均 

男性 72.14年 

女性 74.79年 

男性 72.71年 

女性 74.59年 

（R1） 

全国平均 

男性 72.68年 

女性 75.38年 

全国平均を 

上回り、 

平均寿命の 

伸び以上に 

延伸 

全国平均を 

上回り、 

平均寿命の 

伸び以上に 

延伸 

 

  

○ 人生 100 年時代を迎える中、県民一人一人が、それぞれのライフステージに応じて、心身ともに

健康で活躍しています。 

○ そのため、若い時期から生涯を通じた健康の大切さとリスクを意識し、デジタル技術やデータも活用

しながら、運動や食事等の生活習慣の改善など、健康を維持する行動が身に付いています。 

○ 特定健康診査やがん検診の確実な受診行動を取るなど、個々人の健康医療データを活用しなが

ら、適切なタイミングで適切な治療を受ける行動が身に付いています。 

○ 高齢になっても健康で、一人一人がこれまで培った経験・能力を生かすことができる機会が拡大

し、就労や地域貢献など生きがいを持って社会で活躍しています。 

目指す姿（10年後） 

 

健 康 
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主な取組 

● 健康増進の推進 

 働き盛り世代の健康づくりの推進[Ｒ3～] 

   データを活用した健康づくりの推進、健康経営実践企業

の拡大 

 「運動・食・集い」を軸とした介護予防の推進 

 

● 住民主体の「通いの場」の立ち上げ・継続支援 

 ひろしま健康づくり県民運動推進会議 

[H20～] 

ひろしまウォーキング Book の利用促進、季節のレシピ作成等 

 禁煙・受動喫煙防止に向けた条例の制定[H27.3] 

● がん対策日本一の取組 

 「Teamがん対策ひろしま」登録 

総合的ながん対策に積極的に取り組む企業を登録 

登録企業数：１６８社[H26～R４累計] 

 ５大がん医療ネットワークの構築[H24] 

患者一人ひとりに最適な医療を提供する連携システム 

（５大がん：乳、肺、肝、胃、大腸） 

 広島がん高精度放射線治療センター 

の設置［H27.10～］ 

   世界最高水準のノバリス認定を、 

東アジアで初めて認定［H29.1］ 

 

● こころの健康（自殺対策）の推進 

 ゲートキーパーの養成[H21～] 

   （自殺のサインに気付き、専門機関へつなぐことができる人材） 

 SNS相談窓口の開設[R元～] 

 電話（こころの悩み相談）相談窓口の開設[R4～]  
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① ライフステージに応じた県民の健康づくりの推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 成人期前半の若い世代（39 歳頃まで）においては、単身生活を始めるなど生活環境が大きく変わり、生活

習慣が乱れやすくなる時期であり、朝食摂取など望ましい食習慣を身に付けるための取組や身近な地域で

運動を継続しやすい環境づくりを推進し、生涯を通じて健康を維持するための生活習慣の定着を図ります。 

○ 成人期後半の働き盛り世代（40～64 歳頃まで）においては、身体機能が低下しはじめ、メタボリックシンドロ

ームが顕在化する時期であり、身近な場所で手軽な健康チェックを行い、自らの健康状態を知らせ、運動や

食事等の生活習慣の改善や適切な医療につなげる取組など、健康データなどを活用した健康づくりを推進し

ます。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

運動習慣のある人の

割合の増加 

【20～64歳】 

目標 ― ― 

男性

34.0％ 

女性

33.0％ 

― 

男性 

34％以上 

女性 

33％以上 

実績 ― 【R5.9頃判明】    

運動習慣のある人の

割合の増加 

【40～64歳】 

目標 

男性

26.0％ 

女性

22.0％ 

男性

31.0％ 

女性

28.5％ 

男性

36.0％ 

女性

35.0％ 

男性 

36％以上 

女性 

35％以上 

男性 

36％以上 

女性 

35％以上 

実績 【R6.8判明】 【R7以降判明】    

１日の食塩摂取量の

減少 

目標 ― ― 8g以下 ― 8g以下 

実績 ― 【Ｒ6.5頃判明】    

 

【評価と課題】 

○ 目標達成に向け、ＡＩやアプリを活用して、県内企業の従業員の健康づくりにつながる実効性のある取組を検

証する実証試験を令和３年度より開始。実証試験は令和５年度まで実施予定であり、随時進捗確認・分析を

行いながら、社会実装に向けた方策の検討を進める必要がある。 

○ 「広島県食育推進会議」及び「ひろしま食育・健康づくり実行委員会」の構成員や関係団体など、それぞれの

立場から食生活改善の取組や実践的事業等を通じて、健全な食生活を実践できるよう県民全体への普及啓

発を実施している。 

 

【主な事業】・ 働き盛り世代の健康づくり推進事業・・・・・・・・・314ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、アジャイル開発手法の考え方を参考に、介入内容を繰り返し見直しながら、県内企業等と連携し

て実証試験を進める。また、若い時期からの健康づくりを阻害する要因の深堀及び仮説の構築、仮説の検証

のための評価方法の設計等、実証試験の経過・結果を分析し、社会実装に向けた方策の検討を進める。 

○ 引き続き、多様な関係者がそれぞれの立場から県民の食生活の改善に向けた取組を推進されるよう、「広

島県食育推進会議」や「ひろしま食育・健康づくり実行委員会」の構成団体、健康づくりに関心のある企業等に

働きかける。 

併せて、同実行委員会での野菜摂取量の増加に向けた実践的事業や栄養成分表示の活用促進、県と包

括連携協定締結企業との協働による野菜摂取や減塩の取組などを通じて、広く県民に対し、食生活改善の

必要性等についての普及啓発を引き続き行う。 
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② 県内企業と連携した「からだとこころ」の健康づくりの推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 経営者等を対象としたセミナーの開催や従業員の健康づくりに特に積極的に取り組む中小企業への表彰

制度などにより、「健康経営」の考え方を広く浸透させ、実践企業を拡大していきます。 

○ 企業と連携し、健康づくりに向けた情報発信や健康づくりイベントの開催などに取り組みます。 

○ 世代ごとの自殺の要因に基づいて、相談・支援を行う体制の整備や窓口の周知、経済生活問題や職場の
メンタルヘルス等に対応する関係機関の連携を推進します。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

「健康経営」に 

取り組む中小企業数 

目標 2,800社 3,500社 4,200社 4,900社 5,600社 

実績 3,069社 4,015社    

自殺死亡率 

（人口 10万人対） 

目標 14.6以下 14.2以下 14.2以下 14.2以下 14.2以下 

実績 17.6 【R5.10判明】    

 

【評価と課題】 

○ 県内中小企業の経営者等をターゲットとした健康経営導入・継続セミナーの開催や、従業員の健康づくり

に特に積極的に取り組む中小企業への表彰制度の実施及び横展開、関係機関と連携した「健康経営」の

考え方の浸透及び「健康経営」実践企業の拡大を推進した結果、健康経営に取り組む中小企業数は目標

を上回る 4,015社に増加した。 

○ 引き続き、協会けんぽや健康寿命の延伸に関する連携協定締結企業（生命保険会社等）と連携して、健

康経営実践企業の量的拡大及び質の維持・向上を図る必要がある。 

○ 自殺死亡率は、平成 29 年から令和２年まで減少傾向にあったが、令和３年は中高年層の自殺者数が大

きく増加し、全年齢では前年より 3.0ポイント増加した。 

原因・動機別の自殺者の状況を見ると、健康問題が全体の４割を占めているほか、新型コロナの感染拡

大等を背景として、例年より経済・生活問題、家庭問題、勤務問題の割合が増加している。 

引き続き、悩みが深刻化する前に速やかに相談でき、自殺に至る前に悩みが解消されるよう、自殺の原

因・動機や年代などの統計データの詳細な分析を踏まえた対策を機動的に講じる必要がある。 

 

【主な事業】・ 働き盛り世代の健康づくり推進事業・・・・・・・・・314ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、県内中小企業に対する健康経営の普及を加速するとともに、令和２年度に創設した健康経営

優良企業表彰により、好事例を広く展開することで、健康経営の取組の質の向上を図り、県内企業の「健康

経営」取組実施率を押し上げ、将来的な健康寿命の延伸につなげていく。 

○ 悩みを抱えている人が、悩みが深刻化する前に早期に適切な支援に繋がれるよう、いのち支えるひろしま

プラン（第３次広島県自殺対策推進計画・計画期間：令和５～９年度）に基づき、自殺の社会的要因に関連

する相談窓口等関係者（健康、経済・生活、家庭、勤務問題などの各種相談窓口の職員）に対してゲートキ

ーパー養成研修を重点的に実施するとともに、ＳＮＳ相談体制の拡充やインターネットの検索連動広告によ

る相談窓口の周知など、ＩＣＴも有効に活用しつつ、市町等の関係機関と連携して相談支援体制の充実強

化を図る。 
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③ がんなどの疾病の早期発見・早期治療の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ がんや糖尿病などの疾病の早期発見・早期治療の重要性に対する理解を促進するとともに、市町や保険

者とも連携し、健診（検診）の案内や予約をサポートする仕組みづくり等、健診（検診）を受診しやすい環境

の整備を推進します。 

○ 中小企業への個別訪問活動を強化するとともに、「健康経営」に関心のある企業への働きかけにより、職

場のがん検診の拡大を推進するなど、保険者や企業とも連携して健診（検診）の受診を促進します。 

○ ＡＩ（人工知能）を活用して、診療報酬明細書や健診情報等のデータをもとに、対象者のタイプに応じた健

診（検診）の受診の働きかけを行うなど、個別受診勧奨を強化します。 

○ 診療報酬明細書や健診情報等のデータを活用して対象者を抽出し、メタボリックシンドロームの該当者や 

予備群、糖尿病性腎症の重症化による透析導入患者の減少を目指して、個人の生活習慣に合わせた細

やかな保健指導を行います。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

がん検診受診率 

（胃、肺、大腸、子宮、

乳） 

目標 ― 
全て 50％ 

以上 
― ― 

全て 50％ 

以上 

実績 ― 

胃がん

50.4％ 

肺がん 

47.7％ 

大腸がん 

44.0％ 

子宮頸がん 

42.5％ 

乳がん 

42.6％ 

   

特定健康診査実施率 

目標 62.8％ 66.4％ 
70％ 

以上 

70％ 

以上 

70％ 

以上 

実績 52.5％ 【R6以降判明】    

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの 

該当者及び予備群の 

減少率（H20年比） 

目標 
19.8％ 

減少 

22.4％ 

減少 

25％ 

減少 

25％以上 

減少 

25％以上 

減少 

実績 【R６.３判明】 【R7以降判明】    

糖尿病性腎症による 

新規透析導入患者の 

減少率（H27年比） 

目標 
5.9％ 

減少 

7.9％ 

減少 

10％ 

減少 

10％以上

減少 

10％以上

減少 

実績 
7.9％ 

減少 
【R6.３判明】    
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【評価と課題】 

○ がん検診や特定健康診査について、市町や協会けんぽ等関係機関と連携して検診（健診）の意義や効果

について、多様な機会を捉えた意識啓発や個別受診勧奨を行ってきた結果、がん検診受診率・特定健康

診査実施率ともに伸びてきているものの、胃がんの検診受診率を除き、目標達成には至っていない。 

・ がん検診受診率（胃がん） ：47.5％（R1） → 50.4％（R4） ※H28は対象者が異なるため、R元年と比較 

・ がん検診受診率（肺がん） ：42.1％（H28）  → 47.7％（R4） 

・ がん検診受診率（大腸がん）：38.8％（H28） → 44.0％（R4） 

・ がん検診受診率（子宮頸がん）：40.2％（H28）→ 42.5％（R4） 

・ がん検診受診率（乳がん）  ：40.3％（H28） → 42.6％（R4） 

・ 特定健康診査実施率    ：46.8％（H28）  → 52.5％（R３） 

○ 中小企業における検診（健診）については、「がん対策職域推進アドバイザー」による個別訪問により受診

率が向上していることに加えて、人材確保に向けた企業の健康経営に対する関心が高くなっていること等か

ら、今後、前向きに定期健康診断から「生活習慣病予防健診」への切替えを検討する企業の増加が見込ま

れるため、引き続きアドバイザーによる個別訪問を行い、中小企業に対し、がん検診の受診環境整備に係る

働きかけを行っていく必要がある。 

○ 市町が実施する検診（健診）については、県・市町で連携して様々な個別受診勧奨を実施しているが、市

町において受診環境を整備し、市町の担当者から検診（健診）対象者に受診勧奨を行っても企業と異なり、

定期的・継続的な働きかけが難しいこと等から受診率が向上していないため、県・市町で実施している取組

の効果を分析し、効果的な受診勧奨に係る取組を検討する必要がある。 

○ 糖尿病性腎症重症化予防事業の市町担当者会議を開催し、各市町の取組状況や課題を共有するなど

市町の支援を行ったが、事業対象者（糖尿病が重症化するリスクの高い未受診者や治療中断者）の参加が

少ない等、継続して検討や情報共有が必要な課題もあるため、市町において、未治療者や治療中断者に

対する適切な受診勧奨や細やかな保健指導などの重症化予防の取組が進むよう、引き続き支援する必要

がある。 

 

※）「生活習慣病予防健診」とは…労働安全衛生法で義務付けられた「定期健康診断」の項目に加え「がん検

診」や「特定健康診査」の項目がセットになった健診。費用の一部を協会けんぽが補助するため、定期健康

診断だけ受診するよりも事業主負担が安価となる。 

 

【主な事業】・ がん対策推進事業（がん検診）・・・・・・・・・339ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 中小企業における検診（健診）について、企業訪問によって把握した傾向・課題に沿って、引き続きアドバ

イザーによるきめ細かな個別訪問を行い、課題を踏まえた個別支援を通じて、企業に「生活習慣病予防健

診」への切替えを呼びかけるとともに、協会けんぽと連携した取組の強化（効果的な勧奨資材の開発等）を

行うことにより、がん検診受診率及び特定健康診査実施率の向上を図る。 

○ 市町が実施する検診（健診）について、効果的な受診勧奨につながる取組の抽出・全県展開に向けて、

様々なライフイベントの機会を捉えた個別受診勧奨に係るモデル事業を実施するとともに、県・市町の取組

効果の分析結果や他県事例等を踏まえて、がん検診受診率及び特定健康診査実施率の向上に寄与する

取組を検討し、実施する。 

○ 糖尿病性腎症重症化予防事業について、引き続き市町担当者会議を開催し、各市町の取組状況や取

組に当たっての課題等を共有するとともに、県医師会や地区医師会等の関係機関と連携し、課題解決に向

けた取組を検討し、必要に応じて、保険者（市町等）における標準的な事業実施方法を示した「広島県糖尿

病性腎症重症化予防プログラム」の改定を行う。 

○ 広島県地域保健対策協議会糖尿病対策専門委員会での協議やひろしまＤＭステーション構築事業等に

より、地域のかかりつけ医と専門医の連携体制の構築など、県内各地の糖尿病医療提供体制の強化を図

る。 
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④ 高齢者が生きがいを持って活躍できる生涯現役社会づくりの推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】    

○ 市町と連携して、高齢者の特性や希望に合った就労的活動をコーディネートする人材の配置や地域で活

躍する人材・団体を育成することにより、ボランティア活動、就労、グループ活動など、高齢者が社会や地域

に参画できる仕組みづくりを推進します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

就労的活動支援コーデ

ィネーターを配置する 

市町数 

目標 0市町 3市町 6市町 9市町 12市町 

実績 １市 １市    

 

【評価と課題】 

○ 高齢者の半数以上が、就労や地域活動への参加の意欲を持っており、さらに運動能力など身体的な年齢

が５歳以上若返る中で、就労継続やボランティアや地域社会活動（町内会、地域行事）への参加、趣味や

おけいこ事など、高齢者の社会参画の幅は広がっている。 

○ 2040 年に向けて、生産年齢人口の急激な減少に伴う労働者の人材不足が懸念されており、定年延長・

年金支給年齢の引き上げ・継続雇用制度の導入など、労働市場における高齢者の活躍への期待が高まっ

ていることから、高齢者の生きがい・就労・社会参画の多様性についての考え方の整理と、市町や関係機関

等との共通理解に基づいた取組が必要である。 

○ これまで、高齢になっても地域や社会において生涯現役で活躍できる環境づくりを推進するため、「就労的

活動の促進（コーディネーター配置の検討）」「プラチナ世代の人材育成（人材育成のための大学等の開

校）」「老人クラブの活動促進（老人クラブへの補助）」等を実施する市町を支援してきた。 

○ この結果、プラチナ世代の人材育成については 18 市町、老人クラブの活動促進については 23 市町で、

それぞれ継続的に実施されている。 

就労的活動の促進については、多くの市町で、コーディネーターとして活動できる高齢者等の人材不足等

もあり就労的活動支援コーディネーターの専任配置を行っていないが、シルバー人材センターや生活支援

体制整備事業などの他の類似事業において就労的活動支援を実施している実態がある。（９市町） 

【令和５年度の取組】 

○ プラチナ大学（地域活動やボランティア活動などの社会参画活動を実践する人材を育成するための講座）

を開講する３市町の事業支援を行う。 

○ 老人クラブは、地域で高齢者が交流・活動する場は「見守り・支え合い」の一定のセーフティネットとなって

いることから、引き続き団体への補助等により活動を支援する。 

○ 就労や就業に限らず、高齢者が地域社会の中でも役割を持っていきいきと活躍できるよう、年齢や性別の

枠を超えて交流・活動する場へつなぐ仕組みを市町と連携して検討する。 
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⑤ 「運動・食・集い」を軸とした介護予防の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 地域リハビリテーション広域支援センターや市町などの支援機関と連携して、住民主体の「通いの場」で運

動機能の維持・向上のための体操に加え、認知症や低栄養の予防、口腔ケアなどを実施し、社会参加を含

むフレイル（虚弱）対策を通じた介護予防を推進します。 

○ 住民運営の「通いの場」の設置数、参加者数を増加させるため、「通いの場」の立上げや継続を支援する地
域リハビリテーションサポートセンターの増加やリハビリテーション専門職の育成などに取り組みます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

要支援 1・2、要介護 1 の

認定を受けた高齢者の 

割合 

目標 
全国平均

以下 

全国平均

以下 

全国平均

以下 

全国平均

以下 

全国平均

以下 

実績 

10.1% 

（全国平均

9.2％） 

10.1% 

（全国平均

9.5%） 

   

「通いの場」の設置数、 

「通いの場」の参加者数、 

高齢者人口に占める 

「通いの場」の参加者の 

割合 

目標 

2,700か所 

54,000人 

6.5％ 

3,450か所 

69,000人 

8.3％ 

4,250か所 

85,000人 

10.2％ 

4,500か所 

90,000人 

10.8％ 

4,750か所 

95,000人 

11.4％ 

実績 

1,920か所 

38,664人 

4.6％ 

2,057か所 

41,500人 

5.0% 

   

 

【評価と課題】 

○ 地域リハビリテーション広域支援センターや市町などの支援機関と連携して、住民主体の「通いの場」の設

置等を進めてきた結果、「通いの場」の設置数・参加者数は着実に増加しているが、目標達成には至ってお

らず、「要支援１・２、要介護１」の認定を受けた高齢者割合についても、全国平均との差は縮まってきている

ものの、依然として全国平均を上回っている。 

○ 要因として、市町においても、「通いの場」の継続による高齢者の介護予防や、地域とのつながりの確保

等、「通いの場」の必要性を感じており、「通いの場」を通じた介護予防の取組を進めているものの、 

・ 開催場所や体操の映像を映す機材等の確保 

・ 「通いの場」の世話人（主催者）の不足・高齢化、後継者不足 

などの課題により、既存の「通いの場」の活動継続支援も難しくなってきている。 

○ 新型コロナにより活動中止していた「通いの場」の殆ど（97％）が活動を再開しているものの、外出自粛等の

影響により、筋力低下や認知機能低下の影響が出ている者も多くなっている。 

○ 「通いの場」の取組効果（参加者の体力測定結果）を分析した結果、体力測定結果の改善が見られてお

り、通いの場の効果があることが分かったことから、引き続き関係機関と連携して、「通いの場」を通じた介護

予防の取組を拡大していく必要がある。 

 

【主な事業】・ 地域医療介護総合確保事業・・・・・・・・・22３ページ 

【令和５年度の取組】 

○ ヒアリングにより把握した市町の課題に対し、通いの場の周知、通いの場の世話人（主催者）のモチベーショ

ン維持・向上を図るための世話人同士の交流会の開催等を行うことにより、市町の「通いの場」の設置数や

参加者数の増に向けた取組を支援する。 

○ また、「通いの場」の設置促進に関わる関係機関のネットワークづくりや地域リハビリテーション専門職の人

材育成等の支援体制の強化を、引き続き図る。 

○ さらに、住民に対する「通いの場」の普及啓発に加えて、高齢者の健康状態等を把握している医療職・介

護職等に対し、「通いの場」の取組効果を活用した普及啓発を行い、医療職・介護職等から高齢者に対する

「通いの場」への参加呼びかけを行うこと等により、「通いの場」の設置数・参加者数の増を図っていく。 

 

-44-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

広島都市圏の基幹病院が実施する
先進医療技術件数 

13件 

（R１） 

15件 

(R３) 
18 件 26件 

県内医療に携わる医師数 
7,286人 

（H30） 

7,478人 

（R２） 
7,332 人 7,378人 

医療や介護が必要になっても、安
心して暮らし続けられると思う者の
割合 

55.6％ 

（R２） 

50.2％ 

(R４) 
69 ％ 82％ 

 

 

 

 

 

○ 地域の医療・介護資源の最適化が進み、デジタル技術やデータの活用等により医療・介護の高度

化・効率化が促進されることで、県民が、安心して質の高い医療・介護サービスを受けることができ

る体制が維持されています。 

〇 全国トップレベルの高度・専門医療や最先端の医療を提供できる中核的な機能を整備し、県民に

高い水準の医療が提供されています。また、こうした高度な医療や様々な症例の集積、医育機関と

の連携・協働を進め、魅力ある医療現場として若手医師に選ばれることで、新たな医師等の育成・

派遣の拠点として、県全域の医療提供体制が確保されています。 

○ 後期高齢者が増加する中にあっても、認知症ケアや医学的管理下での介護、緩和ケアを含めた

看取りなど、高齢者が身近な地域で、医療・介護、介護予防、住まい、生活支援等のサービスを包

括的に受けることができ、高齢者本人もその家族も、住み慣れた地域で安心して暮らしています。 

○ 地域の救急医療の体制や機能が維持・確保されるとともに、災害発生時や新興感染症の拡大に

対しても、十分な検査・診療体制が確保されるなど、大規模な健康危機管理事案に迅速に対応で

きる保健・医療の体制が整備されています。また、県民一人一人が、平時から感染防止に留意した

具体的な行動をとるなど、県民と行政が一丸となった取組により、安心を実感しています。 

目指す姿（10年後） 

 

医療・介護 
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主な取組 

● 医療介護人材の確保 

 広島県地域医療支援センターの設置・運

営［H23.7～］ 

・ 医師不足解消に向けた医師のあっせん・確保・配置

調整、女性医師支援 

 

● 医師の地域偏在解消 

 奨学金制度等による地域医療に従事する 

医師の養成 262 人［H22～R3］ 

 

● 医療提供体制の構築 

 ひろしま医療情報ネットワーク［H25.4～］ 

医療情報共有化で重複検査等解消 

参加施設数 752 施設［R5.2］ 

 ドクターヘリの運用［H25.5～］ 

令和３年度出動件数 348 件（H25.5～R4.3 累計：3,418 件） 

 

● 地域包括ケアシステムの質の向上 

 市町の取組を広域的、専門的に支援する 

広島県地域包括支援センターの設置〔H24～〕 

・ 広島県地域包括ケア推進センターによる人材育成、市

町アドバイザー派遣等 

・ 認知症に関する専門医療相談や、鑑別診断等を行う認

知症疾病医療センターを二次保健医療圏域ごとに設置 
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① 高度医療機能と地域の医療体制の確保 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 全国トップレベルの医療を提供し、意欲ある若手医師が全国から集まる中核的な医療拠点の創出に向

け、広島都市圏における多様な症例の集積や小児分野をはじめとした高度医療機能の整備に取り組みま

す。 

 また、広島大学（病院）との連携により、データやデジタル技術を活用した診断・治療研究の促進や、高度・

専門人材の育成を図るとともに、地域の拠点病院に医師を派遣して、地域内で人材交流・人材育成を行う

仕組みの構築に取り組みます。 

○ 県内各医療機関の病床機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）を明確にし、不足する機能を充足

させるため、各構想区域に設置した「地域医療構想調整会議」において、医療機関相互の協議と個々の医

療機関の自主的な取組を進めるとともに、各医療機関の取組を支援します。 

○ 2040 年の医療提供体制を展望し、地域医療構想の実現とともに、医師・医療従事者の働き方改革や、

医師偏在指標に基づく実効性のある医師偏在対策を着実に推進します。 

○ 新型コロナの拡大に際して、時限的・特例的に実施されているオンライン診療について、実用性と実効性、

医療安全等の観点から検証を行い、その結果を踏まえて、地域医療情報連携ネットワーク（ＨＭネット）の活

用などにより、オンライン診療・服薬指導の普及を図り、効率的な医療提供体制を整備します。 

※令和４年度診療報酬改定により、指標としていたオンライン診療料及びオンライン服薬指導の届け出が廃止

されたことから、当該年度以降の実績を得ることができない。 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

地域の拠点病院を中心
とした人材交流・育成に
係るネットワークの構築
数 

目標 ２地域 ３地域 ３地域 ４地域 ４地域 

実績 ２地域 ２地域    

地域医療支援病院の紹
介率 

目標 76％ 77％ 78％ 79％ 
80％ 

以上 

実績 77.2％ 【R6.3判明】    

地域医療支援病院の逆
紹介率 

目標 106％ 107％ 108％ 109％ 
110％ 

以上 

実績 116.6％ 【R6.3判明】    

人口 10 万人対医療施
設従事医師数（全域過
疎市町） 

目標 － 206.1人
以上 － 217.1人

以上 － 

実績 － 【R5.12判明】    

オンライン診療料届出医
療機関の割合※ 

目標 10％ 13％ 17％ 21％ 25％ 

実績 10.4％ － － － － 

オンライン服薬指導を行
う薬局の割合※ 

目標 6.0％ 7.8％ 10％ 13％ 15％ 

実績 17.1％ － － － － 
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【評価と課題】 

○ 人口 10 万人対医療施設従事医師数（全域過疎市町）は、令和２年は 200.0人で、平成 30年の 195.1 

人から順調に増加しており、広島県地域医療支援センターを中心とした初期臨床研修医増のための広報強 

化や研修病院ＰＲ機会の設定、県外医師の招致等の取組により、広島県が若手医師に選ばれる機会の提 

供につながっている。 

○ 一方で、県内での医師の地域偏在は解消されていないため、比較的医師が少ない地域への医師配置な 

どを引き続き進めていく必要がある。 

○ 地域の拠点病院を中心とした人材交流・育成に係るネットワークの構築については、既に県内２地域で連

携体制が構築されているものの、地域の医療機関間における役割分担等の検討に時間を要していることか

ら、引き続き、中心となる医療機関と意見交換を行い、課題を共有して、協議を重ねていくことで、連携体制

の構築を図る。 

○ また、診療科の枠を超えて診療することのできる総合診療医は、医師の少ない地域において、幅広く地域

の医療ニーズに対応することが期待されることから、令和４年度は研修医等を対象にセミナーを実施し、総

合診療医の魅力を紹介するとともに、指導医の質の向上のための意見交換会を実施した。 

   今後も総合診療医の確保・育成に向けた継続的な取組が必要である。 

○ 高度医療・人材育成拠点の整備について、県地対協の提言を踏まえ、広島都市圏の医療関係者等が参

画する高度医療・人材育成拠点ビジョン推進会議と分野別 11 の分科会を設置し、「高度医療・人材育成

拠点基本構想」を策定した。 

○ 地域医療構想の目標年である令和７年が近づく中で、病床機能の分化・連携を加速していくため、医療機

関の機能転換の促進、及び関係者間での協議を促進していくための支援が必要である。 

○ オンライン診療・服薬指導については、コロナ禍における特例措置により、施設基準の届出や実施に関する

要件等が時限的に緩和されたことなどが後押しとなり、患者が受診手段の一つとして選択する機会が増えた。 

  令和４年度は、制度や診療報酬、運用等に関する県主催のセミナーを計４回開催し、延べ 4７6 施設が参

加するなど、医療機関・薬局の関心も高まってきている。 

○ 一方で、機器やシステムの導入・維持費の負担が現在の診療報酬に見合っていないこと、またシステムの

選定や運用手順等がわからないといった課題が導入を阻害する要因になっていることが明らかになった。

（令和４年度実施調査：n=496） 

○ また、新型コロナの５類移行に伴う、診療報酬上の特例措置終了後（令和５年８月１日～）は、コロナ対応

としてのみならず、県民が必要に応じてオンライン診療・服薬指導を選択できる体制を維持していくことが求

められる。 

 

【主な事業】・ 地域医療介護総合確保事業・・・・・・・・・223ページ 

・ 総合診療専門医確保・育成事業・・・・・・237ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 医師・医療従事者の働き方改革に対応した医療機関の勤務環境改善への取組を支援するとともに、県奨

学金制度等による地域医療に従事する医師の養成の取組により、医師偏在対策を着実に推進する。 

○ 現在連携中の地域に加え、新たな地域での人材交流・育成を行う仕組みづくりに向けて、関係医療機関

で、構想や課題を共有するための協議を行う。 

○ 医師・医療従事者の働き方改革や、医師偏在指標に基づく実効性のある医師偏在対策を着実に推進する。 

○ 診療科の枠を超えて診療することのできる総合診療医の育成・確保に向けて、研修医等を対象に総合診

療医の魅力の紹介等を行うとともに、指導医の質の向上のための取組を継続して実施する。 

○ 高度医療・人材育成拠点の整備について、基本構想を踏まえ、県では基本計画策定会議や検討部会を

設置し、診療科構成などの医療機能の具体化と施設整備等を検討する。 

○ 医療機関が実施する病床機能の転換や、複数医療機関の再編に係る施設・設備整備等への支援、二次

保健医療圏毎の医療機能分析、経営・資金調達に係る相談支援を行うなど、医療機関の取組を促進す

る。また、2025年に向けて、医療機関の対応方針（プラン）を地域医療構想調整会議において協議を行う。 

○ オンライン診療・服薬指導のための機器やシステムの導入費用を補助するとともに、導入～診療・服薬指

導までの伴走型支援を行うことにより、好事例の創出・拡大を図る。県内全域で、安心して適切な医療を受

けられる環境の整備に向けて、オンライン診療・服薬指導の利活用を引き続き推進していく。 
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② 地域包括ケアシステムの質の向上 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 地域包括ケアに携わる関係者が共通の認識を持って質の向上に取り組むよう、コアコンセプトを周知・啓

発します。また、コアコンセプトに基づく地域包括ケアシステム評価指標を用いた日常生活圏域ごとの評価

結果から、課題の改善、好事例の横展開などを実施します。 

○ 地域の特性・実情に応じて、「介護施設・サービス」、「高齢者向けの住まい」、「介護予防」、「生活支援体

制」の整備・充実、「自立支援型ケアマネジメント」の普及等について、引き続き関係機関と連携して市町支

援に取り組みます。 

○ 後期高齢者の増加に伴い、入退院支援、医学的管理下での介護、緩和ケアを含めた看取りなどの需要

増に対応した在宅医療・介護連携やアドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の普及等を推進します。 

○ 認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職域で認知症の人や家族を手助けする認知症サポ

ーターの養成を進め、実際に地域で活躍できるよう、認知症の人などを含む高齢者に対する理解を深める

ための取組を推進します。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

要介護３以上の方の
在宅サービス（ショート
ステイ 15日以上利用
を除く。）利用率 

目標 36％ 37％ 38％ 39％ 40％ 

実績 36.4％ 【R6.3判明】    

認知症サポーター養
成数 

目標 288千人 307千人 325千人 344千人 362千人 

実績 305千人 325千人    

 

【評価と課題】 

○  地域包括ケアシステムに関する評価について、構成する８分野全てにおいて実施率が向上しており、地

域包括ケアシステムの質の向上が図られ、このような取組から、要介護３以上の方の在宅サービス（ショート

ステイ 15日以上利用を除く。）利用率が目標を達成した。 

○ 後期高齢者の増加に伴い、医療や介護のニーズを複合的に有する高齢者の増加が予想される中、患者

自身の希望や思いを医療やケアに反映させるアドバンス・ケア・プランニング（ACP）の普及に向けて、養成し

たＡＣＰ普及推進員の活動支援及び県民への情報発信等を行う必要がある。 

※ ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）とは…これから受ける医療やケアについて、自分の考えを家族・代理人

や医療・ケアチームと話し合って、「私の心づもり」として文章に残すことで、希望や思いを医療やケアに反映す

ること。 

○ 認知症サポーターの養成数については、順調に人数を増やしている。しかし、認知症は誰でもなりうるもの

であり、認知症の人やその家族が住み慣れた地域のよい環境で安心して自分らしく暮らし続けるため、引き

続き認知症に対する社会の理解を深めていくことが必要である。 

 

【主な事業】・ 地域医療介護総合確保事業・・・・・・・・・223ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 日常生活圏域ごとの地域包括ケアシステムに関する評価を実施するとともに、昨年度評価において構成

する８分野全てにおいて実施率が向上しているため、来年度以降の評価方法の見直しを行う。 

○ ＡＣＰ普及推進員等に対する研修や県民向けの情報発信を行い、引き続き、ＡＣＰの普及を図る。 

○ 引き続き、認知症サポーターを養成するとともに、認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人

や家族のニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みである「チームオレンジ」の取組を推進していく。 

○ また、認知症の方が自らの言葉で語る「ひろしま認知症希望大使」の取組により、認知症になっても希望を

持って前を向いて暮らすことができている姿を発信するなど、積極的に認知症への理解促進に向けた情報

発信を行う。 
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③ 福祉・介護人材の確保・定着・育成 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ デジタル技術の活用や介護ロボットの導入により、介護保険サービスの質の向上や業務の効率化を進め

て生産性を向上させるとともに、従事者の負担を軽減させて福祉・介護の職場環境の改善を促進します。 

○ 福祉・介護業界の効率化や生産性向上が図られた法人を、優良法人としてアピールするなど、社会全体

に広く発信し、業界全体として福祉・介護職の社会的価値を高めることにより、選ばれる業界となるよう推進

します。 

○ 福祉・介護職のイメージ改善や理解促進を通じて、元気な中高齢者や外国人材など多様な人材の参入

を促し、福祉・介護サービスを支える人材の裾野を拡大します。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

魅力ある福祉・介護の
職場宣言ひろしま認
証数（累計） 

目標 412法人 546法人 680法人 814法人 950法人 

実績 288法人 343法人    

介護職員の離職者の
うち3年未満職員の割
合 

目標 63％ 59％ 56％ 53％ 50％ 

実績 59.3% 57.1％    

 

【評価と課題】 

○ 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」認証数については、関係団体から会員法人への働きかけによ 

り社会福祉法人の約９割が認証を取得するに至ったが、民間法人のうち、特に小規模法人においては、認

知不足や認証基準を満たさない法人が多いことにより、認証率が低く、令和４年度の目標が達成できなかっ

た。 

○ 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」の認証制度の普及促進や介護事業所へのＩＣＴ・介護ロボットの 

導入支援など、職場環境改善の取組を推進してきたことで、介護職員の離職者のうち３年未満職員の割合 

は順調に低下しているものの、依然として離職率が高い水準で推移しており、人材の定着が図られていない 

状況にある。 

○ 小・中・高校生向けの出前講座や保護者、教育関係者を対象としたセミナーの開催などにより、介護職の 

イメージ改善や理解促進に取り組んできたが、ネガティブイメージの解消には至っておらず、加えて労働力人

口の減少が一層進んでいるため、人材の確保が困難になっている。 

 

【主な事業】・ 地域医療介護総合確保事業・・・・・・・・・223ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 介護職員の負担軽減による職場環境の改善に向けて、ＩＣＴ・介護ロボットの最新機器の情報や先進事例

の共有を図るセミナーの開催のほか、令和５年度からは、導入経費への支援を拡充し、引き続き、介護事

業所のＩＣＴ・介護ロボットの導入を促進する。 

○ 社会福祉法人に比べ認証が進んでいない民間法人を対象に、研修などの機会を通じた認証制度の周知

や個別の働きかけを行うほか、令和５年度からは、小規模法人を対象とした制度の周知を図るセミナーの開

催や認証基準の充足のために必要な取組等について助言を行うアドバイザー派遣などにより、認証の取得

促進を図る。 

○ 高齢者等を対象とした、清掃や配膳などの介護の周辺業務を担う介護助手を介護事業所に導入する取

組を促進するとともに、小・中・高校生向け出前講座や保護者、教育関係者向けセミナーに加えて、若年層

を主な対象とした介護職の魅力を伝えるイベントを実施し、介護人材の裾野を拡げる。 
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④ 介護サービス基盤の安定化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 介護需要や労働力が縮小していく地域において、地域の実情に応じて必要な介護サービス基盤を安定

的に維持・確保できるようにするため、関係法人等と一体となって実態の把握、検討、課題解決等に取り組

む市町への支援体制を強化します。 

○ 施設が充足している地域では、今後の人口減少に備えた効率的かつ最適な施設・サービス整備を行うた

めの市町、法人等の取組を支援します。 

○ 将来にわたって、地域包括ケアシステム機能を維持・強化していくための前提となる「介護サービス基盤

の安定化」に向け、地域の実情に応じて施設やサービスの在り方を選択し、確保できるよう、県が基本的な

考え方を市町へ提示し、行政・法人、専門職等の関係者間で検討等を行う市町を支援します。 

○ 地域全体の介護サービスの基盤安定化に向け、複数の法人・事業者等が連携・協働して推進する福祉・

介護人材の育成や、業務の洗い出しと切り分け・役割分担等による現場の業務改善、また、ＩＣＴ・介護ロボ

ットの導入、さらには災害や新興感染症対策などの取組を支援します。 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

介護サービス基盤安
定化に向け、地域包括
ケアにかかる関係者間
で検討を開始した市町
数（累計） 

目標 4市町 11市町 23市町 23市町 23市町 

実績 4市町 15市町    

 

【評価と課題】 

○ 地域の実情に応じた持続可能な介護サービスの提供体制のあり方を検討するためのアドバイザーの派遣

や、課題整理などの市町支援及びその内容を県内市町に共有するセミナーの開催により、目標を超える 15

市町を達成した。 

○ 高齢者の人口構造の推移や地域資源の状況には各市町で大きな差があるため、地域の実情に応じた持

続可能な介護サービスの提供体制のあり方を次期（第９期）介護保険事業計画に反映させるよう、介護サ

ービス基盤の安定化に向けた検討が全市町で開始される必要がある。 

○ 地域によって利用者の動向や施設の充足状況等は異なっているため、地域に必要な介護サービス基盤

を維持・確保できるよう、介護施設を整備する社会福祉法人等を支援していく必要がある。 

○ 高齢者も含め人口減少に転じている地域や、介護人材の不足及び介護報酬単価の引下げ等により経営

が厳しくなる介護サービス事業所・施設が出始めていることから、限りある福祉・介護資源を効率的・効果的

に活用し、介護サービス基盤を安定的に維持・確保していく必要がある。 

 

【主な事業】・ 地域医療介護総合確保事業・・・・・・・・・223ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 令和 22（2040）年に 65 歳以上及び 85 歳以上の高齢者の人口が、現在より共に減少することが見込ま

れるなど、緊急に介護サービス基盤の安定化を図る必要がある市町に対して引き続きアドバイザーを派遣

し、地域の実情に応じた持続可能な介護サービスの提供体制のあり方を検討するためのデータ分析や課題

整理などについて重点的に支援する。 

○ 地域の実態に応じた最適なサービスが提供されるよう、計画的な体制整備を推進するため、市町が策定

した「第８期介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）」の実現に向けて、引き続き市町や事業者の介

護施設等の整備、改修などの必要な取組を支援する。 

○ 介護サービスを提供する社会福祉法人等に対して、経営の協働化・大規模化を図るための課題を整理

し、今後の方向性に関する助言を行うなど、経営基盤の強化につながる支援について具体的な検討を進め

る。 
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⑤ 救急医療体制の確保 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 高齢化の進展により高齢救急患者の増加が見込まれる中、消防機関、医師会、関係医療機関や大学の

危機医療部門と連携し、医師による救急隊への「指示・指導」、「事後検証」、「教育・研修」を柱とするメデ

ィカルコントロール体制の更なる充実を図り、救急搬送件数が多い都市部における円滑な救急体制及び搬

送受入を推進します。 

○ 複数の診療科領域にわたる重篤な傷病者等を受け入れる救命救急医療機関の追加指定を行うなど、重

症度・緊急度に応じた医療が提供可能な体制づくりに取り組みます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

心肺機能停止患者の

１か月後の生存率 

目標 13.0％ 13.5％ 14.0％ 14.5％ 15.0％ 

実績 12.6％ 
【R5.12 

判明予定】 
   

 

【評価と課題】 

○ 「令和３年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査の結果」によると、本県における 

重症以上の傷病者の搬送 11,055件のうち、医療機関への搬送受入要請４回以上の件数が 332件 

（3.0%）で、その割合は全国平均（4.3%）を下回っている。 

 今後、高齢者人口の増加に伴い、救急搬送件数の増加が見込まれることから、これまで以上に医療機関 

の連携による救急医療体制の強化を図る必要がある。 

○ 全県や各二次保健医療圏域のメディカルコントロール協議会において、メディカルコントロール体制の充実・

強化を図るとともに、救急搬送件数が多い広島都市部においては、病院収容所要時間等の取組に係る課

題の共有を図りながら、救急医療機関への円滑な搬送と医療機関における受入体制の確保を図っている。 

【令和５年度の取組】 

○ 救急医療機関への円滑な搬送と医療機関における受入体制の確保を図るため、全県や各二次保健医療

圏域のメディカルコントロール協議会において、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の見直し

や、圏域単位での救急搬送体制の課題解決に向けた検討を行う。 

○ 救急搬送支援システムの実証実験（令和５年 10 月開始予定）を通じ、救急搬送業務のデジタル化等、

業務の迅速化や効率化に取り組む。 
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⑥ 災害や新興感染症等の発生時における体制の強化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 災害発生時においても、医療機関の診療機能を維持し患者の安全・安心を確保するため、病院の事業継
続計画（ＢＣＰ）策定を支援します。 

○ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）、Ｊ-ＳＰＥＥＤ（災害診療記録）等の情報管理システムを活用した
被災状況等の収集・分析体制の整備に取り組むとともに、医療資源の配分や患者搬送などの医療調整業務
を適切に行うことができる人材の確保・育成を進めます。 

○ 新興感染症の拡大に対応するため、感染症指定医療機関・協力医療機関を核とした医療提供体制の充
実・強化に向けた研修会を開催し、患者受入れ順のルール設定、専門性の高い医療従事者の集約による
効率的な治療の実施、圏域における軽症者への外来診療や感染症以外の疾患の患者への医療を担う医療
機関の確保など、役割分担・連携による万全の患者受入れ体制の構築を図ります。 

○ 感染症は社会全体のリスクであるとの認識のもと、全国に先駆けて設置した広島県感染症・疾病管理セン
ターを中心に、感染症のリスクや感染防止のための行動などを県民等で共有して理解を深め、感染症対策
に総合的に対応します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

病院における事業継続
計画（ＢＣＰ）の策定率
（策定が義務付けられ
ている災害拠点病院を
除く） 

目標 50％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実績 26.9％ 36.3％    

 

【評価と課題】 

○  事業継続計画（ＢＣＰ）の策定率は、年々上昇し、令和４年度末時点で 36.3％となっているが、目標値は 

下回っている。 

その要因としては、新型コロナの影響により、国や県が開催するＢＣＰ策定研修への参加を含め、ＢＣＰ策定

に向けた取り組みに支障が生じたものと考えられる。 

今後は、ＢＣＰ策定のノウハウ不足や必要性の理解不足に対応した取組を加速していく必要がある。 

○ 災害時に医療救護活動を迅速かつ適切に実施するためには医療機関の被害情報等についてＥＭＩＳを活用

して発信することが重要となるが、入力訓練の参加率に地域差が見られることから、圏域別研修などに取り組

む必要がある。 

【令和５年度の取組】 

○ ＢＣＰ策定については、引き続き策定研修を開催し広くノウハウの普及を進めるとともに、病院管理者向けの

説明会や、病院への個別訪問などにより必要性の理解の浸透を図っていく。 

○ ＥＭＩＳ入力の定着を図るため、全県一斉の入力訓練の定期的な開催のほか、圏域別研修を通じて、必要性

の理解促進や訓練参加に向けた働きかけを行う。 

○ 各医療機関の事業継続計画（ＢＣＰ）を基に、新型コロナへの対応を踏まえた新興感染症等のパンデミック

対応訓練（机上訓練）を、医療機関、医師会、市町、保健所等を対象に実施し、その検証を通じて、実効性

の高いＢＣＰへの是正・改訂を支援する。 

○ 新興感染症等への対応を盛り込む令和５年度に策定の第８次保健医療計画について、協議の場である圏

域地域保健対策協議会を活用し、平時からの感染症対策としてＢＣＰ策定の必要性についても周知を行う。 

○ 感染症のリスクや感染防止のための行動などを県民や事業者と共有し、理解を深めるため、注意すべき感

染症の発生動向や最新のトピックスを継続して情報発信する。 
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※性別には、身体的な男性と女性の区別だけでなく、自分の性別に対する認識である「性自認」（「心の性」とも言われる。）や、恋愛や性愛の対象となる性である

「性的指向」などの概念を含む。 

 

ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

困りごとや悩みに対して地域の方

同士での助け合いができている人

の割合 

48.3％ 

（R１） 

55.9％ 

（R4） 
70.0％ 90.0％ 

 

  

○ 県民は、地域コミュニティへの参画や地域活動への参加の機会を得て、地域とのつながりを強め、

多様な主体との協働による見守り合いと支え合いが生まれ、安心して暮らしています。 

○ 「住民間」、「住民と専門職」、「専門職間」等が連携・協働し、日常生活上の困り事を抱える方々

が早期に発見され、相談を漏らさず受け止め、課題の解決につながっています。 

○ 県民の障害に対する正しい理解が進み、障害特性に応じた総合的な支援が行われることで、障

害者とその家族が、地域社会の中で安心して暮らしています。 

○ 外国人が地域社会の一員として、地域とつながりを深めながら、生活に必要な情報の共有が進む

ことにより、外国人が困ったときに相談できるなど、孤立することなく安心して生活しています。 

○ 人権意識や男女共同参画意識を高める啓発を受ける機会が広がり、個々人の性別※１、年齢、障

害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め、尊重し合う意識が醸成されています。 

○ 個々人の違いを尊重し互いに支え合う環境が整うことで、県民が安心して生活するとともに、それ

ぞれが持つ多様性を強みに転換しながら、地域社会で自分らしく活躍しています。 

目指す姿（10年後） 

 

地域共生社会 
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主な取組 

● 住民と多様な主体の連携・協働による課題の解決 

 多様な主体による課題の解決［R2～］ 

住民主体の課題解決活動のモデル実施 

5 地域［R2～R4］ 

 市町の包括的な支援体制の構築［R2～］ 

地域の支え合いコーディネート機能強化研修 

R4年度：19市町・79名（累計 182名） 

 

● 障害者とその家族が安心して生活できる環境整備  

 発達障害の診療医師の養成 

診療医養成研修等の実施により発達障害の診療医 

229 人［R4］ 

 県立医療型障害児入所施設の整備 

わかば療育園、若草療育園、若草園の移転・改修等

［R2～5施設整備］ 

 聴覚障害者センターの整備［H28供用］ 

   聴覚障害者の情報・意思疎通支援の拠点施設 

 

● 外国人が安心して生活できる環境整備 

 外国人同士で情報共有ができる仕組みづくりに向け

た外国人との共生推進事業［R2～］ 

 多言語による外国人専門相談窓口の運営

［H18～］及び地域日本語教室の拡充［R1～］ 

 外国人への情報提供の充実［R2～］ 

● 人権施策の推進 

 「広島県人権啓発推進プラン(第５次)」［Ｒ３～Ｒ７］に基

づき、様々な人権課題を解決するための取組を実施 

・人権啓発イベント「ヒューマンフェスタ 2022ひ

ろしま」の実施 

 人権尊重の理念を普及し理解されるよう、 

スポーツチームと連携した啓発事業の開始 

［H22～］ 

 性的指向・性自認に関する取組として、市町が導入した

「パートナーシップ宣誓制度」に基づいて、県

営住宅への入居など県の行政サービス等に適用［R３～］ 

・R４年度までに制度を導入した市町：７市町 

 

● 「わたしらしい生き方応援プランひろしま」

（広島県男女共同参画基本計画（第５次））の推進 

 性別に関する固定観念を解消しわたしらしい生き

方を選択するためのワークショップ事業の

実施［R３～］  

 わたしらしい生き方応援拠点であるエソール広島

の相談事業や研修事業の支援［H1～］  
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① 住民と多様な主体の連携・協働による課題の解決 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 地域住民と民生委員・児童委員、企業・ボランティア、ＮＰＯ、まちづくり協議会等の多様な主体が地域の生

活課題を共有し、その課題を解決するため、見守り・声かけや買い物・通院支援、災害時の助け合いなどを

行う取組を支援します。 

○ 地域の生活課題を早期に発見し、関係専門機関などの支援に着実につなげていくため、生活支援コーディ

ネーターや社会福祉協議会のコミュニティワーカーなどを対象に、コミュニケーション能力や折衝力・営業力

などの能力を習得する研修を実施し、アウトリーチによる課題の掘り起こしや、住民と専門職等との協働を後

押しするコーディネーターを配置する取組を支援します。 

○ 県内全ての 125 圏域で構築されている地域包括ケアシステムなどの既存の仕組みを発展させ、経済的困

窮や高齢者、障害者、子育て、就労、ひきこもり等の複合的な課題や制度の狭間の課題にも対応できる包

括的相談支援体制の構築を推進します。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

包括的な相談支援体

制の構築に着手した

市町数 

目標 11市町 15市町 19市町 23市町 23市町 

実績 13市町 19市町    

高齢者、障害者、子

供・子育て分野の専

門職間のネットワーク

の構築に着手した圏

域数 

目標 85圏域 95圏域 105圏域 115圏域 125圏域 

実績  84圏域 【R5.10判明】    

 

【評価と課題】 

○ 住民と多様な主体が協働してその解決を試みるモデル事業の実施や、地域で支え合うコミュニティづくりの

担い手育成、被災者支援で得られたノウハウを活用した生活相談支援の取組など、複合的な生活課題等に

対して必要な支援が届けられる市町の仕組み・体制づくりへの支援に取り組んだ結果、概ね目標を達成する

こととなり、着実に進展している。 

〇 令和６年度を始期とする「第２期地域福祉支援計画」の策定に向け、市町ヒアリングや実態調査の結果を

基に、庁内外の関係者間で今後取り組むべき課題等について整理した。 

○ 県内市町では、国制度（重層的支援体制整備事業）も活用した包括的な支援体制の構築に向けた取組

が、順次、始まっており、こうした取組が本県の掲げる「重層的なセーフティネット」の構築へとつながっていく

よう、市町の取組を支援していく必要がある。 

 

【主な事業】・ 地域共生社会推進事業・・・・・・・・・216ページ 

・ 地域医療介護総合確保事業・・・・・・・・・223ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 専門職間・相談支援機関間の連携や地域内のつながりづくりを促進するため、市町・社会福祉協議会の担

当職員や相談支援機関の専門職員等を対象とした分野横断型の研修を開催する。 

○ 市町への訪問協議・情報共有等を進め、包括的な支援体制の構築を図る市町への伴走支援を行う。 

○ これまでの取組の振り返りや令和４年度に実施した実態調査の結果等を踏まえて、今後の施策推進の方

向性を「第２期広島県地域福祉支援計画」としてまとめ、新たな施策展開へつなげていく。 
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② 障害者とその家族が安心して生活できる環境整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 「心のバリアフリー」の実現に向けて、自分とは異なる条件をもつ多様な他者との子供世代からの理解と出

会い・つながりを促進するため、学校における交流及び共同学習や、関係団体と連携した研修の実施など、

様々な障害の特性や配慮の仕方を理解・実践する「あいサポーター」の養成等に取り組みます。 

○ 障害者とその家族が地域で適切な支援が受けられるよう、保健、医療、福祉等の関係機関との連携・支

援体制を構築するとともに、高齢者や障害者が共に利用できる「共生型サービス」の活用や、地域生活支

援拠点等を通じた地域ニーズや課題への対応、相談支援従事者に対する研修の充実等に取り組みます。 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

障害のある人が困っている

ときに、手助けをしたことが

ある人の割合 

目標 ― ― 70.0％ ― ― 

実績 ― ―    

あいサポーター数 

あいサポート企業・団体数 

目標 
245,000人 

844団体 

247,500人 

872団体 

250,000人 

900団体 

252,500人 

920団体 

255,000人 

940団体 

実績 
241,650人 

799団体 

246,148人 

823団体 
   

 

【評価と課題】 

○ あいサポーター数については、新型コロナの影響により令和２・３年度で研修受講者が大幅に減少し、目

標値を下回ったため、令和４年度から研修の受講手段をオンラインと集合のハイブリッド形式に変更し、受講

者が希望に応じて安心して受講できる環境整備を図った結果、令和４年度実績は前年度比で 4,498 人増

加となり、目標（前年度比 2,500人増）を大きく上回ったものの、累積では目標値を下回った。 

また、あいサポート企業・団体については、新型コロナの影響により企業・団体への個別訪問を控えざるを

得なかったことから、企業・団体の登録数が鈍化し目標値を下回ったが、５類移行を契機として個別訪問に

対する企業・団体の抵抗感も少なくなることが見込まれることから、企業・団体への訪問を再開し、積極的に

行うことにより、より多くの企業・団体の参画を促す必要がある。 

○ 医療的ケア児とその家族が住み慣れた地域で、適切なサービスを受けながら日常生活及び社会生活を

送れるよう、支援体制の構築について検討を進めてきたが、現状では市町によって支援に係る地域間格差

が存在しており、格差の解消に向けて取り組む必要がある。 

○ 共生型サービスについては、市町や事業者に対し「障害者と高齢者双方を受け入れることが可能であり、

利用者が 65 歳以上になっても、障害福祉で受けてきたサービスを引き続き介護保険サービスでも受けら

れること」「中山間地域や島しょ部などの利用者が少ない地域での事業所運営に適していること」等を説明

し、参入を働きかけているが、障害福祉サービス報酬が減額されてしまうなどの制度上の課題があることか

ら、事業者の参入が進んでいない。 

○ 障害者及びその家族が必要な支援を地域で適切に受けられるよう、主任相談支援専門員等の相談支援

従事者の育成研修を実施し、質の高い相談支援体制の構築に取り組んだ。 

また、地域生活支援拠点の整備については、各圏域単位で県相談支援アドバイザー（障害者相談支援

事業所等の専門家で構成）を設置して市町への個別支援（アドバイザー派遣）を行った結果、18 市町で地

域生活支援拠点が整備されており、全市町での整備に向けて、引き続き市町の取組を支援していく必要が

ある。 
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【令和５年度の取組】 

○ 前年度に導入したハイブリット研修を引き続き開催するほか、受講者の意見等を踏まえて県民がより一層

受講しやすい環境整備の検討を行うこと等により、あいサポーター数の増加を図る。 

併せて、積極的に企業・団体訪問を実施することにより、あいサポート企業・団体への参画を推し進める。 

○ どこに相談したらいいか分からないといった医療的ケア児とその家族からの相談を医療的ケア児支援セン

ター（令和５年７月 31日運営開始）において受け付け、相談内容に応じて市町や保健、医療、福祉等の関

係機関につなぎ、連携して対応するとともに、 

・ 医療的ケア児及びその家族に向けた、障害福祉制度・サービス窓口等の積極的な情報発信 

・ 医療的ケア児に係る情報の集約点として、支援を行う市町のサポート 

・ 医療的ケア児及びその家族の支援に携わる人材育成 

に取り組むことにより、医療的ケア児とその家族が県内のどこにいても安心して暮らせる支援体制の構築

を図る。 

○ 共生型サービスについて、引き続き市町や事業者に対し制度趣旨を説明するとともに、当該事業所の報

酬の改善について国に働きかけを行う。 

○ 相談支援従事者の育成に引き続き取り組むとともに、県内全市町における地域生活支援拠点の整備に

向けて、県相談支援アドバイザーを派遣する等、関係機関とも連携して、市町の取組を支援していく。 
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③ 外国人が安心して生活できる環境整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 外国人が、地域において孤立することなく安心して生活できるよう、地域とのつながりを深めながら、生活に

必要な情報を外国人同士で共有できる仕組みづくりを市町と連携して取り組むとともに、住民の異文化理解

の推進に取り組みます。また、医療・防災・住宅・教育・生活安全や日常生活に関する情報の多言語化と提

供機会の充実に取り組みます。 

○ 日本語能力が十分でない外国人が生活に必要な日本語能力を身に付け、社会の一員として地域と交流で

きるよう、日本語によるコミュニケーション能力向上の支援に取り組みます。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

生活で困っていること

がない（困った時に、

すぐに相談できるを含

む）と答えた外国人の

割合 

目標 51％ 55％ 60％ 65％ 70％ 

実績 52.6％ 55.9％    

 

【評価と課題】 
○ 令和４年度は 55％が目標のところ、市町と連携し、外国人が地域とつながりを持ちながら生活に必要な情
報を共有できる仕組みづくり等への取組を進めたことや、多言語ポータルサイト（Live in Hiroshima）の利用増
加によって生活に関する情報を随時入手できる外国人が増加したことなどにより、実績は 55.9％と目標に達
している。 

○ 生活に必要な情報を外国人同士で共有できる仕組みづくりなど、県が進めるモデル事業への市町の参加
は拡大しつつあるが、外国人が求める生活情報として、「災害など緊急時の情報」、「病院など医療の情
報」、「母語で書いてある情報」が依然として上位を占めることから、地域におけるキーパーソンを介した情報
共有がなされる仕組みづくりや地域住民に対する異文化理解の促進、多言語による情報提供機会の充実
に取り組む必要がある。 

○ また、地域日本語教室を開設する市町が拡大しているが、県内には依然として空白地域が存在しているこ

とから、引き続き外国人が生活に必要な日本語能力を身に付け、社会の一員として地域と交流できるよう、

日本語によるコミュニケーション能力向上に向けた支援に取り組む必要がある。 

 

【主な事業】・ 外国人材の受入・共生対策事業・・・・・・・・・239ページ 
【令和５年度の取組】 

○ 先行市町によるモデル事業と同様の取組を行う市町がさらに拡充するよう、モデル事業実施により蓄積し

たノウハウや成功事例の横展開に注力しながら、引き続き取組を進めていく。 
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④ 多様性を認め、それぞれの違いを尊重し合う環境づくり 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】  

○ 個々人の性別、年齢、障害の有無、民族、国籍などの様々な違いを認め合い、尊重し合う意識の醸成の

ための啓発を引き続き行うとともに、社会情勢の変化や新たに発生する人権課題などを踏まえた取組を行

います。 

○ 啓発の実施に当たっては、間違った知識や誤った認識が多くの人権侵害の要因であることを踏まえ、多様

性に関する正しい知識の周知を図るとともに、対象となる課題に合わせて体験学習を取り入れるなど、日常

生活の中に反映されるような実践的な講座を拡大していきます。 

○ 取組を進めるための人材の育成に当たっては、研修の対象を行政や企業といった所属する団体の種別ご

とに分け、関連性の高い課題やその特性に合わせた研修を実施するとともに、他団体の取組の好事例を積

極的に紹介するなど、効果的なものとしていきます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

「広島は、お互いの人権

を尊重し合うことができ

る」と感じる人の割合 

目標 33.0％ 34.0％ 36.0％ 38.0％ 40.0％ 

実績 31.6％ 35.0％    

 
【評価と課題】 

○ 人権啓発推進プランに基づき、啓発事業をより効果的に実施するため、家庭、職場、地域などで多様な経

験に直面し、人権課題に気付くことが多い 30 代から 50 代をターゲットに設定するなどの見直しを行い、県

民参加型のイベントや企業向け研修会などの取組を進めた結果、「広島は、お互いの人権を尊重し合うこと

ができる」と感じる人の割合は、令和４年度には 35.0％となった。 

○ 性的指向や性自認に対する社会の関心の高まりを捉えて、多様性を認め、個性を尊重し合う意識を根付

かせていくような啓発の推進など、引き続き、人権尊重の理念を普及させる必要がある。 

○ 「わたしらしい生き方応援プランひろしま」に基づき、エソール広島と連携し、性別役割分担意識の解消に

向け多様なテーマを設定したワークショップの開催や、性の多様性の理解促進のための高校への出前授業

などの取組を進め、参加者の高い満足度が得られたほか、男性や若い世代の参加など利用者層の広がりに

つながった。一方で、意識改革に向けた情報発信については、YouTube 動画の配信や子育て情報誌での

連載など新たな媒体を活用した広報を行ったが、閲覧数が伸び悩むなどターゲットに十分届けることができ

ておらず、限定的な効果に留まっている。 

 

【主な事業】・ わたしらしい生き方応援拠点づくり事業・・・・・・・・・535ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 30 代から 50 代に、人権問題を身近な問題として捉えてもらえるよう、日々の生活や仕事に関連のあるテ

ーマを取り上げて啓発するとともに、社会情勢の変化等を的確に把握し、関係部署と連携して、時機を捉え

た対応を行う。加えて、企業等の職域への取組が重要であるため、企業向けの研修を重点的に行うことで、

人権尊重の重要性を企業から県民へ波及する取組を進める。 

○ Ｇ７広島サミットを契機としたジェンダー平等や性の多様性の理解促進の機運等を捉えて、社会のニーズ

を反映するなど講座等のテーマの工夫や、性別役割分担意識の解消について、より多くの県民の気づきや

意識改革につなげられるよう、訴求効果の高い広報などに取り組む。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

避難の準備行動ができている人の

割合 

13.6％※1 

（R1） 

8.4％※２ 

(R4) 50％ 100％ 

河川氾濫により床上浸水が想定さ

れる家屋数※３ 

約 18,000戸 

（R2） 

約 17,000戸 

(R4) 
約 16,700戸 約 16,000戸 

土砂災害から保全される家屋数 
≪参考≫保全対象戸数（延べ数）： 

約 404,000戸（R2） 

約 116,000戸 

（R2） 

約 123,000戸 

(R4) 
約 129,000戸 約 135,000戸 

緊急輸送道路の災害時通行止箇

所 

190箇所 

（H27～R1） 

25箇所 

(R3～R4) 

160箇所 

（R3～R7） 

120箇所 

（R8～R12） 

※1  「令和元年度防災・減災に関する県民意識調査」において、「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動 行動計画」で掲げる５つの 

    行動目標を全て実践していると回答した人の割合  
※２ ※１に、「マイ・タイムラインの作成」も要件に追加 
※３ 河川毎に計画規模（年超過確率 1/10～１/100年）の洪水を想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

○ 防災施設の整備などのハード対策による事前防災を効率的かつ効果的に進め、災害等による県

民生活や経済活動への影響が最小限に抑えられているとともに、ＡＩ／ＩｏＴなどのデジタル技術を最

大限に活用した官民連携によるインフラマネジメントの仕組みが構築され、県民が安全で快適な日

常生活を送っています。 

○ 県民が、災害リスクを正しく認識し、デジタル技術を活用した個別の最適な避難情報を受け取り、

複数の避難先を確保し、分散避難を行うなど、自らが適切な避難行動をとることが、当たり前の状

態となる避難意識が醸成されています。 

○ 県内の各自主防災組織において、防災知識を有する担い手の育成が進み、避難情報が発令さ

れた時点で避難すべき人に避難の呼びかけが行われ、早めの避難と安否が確認できる仕組みが構

築されています。 

○ 行政が、平時からデジタル技術を活用して避難を具体的にイメージできる情報を発信し、災害時

には個々の地域に応じた情報を迅速・的確に取得・共有・発信することによって、県民の避難支援

や災害対応が効果的・効率的に行われています。 

目指す姿（10年後） 

 

防災・減災 
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主な取組 

● ハード対策等による事前防災の推進 

 床上浸水等を解消する治水・高潮対策 

 住宅密集地等を保全する土砂災害対策 

 緊急輸送道路における橋梁耐震補強及び法

面対策 

 住宅、大規模建築物等の耐震化の促進 

 防災重点農業用ため池の防災工事 

 

● 防災教育の推進 

 「みんなで減災」県民総ぐるみ運動 

の推進〔H27～〕 

 自らの防災行動計画を作成するための、 

「ひろしまマイ・タイムライン」の推進〔R2～〕 

 災害を可視化するためのＶＲ教材の活用〔R2～〕 

● きめ細かな水害リスク情報の提供 

 水害リスクラインの提供〔R3～〕 

 土砂災害警戒区域等を示した標識の設置

〔R2～〕 

 災害リスク情報等を一元化・オープン化するインフラ

マネジメント基盤「DoboX」の運用開始［R4.6］ 

 

● 自主防災組織の体制強化 

 自主防災組織による避難の呼びかけ 

体制構築の加速〔R2～〕 

 

● 大規模災害等への初動・応急対応の強化 

 防災情報システムの機能強化〔H22～〕 

 市町の防災体制強化支援〔H27～〕 

 避難所環境等の情報発信〔R3～〕 

 危機管理人材の確保・育成〔R4～〕 

   

● ２次救急医療機関等の耐震化整備： 

10病院 ［H22～R4］ 
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① ハード対策等による事前防災の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 住宅密集地や防災拠点、大規模避難所等を保全するための治水・土砂災害対策を行います。 

○ 災害に強い道路ネットワークを構築するための緊急輸送道路等の耐震補強や法面対策を行います。 

○ インフラの機能が的確に発揮できるよう、ＡＩ／ＩｏＴなどのデジタル技術を最大限に活用した効率的かつ効

果的な維持管理を推進します。 

○ 高潮・津波等による災害から、人命・財産を守るために護岸や堤防等の海岸保全施設の整備を行いま

す。 

○ 所有者が積極的に耐震診断や改修を行うことができる環境の整備等により、住宅及び建築物の耐震化を

促進します。 

○ 農業用ため池の決壊による人への被害を未然に防止するための総合対策を行います。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

河川の要整備延長 

目標 165.0km 153.9km 151.0km 149.5km 147.8km 

実績 166.6km 153.8km    

土砂災害対策整備箇所

数 

目標 
約 3,440

箇所 

約 3,530

箇所 

約 3,670

箇所 

約 3680

箇所 

約 3,710

箇所 

実績 
3,432 

箇所 

3,528 

箇所 
   

緊急輸送道路の防災対

策実施済延長  

目標 
455.6km 

(28％) 

503.2km 

(31％) 

577.4km 

(36％) 

665.3km 

(41％) 

799.2km 

(49％) 

実績 
459.7㎞ 

（28％） 

504.2㎞ 

（31％） 
   

 

【評価と課題】 

○ 河川の要整備延長 

  「ひろしま川づくり実施計画 2021」に基づき、計画的に河川整備に取り組んでおり、目標を達成した。 

○ 土砂災害対策整備箇所数 

 「ひろしま砂防アクションプラン 2021」に基づき、土砂災害対策を計画的に進め、概ね目標を達成した。 

○ 緊急輸送道路の防災対策実施済延長 

「広島県道路整備計画 2021」に基づき、計画的に緊急輸送道路における橋梁耐震補強及び法面対策に

取り組んでおり、目標を達成した。 

 

【主な事業】・ 通常砂防費、急傾斜地崩壊対策事業費、道路災害防除費、河川改修費、河川改良費 ・・・・・・・281ページ 

・ 建築物耐震化促進事業・・・・・・・・・291ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、関係者への丁寧な説明や適切な工程管理等を行いながら、市街地や住宅地における浸水被

害を軽減するための治水対策や、防災拠点などの災害時に重要となる施設を保全する土砂災害対策、緊

急輸送道路の橋梁耐震補強や法面対策など、より効果的かつ効率的な防災施設整備による事前防災を

着実に推進する。 

○ 令和４年３月に策定した流域治水プロジェクトや、法的枠組みを活用して流域治水を高める特定都市河川

の指定を踏まえ、引き続き国や市町、地域住民・企業などあらゆる関係者が協働して、河川改修や雨水貯

留施設整備、ため池の活用、防災まちづくり等、総合的・多層的に治水対策に取り組んでいく。 
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② デジタル技術を活用したインフラマネジメントの推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 調査・設計から施工、維持管理までのあらゆる段階を通じデジタル技術を最大限活用した、道路や河川

等のインフラ整備における生産性の向上や、施設点検・監視の多頻度化・高度化、的確な予測技術の構

築等によるサービス水準の向上を図ります。 

○ 県が保有するインフラ情報を一元化・オープンデータ化するためのプラットフォームを構築し、国・県・市町

及び民間企業等と連携したデータ利活用を推進するなど、新たなサービスや付加価値を創出できる環境を

整備します。 

※ＣＩＭ：調査設計段階で作成した３次元モデルをその後の施工や維持管理で活用する取組。 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

主要な土木構造物に

おけるＣＩＭ※業務の活

用割合 

目標 10％ 20％ 30％ 60％ 100％ 

実績 10％ 20％    

プラットフォームを活用

しデータ連携を行う市

町数 

目標 3市町 6市町 10市町 15市町 23市町 

実績 3市町 7市町    

 

【評価と課題】 

○ 主要な構造物におけるＣＩＭ業務を推進するため、調査・設計段階の活用のほか、地元説明や施工計画の

検討など工事段階で３次元モデルを活用するＣＩＭ活用工事を開始し、活用範囲を拡大するとともに、関係

業界団体と意見交換を図りながら取組を進めた結果、CIM業務の活用割合の目標（20％）を達成した。 

○ インフラマネジメント基盤「DoboX」を運用開始するとともに、国や市町とデータ連携を拡大しデータの更なる

充実を図るため、県・市町連携調整会議を通じて連携データの調整を行った結果。カメラ画像や３Ｄ都市モ

デルなどを新たに４市町と連携し、前年度からの連携３市町と合わせて、計７市町と連携した。 

 

【主な事業】・ インフラマネジメント基盤構築事業・・・・・・・・・325ページ 

【令和５年度の取組】 

○ ＣＩＭ業務を推進するため、一定規模以上の主要な構造物の設計業務は、全てＣＩＭ業務の対象とするなど

適用範囲を拡大するとともに、これら取組を着実に推進するため、関係業界団体と継続的に意見交換を図

りながら、官民が連携して取組を推進する。 

○ データ連携を行う市町数を拡大しデータの更なる充実を図るとともに、建設分野や防災分野のみならず、

様々な分野でデータ利活用が進むよう取組を推進する。 
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③ 防災教育の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県内の小学校の全児童及びその家族や、自主防災組織等を対象に、自然災害に備えて日頃から行うべ

きことや、いつのタイミングで何をすべきかなどをあらかじめ決めておく、マイ・タイムライン（自らの防災行動

計画）を作成するための「ひろしまマイ・タイムライン」の取組などにより、避難意識の向上を図ります。 

○ 小中学校や自主防災組織等を対象に、防災知識の向上や災害の教訓を次世代へ伝承するため、VR 等

の模擬体験によるリアリティ性を高めたツールの活用を図るなど、効果的な防災教育を実施します。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

マイ・タイムラインを作

成している人の割合 

目標 28％ 36％ 44％ 52％ 60％ 

実績 6.8％ 13.0％    

 

【評価と課題】 

○ 出前講座の実施等により、「マイ・タイムラインの作成に取り組んでいる小学校の割合」は 84.3％（前年比

＋9.9 ポイント）となった。引き続き、県内全小学校を対象に、マイ・タイムラインを活用した防災教育の推進

に取り組んでいく必要がある。 

○ マイ・タイムラインを実装した防災アプリの普及促進を図るため、自然災害への意識が高まる梅雨や台風シ

ーズンなど、時機を捉えた広報プロモーションを展開した結果、ダウンロード数は 61.2 万件となり、一定の成

果があった。一方で、高齢者を中心に、登録手続が煩雑等の意見が寄せられていることやマイ・タイムライン

の認知度が低いことなどから、マイ・タイムラインを作成している人の割合を増加させるためには、より簡易に

作成できる手法や様々な媒体による広報プロモーションが必要である。 

 

【主な事業】・ 「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」推進事業・・・・・・・・・297ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 小学校については、引き続き、関係市町と連携し、出前講座を中心にマイ・タイムラインを活用した防災教

育を推進する。中学校については、学校現場でデジタル化が進んでいる現状を踏まえ、生徒がマイ・タイムラ

インを活用した防災に関する学習に意欲的に取り組むことができるよう、動画や画像を効果的に取り入れたｅ

ラーニング教材を制作し、県内中学校での活用を働きかける。 

○ 新たに、より簡易にマイ・タイムラインを作成できるＬＩＮＥを活用したツールを構築するとともに、様々な媒体

による広報プロモーションを展開することで、マイ・タイムラインの更なる普及促進を図る。 

○ さらに、自主防災組織による呼びかけ体制構築、維持・充実とマイ・タイムラインの作成を一体的に進める

ため、市町と連携し、防災訓練の場などを活用して、「地域防災タイムライン」の普及促進に新たに取り組

み、地域全体での適切な避難行動の促進を図る。 
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④ きめ細かな災害リスク情報の提供 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 集中豪雨等による河川水位の上昇や土砂災害の発生危険度など、居住する地域や個人ごとに応じた

様々なリスク情報をリアルタイムで県民に発信し、県民自らも取得できるなど的確な避難行動の判断等につ

ながる仕組みを構築します。 

○ 地域住民が常日頃から災害リスクを認識できるよう、個人ごとのリスク情報をお知らせする仕組みの構築

や、小学校区ごとに土砂災害警戒区域等を示した標識を設置するなどの取組を市町と連携し推進します。 

 
 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

水害・土砂災害リスク

の認知度 

目標 82％ 87％ 92％ 97％ 100％ 

実績 76％ 70％    

 

【評価と課題】 

○ アンケート方式による「令和４年度防災・減災に関する県民意識調査」の結果、水害・土砂災害リスクの認

知度が 70％となり、目標とした水準には至らなかった。 

○ きめ細かな災害リスク情報の提供に関する取組として、生活空間に想定される浸水深を示した標識（まる

ごとまちごとハザードマップ）の設置を進めているが、関係機関との調整に不測の日数を要し計画どおり進捗

していないことから、今後は、関係機関の意向を踏まえた、標識の設置方法や表示内容等の見直しを行い

ながら、取組の進捗を図るとともに、引き続き、水害リスクラインの提供等の取組を進める必要がある。 

○  「令和４年度防災・減災に関する県民意識調査」の結果に対する有識者の分析等によると、県内で顕著

な被害のあった災害が発生していない期間が続いており、県民の災害への意識が薄れているとの意見もあ

り、そのことも目標を達成できなかった要因と考えられる。また、学校等での啓発や「自宅の危険性について

調べたくなるきっかけ」を提供することが必要との有識者の意見を踏まえ、引き続き、住民の目に触れる機

会が多い小学校や公民館等への標識の設置を進めるとともに、小中学校を対象とした出前講座において、

３Dマップや VR・AR等災害リスクに関心をもたせる教材を積極的に活用していく必要がある。 

○ 水害リスクライン対象河川への河川監視カメラの設置拡充や、土砂災害警戒区域等を示した標識の設置

箇所を拡大する等取組を強化し進捗を図るとともに、引き続き、水害・土砂災害リスクの認知度を高める

様々な取組を推進する必要がある。 

 

【主な事業】・ 通常砂防費、河川改修費、河川改良費、護岸等維持修繕費・・・・・281ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 地先ごとの洪水危険度を伝える水害リスクラインの提供については、引き続き提供河川の拡大を図るた

め、簡易型水位計設置による水位観測網の整備や水位予測モデル構築等の取組を推進する。 

○ 市町における避難計画やまちづくりへの活用を目的に、中高頻度の降雨を対象とした多段階の浸水想定

区域図の作成を進めるとともに、浸水深を示した標識の設置についても、計画的に実施していく。 

○ 防災気象情報の信頼性を高めるため、災害発生時の降雨状況等を把握・分析・考察しながら、発表基準

の見直し等を適宜検討・実施し、土砂災害警戒情報の精度向上を図る。 

○ 土砂災害警戒区域等の認知度の向上を図るため、土砂災害警戒区域等を示した標識の設置について、

土砂災害警戒区域等を有する県内 420小学校区における小学校校門付近への設置を今年度で完了させ

るとともに、公民館への設置等、標識の設置箇所の拡大を検討していく。 

○ 災害リスクに対する住民理解を促進するため、３Dマップにおける洪水浸水想定区域の表示範囲の拡大 

や、キキミルＡＲにおける表示情報の拡充等、災害リスクの可視化に取り組むとともに、小中学校を対象とし 

た出前講座において３Dマップや VR・AR等の教材を積極的に活用していく。 
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⑤ 自主防災組織の体制強化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 自主防災組織による避難の呼びかけ体制を構築するため、自主防災組織役員・防災リーダー・市町職員

等を対象としたセミナーを開催するとともに、地域で起こりうる災害を確認する訓練等による支援を行いま

す。 

○ 養成した防災リーダーを対象に、地域住民の避難行動の促進を目的とした研修会を実施する市町の支

援を行います。  
 

※実績は当該年４月１日現在の自主防災組織数で除して算出 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

呼びかけ体制が構築

できている自主防災組

織の割合（組織数） 

目標 
33.1％ 

（1,095） 

56.5％ 

（1,868） 

79.8％ 

（2,639） 

100％ 

(3,307) 
100％ 

実績 
11.8％※ 

（393） 

47.9％ 

（1,599） 
   

 

【評価と課題】 

○ 効率的かつ計画的に避難の呼びかけ体制構築を進めるため、市町ごとに自主防災組織の活動状況や支

援体制を分析した上で、自主防災組織の総会など様々な機会を捉え、年度当初から大規模なセミナー等

を実施したことにより、令和４年度の単年度の目標は達成できたものの、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響による過年度の未達成分を含めた令和４年度までの目標は達成できなかった。 

 

【主な事業】・ 「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」推進事業・・・・・・・・・297ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 市町等と連携し、セミナー・災害図上訓練・ワークショップを実施するなど、避難の呼びかけ体制構築の取

組を推進する。 

○ さらに、自主防災組織による呼びかけ体制構築、維持・充実とマイ・タイムラインの作成を一体的に進める

ため、市町と連携し、防災訓練の場などを活用して、「地域防災タイムライン」の普及促進に新たに取り組

み、地域全体での適切な避難行動の促進を図る。（再掲） 
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⑥ 避難所の環境改善等と情報発信 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 各避難所の環境・運営改善を進めるため、市町と連携して、設備環境、レイアウト、必要な資材等の生活

環境に関する情報をまとめた避難所運営マニュアルの作成や設備環境の整備を行います。 

○ 避難所の設備環境等の詳細情報（駐車場の有無、ペットの受入可否等）を、平時から県防災Ｗｅｂや市

町ＨＰ等により発信するとともに、災害発生当日の避難所の収容人数、駐車台数などの情報をリアルタイム

に発信する仕組みづくりを進めます。  

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

運営マニュアルを作成

している避難所の割合 

目標 28.4％ 53.8％ 79.2％ 96.1％ 100.0％ 

実績 25.3％ 52.8％    

 

【評価と課題】 

○ 県が策定した避難所開設・運営マニュアル及びガイドラインの活用や、県が養成した避難所開設・運営マ

ニュアル作成支援アドバイザーの派遣を通じて、市町においてマニュアル作成が進んだが、目標を達成でき

なかった。引き続き、運営マニュアル作成を市町へ働きかける必要がある。 

【令和５年度の取組】 

○ 市町における各避難所の避難所開設・運営マニュアル作成を支援するため、避難所開設・運営マニュア

ル及びガイドライン、避難所開設・運営訓練の手引き、養成したアドバイザー等を活用して、マニュアル作成

を支援する。  
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⑦ 大規模災害等への初動・応急対応の強化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ ＡＩ防災チャットボットやＳＮＳ投稿解析サービスを活用した、現場からのリアルタイムの被害情報等の収集・

集約・共有をするための仕組みを構築し、災害の前兆を早期に察知し被害の未然防止に取り組みます。 

○ デジタル技術を活用したオペレーションルームの整備と災害対応スペースの効率的な確保を実施し、関

係者が常に情報を共有し、変化する状況に応じて的確で迅速な意思決定を行い、県民の早期の避難行動

の促進や災害現場への最適なリソースの投入を行います。また、県、市町、警察、消防などの防災関係機

関との合同訓練を実施し、災害対応能力の向上を図ります。 

○ 災害時や災害の発生のおそれがある場合に、気象情報や避難情報などの災害から命を守るために欠か

せない情報を、居住する地域や個人ごとに応じてリアルタイムで県民に発信し、的確な避難行動の判断等

につながる仕組みを構築します。 
 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

災害リスク情報を自ら

入手するためのツー

ルを確保している人の

割合 

目標 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 

実績 76.5％ 77.1％    

 

【評価と課題】 

○ オペレーションルームやＷＥＢ会議システム、ＡＩ防災チャットボット、ＳＮＳ投稿解析サービスなどのデジタル

機器・ツールを活用し、被害情報等を迅速に把握するとともに、各種メディア等を通じた速やかな情報発信

を実施した。引き続き、迅速な情報収集と適時・適切な情報発信を行い、県民の避難行動を促進する必要

がある。 

 

【主な事業】・ 「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」推進事業・・・・・・・・・297ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 災害発生時における迅速な被害情報の収集・共有と最適な意思決定を実施するため、次期防災情報シ

ステムの基本機能や外部システムとの連携機能などを定めた仕様書を作成する。 

○ 市町に対して、南海トラフ巨大地震等を想定した市町初動・応急手順書の作成支援や、災害対応図上訓

練の実施支援、危機管理人材育成研修などを実施するとともに、訓練や実災害を踏まえて、県・市町で初

動対応の分析・点検、振り返りや改善を行うことで、県・市町の災害対処能力の向上につなげる。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

刑法犯認知件数 
14,160件 

（R１） 

12,147件 

(R４) 
12,000 件以下 10,000件以下 

体感治安 

（治安良好と感じる県民の割合） 

85.3％ 

(H29県調査) 

86.9% 

(R2県調査) 
90％以上 

90％以上 

（維持） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「日本一安全・安心な広島県」の実現に向けて、「『減らそう犯罪』広島県民総ぐるみ運動」の推進

をはじめ、県民からの期待と信頼に応える警察活動に取り組むことにより、多くの県民が穏やかで幸

せな暮らしを実感できています。 

○ 不幸にして犯罪等の被害に遭われた方が、被害を抱え込まずに支援機関に相談し、必要な支援

を受けることができています。 

○ 県民が消費生活を送る上で、必要な判断力を身に付け、自主的に行動ができるようになるための

消費者教育を受けることができる機会が広がっているとともに、高齢者等の配慮を必要とする人が、

消費者被害に遭わないよう支援を受けられています。また、消費者トラブルに遭った時や不安を感

じた場合に、それぞれに合った方法で相談等ができるようになっています。 

○ 生産者・事業者・消費者及び行政が相互に協働して食品の安全性を確保するためのリスク管理

の仕組みが構築され、県民は安全な食品を安心して食べることができています。 

○ 県と市町が一体となって、水道事業の広域連携に取り組むことで、水源の広域的な運用、施設の

最適な配置や強靭化、デジタル技術の活用などによる業務の効率化が図られ、安全・安心な水

が、安定的に供給されています。 

目指す姿（10年後） 

 

治安・暮らしの安全 
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主な取組 

● 県民総ぐるみ運動の推進 

 「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の

一部改正に伴う防犯指針の策定[R4.12] 

 広島県警察安全安心アプリ「オトモポリス」の 

運用開始[R4.2～] 

 防犯ボランティア等による自主防犯活動の推進 

 市町、事業者、町内会等と連携した 

防犯カメラの設置促進 

 少年サポートセンターを中心とした立ち直り支援

活動の推進 

 スクールサポーターの支援訪問による

「安全に安心して学べる学校づくり」の推進 
 

● 新たな犯罪脅威への対処 

 特殊詐欺事件検挙・抑止対策の強化 

・ タイムリーな情報発信、事業者と連携した水際対策

及び固定電話対策の推進 

･ 特殊詐欺犯行グループ等の壊滅及び犯行ツール対

策の徹底 

 サイバー空間の安全の確保に向けた取組の推進 

 凶悪犯罪等の重要犯罪の徹底検挙 

 

● 交通事故抑止に向けた総合対策 

・ なくそう交通事故・アンダー60作戦 

の推進［R3.7～］  

・ 交通事故実態に即したきめ細かな 

交通安全教育等の推進 

・ 交通情勢に応じた効果的な交通指導取締りの 

推進 

・ 安全で快適な交通環境整備の推進 

・ 適切な運転者対策の推進 

● 犯罪被害者等への支援体制づくり 

 性被害ワンストップセンターひろしま 

の運用開始［Ｈ28～］ 

・ 証拠採取の運用開始［R4.3～］ 

・ 電話相談の無料ダイヤルの開始［R4.11～］ 

 広島県犯罪被害者等支援条例の制定［R4.3］ 

・ 犯罪被害者等支援に関する取組方針の策定［R4.3］ 

・ 医療・福祉に関する連携体制の整備など相談体制の充

実・強化［R4～］ 

 ・ 広島県二次被害防止・軽減支援金支給要綱施行［R4.4］ 

 

● 消費者被害の防止と救済 

 「広島県消費者基本計画（第３次）」 ［R2～

R6］に基づき次の取組を重点的に実施 

・ 県・市町の消費生活相談窓口体制の強化 

  ・ 外国人や高齢者等の配慮を必要とする人への支援の強化 

・ 自立した消費者となるための消費者教育の推進 

 

● 食品の安全・安心の確保 

 「食品の安全に関する基本方針及び推進

プラン」の策定［R3～R7］ 

 

● 水道事業の広域連携 

広島県水道広域連合企業団事業開始［R5.4］ 
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① 県民総ぐるみ運動の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ タイムリーな情報発信、各種防犯教室等を通じて、一人一人の防犯意識と規範意識を高め、県民自ら危

険を察知し回避できる「犯罪抵抗力」の向上を図ります。 

○ 子供・女性・高齢者等に対する見守り活動、防犯ボランティアへの参加・促進等を通じて地域で暮らす

人々が互いに見守り、支え合う、“見守り機能”を再生・強化し、地域の「犯罪抑止力」の向上を図ります。 

○ 犯罪の防止に配慮した道路・住宅の普及、防犯カメラ等の設置を促進するとともに、通報・相談窓口の充

実などの犯罪に遭わない、犯罪を起こさせない「犯罪予防力」（防犯性）に優れた生活環境を創り出します。 

○ 県民が不安に感じる犯罪に対する検挙活動の強化、警察職員の執行力の向上等を通じて、犯罪の未然

防止、犯罪行為に対する迅速・的確な対応、治安基盤を強化するための施策推進など、県民に安全・安心

をもたらす警察活動を展開します。 

○ 少年サポートセンターを中心とした立ち直り支援や犯罪防止教室の開催、街頭補導活動等により、少年犯

罪の抑止を図ります。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

不安に感じる犯罪の認

知件数 

目標 6,228件 6,040件 5,860件 5,684件 
5,500件

以下 

実績 4,662件 5,284件    

子供・女性・高齢者が被

害者となる犯罪の認知

件数 

目標 5,414件 5,252件 5,095件 4,942件 
4,800件

以下 

実績 4,337件 5,069件    

非行少年総数 

目標 890人 885人 880人 875人 
870人 

以下 

実績 676人 783人    

 

【評価と課題】 

○ 不安に感じる犯罪の認知件数及び子供・女性・高齢者が被害者となる犯罪の認知件数はいずれも目標を

達成したものの、前年に比べ増加した。これらは、新型コロナの行動制限緩和による人流増加が一定程度

影響したものとみられる。 

○ 引き続き、事業者、ボランティア、関係団体等と協働・連携した各種取組やオトモポリス等による情報発信

の外、刑法犯認知件数等の縮減を目指すための各種抑止対策を推進する必要がある。 

○ 非行少年総数は、目標を達成したものの、前年に比べ107人増加し、うち中学生以下が78人を占めるな

ど、低年齢化に歯止めがかからない状況にあるほか、非行少年グループによる凶悪事件等も発生している。

非行を兆しの段階で抑止するための街頭補導活動、学校と連携した規範意識向上やＳＮＳ等による性被害

防止のための犯罪防止教室等の開催、少年サポートセンターを中心とした立ち直り支援活動等の取組を一

層推進する必要がある。 
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【令和５年度の取組】 

○ 安全で安心な社会を実現するためには、関係団体等と連携した総合的な犯罪抑止対策や効果的な街頭

活動等、犯罪者をつくらない、犯罪をさせないための取組や、発生した犯罪に対して迅速かつ的確に対応

し、速やかに事件を解決する警察活動が重要であることから、引き続き、目標の達成に向け現在の取組を

一層推進する。 

○ 子供・女性・高齢者等の犯罪被害の対象となりやすい人たちが、地域において安心して暮らすことができ、

家族みんなが生き生きと暮らせる生活環境を確保するためには、地域全体で見守り、支え合う地域づくりが

重要であることから、「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の一部改正に伴い、新規に策定した

「子ども、高齢者、女性等の安全確保」「インターネットの利用に係る犯罪被害の防止」等の防犯指針を県民

に対して広報し、それぞれの防犯上の方策を示し、防犯意識の向上を図るための取組を推進する。 

○ 防犯アプリ「オトモポリス」を活用するなど、犯罪発生状況や防犯対策等の各種情報を効果的に発信する

ことで、県民の「犯罪抵抗力」を向上させ犯罪の予防を図る。 

○ 非行の低年齢化の抑止、非行及び犯罪被害の防止を図るため、街頭補導活動をはじめ、規範意識向上

や性被害防止のための学校と連携した犯罪防止教室の開催、ＳＮＳ等に潜む危険に関する広報啓発活動、

スクールサポーターの運用や少年警察ボランティアの活動促進等に取り組む。 

○ 年少少年等への立ち直り支援活動を推進し、少年犯罪の抑止を図るため、県内２か所に設置している少

年サポートセンターの更なる拠点の整備に向けた準備を進め、相談者の利便性の向上と、そのニーズへの

適切な対応に取り組む。 
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② 新たな犯罪脅威への対処 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 特殊詐欺について、変遷する犯行手口に関する速やかな情報発信や広報啓発活動、金融機関などの事

業者と連携した水際対策の強化により、被害の未然防止を図るとともに、事件発生時には犯人の早期検挙

を目指します。 

○ サイバー犯罪等について、フィルタリングの利用促進や防犯ボランティア等との連携による違法・有害情報

の収集・削除等により、被害の未然防止を図るとともに、新たな手口への的確な対応や情報技術解析の活

用等により取締りを強化します。 

○ 殺人、強盗などの凶悪犯罪等について、初動警察活動を強化するとともに、最新の科学技術を活用した

捜査手法などを駆使しながら重点的な捜査を行い、徹底検挙を図ります。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

特殊詐欺被害額 

目標 
2億円 

以下 

2億円 

以下 

2億円 

以下 

2億円 

以下 

2億円 

以下 

実績 
約４億 

7,261万円 

約 6億 

8,446万円 
   

重要犯罪検挙率 

（5年平均値） 

目標 ― ― ― ― 
80.0％ 

以上 

実績 
９７．６％ 

（単年） 

７９．２％ 

（単年） 

８８．２％ 

（累計） 

   

 

【評価と課題】 

○ 特殊詐欺認知件数は前年比＋15.8％の234件、被害額は前年比＋44.8％の約6.8億円となり、目標は

達成できなかったが、コンビニや金融機関等と連携した取組により、水際阻止件数は前年比＋11.9％の

566件となった。 

○ 「預貯金詐欺」や「架空料金請求詐欺」の急増、１億円を超える特殊詐欺被害の連続発生が被害額増加

の要因と考えられる。 

○ 特殊詐欺の手口や発生傾向は年々変化していくことから、被害状況に応じた効果的な広報啓発活動や犯

罪傾向に応じた適切な対策の推進が必要である。 

また、被害件数の約半数を占める「オレオレ詐欺」「預貯金詐欺」「還付金詐欺」の犯罪傾向として、固定

電話による初期接触が特徴的であることから、防犯機能付き電話機の普及促進等の固定電話対策を推進

する必要がある。 

○ サイバー防犯ボランティアによる違法・有害情報の通報活動については、Ｗｅｂ会議システムを使用して通

報判断等を警察官に質問できるようにするなど、きめ細かな対応を行い、ボランティアのモチベーションを維

持しながら効果的に推進することができた。 

一方、通報活動は一部の団体のみが積極的に行っているため、今後は違法・有害情報の収集・削除対

策の重要性を広く訴え、浸透させる必要がある。 

○  適確な初動捜査と先端技術等の活用による科学捜査を推進し、重要犯罪検挙率は、令和３年～令和４

年の累計として、目標を 8.2ポイント上回ることができた。 

○ また、犯罪の広域化・スピード化への対応に加え、新たな道路網の整備による交通動線の変化に対応する

ため、引き続き、緊急配備システムの整備を行う必要がある。 
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【令和５年度の取組】 

○ 「オレオレ詐欺」「預貯金詐欺」「還付金詐欺」「キャッシュカード詐欺盗」の犯罪傾向には、固定電話による

初期接触が特徴的であることから、自治体に対して防犯機能付き電話機購入補助金制度導入等の働き掛

けを行うなど固定電話対策を推進するほか、被害状況に応じた広報啓発活動、コンビニや金融機関等の事

業者と連携した水際対策を推進する。 

○ 「架空料金請求詐欺」では幅広い世代に被害が及んでいることから、前記対策の外、各手口の被害者特

性に配意し、各世代に応じた機会、媒体を活用して効果的な注意喚起を行う。 

○ 犯罪の予兆を含めた重要犯罪密接関連情報も削除対象であることから、引き続き、情勢の変化に応じて

インターネットの違法・有害情報の削除対策を実施する。 

また、今後は、通報活動が活発であるサイバー防犯ボランティア以外の団体にも、その重要性や通報要

領に関する研修を実施するなど、インターネットの違法・有害情報の削除対策の強化に向けた取組を推進

する。 

○ 通報等により把握した違法・有害情報について捜査を積極的に推進するなど、取締りを強化し、サイバー

空間の安全の確保を図る。 

○ 凶悪犯罪等について、これまでと同様、適確な初動対応と先端技術等の活用による科学捜査を推進し、

徹底検挙する。 

○ 緊急配備支援システムを有効かつ効果的な場所に整備し、同システムを活用することにより、迅速かつ効

率的な初動捜査を実施し、被疑者の早期検挙につなげる。 
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③ 交通事故抑止に向けた総合対策 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 交通安全広報啓発活動を推進するとともに、交通安全施設を適切に整備、維持管理し、道路管理者等と

連携した道路交通環境の更なる改善や交通安全対策等を推進します。 

○ 自動運転技術の正しい理解についての広報啓発や公道実証実験に対する的確な助言・指導を行っていく

とともに、自動運転技術に対応する交通安全施設の整備及び自動運転に関する交通事故への適切な捜査

を推進します。 

○ 可搬式速度違反自動取締装置等の整備により交通指導取締り及び交通事故事件捜査の高度化を図る

とともに、悪質性・危険性・迷惑性の高い交通違反に加え、県民からの要望の多い違反の取締り強化を推進

します。 

○ 高齢運転者対策として、相談窓口に関する広報啓発活動及び充実化を行い、安全運転相談に適切に対

応するとともに、迅速的確な臨時適性検査や受検待ち事案の減少を図ります。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

交通事故死者数 

目標 
60人 

以下 

60人 

以下 

60人 

以下 

60人 

以下 

60人 

以下 

実績 70人 74人    

交通事故重傷者数 

目標 
700人 

以下 

700人 

以下 

700人 

以下 

700人 

以下 

700人 

以下 

実績 900人 730人    

 

【評価と課題】 

○ 交通事故抑止については、令和４年交通警察業務推進計画において、高齢者の安全確保、歩行者の安

全確保、自転車の安全利用、飲酒運転の根絶を重点として、交通安全教育、交通指導取締り、交通環境

整備等の対策を推進したほか、関係機関と連携した総合的な交通事故抑止対策に継続的に取り組んだも

のの、交通事故死者数は増加した。 

○ 交通事故重傷者数については、上記の各種対策を推進した結果、目標の達成には至らなかったものの、

前年比で170人減少した。 

○ 高齢者死者数は38人(前年比-１人)と減少しているものの、全交通事故死者数に占める割合は高齢者に

あっては半数を超えている。また、歩行中の死者についても半数以上を高齢者が占めていることから、高齢

者に対する交通安全教育等の対策を推進する必要がある。 

○ 自転車の安全利用に関する広報啓発活動、交通安全教育の推進に取り組んだが、自転車関連事故死

者数は６人（前年比+２人）と増加した。全人身事故のうち自転車が関係する交通事故が約２割を占めること

や、乗車用ヘルメット着用の努力義務化を含む自転車の交通ルール等について社会的な関心も高いことか

ら自転車の安全利用、事故防止対策について推進する必要がある。 

 

【主な事業】・交通安全施設整備費・・・・・・・・・342ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 高齢者の安全意識を向上させるため、関係団体等と連携して、各季における交通安全運動や高齢者向

けの各種催し等の様々な機会を活用した交通安全教育を推進する。また、交通安全教育に当たっては、横

断中の死者の大半を高齢者が占めることや、横断違反の割合が高いことなどの実態に応じた具体的な指導

を行うとともに、地域全体で高齢者に配慮し、高齢者の安全確保に取り組むよう、県民への意識啓発を図

る。 

○ 自転車利用者に対し、自転車は「車両」であるという認識を徹底させ、歩行者や他の車両に配慮した通行

等、自転車の正しい乗り方に関する普及啓発を図るとともに、道路交通法の改正により努力義務化となった

乗車用ヘルメット着用の徹底がなされるよう広報啓発活動を推進する。 

○ 視認性の向上による事故抑止効果が期待できる信号灯器のＬＥＤ化を推進するなど、交通安全施設を適

切に整備、維持管理するとともに、道路管理者等と連携した道路交通環境の更なる改善や交通安全対策

等を推進する。 

○ 交通事故分析等に基づき、悪質性・危険性・迷惑性の高い交通違反に加え、県民から取締り要望の多い

違反に重点を置いた効果的な交通指導取締り及び迅速・確実な行政処分等を推進する。また、可搬式速

度違反自動取締装置の整備と効果的な運用等により、通学路等の安全確保と総合的な速度抑制を図る。 

○ 妨害運転や、ひき逃げ等交通事故事件に対する適正緻密な捜査を推進するほか、高齢運転者対策の充

実・強化が図られた改正道路交通法の円滑な施行と的確な運用を図る。 

○ 遠隔操作型小型車や自動運転車、電動キックボード等の新たなモビリティに係る交通ルールの

遵守や交通事故の防止に向けた積極的な広報啓発等を行う。 
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④ 犯罪被害者等への支援 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県民の理解促進を図るため、従来の街頭キャンペーンや被害者講演会などに加え、ＳＮＳを活用した相談

窓口の更なる周知に取り組みます。 

○ 犯罪被害者等個々の状況に応じた適切な支援を提供できるよう、具体的な事例を基にしたロールプレイ

研修や、有識者を招いての意見交換等により、司法、行政、医療等の支援機関が相互に連携を深めるとと

もに、支援員のスキルアップに取り組みます。 

○ 特に潜在化しやすい性犯罪・性暴力被害については、中学・高校生に対する相談窓口の周知を強化する

とともに、24時間 365日、秘密厳守で相談できることや、ウェブを活用した相談申込の受付など、被害者等

の心情に配慮した情報発信を行い、相談しやすい取組を進めます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

犯罪被害者等を支援す

るための相談体制の認

知度 

目標 13％以上 15％以上 16％以上 17％以上 18％以上 

実績 9.6％ 10.0％    

性被害ワンストップセンタ

ーひろしまの認知度 

目標 ― ― 13％以上 ― ― 

実績 ― ―    

 

【評価と課題】 

○ 広島県犯罪被害者等支援条例の施行に基づき、被害者支援センターにおける医療・福祉に関する連携

体制を強化するとともに、新たに「二次被害防止・軽減支援金制度」の運用開始による被害者の経済的負

担の軽減などにより、犯罪被害者等の被害の早期の軽減・回復に向けた相談・支援体制を充実することが

できた。 

○ 相談体制の認知度については、条例の施行に伴い新たな被害者支援啓発リーフレットを作成し、市町や

被害者支援関係機関を通じ、県民、事業者、学校に配布を行ったが、無関心層に届ける広報啓発の方法

としては十分ではなかったため、広く県民の関心を高める啓発効果を上げるまでには至っておらず、県民の

認知度向上の目標を達成することができなかったものと考えられる。 

○ 潜在化しやすい性犯罪・性暴力に関しては、被害者であるとの認識が乏しいことなどにより、被害を訴える

ことが難しい子供たちが相談窓口に相談できるよう、これまでの中学１年生に加え、新たに小学校高学年を

ターゲットとしたリーフレットを作成し、県内の小学５・６年生全員に配布し、子供の性被害未然防止や潜在化

防止に取り組むことができた。 

○ 引き続き、被害が潜在化しやすい犯罪被害者の支援、経済的負担の軽減など、着実に取組を実施すると

ともに、ＳＮＳ等デジタルを活用した広報など効果的な情報発信を行う必要がある。 

 

【主な事業】 ・ 犯罪被害者等支援事業・・・・・・・・・344ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 条例に基づく取組の進捗状況について、有識者の意見等も踏まえながら検証を進め、必要に応じて施策

の見直しを行う。 

○ 被害者の状況に応じた必要な支援を提供できるよう、社会福祉士による相談員を対象とした研修や性被

害の専門家による学校の保健主事を対象とした研修を行うなど、関係機関と連携して犯罪被害者等支援に

関する相談体制を強化する。 

○ 時機を捉えたＳＮＳの発信やターゲットに応じた広報啓発手法の見直しなどを進め、相談体制の認知度向

上とともに、犯罪被害者等支援に関する社会全体の理解促進を図る。 
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⑤ 消費者被害の防止と救済 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 学校における消費者教育を推進するため、授業で役立つ補助教材等の提供や、教員を対象とした研修等

を実施します。また、地域で実施する啓発講座のメニューに、新たに「契約」や「情報」などの分野を追加し、

教材の作成や登録講師の確保・育成等を行うことにより消費者として身に付けておくべき基礎的な知識等に

視点を置いた教育を受ける機会の拡大を図ります。 

○ 高齢者等の消費者被害防止の支援のため、すべての市町において単身高齢者等の消費トラブルの早期

発見や対処に必要な情報を離れて暮らす家族に継続的に提供するとともに、機器を活用した手法など高齢

者の被害防止の周知を行います。 

○ 外国人が消費者トラブルに遭った際、県内どこの窓口でも消費生活相談ができるよう、外国語で消費生活

相談ができる窓口を整え、外国人やその周囲の人に外国語で消費生活相談ができることを周知していきま

す。 

○ 県民が、自らの都合の良い時に、自らに合った方法で相談できるよう、メールによる相談方法の改善や、

自分自身で解決できるＦＡＱ（よくある相談事例）の整備を進めます。 

○ 消費生活相談員に対する体系的な研修計画に基づく研修を実施し、高度化・複雑化した消費生活相談 

に対応できるようにします。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

消費者被害後に行動し

た割合 

目標 81.5％ ― 83％ ― 85％ 

実績 83.0％ 87.5％    

県の消費者被害の防止

と救済の取組を評価す

る人の割合 

目標 9％ 10％ 11％ 13％ 15％ 

実績 5.8％ 9.3％    

 

【評価と課題】 

○ 消費者被害後に行動した割合については、県ＨＰ、ＳＮＳ等での啓発や、学校における出前講座の開催など

消費者教育の取組を継続して実施したことに加え、成年年齢の引き下げを受け、新たにＳＮＳを活用した注

意喚起や相談窓口に関する広報の強化、広島在住外国人生活情報サイトの活用などから、目標を上回る

成果が上がっている。 

○ 県の消費者被害防止と救済の取組を評価する人の割合については、新型コロナの影響により、高齢者向

けの啓発講座の開催回数や参加人数が減少し、取組が停滞したことなどから、令和４年度の目標達成に至

らなかった。 

○ 高齢化の進展や成年年齢引き下げ、電子商取引の拡大など、消費者を取り巻く環境の変化に伴い、消費

者トラブルの増加が懸念されており、消費者の特性に応じた取組を推進していく必要がある。 

○ 消費者が自らに合った方法で相談できる環境整備を行うとともに、県内どこの相談窓口でも同じ解決方法

が得られるよう、市町相談体制の強化を図っていく必要がある。 

 

【主な事業】 ・ 消費者行政活性化事業・・・・・・・・・531ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 若年層については、学校での消費者教育の担い手である教員を対象とした研修や高等学校等での出前講

座の実施回数を増やすなど、消費者教育の充実に取り組むほか、ＳＮＳ等を活用した広報啓発を行う。 

○ 高齢層については、高齢者本人に対して、関係機関と連携した啓発活動を開始するとともに、単身高齢者

等の離れて暮らす家族等の見守り者に対して、市町や県の公式ＳＮＳなどを活用し、トラブルの早期発見や

対処に必要な情報を継続的に提供する。 

○ 電話相談が不得意、トラブルを自己解決したい、相談窓口へ出向くのが困難、多言語化などの多様なニー

ズに対応するため、メール相談やＦＡＱ（よくある相談事例）等の充実と周知を図り、消費者トラブルの潜在化

防止に取り組む。 

○ 県内どこの相談窓口でも同じ解決方法が得られるよう、「県・市町相談対応連携マニュアル」に基づき、県

及び近隣市町が連携して適切に対応するバックアップ体制の強化を図るとともに、「消費生活相談員に対す

る体系的な研修計画」に基づく研修の実施等により、相談員のスキルアップを支援する。 
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⑥ 食品の安全・安心確保対策 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 生産者・事業者の衛生管理に関する知識や技術の向上、及び事業者の自主衛生管理の定着を図るた

め、食品衛生講習会等を開催します。 

○ 生産者・事業者の衛生管理の実施状況を確認し、不備、違反があった場合には速やかに改善させるた

め、重点的かつ効果的な監視指導を実施します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

有症者 50 人以上の集

団食中毒発生件数（過

去５年平均） 

目標 2.6件 2.6件 2.4件 2.2件 2.0件 

実績 1.2件 1.0件    

講習会受講者に占める

ＨＡＣＣＰを理解している

者の割合 

目標 40％ 45％ 50％ 60％ 70％ 

実績 57％ 69％    

 

【評価と課題】 
○ 有症者 50人以上の集団食中毒発生件数（過去５年平均）について、令和４年度目標を達成した。新型コ
ロナの影響により、営業自粛や外食控えなど飲食業界全体に抑制がかかったことや、手洗いの励行など個
人の感染予防策が徹底されたことが影響し、食中毒の発生そのものが減少したと考えられる。 

○ 飲食店を利用する機会が再び増加すると、食中毒の発生件数が増加に転じることが予想されるため、食
中毒発生の未然防止に向けて、引き続き生産者や事業者に対する監視指導等に取り組む必要がある。 

○ 講習会受講者に占めるＨＡＣＣＰを理解している者の割合についても、令和４年度の目標を達成した。要因
としては、令和３年６月１日からＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されたことに伴い、ＨＡＣＣＰに関する周
知が進み、認知度が向上したためと考えられる。 

○ しかしながら、講習会アンケートを業種別に分析すると、製造・加工業の受講者が 79％と高い理解度であ
ったのに対して、飲食店の受講者は 66％と業種によって理解度に差がある状況である。 

 

【主な事業】 ・ 食品衛生指導対策費・・・・・・・・・472ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 有症者 50 人以上の集団食中毒は、ノロウイルスが原因となっていることが多いことから、特にノロウイルス

食中毒対策を指導・啓発することとし、食品製造施設、大量調理を行う飲食店への立入調査時のノロウイル

ス対策の実施状況の確認や、ノロウイルス食中毒予防期間（11 月～１月）における監視指導の強化等に取

り組む。 

○ 衛生知識のさらなる普及啓発のため、事業者向けに食中毒予防講習会等を開催し、食中毒の未然防止

を図る。 

○ 食品事業者の自主衛生管理の向上には、関係者がＨＡＣＣＰを理解していることが土台となるため、理解

度の低い業種向けにＨＡＣＣＰ講習会を開催するとともに、講習動画を配信することなどにより、事業者全体

のＨＡＣＣＰ理解度の底上げに取り組む。 

○ また、ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理が求められる大規模事業者に対しては、立入調査時に実施状況の把握

を、ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理が求められる小規模事業者に対しては、通常監視時に丁寧に

指導・助言を行うことにより、衛生管理の定着を推進する。 

 

 

-82-



 
⑦ 水道事業の広域連携 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 持続可能な水道事業を実現するため、市町の枠を超えた水道事業の統合に賛同する市町と広域連携の

受け皿となる企業団を設立し、事業運営を開始します。 

○ 企業団に参画しない市町とも研修の共同実施など、統合以外の連携を実施します。 

○ 現在、市町や施設ごとに稼働している運転監視システムを相互連携させるための広域運転監視システム

を導入します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

県内水道事業の統合の
受け皿となる新たな組織
の設立 

目標 

・市町と県がそれぞ
れ単独で事業運営 
・広域的な事業運
営ができる新たな
組織として企業団
の設立を検討 

統合に賛
同する市
町と企業
団を設立 

・企業団による事業運営 
・企業団に参画しない市町と
も統合以外の連携を実施 

実績 

統合に賛同する市
町と県で広島県水
道企業団設立準備
協議会を設置し、
事業計画素案を取
りまとめ 

14 市町と
県で広島
県水道広
域連合企
業団を設
立 

   

広域運転監視システム
の導入 

目標 
広域運転監視シス
テムの導入検討 

広域運転監視シス
テムの設計・システ
ム構築・テスト 

広域運転監視シス
テムの稼働 

実績 

広域運転監視シス
テムの導入に向け
て必要な機能を整
理し、仕様書を作
成 

広域運転
監視シス
テムの基
本設計書
の作成 

   

 
【評価と課題】 

○ 令和４年 11 月に、14 市町と県で広島県水道広域連合企業団（以下、水道企業団という。）を設立し、令

和５年４月、円滑に事業運営を開始した。 

○ 水道企業団に参画しない市町とは、職員研修の共同実施や情報交換会を開催し、県内水道事業の広域

連携を推進した。 

○ 広域運転監視システムについて、基本設計を完了し、令和６年度の導入に向けて、順調に取組を進めて

いる。 

 

【主な事業】・ 水道広域連携推進事業・・・・・・・・・346ページ 

・ 上下水道ＤＸ推進事業・・・・・・・・・348ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 水道企業団において、統合効果の早期発現を図るため、広域計画に基づき、施設の最適化や危機管理

体制の強化、ＤＸを活用したサービスの向上などに取り組む。 

○ 県内水道事業の広域連携を推進するため、引き続き、水道企業団を含む県内水道事業体による職員研

修の共同実施や、広域化及びＤＸの取組等に係る情報交換会を行う。 

○ 水道企業団において、運転監視業務の効率化を図るため、複数の浄水場等の運転監視を一つの運転監

視拠点で行えるよう、引き続き、広域運転監視システムのシステム構築を行う。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

従業員が働きがいを感じて意欲的

に働くことができる環境づくりに取り

組む企業（従業員 31 人以上）の

割合 

30.6％ 

（R2） 

37.1％ 

（R3） 
50％ 80％以上 

 

 

 

 

 

 

○ 県内企業において、テレワークなど時間や場所にとらわれない柔軟な働き方や、働きやすさのみ

ならず、従業員の働きがいや達成感につながる取組が進むことで、従業員の力が最大限に発揮さ

れ組織力が向上するなど、働き方改革を企業成長に生かす取組が先駆的に進んでいます。 

○ 様々な職場において、妊娠・出産・子育て等のライフイベントと両立しながら安心して働き続けるこ

とができる環境の整備が進むとともに、いわゆる「Ｍ字カーブ」が概ね解消されるなど、女性の就業

率が向上し、意欲高く、職場において責任ある業務や役割にチャレンジする女性が増えています。 

○ 県内外の若年者の県内企業への興味・関心や就業意欲が高まることにより、誇りや希望をもって

県内での就業と暮らしを選択する若年者が増え、就職に伴う若年者の転出超過数が縮小していま

す。 

○ 広島県への移住により、移住者の希望するライフスタイルや働き方の価値観が実現されることで、

広島県の移住先としてのブランドが確立され、東京圏等から移住者が高い水準で安定的・継続的

に転入しています。 

○ 豊かな経験や知識など高齢者の強みも事業活動に生かしていこうとする企業が増え、県内企業

において、高齢者のニーズに応じた雇用の場が広がることにより、高齢者が現役世代と同様に、意

欲をもって働くことができる環境の整備が進んでいます。 

○ 障害者の就業意欲や個々の能力を積極的に生かしていこうとする企業が増え、障害者の雇用・

就労の場が拡大することにより、障害等の有無にかかわらず、意欲をもって働くことができる環境が

整うとともに、障害者がその能力や特性を生かして社会参画する機会が増え、経済的な自立が進

んでいます。 

○ 県内企業等において、外国人材の円滑な受入・就労に必要な環境が整えられ、外国人が地域と

つながりを深めながら、生活に必要な情報の共有が進むことにより、外国人が困ったときに相談でき

るなど、孤立することなく安心して生活し働くことができ、企業における戦力として活躍できる環境の

整備が進んでいます。 

目指す姿（10年後） 

 

働き方改革・多様な主体の活躍 
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主な取組 

● 働き方改革の推進 

 民間コンサルタントの伴走型支援により 

働きがい向上の取組事例を創出  

事例創出・情報発信件数：３件［R4］ 

 民間専門機関と連携した「働きがいのある会社」調査

費用の補助による優秀企業の見える化・情

報発信［R4］   

調査参加企業数：37 社、情報発信件数：認定企業

16 社（うち優秀企業５社）［R5.3時点］ 

 働きがいのある組織づくりをテーマとした経営者交

流イベントを開催 参加企業数：30 社［R4］ 

 経済団体と連携し、働きがい向上をテーマとした「企

業経営者勉強会」を開催 

参加者数：延べ 637 人 ［R4］  

 企業経営者等の行動を後押しするため、「イクボス

同盟ひろしま」の枠組みを活用し、働き方の見直

しを促す活動推進 メンバー数：203 人［R5.3時点］ 

 テレワークの促進に向けた「ICT 活用・テレワー

ク推進セミナー」を開催  

参加数：延べ 205 人 ［R4］ 

 専門家の伴走型支援によりテレワーク導入の

モデル事例を創出  事例創出件数：５社［R4］  

 専門家の派遣によるテレワークの導入着手

支援を実施 参加企業数：20 社［R4］ 

 

● 女性の活躍促進 

 女性の就業継続や管理職登用を促進するための研

修やセミナー等を実施 参加者数：1,000 人［R4］ 

 

● 外国人が円滑かつ適切に就労し、安心

して生活できる環境整備 

 外国人材受入企業等向けミニセミナー

（出前講座）の開催（対面とオンラインのハイブリッ

ドで開催） 

全 10回、参加企業数 231 社 

 外国人材受入企業等向けフォーラムの開

催（対面とオンラインのハイブリッドで開催） 

参加企業数 410 社 

● 若年者等の県内就職・定着促進 

 求人サイト「ひろしまワークス」の運営 

 若年者等の県内就職を促進するため、 

・ 県内大学との連携による業界研究講座の実施 

14 校 23 回 延べ 1,654 人受講［R4］ 

・ 県外大学等での業界研究会の開催 

12 校 11 回 265 人参加［R4］ 

・ 県内高校との連携による地元企業の出前講座の実施 

 30 校 33 回 5,293 人受講［R4］ 

・ 市町や企業等と連携した移住フェアを開催 

  4 回 720 人参加［R4］ 

 ・ 地域と東京人材をマッチングする移住セミナーを、 

オンラインで開催 21 回 1,031 人参加［R4］ 
 

● 高齢者の就労促進 

 ひろしましごと館における高齢者の就業相談の

実施 就職件数：90 件［R4］ 
 

● 障害者の活躍促進 

 障害者就職面接会の開催 

参加企業数 82 社、参加求職者数：293 人、 

内定者数：41 人［R4］ 

 
 

● 新型コロナ等の影響による離転職者の支援 

 働きたい人全力応援ステーションの開設 

［R3.6～］  

求職登録件数：1,084 件［R5.3時点］ 

 国のマザーズハローワーク等と一体的に運営する「わ

ーくわくママサポートコーナー」を設置し、新

型コロナウイルス感染症等などの影響により離職を余

儀なくされた方や、再就職を希望する子育て世代の女

性の再就職を支援［広島：H24.3～、福山：H27.1～］ 

就職者数：368 人［R4］ 
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① 働き方改革の促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 働き方改革により経営メリットが生じた優良事例やデータなどを収集し、経済団体等と連携して、効果的な
情報発信やセミナー等を実施することにより、経営者層の理解と働きがい向上に向けた取組の促進を図りま
す。 

○ 企業の取組段階に合わせて、働きがい向上に向けた効果的な取組手法やノウハウ等の提供やアドバイス
等の支援、自社の現状や課題を把握するためのツールの提供などを行うことにより、具体的な取組を促すた
めの支援を行います。  

○ ウィズ／アフターコロナ時代の「新しい生活様式」の下、テレワーク等の時間や場所にとらわれない働き方の
普及を図るため、テレワーク等の活用事例の紹介や相談会、個別支援の実施などにより、その有効性の理
解と導入を促進します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

デジタル技術の活用等

による時間や場所にとら

われない柔軟な働き方

を推進する企業（従業

員 31 人以上）の割合 

目標 35.0％ 40.0％ 45.0％ 48.0％ 50.0％ 

実績 44.0％ 【R5.11判明】    

 

【評価と課題】 

○ 企業経営者に対するセミナーや交流イベントの開催等により、経営戦略・人材戦略としての従業員の働き

がい向上の重要性の理解と取組への動機付けが進んだ結果、県の指定する民間専門機関が実施する「働

きがいのある会社」調査への参加企業数は目標を上回る 37 社となるとともに、広島県における「働きがいの

ある会社」の認定企業として 16社（令和３年度は７社）が選出されるなど、県内企業の働きがい向上の取組

が着実に広がり始めている。 

○ その結果、ビジョン指標の「従業員が働きがいを感じて意欲的に働くことができる環境づくりに取り組む企業

（従業員 31人以上）の割合」（令和３年度）は、当初値（令和２年度）の 30.6％から 37.1％に向上した。 

○ 一方で、働きがい向上の取組は、企業の経営戦略や組織の状況によって、取組のアプローチ方法が多様

であるとともに、成果発現までに時間を要するため、企業の実態に合わせたきめ細やかな実行支援が必要

である。 

○ コロナ禍を機にテレワーク等の柔軟な働き方を推進する企業の割合（令和３年度）は、44.0％に拡大した。

しかし、人的・金銭的な資源に制約のある中小企業でのテレワーク導入率は大企業に比べて低く、また、コロ

ナ禍で実施したものの臨時的なもので制度化の予定がない企業もあるため、テレワークの導入に加えて、利

用の定着に向けた支援に引き続き取り組む必要がある。 

 

【主な事業】・ 働き方改革推進事業・・・・・・・・・274ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 県内企業の自発的・自律的な働きがい向上の取組の実践を更に促進するため、経営者を対象とした取組

の実践ノウハウを提供するセミナーや交流イベントの開催、広島県における「働きがいのある会社」認定企業

等の見える化による優良事例の発信に継続して取り組む。あわせて、民間専門機関のコンサルティングやサ

ーベイの利用を促進する補助事業を新たに開始し、企業の目指す姿や組織の実態に合わせた実行支援を

強化する。 

○ 仕事の自律性が高まることやワーク・ライフ・バランスの改善など、働きがい向上にもつながるテレワーク等

の柔軟な働き方の導入と定着を加速させるため、ＩＴと経営の専門家（ＩＴコーディネータ）の支援企業数を拡

充して実施する。 

○ ＤＸの進展や労働市場の流動化の高まりを背景に、新規事業・成長分野への配置・職種転換等で企業の

生産性向上につなげるリスキリングの実践と従業員の成長の環境整備を通じた働きがい向上を促進するた

め、企業経営者と推進担当者を対象としたリスキリング推進人材育成研修を新たに実施する。 
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② 女性の活躍促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県内企業等が女性活躍を経営戦略として推進するため、経済団体等と連携して、セミナーやシンポジウム

等の開催などにより、経営者等への働きかけを強化します。 

○ 女性活躍推進アドバイザーの派遣等による女性活躍推進計画の策定促進、取組ノウハウの提供や成功

事例の発信などにより、県内企業における女性従業員の採用拡大、人材育成、管理職等への登用に向け

た取組の計画的かつ効果的な推進を図ります。 

○ 女性従業員を対象として、キャリアや就業年数等に応じて必要な知識や技能を身につけるための研修等

を開催するとともに、企業や業種の枠を越えたネットワークを形成できる機会を提供することにより、働き続け

ることや、管理職等へのキャリアアップに挑戦することに対する女性の意欲を向上させます。  

○ 仕事と家庭の両立支援制度や、制度を利用しやすい職場環境整備の促進とともに、国のマザーズハロー

ワークや市町等と連携して、妊娠・出産・育児等のライフイベントを機に離職した女性の再就職に向けたきめ

細かな支援を行います。 

○ 企業等に対して支援制度を含めた男性の育児休業制度の周知を図るとともに、イクボス同盟ひろしまの取

組などの働きかけをさらに強化するなど、育児休業を取得しやすい職場環境を促進します。 

また、市町等の関係機関とも連携して、男性従業員が家事・育児・介護等に積極的に参画することの意義

や効果などについての理解促進を図ります。 

※ 女性の就業率については、国勢調査を出典とし、次回は R7に調査予定 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

女性（25～44 歳）の就

業率※ 

目標 ― ― ― ― 82.5％ 

実績 ― ―    

県内事業所における指

導的立場に占める女性

の割合 

目標 21.0％ 22.0％ 23.0％ 24.0％ 25.0％ 

実績 19.9％ 【R5.11判明】    

男性の育児休業取得率 

目標 14.0％ 15.0％ 20.0％ 25.0％ 30.0％ 

実績 24.0％ 【R5.11判明】    

 

【評価と課題】 
○ 県内事業所における指導的立場に占める女性の割合は 19.9％（令和３年度実績）で、目標値を下回る状
況であった。これは、セミナー等の参加者数が目標を上回るなど、県内企業において女性活躍への関心の
高まりは見られるものの、その多くが就業継続（仕事と家庭の両立支援等）の取組に留まり、管理職登用に
向けた取組を計画的に進めている企業が少数であること、さらに、管理職としての人材育成には期間を要す
ることや、女性従業員自身の管理職志向が低い傾向にあることが主な要因と考えられる。 

○ 平成 22 年度から実施している広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度やいきいきパパの育休奨
励金といった取組を通じて経営者及び従業員の男性育休や育児参画に対する認識が進んだ結果、県内企
業の男性育児休業取得率の実績（令和３年度）は、目標値を上回る 24.0%を達成した。一方で女性の育児
休業取得率（97.3％）に比べると低い水準に留まっていることから、引き続き経営者及び従業員の男性育休
や育児参画に対する意識醸成に取り組んでいく必要がある。 

○ 「わーくわくママサポートコーナー」を利用した再就職を希望する子育て世代女性の早期就職者数は 368
人と目標（280人）を上回っており、相談者数も 718人と前年度（694人）を若干上回っていることから、コロ
ナ禍で就職活動を見合わせていた女性が活動を再開するなど動きが出てきているものと考えられる。 

 
【主な事業】・ 離転職者等就業支援事業・・・・・・・・・・242ページ 

・ 女性活躍促進・仕事と家庭の充実応援事業・・・・・・・・・・244ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 県内企業の女性活躍の取組状況を踏まえて施策を展開することとし、取組未着手の企業に対しては、従

業員の多様性容認（促進）やその第一歩としての女性活躍に向けた意識改革（理解促進）を推進するため、

経営戦略としての女性活躍への取組着手に向けた動機付けを行うセミナーを開催する。 

○ 取組に着手しているものの、定着には至っていない企業に対しては、両立支援や人材育成などの制度、

日々のマネジメントによる教育、安心して意欲高く働き続けられる企業風土の環境整備に向け、実践に必要

な知識やスキルの習得を支援する研修や、管理職層向けの“イクボス式マネジメント研修”を開催するととも

に、女性従業員に対し、スキルや知識等の習得、モチベーションを向上させる研修を開催し、受講者同士の

交流機会を設ける。 

○ また、女性管理職登用の取組を計画的に進める企業を増加させるため、広島県女性活躍推進アドバイザ

ーによる伴走支援を令和４～５年度の２年間継続して実施することにより、女性活躍推進モデル企業（９社）

を創出するとともに、その取組過程の見える化を行い、他企業への波及を行う。 

○ 男性の育児休業取得の機運醸成及び県内企業の取組促進を図るため、県内企業が取り組んでいる男性

育休取得促進策の中で他の企業の参考となる優良事例（ベストプラクティス）を引き続き募集し、発信する。 

○ 再就職を希望する子育て世代の女性や雇用形態及び業種転換を希望する女性等に対し、引き続き「わ

ーくわくママサポートコーナー（常設相談コーナー、ＷＥＢ相談コーナー）」において、キャリアコンサルタントに

よるきめ細やかな相談対応や、就職活動中の託児料支援等に取り組む。 

○ また、再就職を希望する女性等に対して、非正規から正規雇用、あるいは成長分野へのキャリアチェンジ

等を支援し、最新のＤＸの動向や基礎的なＩＴスキル等を学ぶ研修を行うとともに、県内企業に対して、子育

て世代等の女性の潜在能力について理解し、採用につなげるための意識改革セミナーを開催し、女性と県

内企業とのマッチング場を提供する「リスタートプログラム 2023」を実施する。 
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③ 若年者等の県内就職・定着促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 就職を理由とする若年者の県外転出を抑制するため、県内高校や大学と連携し、県内中小企業のオンリ

ーワン・ナンバーワン等の優れた活動や業績、働く上での魅力や広島で欲張りなライフスタイルを実現してい

る事例を伝える授業等を実施し、県内学生等の県内中小企業に関する認知度を高め、興味・関心を持って

いただく機会を拡大します。 

○ 就職時の若年者の県内転入を促進するため、県内出身学生が多い関東・関西圏、中四国・九州圏の大

学と連携した学内イベントや県主催イベント開催により、県外学生等に対するＵＩＪターン就職促進の取組を推

進します。 

○ 企業に対しては、中小企業の多くが自社紹介動画やＨＰ、ＳＮＳ等のウェブを活用して、広島で働きたいと

考える若年者を自社のウェブイベント・面接会へ誘導し、採用活動等を行うことができるようノウハウを習得で

きるセミナー等により、県内中小企業の情報発信力の強化を図ります。 

○ コロナ禍での暮らし方や働き方に対する価値観の変化を踏まえた、デジタルマーケティングや各種 SNS の

有機的な活用による、移住検討を促進させるための情報発信を行います。 

○ 移住検討の早い段階から、相談者と地域の人材や企業との接点を多くつくる、ウェブ上の取組と連動させ

た対面相談・移住イベントの実施等によるマッチングを進めます。 

○ 地域の企業、活動家等と広くつながったキーパーソンが、県や市町と連携し、ワンストップで移住希望者に

対応する受け皿づくりと各地域の受け皿の連携を図ります。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

若年者の社会動態（20

～24歳の「就職」を理由

とした転出超過数） 

目標 2,420人 2,140人 1,940人 1,740人 1,530人 

実績 2,802人 2,602人    

県外からの移住世帯数

（移住施策捕捉分） 

目標 
487 

世帯 

594 

世帯 

628 

世帯 

665 

世帯 

705 

世帯 

実績 
484 

世帯 

596 

世帯 
   

 

【評価と課題】 

○ 令和４年度は 20～24 歳の「就職」を理由とした転出超過数は 2,602 人で、前年度に比べ 200 人改善

しているものの、目標値を下回った。主な要因は県内外の大学の県内就職の減少であることから、引き続き

県内就職を促進するため、高校や大学と連携した授業内講座で、県内企業を知る機会を提供する必要が

ある。 

○ また、コロナ禍で行動制限のある生活を送った学生の多くが就職活動に不安を感じており、若手社員の経

験談を聞きたいという声が多く、そのニーズに対応していく必要がある。 

○ ２年ぶりの移住フェアや、市町と連携した相談会を東京都内で実施した結果、移住希望者が市町と接点を

多く持つことができたことで、市町の移住相談窓口を経た移住世帯数の増加に繋がり、県外からの移住世帯

数が 484世帯から 596世帯に増加し目標を達成した。 

 

【主な事業】・ 若年者就職による社会減対策事業・・・・・・・・・350ページ 

・ ひろしまスタイル定住促進事業・・・・・・・・・352ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 県内企業を知る機会を提供するため、 

 ・ 高等学校と連携した地元企業の出前講座の実施校の拡大 

 ・ 県内大学と連携した大学１・２年生向け業界研究講座の実施校の拡大 

 ・ 県外大学と連携した広島出身及び広島就職希望学生向け業界研究会の実施校の拡大 

 ・ 包括連携協定を締結した広島工業大学と共同し、理系学生向けインターンシップコースの開発 

   に取り組む。 

○ 学生の就職活動への不安を解消し、県内企業に興味を持ち、県内への就業意欲を高めるため、入社後１

～３年目の若手社員を「ひろしま就活サポーター」に任命し、就職活動での経験や広島での暮らし等を語り

合う交流会を開催するとともに、インタビュー記事をサイトに掲載してＳＮＳで拡散する。 

○ 移住セミナーのアーカイブ配信などホームページ「HIROBIRO.」の充実や、ＡＩ相談窓口と 

ホームページ「HIROBIRO.」の連携による移住希望者の興味・関心等に沿った情報提供など、デジタル技術

を最大限活用し、情報提供や相談対応の強化を図る。また、移住支援金・起業支援金により、移住者を着

実に増加させていく。 
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④ 高齢者の就労促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 仕事の細分化等（内容・勤務時間等）で高齢者が戦力として活躍している企業の優良事例の見える化な

どにより、企業に対して高齢者の積極的な雇用の働きかけを行い、相談コーナーを通じた就業相談やマッチ

ング機会の提供等を行うとともに、定年延長等の国の施策との連携を強化し、高齢者の就職率の向上を図

ります。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

ハローワークを通じた高

齢者（65 歳以上）の就

職率と 65 歳以上を除く

全世代の就職率の差 

目標 
△9.5 

ポイント 

△8.5 

ポイント 

△7.5 

ポイント 

△6.5 

ポイント 

△5.5 

ポイント 

実績 
△13.5 

ポイント 

△11.5 

ポイント 
   

 

【評価と課題】 

○ 令和４年度は、新型コロナの感染リスクを考慮した高齢者が外出を控え就職活動を回避したことなどから、

KPIは未達となった。  

○ 県が運営するひろしましごと館「シニア・ミドル職業紹介コーナー」の就職者数は、合同企業説明会等への

参加やチラシ配布等の情報発信により、目標 60人に対して 90人の就職につながった。 

【令和５年度の取組】 

○ 企業に対しては、職場環境実態調査等で、65 歳以上の継続雇用制度等の導入状況のほか、新規雇用 

の現状・課題を把握した上で、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構や広島労働局と連携して先進的な 

企業の取組事例を収集・発信し、高齢者雇用を進めるノウハウを提供する。 

○ 高齢者に対しては、ひろしましごと館「シニア・ミドル職業紹介コーナー」において就業相談や職業紹介を行 

う中で、働く意欲のある 65 歳から 70 歳の高齢者に対して、求人企業の動向を踏まえて、就職希望先や

働き方の視野を広げるアドバイスを行うとともに、市町等の関係機関と連携し、多様な働き方ができるシルバ

ー人材センター等の情報発信機会を拡充する。 
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⑤ 障害者の活躍促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 障害者の積極的な雇用を推進するため、県内の企業に対し、障害者雇用の制度や仕組みを周知し、障

害者雇用企業等見学会により障害者雇用のノウハウを広めるとともに、新たに障害者雇用に係る優良事例

を見える化し情報発信を行うことで、企業における障害者雇用の促進を図ります。 

○ 広島障害者職業能力開発校において、職業能力開発を必要とする障害者に対し、障害の態様に配慮し

たきめ細かな職業訓練を行うとともに、企業訪問や訓練生の企業実習の受入れ等を通じて、訓練生の就職

に向けた取組を支援します。 

○ 障害者の一般就労及び職場定着に向けて、障害者就業・生活支援センターによる相談支援等、就業面

及び生活面の一体的な支援に取り組むとともに、リモートワークなどデジタル技術の導入による在宅就業の

支援や、就労継続支援事業所への農業専門家の派遣等、農福連携の取組を推進します。 

※法定雇用率は、障害者の雇用状況等により改定される。 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

民間企業の障害者実雇

用率 

目標 2.3％以上 2.3％以上 法定雇用率以上※ 

実績 2.3％ 2.38％    

 

【評価と課題】 

○ 令和４年の実雇用率は 2.38％と法定雇用率を達成した一方で、雇用義務のある企業のうち約半数しか法

定雇用率を達成しておらず、障害特性に対する理解や雇用のノウハウを提供することにより、障害者雇用に

取り組む企業を拡大する必要がある。 

○ 広島障害者職業能力開発校の各訓練科で実施される施設内訓練の訓練修了者の就職率は、87.5％と

目標を達成した一方で、通所することが困難な障害を持つ方等が対象となる施設外訓練の訓練修了者の

就職率は、41.7％と目標未達成となった。 

○ 施設内訓練では、新型コロナの影響で受け入れが自粛されていた企業での職場実習が再開され、実際に

就業体験を行ったことで目標達成に繋がった。施設外訓練は精神障害を抱える訓練生の割合が施設内訓

練より高いことから、就職率が低迷しているが、就労支援員の配置や、関係機関と連携した就職先の掘り起

こしなど、企業に対し、更に丁寧な説明とフォローを行い、雇用の拡大を進める必要がある。 

○ 障害者就業・生活支援センターにおいて、オンライン面談や職場訪問等による、就業面と生活面の一体

的な支援に取り組んだ結果、令和４年度の１センターあたりの平均相談支援件数は 4,901 件と目標 4,575

件を上回った。 

○ 障害者の新規求職件数は増加傾向にあるため、ハローワーク、障害者職業センター、特別支援学校、就

労系障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携を図りながら、職場実習や職場訪問等、就業面での不

安を解消するための支援が必要である。 

○ また、就労継続支援事業所への農業専門家の派遣等の取組が事業所における農作物の生産性向上等

による、工賃の向上につながっていることから、引き続き事業所への営農指導を継続的に行うとともに、農福

連携に係る農業者等のニーズを把握し、マッチングを図ることで農福連携の取組を着実に進める。 

【令和５年度の取組】 

○ 障害者雇用制度や支援策等、企業が障害者雇用を進めるために役立つ情報をまとめた冊子を作成・配

布し、県内企業等に対する周知・啓発を行うとともに、障害者雇用事業所見学会（セミナー）の開催や、障

害者雇用優良事業所表彰等の実施により、障害者の雇用に係る取組事例の周知に取り組む。 

○ 公共職業安定所と共催で、障害者合同就職面接会を開催し、障害者の就職支援に取り組む。 

○ 広島障害者職業能力開発校において、計画された訓練カリキュラムを着実に実行し、訓練生に就職に必

要な技術・技能を習得させ、また、専門的知見に基づくカウンセリングといった就労支援を実施することによ

り、障害の態様に配慮したきめ細かな職業訓練を実施する。 

○ 障害者就業・生活センターにおいて、障害者の一般就労・職場定着に向けて、関係機関と連携して継続

的な相談支援に取り組む。 

○ また、農産物の生産等に取り組む就労継続支援事業所へ農業専門家を派遣するなど、市町等関係機関

と連携して、引き続き農福連携の取組を進める。 
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⑥ 外国人が円滑かつ適切に就労し、安心して生活できる環境整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 外国人材の雇用に課題を抱えている企業等を対象とした、セミナーの実施、ガイドブックの作成・配布等に

より、外国人が抱える実際の課題や対応事例、コミュニケーション上の課題解消のための対策やノウハウな

ど、受入れや就労に有益な情報の提供により、外国人材の円滑かつ適切な就労を促進します。 

○ 企業や外国人が、新型コロナ感染拡大などの情勢変化にも対応できるよう、県 HP 等により必要な在留資

格制度、相談窓口等の情報の周知・広報を行います。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

県から外国人材の受入

れに関する情報提供を

受けた企業のうち、有益

な情報を得た企業等の

割合 

目標 60％ 65％ 70％ 75％ 80％ 

実績 46.4% 94.1％    

 

【評価と課題】 

○ 外国人材の雇用に課題を抱えている企業等を対象としたセミナーにおいては、中小企業団体中央会等と

連携し、監理団体や企業等へ定期的に訪問・ヒアリング行い、企業等が必要としている情報を正確に把握

し、その情報を適切に提供できるようオーダーメイド型で 10 回実施するとともに、外国人材受入企業等の職

場定着に取り組む好事例を紹介するフォーラムを開催した。これらのセミナーやフォーラムは対面とオンライ

ンのハイブリッド形式にするなど、開催手法も工夫したことで、参加社数も増え、目標を大幅に上回った。 

○ 情報提供が県内企業等に好影響を与えているか確認する必要があるため、セミナーやフォーラム参加後

の行動変容等の把握に努める。 

 

【主な事業】・ 外国人材の受入・共生対策事業・・・・・・・・・239ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 昨年度から引き続き実施する企業ニーズに対応したオーダーメイド型のセミナーについては、より時宜に合

致したテーマとすることで、満足度を高める。 

○ また、セミナー等に参加した企業に対し、事後調査を実施し、受入・就労に向けた環境整備に取り組んでい

るか、事業効果の把握と検証に努める。 

○ 働きがい向上に向けた取組については、受入れ・職場定着に取り組む企業のモデル事例をフォーラム等で

横展開することにより、職場環境の改善やエンゲージメントの向上に取り組む企業の増加に繋げる。 

○ これらの取組を通じて外国人本人が職場を選ぶことができる特定技能外国人材の受入・定着を進める。 
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※1基幹産業、健康・医療関連分野、環境・エネルギー分野、観光関連産業など、県の取組分野における付加価値の推計額 

（R2）１兆 1,800億円 （R7）１兆 3,600億円 （R12）１兆 6,800億円 

  

 
 

ビジョン指標 当初値 
現状値 

(R4) 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

県の取組による付加価値創出額 ―※1 【R6.9判明】 1,800億円 5,000億円 

○ 技術革新や新型コロナ拡大などによる急激な環境変化に対応した「イノベーション立県」の実現

や更なる進化に向け、イノベーション力を強化し、県内産業の生産性の向上や、新たな付加価値

の創出などを進めることにより、魅力的な仕事や雇用の場を創出し、県経済が持続的に発展して

います。 

○ 基幹産業であるものづくり産業が、新しいデジタル技術と一体化していくことにより、新たなビジネ

スモデルが創出されるなど、更なる発展を遂げています。従来のものづくり技術・技能といった強み

に加え、ユーザー体験に基づく共創活動により新しい価値を創出することで、次に続く成長産業が

生まれるとともに、これまでにない広島の強みを生かした産業が出現しています。 

○ 国内外の多様な人材や企業が集積し、企業・大学・金融機関・行政などのプレイヤーが相互に

つながることで、様々なオープン・イノベーションが生まれ、広島が「イノベーション創出拠点」と国内

外から認識されています。 

○ 産業振興に加え、観光振興、地域の活性化の観点からの新たな分野の投資誘致を推進し、「ビ

ジネスを展開するなら広島」と国内外の働く人や企業から認識されています。 

○ 創業や第二創業、企業の成長につながる事業承継が活発に行われ、県経済を牽引する企業の

育成・集積が進んでいます。 

○ 県内企業が、デジタル技術等の技術革新に適応し、持続的に経営改善や生産性向上を推進す

ることにより、県経済が活性化しています。 

○ 多くの企業が海外展開するなど、成長し続ける海外市場の獲得が進んでいます。 

目指す姿（10年後） 

 

産業イノベーション 
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主な取組 

● 基幹産業であるものづくり産業の更なる進化  

 ものづくり企業の持続的な発展を図るため、応用・実

用化開発を支援する補助制度の開始［R2.6～］ 

・ 60 件の研究開発を支援［R5.3 時点］ 

 

● 広島の強みを生かした新成長産業の育成  

 「ひろしま医療関連産業研究会」の設置 

［H23～］ 

・522 社・機関が参画［R5.3 時点］ 

 「広島大学バイオデザイン共同研究講

座」の設置［H30～R4］ ※R5～ ﾊﾞｲｵﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 環境・エネルギー産業における海外展開を加速するた

め、海外スタートアップ企業等と連携した実

証プロジェクト創出支援を開始［R4.5］ 

 ひろしま環境ビジネス推進協議会の設置 

[H24] 

・ 259 社・機関が参画[R5.3 現在] 

 広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー

推進協議会の設立［R3.5］ 

・128 者が参画[R5.6 現在] 

 広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー

推進構想の策定［R4.2］ 

 広島県カーボンリサイクル関連技術研究

開発支援補助金の創設[R4] 

 ひろしま航空機産業振興協議会の設置 

[H26] 

・ 123 社・21 機関が参画[R5.3 現在] 

 ひろしま感性イノベーション推進協議会の

設置[H26] 

・ 230 社・46 機関が参画[R5.3 現在] 

● イノベーション環境の整備 

 「ひろしまユニコーン 10」プロジェクト 

の始動 〔R4.3～〕 

 イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓ 

の運営 〔H29.3～〕 

・ 会員数 3,071 者［R5.3］ 

 ひろしまサンドボックスの構築［H30.5］ 

・ ひろしまサンドボックス推進協議会会員数 3,099 者 

［H30～R4］ 

● 企業誘致・投資誘致の促進 

 人や機能に着目した新たな投資誘致制度の創

設［H28～］ 

・ 本社機能・研究開発機能等の移転・拡充 24 件 

（目標 30 件） 

・ 製造業等の拠点強化のための投資誘致件数104件 

（目標 40 件） 

 

● 企業等の研究開発の支援 

 デジタル技術を活用できる人材の育成及び研究員

の熟練技能のデジタル化による技術支援機能の

強化［R2.4～］ 

・ デジタル技術の活用による事業者等の課題解決件

数 113 件（目標 60 件）［R3～4］ 
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① 基幹産業であるものづくり産業の更なる進化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

◆地域の R&Dセンター機能の整備 

○ ユーザーデータの収集・解析・活用が可能となる体制を整備し、未来ニーズ（提供価値）の予測及びこれ

に基づく製品・技術構想の策定を促進します。 

○ 先行開発に関する企画・立案を行う研究員の増強や必要な機器の整備等により、デジタル技術等要素技

術の領域を拡大します。 

○ 革新的な研究開発を創出・育成する制度の構築に取り組みます。 

○ 地域の部品サプライヤー、メーカー、大学、ＩＴ企業等による共創活動の場を拡大することにより、開発人材

の流動性を高めます。 

○ デジタル領域で開発活動ができる人材の育成に必要なカリキュラムを構築・提供します。 

○ 革新的な研究開発を行う企業の県内への誘致を促進するとともに、異業種連携・アライアンス構築を進め

ることで、共創活動の領域の拡大を進めていきます。 

◆産学官連携の深化 

○ ひろしま自動車産学官連携推進会議を通じて、広島を自動車の独創的技術と文化の聖地とするとともに、

広島ならではの産学官連携モデルを確立することを目指し、感性、モデルベース、エネルギーなどの分野ご

との具体的な活動の深化を図ります。 

 

 

【参考】 

平成 30 年「地方大学・地域産業創生交付金」において採択された「ひろしまものづくりデジタルイノベーション」

創出事業における目標値 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

１人当たりの付加

価値額（輸送用

機械器具製造

業） 

目標 
1,220 

万円 

1,425 

万円 

1,585 

万円 

1,630 

万円 

1,680 

万円 

実績 【R5.9判明】 【R6.9判明】    

ＫＰＩ 
現状値 

（Ｈ30） 
R9 

輸送用機械器具製造業における

製造品出荷額 
35,038 億円 43,074 億円 

輸送用機械器具製造業における

雇用者数 
53,024 人 56,685 人 

人材育成プログラム受講者にお 

ける地元就職者数 
― 50 人 
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【評価と課題】 

○ 急速な自動車の電動化（ＥＶ化）への対応が喫緊の課題である中、カーテクノロジー革新センターに設置

する新技術トライアル・ラボにおいて、令和４年度から「ＥＶ研究プロジェクト」を立ち上げるなどＥＶ化に対応し

ながら、自動車メーカー等のニーズに合致するシーズの探索、実験、検証・評価を行う研究活動（15 テー

マ）を地域企業 24 社の参画を得て協同実施した結果、自動車メーカーへの提案等、応用・実用化の段階

まで到達した件数は、事業目標（５件）を上回る７件（うちデジタル領域は１件）となった。また、デジタル化・Ｅ

Ｖ化に対応した開発人材の育成については、ＥＶ関連の研修カリキュラムを充実させたことなどにより、地域

企業の技術者等 63 人の知識・技術力の向上を図ることができた。今後も、自動車産業を取り巻く環境が激

しく変化する中、デジタル化・ＥＶ化に対応するための技術力を更に高めるとともに、サプライヤーの付加価

値創出につながる技術提案力をより強化していく必要がある。 

○ ものづくり価値創出支援補助金については、関係企業に対して直接制度周知をすることに加えて、産学官

で組織する団体や金融機関を通じた周知を行ったことなどにより、目標支援件数 10 件を超える 12 件の応

募があったが、補助申請額が予算額を大幅に上回ったことにより、８件の採択に留まった。このため、12 月

補正により予算を増額措置した上で、２次公募を行った（10 件を採択、令和５年度に支援実施）。県内もの

づくり企業においては、新型コロナウイルス感染拡大や半導体不足等による部品調達難、また、原材料価格

の高騰など、厳しい経営環境にある中で、自動車関連産業の CO2排出量規制の厳格化や電動化の動きな

どに対応し、競争優位性を確保していくため、先端的な研究開発に取り組み、事業変革を行っていくことが

求められている。 

 

【主な事業】・ ものづくり価値創出支援事業・・・・・・・・・254ページ 

・ 次世代ものづくり基盤形成事業・・・・・・・・・412ページ 

【令和５年度の取組】 

○ カーテクノロジー革新センター新技術トライアル・ラボのＥＶ研究プロジェクトによりスタートさせた県内自動車

サプライヤーのＥＶに係る研究開発の成果と課題を踏まえ、ＥＶにおける各部品の要求特性を把握するな

ど、より高度な段階での研究開発を進めるとともに、引き続きデジタル化・ＥＶ化に対応するための知識や技

術を身に付けた人材の育成を行うことにより、着実にデジタル化・ＥＶ化への対応を進めていく。 

○ 産業構造の変化に対応していくためのデジタル化やカーボンニュートラルに貢献する新たな研究開発に対

して重点的に支援を行うなど、企業の研究開発投資を減退させることなく、環境変化に対応するための前向

きな研究開発を継続的に支援していくとともに、半導体不足等により機械設備の納期が長期化していること

に対応して、ものづくり価値創出支援補助金の実施期間を十分に確保するなど、制度を見直しながら、厳し

い経営環境にある県内ものづくり企業の持続的な発展を図る。 
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② 広島の強みを生かした新成長産業の育成 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

◆健康・医療関連ビジネス 

○ 医療機器、再生医療等製品、福祉用具のデバイスに加え、医薬品、機能性表示食品等、ヘルスケアサ

ービスもターゲットとし、事業化支援や開発促進、マッチングなどによる総合的支援を継続し、県内企業によ

る生産拡大・受注拡大を図ります。 

○ 治験・臨床研究の場である「実証フィールド」を新たなターゲット分野（医薬品、機能性表示食品等、ヘル

スケアサービス）に向けて拡大し、現場ニーズに即した事業化を促進します。 

○ 広島大学の医療系研究拠点（未病・予防医科学共創研究所、国際感情研究センター等）との連携を図

り、大学の研究資源を活用した事業化を促進します。 

○ 革新的な医療機器等の開発をけん引する人材の育成・集積を図るため、バイオデザインを推進します。 

○ 健康・医療関連分野と親和性の高いゲノム編集技術については、国内外の技術開発を牽引する取組を進

める広島大学とも連携し、幅広い分野での、県内企業による産業活用を促進します。 

◆環境・エネルギー産業 

○ 海外展開の加速化 

・ これまでに構築した海外の政府機関や環境団体とのネットワークを生かし、環境問題が深刻化するアジア

地域や、環境意識の高い欧州を中心とした海外市場への販路開拓やプロジェクト形成に取り組むとともに、

より一層、企業の海外進出を促すなど、環境・エネルギー産業における海外展開を加速します。 

○ 産学官連携によるＳＤＧｓビジネスの推進 

・ 国は大崎上島をカーボンリサイクルに関する実証研究の拠点として整備することとしていることから、こうし

た国の新たな取組と一体となって、企業や研究開発機関などの誘致を推進していくことにより、環境・エネ

ルギー産業の企業や人材の集積を図っていきます。 

・ ＳＤＧｓをビジネスチャンスと捉え、これまでの環境汚染防止、廃棄物処理など環境浄化分野のみなら

ず、新たに、ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた地球温暖化対策の分野を加え、産学官連携による先

進的な環境ビジネス創出や人材育成などに取り組むことで環境・エネルギー産業の集積を図っていきま

す。 

◆航空機産業 

○ これまで各企業が切削や表面処理等の工程ごとに受注していた航空機部品の製造について、複数の企

業が連携することで完成部品により納品する一貫生産体制を構築するとともに、産学官連携による研究開

発能力の向上を図るなど、ひろしま航空機産業振興協議会の活動を通じて、県内企業のコアサプライヤー

へのステップアップを進めます。 

○ 生産の効率化・部品の軽量化に資する新たな製造技術の導入を支援することで高付加価値化を促進し

ます。 

◆感性工学を活用した付加価値の向上 

○ 広島県発祥の感性工学※を活用したものづくりを地域一体となって拡大し、ユーザー体験に根差した商品

開発など、本県ものづくりの付加価値の向上や差別化を加速します。 

※ 人間が持つ感性（心地よさ、操作しやすさなど）を分析・数値化して、商品開発に取り組む技術。 
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KＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

健康・医療関連分野の付

加価値額 

（県内生産額） 

目標 
279億円 

（930 億円） 

294億円 

（980 億円） 

309億円 

（1,030 億円） 

327億円 

（1,090 億円） 

345億円 

（1,150 億円） 

実績 
280億円 

（932 億円） 

290億円 

（968億円） 
   

環境・エネルギー分野の

付加価値額 

（売上額） 

目標 
731億円 

（1,750億円） 

762億円 

（1,825億円） 

802億円 

（1,920億円） 

846億円 

（2,026億円） 

892億円 

（2,135億円） 

実績 
896億円 

（2,099億円） 

917億円 

（2,153億円） 
   

環境・エネルギー分野の

取組企業数 

目標 130社 140社 150社 160社 170社 

実績 140社 149社    

県内航空機産業の付加

価値額 

目標 374億円 430億円 498億円 567億円 584億円 

実績 【R5.9判明】 【R6.9判明】    

 

【評価と課題】 

○ 健康・医療関連分野については、コロナ禍における消毒関連の商品の売上増の反動などの影響があったも

のの、医療機器やヘルスケア分野のスタートアップ企業の売上増などがあり、ほぼ目標を達成した。引き続

き、大学とのマッチングや補助金による研究開発支援、総合技術研究所における共同研究、医療・福祉現

場等で行う実証フィールドの提供など、産学官が緊密に連携して、県内企業の新規参入や新製品の開発に

つながる取組を積極的に推進していく必要がある。 

○ 環境・エネルギー分野においては、これまでに構築した海外の政府機関や環境団体とのネットワークを生か

した海外市場への販路開拓やプロジェクト形成などの海外展開支援に加え、ひろしま環境ビジネス推進協議

会における企業間の交流を通じた、新規事業の創出支援などにより、環境・エネルギー分野に取り組む企業

数は、令和４年度には 149社となり、着実に増加してきている。また、環境・エネルギー分野に取り組む企業

の売上高は、令和４年度には 2,153億円となり、ＫＰＩである付加価値額においても目標を上回った。 

また、カーボンリサイクルについては、広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推進協議会の設立や推進構

想の策定など、具体の連携事業案件の創出に着手したところであるが、その取組は緒に就いたばかりである

ことから、次年度以降も、着実に取組を進める必要がある。 

○ 航空機産業においては、令和３年度に組成した一貫生産グループの活動を軸に、国内大手メーカーへの

営業訪問や国内外の展示会出展などにより、受注獲得に向けて精力的に商談を行った結果、新型コロナウ

イルス感染拡大による世界的な航空機需要の減退から未だ回復途上であるにもかかわらず、ひろしま航空

機産業振興協議会会員において複数件の新規案件を獲得することができた。今後は、本格的な航空機需

要の回復にしっかりと対応できるよう、一貫生産グループの更なる体制整備等を図っていく必要がある。 

○ 感性工学を活用した付加価値の向上においては、人間の感性に着目した取組を実施している地域支援

機関等と連携した総合支援体制（感性地域プラットフォーム）の構築を図りながら、ひろしま感性イノベーショ

ン推進協議会において、中小企業等に対する専門家派遣やモニター調査・解析支援等により、11 件の事

業化を支援した。今後は、地域支援機関が連携した支援プラットフォームにより、ロールモデルとなる好事例

の創出を図っていく必要がある。 

 

【主な事業】・ 健康・医療関連産業創出支援事業・・・・・・・・・417ページ 

・ 環境・エネルギー産業集積促進事業・・・・・・・・・369ページ 

・ 新成長分野・新技術創出支援事業・・・・・・・・・554ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 健康・医療関連分野については、引き続き関連市場の拡大が見込まれるため、早期に効果が発現される

よう、関連ビジネス全般の事業化支援や開発促進、マッチング支援などに積極的に取り組み、県内企業の

生産・受注拡大を促進する。 

○ また、令和４年 12 月に認定された「ひろしまバイオＤＸコミュニティ」を契機として、県内でのバイオ関連産

業の集積を促進するため、支援制度の活用や実証フィールドの提供などに取り組む。 

○ 環境・エネルギー分野において、海外におけるビジネスモデル構築に知見を有するＶＣやアクセラレーター

等と協力し、現地ニーズに精通する海外スタートアップ等と海外展開に意欲のある県内企業をマッチングす

ることで、現地課題解決に取り組む実証プロジェクトを設計し、環境・エネルギー分野における事業拡大につ

なげる。 

○ また、ひろしま環境ビジネス推進協議会を活用した企業間交流やマッチングイベントにより新規事業創出の

機運を醸成するほか、県内企業と他社との共創による事業開発を支援することで、新規事業創出の好事例

を生み出すなど、環境・エネルギー分野における新たなビジネスの創出を推進する。 

○ 加えて、カーボンリサイクルについては、国の取組とも一体となり、県内外の研究者やスタートアップ等の研

究や実証を支援するとともに、協議会を通じた新規プロジェクト創出やマッチング支援、次世代教育プログラ

ムの提供など、カーボンリサイクル関連技術の研究強化と拠点化、新たな産業集積に向け、多角的な取組

を推進する。 

○ 航空機産業については、新型コロナウイルス感染拡大による世界的な航空機需要の減退からは未だ回復

途上であり、新規案件獲得は厳しい状況が続いているが、回復基調にあるエンジン部品を中心に、引き続

き、一貫生産グループによる受注獲得に向けた体制整備と営業活動を進めることにより、新規案件の獲得

を目指す。また次世代航空機適用技術（電動化や水素関連等）の紹介や、航空宇宙関連企業とのマッチ

ング機会を創出し、地場中核企業の育成と裾野の拡大を図る。 

○ 感性工学を活用した付加価値の向上については、成功の確度の高い支援案件を増やすことにより、好事

例の創出の動きを加速させ、横展開を図ることで県内企業による感性工学を活用したものづくりの普及を進

めていく。また、感性に関する取組を実施している広島大学や産業支援機関などの７機関と連携し、支援企

業の発掘及び将来にわたる持続可能な支援体制の整備に取り組む。 
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③ イノベーション環境の整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

これまでの取組で生まれた成果に加え、「イノベーション・エコシステム」の形成に不可欠な機能的要素であ

る「人的資本」「交流促進インフラ」「行政主導型支援環境」「地域資本」「遭遇支援装置」「文化資本」のそれ

ぞれの質を高め、それらを有機的に結びつけて循環させることで、イノベーションを起点とした新しい事業が

次々と生まれる環境を産業界に提供し、将来の自走化につなげます。 

◆人的資本 

○ イノベーション創出の原動力となる人材の育成に向けて、産業界のニーズに呼応した育成プログラムにつ

いて、高等教育機関や民間団体等との共催も含め、広く提供します。 

○ 国内のみならず広く人材を集積する観点から、テクノロジーとビジネス創出の両面に優れ、既成概念にとら

われない新しい発想を持ち込む外国人材の集積を図ります。 

○ 様々な産業・地域課題の解決をテーマとして、共創で試行錯誤できるオープンな場「ひろしまサンドボック

ス」の取組を通じて、県内外の産業ＤＸ人材や企業の集積を図ります。 

◆交流促進インフラ 

○ 「新しい生活様式」下で、リアルに集う場が制限される中、多様な人材や企業がつながり、新たなアイデア

や発想を得るため、バーチャルな世界で集い交流する場も併せて提供することにより、つながりの拡大を図り

ます。 

◆行政主導型支援環境 

○ 新たなビジネスの可能性を探る実証フィールドの提供とそこから得られる実証データを広く提供します。 

○ 産業界のニーズを踏まえ、国と連携して、ビジネスに直結する規制緩和に取り組みます。 

◆地域資本 

○ 地域資源であり、強みでもある大学と企業との連携をベースとした創発的な研究開発により、新たなビジネ

ス創出につながる知見の集積と水平展開を図ります。 

○ 高度なものづくりにつながるスーパーコンピューターの利用環境の提供や、共同研究機器の相互利用によ

り、製品の開発スピードや質の向上を図り、企業の製品開発力の強化につなげます。 

◆遭遇支援装置 

○ ウィズ/アフターコロナにおけるビジネス様式において、リアルに集う場が制限されることから、新たにクラウド

上での遭遇機会を提供し、指数関数的なマッチングの広がりを創出します。 

○ マッチングの効率と質を高めるため、若手社員向け新規事業創出、次世代経営者育成、中小企業向けオ

ープン・イノベーション等具体的なテーマを設定する仕組みを構築します。 

○ 成功モデルを創出した視座の高い企業家や、将来的に地域イノベーションの中心的存在となるコア人材と

つながる機会を創出します。 

○ 国や民間ベンチャーキャピタル、アクセラレーターなどの協力者とのマッチングの機会を提供し、スタートア

ップ企業や成長企業への資金調達や人材確保等を促進します。 

◆文化資本 

○ 本県におけるイノベーション創出の成功例を掲げ、広島だからこそ提供できる価値を磨き、これらの強みを

生かした訴求力のあるプロモーションにより、世界に選ばれる「イノベーション創出拠点ひろしま」としてのブラ

ンド価値を高め、国内外での認知度の向上と更なる集積につなげます。 

○ 平和への想いをエネルギーに変えた先人のチャレンジ精神や、絶え間ない努力がもたらしためざましい発

展を誇りとし、新たな挑戦につながるように、社会的課題を自らがイノベーションで解決する主役であるとの意

識の醸成を図ります。 
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※ 文部科学省において２年に１度実施している「全国イノベーション調査」の数値に加えて、県として独自で調査を実施する 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

イノベーション実現企業

率※ 

目標 37％ 39％ 41％ 43％ 45％ 

実績 31％ 45％    

イノベーション活動実行

企業率※ 

目標 42％ 44％ 46％ 48％ 50％ 

実績 60％ 54％    

広島大学「デジタルもの
づくり教育研究センター」
における研究プロジェクト
にかかわるモデルベー
ス開発等の導入企業数
（累計） 

目標 40 社 60 社 70 社 75 社 80 社 

実績 33社 69社    

広島大学「デジタルもの
づくり教育研究センター」
における研究プロジェクト
への参画者数 

目標 130 人 150 人 150 人 160 人 160 人 

実績 589人 707人    

 

【評価と課題】 

○ イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓやサンドボックス、「ひろしまユニコーン 10」プロジェクト等の事業を通
じて、イノベーションを志すマインドの醸成や交流の場づくり、新規事業開発ワークショップ、実証フィールドの
提供、スタートアップ向けのアクセラレーション等を行った。その結果、自社内における「イノベーション活動実
行企業率」は計画を上回り、昨年度に引き続きイノベーション創発に向けた環境整備は着実に進んでいる。 

○ 製品やサービスを新たに市場へ導入（改善を含む。）した「イノベーション実現企業率」も昨年度から改善が
見受けられ、今年度は目標を上回った。しかしながら変化の激しい時代において、こうした状況を維持・成長
させるには不断の努力が必要である。 

○ 「ひろしまものづくりデジタルイノベーション」創出事業を通じて、地域企業と組成する共創コンソーシアムを
中心に活動している。社会実装に向けた実証・トライアル・人材育成の場として整備したテストベッド等におい
て、機器利用等のハード面の仕組みづくりからソフトウェアの利用環境整備、先行企業の知見を共有するた
めのフォーラム等を開催することで、モデルベース開発等の導入企業数・研究プロジェクトへの参画者数とも
に目標を達成した。一方、地域の中核産業である自動車産業を中心に、カーボンニュートラルの規制強化
に対する電動化技術への対応が急務となっており、これまで以上に高度なレベルのデジタルイノベーション
人材を養成する必要がある。 

 
【主な事業】・ イノベーション・エコシステム形成事業・・・・・・・・・256ページ 

・ ひろしまサンドボックス推進事業・・・・・・・・・258ページ 
・ ひろしまサンドボックス実装支援事業・・・・・・・・・260ページ 
・ 「ひろしまものづくりデジタルイノベーション」創出事業・・・・・・・・・414ページ 

【令和５年度の取組】 
○ イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓという場の運営や独自のアクセラレーションプログラム等を着実に継
続・発展させることで、多様な人材や企業のつながりをより一層創出する。 

○ アイデア創出・実証レベルの支援にとどまることなく、「ひろしまユニコーン 10」プロジェクトやひろしまサンドボ
ックス実装支援事業なども活用することで、実装・事業化まで切れ目のない支援を実施する。 

○ 地域の中核産業である自動車産業において重要課題となっているカーボンニュートラルへの対応のため、
内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」における追加支援「展開枠」を活用し、「電池パック」や「省エネ
空調」に関連する新技術の研究開発に取り組む。 

○ 社会課題を解決する商品・サービスが実装され、ビジネスモデルとして確立できるよう、障壁となっている規
制への対応や、新たなルールメイクに挑戦する事業を継続して支援するとともに、公募により新たな事業を
支援する。 
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④ 産業ＤＸ・イノベーション人材の育成・集積 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 広島大学、県立広島大学、広島市立大学など、県内大学によるデータサイエンス人材育成プログラムを

提供するとともに、同分野に関する共同研究を促進します。 

○ イノベーション創出の源泉となる、革新的なアイデアや新たな価値を創出する人材が地域において育成・

集積する環境の提供を図ります。 

○ 企業の成長戦略を具現化するために必要なプロフェッショナル人材ニーズの掘り起こしや民間人材ビジネ

ス事業者等との連携によるマッチング支援を通じて、多様な就業形態によるプロフェッショナル人材の集積

を図ります。 

○ 産業 DX・イノベーションを生産現場等で支える人材を育成するため、県立技術短期大学校において、企

業が求める幅広い技術・技能とともに、デジタル技術の活用に必要な知識・スキルの習得に向けた職業訓

練を推進します。 

また、高等技術専門校においても、基礎的な技術・技能の習得に向けた訓練とともに、デジタル技術に関

するリテラシーの向上に取り組みます。 

 

※ 技能検定:働く上で必要とされる技能を評価する国家検定制度。2級は職場内の作業について改善提案ができるレベル。 

（１級取得には実務経験が必要なため、県立技術短期大学校で取得可能な等級は 2級までとなる。） 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

データサイエンス人材育成人数 

目標 36人 36人 36人 45人 54人 

実績 49人 76人    

県内企業における高度で多彩な

産業人材の育成数（累計） 

目標 45人 
90人 

（R3～4） 

135人 

（R3～5） 

180人 

（R3～6） 

225人 

（R3～7） 

実績 33人 79人    

高度外国人材の県内企業への

就職者数（累計） 

目標 6人 
12人 

（R3～4） 

18人 

（R3～5） 

24人 

（R3～6） 

30人 

（R3～7） 

実績 6人 12人    

プロフェッショナル人材の正規雇

用人数（累計） 

目標 170人 
345人 

（R3～4） 

525人 

（R3～5） 

710人 

（R3～6） 

900人 

（R3～7） 

実績 333人 660人    

 
〔参考〕マッチング率 

（成約数/企業訪問件数） 

目標 21.0％ 22.0％ 23.0％ 24.0％ 25.0％ 

 実績 21.0％ 28.6%    

県立技術短期大学校修了時技

能検定※合格者数（累計） 

［うち技能検定２級取得者数］ 

目標 
11人 

［2人］ 

36人 

［9人］ 
（R3～4） 

63人 

［17人］ 
（R3～5） 

91人 

［25人］ 
（R3～6） 

121人 

［34人］ 
（R3～7） 

実績 
13人 

[0人] 

２４人 

[0人] 
   

〔参考〕奨学金を借り受けて卒業

した者における県内就職率 

目標 ― ― 70.0％ 70.0％ 70.0％ 

実績 ― ―    
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【評価と課題】 

○ データサイエンス人材の育成に関して、広島大学ＡＩ・データイノベーション教育研究センターが実施する、

経済産業省のＡＩ学習プログラム（マナビＤＸ Ｑｕｅｓｔ）をベースにビジネス実務・現場でのデータ解析を盛り込

んだ実践的な研修が企業側に評価されたことで、多数の受講生を獲得できた。一方、地域の中核産業であ

る自動車産業を中心に、カーボンニュートラルの規制強化に対する電動化技術への対応が急務となってお

り、これまで以上に高度なレベルのデジタルイノベーション人材を養成する必要がある。 

○ 県内企業における高度で多彩な産業人材の育成数については、新型コロナへの対応を踏まえた事業見直

しにより、令和２年度に新規募集を休止した影響が令和３年度にも一部残っていたが、企業の経済活動が

一定程度回復するなど新型コロナの影響が限定的となってきたことから、県内企業の社員の育成や高度な

知識の習得に対する意欲が高まり、令和４年度の単年度目標は達成した。県内中小・中堅企業等における

産業 DX・イノベーション人材等の育成機運をさらに高めるため、引き続き県の補助金・貸付金制度の一層の

周知を図り、新たな制度利用企業等の掘り起しを図る必要がある。 

○ 高度外国人材の県内企業への就職者数については、留学生の就職先確保のため、人材獲得の可能性の

高い企業を抽出し、訪問及びＷＥＢ面談を行い、県内企業へ留学生の特徴や魅力等を積極的に情報発信

した結果、目標を達成することができた。受入理工系留学生への継続的支援を実施し、就職先県内企業の

確保を促進するため、さらなる新規会員企業の獲得を図る必要がある。 

○ プロフェッショナル人材の正規雇用人数については、「広島県プロフェッショナル人材戦略拠点」を運営し、

地域金融機関等と連携した県内の受入企業の掘り起しや、民間人材紹介会社等と連携した大都市圏等の

人材の掘り起しを行うとともに、人材受入コストの支援を行った結果、目標を達成することができた。新事業

展開等企業の成長には、デジタル人材等のプロフェッショナル人材の活用が不可欠との認識に至りながら、

コストへの負担感からプロ人材の採用に抵抗感のある経営者も少なくないため、引き続き多様な就業形態に

よるプロフェッショナル人材の集積を図っていく必要がある。 

○ 基礎的な技能習得を目的に、技能検定３級については全員の習得を目指した結果、目標 36人のところ合

格者が 24 人、技能検定２級は目標９人のところ０人であった。これは県立技術短期大学校が聴講生の受

け入れを開始して、令和４年度から県立技術短期大学校の入校定員が減少となったことに伴い、技術検定

の受検者数も減少したことが影響している。しかしながら、受検者の合格率は令和３年度 76.4％から令和４

年度 78.5％に上昇している。今後とも、技能検定２級及び技能検定と同等レベルの資格取得に向けた訓練

における指導を一層進めていく必要がある。 

○ 情報系の学生の転出抑制及び県内企業等への定着促進を図るため、県内就職を返還免除の要件とする

奨学金制度を創設した。 

○ リスキリングに取り組む企業の宣言制度やリスキリングの機運醸成イベントの実施等を通じ、リスキリングにつ

いて機運醸成を図ったが、リスキリングの機運をさらに高めるため、県の補助制度の一層の周知と共に機運

醸成の取組を続け、リスキリングに取り組む企業の掘り起こしを行う必要がある。 

 

【主な事業】・ イノベーション人材等育成・確保支援事業・・・・・・・・・393ページ 

・ 「ひろしまものづくりデジタルイノベーション」創出事業・・・・・・・・・414ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ データサイエンス人材の育成については、内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」における追加支援

「展開枠」を活用し、特に地域の中核産業である自動車産業において求められている電動化技術に関連す

る課題解決型学習を推進するほか、「ソフトウェア技術・コネクテッド技術の強化」等に役立つカリキュラムを

開発することにより、先端的なデータ利活用を担う人材の育成に取り組む。 

○ デジタル人材等の産業構造の変化に対応した新たな人材の活用を促進するため、大都市圏を中心に増

加している副業・兼業を含む多様な人材活用を支援することにより、地域への人材還流と県内中小企業へ

の「攻めの経営」への転換を促していく。 

○ デジタル技術を活用した新たな事業の創出等を行うことができる人材育成を目的とする企業向け補助金

「デジタル人材育成枠」を創設し、DX 推進に資する知識・技術の取得のための研修について補助率を上乗

せし、産業 DX・イノベーションを担うデジタル人材の育成がより一層推進するよう取り組む。また、信用調査

会社の調査等に基づく制度利用可能性の高い企業や過去の制度利用企業への優先的な訪問、ＳＮＳや 

ＷＥＢ等を活用など、制度の積極的な利用促進を図る。 

○ 信用調査会社の調査や過去に接触した広島県ものづくりグローバル人財育成協議会に参加する可能性の

高い企業等へ直接営業等を実施することにより、協議会の会員企業数の拡大を図るとともに、会員企業や

会員大学と連携し、新たな人材確保策や協議会の在り方の検討・実施を行い、県内企業への就職者数の

増加に取り組む。 

○ 県立技術短期大学校における高度なデジタル技術分野に係る訓練を引き続き、実施していく。 

○ 令和６年度から、呉高等技術専門校において、デジタル技術科を立ち上げ、DX人材の育成に取り組む。 

○ 県内企業で働く従業員のＩＴパスポート取得に対する支援や、労働移動が可能なスキル等について議論す

る協議会での最終取りまとめ、リスキリングの機運醸成イベントの実施等を通じ、円滑な労働移動が可能な

社会の実現に取り組む。 

○ 情報系の学生の転出抑制及び県内企業等への定着促進を図るため、情報系の学生に対する奨学金の

貸付を開始する。あわせて、県内就職・定着に向けた奨学金制度の実効性を確保するため、産学官連携

の協議会において、地元就職促進に向けた施策等について検討する。 
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⑤ 企業誘致・投資誘致の促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

◆ＩＴ企業、本社機能、研究開発機能の誘致 

○ ひろしまサンドボックスと連携したイベントやウェブサイトの活用による、広島の事業環境や生活環境に関す

る魅力の情報発信の強化や、プロジェクト参加への支援など、広島への興味・関心をより一層高める取組を

進めることにより誘致を加速します。 

○ 企業の拠点性の向上（マザー工場化）や事業規模の拡大に向け、本社機能の移転・拡充に対するインセ

ンティブを強化します。 

○ 企業ニーズを踏まえて、市町等と連携し、オフィスや用地・施設、人材確保など各種情報収集での協力も

含めたきめ細かな営業活動を行います。 

○ 大学や公的な試験研究機関などとの産学官連携を活用し、研究開発機能の誘致を図ります。 

○ 誘致した研究開発機能との共同研究や大学からの人材供給に向け、産学官連携の活用を促進するととも

に、研究開発機能の誘致後においても、研究開発に関する支援を行います。 

◆製造業等の投資促進 

○ 健康・医療関連分野や、環境・エネルギー分野の育成事業と連携した企業誘致や投資促進を行います。 

○ 半導体をはじめとした先端分野など地域への影響が大きい重点企業に対しては、国や市町とも連携して、

インフラ整備や人材確保の協力など企業ニーズを踏まえた多面的な支援を行います。 

○ 人口減少が進む中、将来にわたる持続的な経済成長に向け、ＡＩやＩｏＴ、ロボット化など基幹産業であるも

のづくり産業の生産性向上や高付加価値化につながる拠点機能強化（マザー工場化）に向けた設備投資の

促進に取り組みます。 

○ 企業ニーズに応じた産業用地が不足してきていることから、市町による産業団地の造成支援や、官民一体

による民間遊休地での産業用地造成など多様な主体による産業用地の確保を加速します。 

◆観光振興や地域の活性化の観点からの投資誘致 

○ 産業振興のみならず観光振興や地域の活性化の観点から、大型商業施設や高級ホテル、ブランド力のあ

るレストランなどの、地域に大きなインパクトを与える施設等もターゲットとして、誘致や投資促進に取り組みま

す。 

○ 集客施設の誘致には、企業ニーズに合った土地をスピーディーに確保することや、地権者等と企業のマッ

チングなどが重要であることから、市町や民間事業者と緊密に連携して営業活動を進めます。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

多様な人材・企業の集

積のための投資誘致件

数（ＩＴ企業、本社・研究

開発機能等） 

目標 30件 30件 30件 30件 30件 

実績 45件 24件    

製造業等の拠点機能強

化のための投資誘致件

数 

目標 35件 40件 45件 50件 50件 

実績 56件 104件    

地域の活性化に着目し

た集客施設の誘致件数

（商業施設・ホテル等） 

目標 ― ― ― ― 
２件 

（R3～7） 

実績 ― ―    
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【評価と課題】 

○ 本社機能・研究開発機能等の移転・拡充件数は 24 件と、目標値を下回った。これは、ひろしまオフィスプ

ランニング助成事業（令和２年度９月補正）において、進出のきっかけとするため短期間の滞在への支援

（短期プロジェクト参加型）や県内へのオフィス移転に対し、助成額の上限拡大や要件緩和（移転・分散型）

を行ったことなどにより、移転を前倒しした企業が多く（令和３年度目標：30件、実績：45件）、その反動等に

よるものが主な要因と考えられる。 

○ ＤＸやオープン・イノベーションの推進、産業の付加価値を向上させるために重要な要素である、デジタル

分野の人材と企業の広島進出については、少しずつではあるが着実に成果につながっており、さらなる集積

に向け、継続的な「デジタル企業を中心とした誘致」が必要である。 

○ また、これまでイノベーション創出の源泉となる高度人材と企業の集積に向けた「本社機能・研究開発機

能の誘致」に取り組み、一定の成果につながっている。 

○ 一方で、本社機能の一部の移転に留まっている現状や、研究者等の交流や情報発信は首都圏などの大

都市が中心となる傾向があり、地方では人材確保が困難であること等が課題となっている。 

○ 製造業等の投資誘致件数は、令和４年度９月補正予算において、創エネ、省エネ・ＤＸ等による生産性向

上に取り組む企業の設備投資を支援する制度を創設したことなどにより、前年度を上回る 104 件（令和３年

度実績：56 件）となったが、新成長産業分野等（環境・エネルギー、健康・医療関連）への投資誘致につい

ては、企業ニーズ（産業用地などのインフラ関連、関連企業の集積状況等）の多様化などにより、成果が十

分には発揮できていない。 

 

【主な事業】・ 企業立地促進対策事業・・・・・・・・・262ページ 

【令和５年度の取組】 

○ デジタル系企業に対しては、本県の事業環境や生活環境に関する魅力や進出企業の情報などをＳＮＳ等

も活用し情報発信することや、シェアオフィス等で短期間広島へ滞在し魅力を感じてもらうこと等で、広島へ

の興味・関心を高め、進出のきっかけ作りに取り組むとともに、それらの企業に対し、重点的に営業を行う。 

○ 本社・研究開発機能等の誘致に向けては、本県にゆかりのある企業を中心として企業ニーズを踏まえた営

業活動や、カーボンリサイクルをはじめとした本県の先進的な取組など産学官連携も活用した研究開発機

能の誘致に取り組む。 

○ 製造業等に対しては、生産現場の抜本的改革につながる設備投資を促すことで、ものづくり産業の生産性

向上や高付加価値化を図るとともに、健康・医療関連分野や、環境・エネルギー分野の育成事業との連携

や業態転換、新事業創出の促進を、企業ニーズを確認しながら総合的に支援する。 

○ 令和４年度に技術部門である企業局の土地造成事業を営業部門のある商工労働局に移管した製販一体

化による効果も発揮して、企業への迅速な対応や技術的見地も伴ったきめ細やかな支援を行う。 

○ 産業用地の確保については、市町による産業団地の造成支援や民間遊休地の活用策など多様な主体と

の連携・協働により確保に取り組む。 
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⑥ 県経済を牽引する企業の育成・集積 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 多様な創業の促進・誘致を図るため、裾野の拡大につながる地域創業に加えて、成長性を志向するアント

レプレナーシップを伴う創業や事業承継を契機に新事業展開に取り組む後継経営者等による第二創業な

ど、創業支援の複線化に取り組みます。 

○ 創業支援の複線化に必要な人材の集積やファイナンスの拡充、事業機会の提供のほか、企業に在籍しな

がら、広島での創業に向けた様々なトライアルができる環境整備などに取り組みます。 

○ 不確実性が高く、産業構造自体が大きく変化する中で、企業が環境の変化に合わせてダイナミックに経営

資源を配分、再構築していくための個社支援や新事業展開を活性化するための環境整備を進めます。 

○ 今後の県経済を支える「地域未来牽引企業」を創出するため、「新しい生活様式」に対応した新たなビジネ

スモデルや業態転換に向けた課題解決を支援します。 

○ M＆Ａを含めた多様な事業承継の促進に向け、広島県事業承継・引継ぎ支援センターや金融機関と緊密

に連携し、企業・支援機関向けセミナー等による普及啓発や、事例集の作成、専門家の派遣などにより、経

営者にノウハウを提供し理解を深めるなど、県内企業の M＆A等を推進します。 

  
※地域未来牽引企業の令和３年度及び令和４年度の追加選定は、未実施（実施主体：経済産業省） 

 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

地域未来牽引企業数（累計） 

目標 30社 
60社 

（R3～4） 

90社 

（R3～5） 

120社 

（R3～6） 

150社 

（R3～7） 

実績 ―※ ―※    

Ｍ＆Ａ件数 

（広島県事業承継・引継ぎ支援

センター及び県内主要２金融機

関） 

目標 100件 110件 120件 130件 140件 

実績 95件 104件    

 

【評価と課題】 

○ 県経済を牽引できる企業を創出するため、コロナ禍の依然として厳しい経営環境を踏まえた、中小企業の

新事業展開等の支援を推進しており、引き続き、「新しい生活様式」への対応や、アフターコロナを見据えた

新たなビジネスモデル、業態転換に向けた課題解決を支援していく必要がある。 

○ 広島県事業承継・引継ぎ支援センターや金融機関と連携し、企業、支援機関向けのＭ＆Ａ普及啓発に向

けたセミナー等を実施し、県内企業のＭ＆Ａの推進を図っている。対前年比では増加しているものの、金融

機関やＭ＆Ａ仲介業者へのヒアリングによると、相談件数も増加傾向にあるものの、海外情勢を含めた外部

環境の不透明性やエネルギー・原材料価格の高騰等による買収意欲の減少等により、目標に対しては未達

となった。 

○ 令和４年度はコロナ禍による影響も緩和され、ひろしま創業サポートセンターが支援した創業件数も目標を

上回った。しかし、その業態や規模は、飲食業や理美容業を中心とする小規模創業が多くを占めるため、引

き続き成長を志向する企業の創出に取り組む必要がある。 

 

【主な事業】・プッシュ型による新事業展開等支援事業・・・・・・・・250ページ 

・中小企業イノベーション促進支援事業・・・・・・・・・252ページ 

・創業環境整備促進事業・・・・・・・・556ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 原油・原材料価格の高騰、部材調達困難、人材不足など、中小企業を取り巻く経営環境が激変する中

で、依然として支援ニーズが高いことから、令和５年度においても、次の成長に向けて、従来のビジネスモデ

ルからの脱却や、新たなバリューチェーンの構築などの新事業展開に取り組む中小企業に対し、伴走型支

援を行う。 

○ Ｍ＆Ａを含めた多様な事業承継の促進に向け、企業・支援機関向けセミナー等による普及啓発や、事例

の作成、専門家の派遣などにより、県内企業の事業承継を推進する。 

○ ひろしま創業サポートセンターを中心とするオール広島体制を維持し、創業や第二創業などのニーズを的

確に捉えた支援を提供する。 

○ 創業者の成長を支えるためには、市場の変化等を機敏に捉えた支援を継続的に実施することが重要であ

る。成長のステージに応じて、イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓや他のアクセラレーションプログラム等へ

の橋渡しを行い、事業計画の更新や資金調達等を支援する。 
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⑦ 中小企業・小規模企業の生産性向上・経営改善 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ イノベーション創出に必要な組織づくりを目指す民間主体による「学びの場」の定着に向けた環境整備とと

もに、複数企業のチームによる社会的課題解決等プロジェクトの取組を通じたイノベーションの創出によっ

て、生産性の向上を図ります。 

○ 知識・経験を持つ企業等と協働して、「学びの場」を創出・拡大することにより、データの分析・活用に取り

組む企業を増加させることで、生産性の向上を図ります。 

○ 現場改善等に向けた民間主導の取組の定着を支援することで、業務効率化による生産性向上の動きを

県全体へ波及させるよう取り組みます。 

○ 新たな事業活動の展開や経営の改善・向上を計画的に進める中小企業等の経営革新計画について、計

画内容を指導する経営指導員の研修等による資質向上、相談会の充実や、支援機関と連携した訪問等に

よる働きかけなどにより、計画の策定促進を図り、中小企業等の計画的な経営改善の取組を支援します。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

生産性向上の取組実施

企業数（累計） 

目標 100社 
200社 

（R3～4） 

300社 

（R3～5） 

400社 

（R3～6） 

500社 

（R3～7） 

実績 215社 325社    

経営革新計画承認件

数 

目標 110件 120件 130件 140件 150件 

実績 91件 158件    

 

【評価と課題】 

○ 組織づくりやイノベーション創出に必要な知見やスキルを学ぶ場の提供・拡充や、データ分析・活用支援を

実施することで、生産性向上の取組実施企業数の目標 100 社に対し、110 社の実績となり目標を上回っ

た。 

○ 県内企業の更なる生産性向上に向けて、イノベーション創出スクールやデータ分析・活用支援の内容の充

実を図っていく必要がある。 

○ 県内企業が災害等非常事態の中で、通常事業の早期復帰等を目指すために、緊急時レジリエンス環境

整備事業を実施している。ＢＣＰ（事業継続計画）の必要性を説く経営者向けフォーラム・セミナー、ＢＣＰの

文書化に向けたワークショップ形式の策定講座、ＢＣＰの有用性等を確認・効果検証のための検証机上演

習の取組を行っており、事業目標であるＢＣＰ策定事業者数 210 者に対し 214 者の超過達成となってい

る。なお、「マンパワーが不足しており策定が進んでいない」「社内でのＢＣＰの必要性の理解度が低い」「策

定済でも運用がうまくいっていない」等の意見もあり、より策定に取り組みやすい支援を行う必要がある。 

○ 国補助金の加点要素となることや、経営革新計画の承認を要件とする補助事業（令和３年度２月補正）の

効果により、令和４年度は申請件数が増加した。今年度も補助事業（令和４年度２月補正）を実施中であ

り、中小企業等の計画策定の促進を図るため、引き続き、支援機関等への積極的な周知に取り組む必要

がある。 

 

【主な事業】・ 緊急時レジリエンス環境整備事業・・・・・・・・・305ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 組織づくりやイノベーション創出に必要な知見やスキル等を学ぶ場の提供等による企業の職場環境整備の

支援を継続するとともに、引き続き、事業規模の拡大や新たなプロジェクト創出に向けた支援に取り組む。ま

た、外部企業も含めて行動変容を促すことによるプロジェクト参画企業数の増加に取り組み、自走可能なビ

ジネスモデルの構築を支援する。 

○ データ分析・活用支援については、県内中小企業の経営者等を対象とした講座に加え、商工会議所等の

経営指導員を対象とした講座を開催し、経営指導員を通じた小規模事業者のデータ活用支援に取り組む。

実践型現場改善の取組においては、新たに警備業を対象としたワークショップを行い、生産性向上に向けた

業務の棚卸やマニュアル化を支援する。 

○ 緊急時レジリエンス環境整備事業では、策定済のＢＣＰが有効であるか判断するために、ＢＣＰに必要な内

容が網羅されているか確認するポイントを伝える、策定済ＢＣＰ診断講座を新設することで、企業のＢＣＰの

ブラッシュアップを促進する。また、マンパワーの不足している中小企業者に対しては、ダイジェスト版の策定

講座や組合や団体単位での出張型セミナーを展開する等、企業規模等に応じて受講しやすい方法でアプロ

ーチしていく。 

○ 経営革新計画について、商工会、商工会議所等を通じた中小企業等への周知、出張相談やオンラインヒ

アリング等による申請企業の掘り起こしを進める。加えて、商工会、商工会議所向けの研修会を開催し、経

営指導員による経営革新計画を活用した支援体制を強化する。 
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⑧ 海外展開の促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 海外展開を行うことが国内の売上に好影響を与えると見込まれる地域ブランド力のある品目を重点品目と

し、「広島らしさ」にフォーカスしながら、関係機関と連携して海外市場への浸透を図ります。 

○ 中小企業の海外展開において、個別企業では対応が困難なハラル対応など新たな手法の活用につい

て、県が環境整備や販路開拓支援を行うことで、販売促進を図ります。 

○ 海外ニーズに応じた商品を供給していくため、輸出にかかる規制の対応や生産者の意識改革、生産体制

の見直し、商品の魅力づくり等に取り組みます。 

○ 県内企業のイノベーションを促進するため、海外企業とのビジネスマッチング等の機会を設定することによ

り、新しい価値を生み出すビジネス展開を支援します。 

 

※ 当面はかき中心に取り組むこととし、今後はその他の品目についても重点化を検討していく。 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

重点品目の輸出額※ ― ― ― ― ― 

 

かき 

目標 7.8億円 8.7 億円 9.8 億円 11.1億円 12.6億円 

 実績 10.1億円 【R5.11判明】    

海外との連携を通じた

新しい価値を生み出す

ビジネス展開件数 

目標 2件 2件 2件 3件 3件 

実績 0件 0件    

 

【評価と課題】 

○ 重点品目（かき）の販路拡大については、アジアを中心に現地輸入業者と連携して、飲食店やスーパー等
と商談を行い、新規の取引につながったほか、ＥＵに対して、日本初となる冷凍殻付き牡蠣の輸出を開始し
た。さらに、広島空港の貨物ターミナル内にかきの出荷場が新設され、アジアに対し、より鮮度の高い活かき
の輸出が可能となった。 

  今後、輸出額の増加に向け、これらを活用するとともに、プロモーション等を強化してアジアやＥＵへさらなる
輸出拡大を図っていく必要がある。 

○ また、現地ニーズに沿ったかきの生産が求められていることから、供給体制の構築や生産体制の見直しを
図る必要がある。 

○ 海外との連携を通じた新しい価値を生み出すビジネス展開件数については、令和４年度は３年振りに渡米
による商談を実施した。商談件数については目標の 30 件を上回ったものの、成約件数は目標を下回る現
状０件となっている。令和４年度実施分については「商慣習等の知識不足により、適切な法務対応ができな
かった」「商談後に日本側のプロジェクト立ち消えた」等の要因が見受けられた。 

 

【主な事業】・ 海外ビジネス展開支援事業・・・・・・・・・550ページ 

・ 県産品海外販路拡大支援事業・・・・・・・・・552ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 重点品目（かき）の販路拡大については、ＥＵに対し、フランスで先行してブランド化の取組を進めてきた県
産日本酒と組み合わせながら、現地での認知度向上のためにトップセールスを行い、かきや日本酒を含め
た広島の魅力の情報発信し、輸出拡大を図る。 

○ また、ムスリム市場を含むアジア市場においては、かきの形状や価格など現地ニーズに対応した活かきの
生産を行うため、県内のかき生産事業者等と連携しながら、供給体制の構築や生産体制の見直しのトライア
ル実施を行う。さらには、単価の高い活かきの輸出について、広島空港の貨物ターミナルのかき出荷場を活
用して、更なる輸出拡大を図る。 

○ 海外との連携を通じた新しい価値を生み出すビジネス展開に向けては、県内企業向けの事前トレーニング
に法務対応の内容を追加することに加え、コーディネーター数を増加させることで幅広いジャンルの企業ニ
ーズに対応したマッチングの確保に努める。 
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⑨ 企業等の研究開発の支援 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ デジタル技術を活用できる研究員を育成し、総合技術研究所の技術支援機能の強化を図り、共同研究、

受託研究等により、個々の事業者ニーズに対するソリューションを提供し、事業者等の付加価値の向上を支

援します。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

デジタル技術の活用によ

る事業者等の課題解決

件数（累計） 

目標 29件 
60件 

（R3～4） 

93件 

（R3～5） 

128件 

（R3～6） 

166件 

（R3～7） 

実績 51件 113件    

 

【評価と課題】 

○ 令和４年度は昨年度に引き続き、ワーク目標及び事業目標ともに、目標を大幅に上回った。これは、製造

業からのデジタル技術導入のニーズだけでなく、農林水産業におけるスマート農業に関する技術支援のニー

ズが増加していることが要因である。 

○ 今後は、これまでに育成した研究員及び強化した技術支援機能により、多分野にわたり増加しているデジ

タルニーズの技術的課題を解決していく必要がある。 

 

【主な事業】・ デジタル技術を活用した研究技術支援機能強化事業・・・・・・・・・516ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 総合技術研究所において、将来にかけて必要とされる技術を有する人材を継続的に育成し、事業者等が

抱える技術的課題に対応する共通技術基盤（プラットフォーム：機器、ネットワーク、基盤技術、人材で構

成）を構築することにより、技術支援機能を強化する。 

○ 事業者等がデジタル技術の活用効果を体感できるプラットフォームの構築とそれを支える研究員を育成す

ることにより、事業者等のレベルに応じたデジタル技術導入への挑戦を効果的・効率的に支援する。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

農業生産額 712億円 
669億円 

(R3.12時点) 
736億円 746億円 

農業生産額１千万円以上の経営体
数 

605経営体 
630経営体 

(R4年度末時点) 
655経営体 705経営体 

農業生産額１千万円以上の経営体
生産額 

234億円 
262億円 

(R4年度末時点) 
275億円 335億円 

比婆牛を取り扱う高級飲食店の増
加数 

－※1 
１店舗 

（R4年度末時点） 
10店舗 30店舗 

○ スマート農業の実装が進み、全国の中山間地域をリードする生産性の高い農業が確立され、担

い手が企業経営を実現するなど、安定した所得を確保しています。こうした経営体が育成されるこ

とで、職業として農業を選択する人が増加しています。また、企業経営体をはじめとした担い手が、

農村地域のリーダーとして兼業農家など多様な主体と連携し、生産活動を拡大しながら農地の保

全活動等に取り組むことで、地域農業を支えています。 

○ 広島血統を代表する比婆牛が、価値の高い食材として県民や観光客に喜ばれ、広島を代表す

る食の一つとして認識され、同様に、神石牛の認知度も高まっています。また、肥育経営体におい

ては、生産体制と労働環境が整った収益性の高い企業経営が確立されています。 

○ 県内人工林約 14万 haのうち、資源循環林４万 haにおいて、林業経営適地の集約化が図ら

れ、経営力の高い林業経営体により、 50年サイクルで年間 40万㎥の県産材が安定的に生産さ

れる持続的な経営が行われています。また、年間 40万㎥の県産材が、生産から流通、加工、利

用まで効率的に流れ、社会において有効な資源として利活用されています。 

○ かき養殖においては、デジタル技術を活用した効率的で安定的な養殖が行われ、全国一の生産

量が持続されるとともに、産地単位で水産エコラベル認証が取得され、海外輸出にも対応可能な

持続的な広島かき生産体制が構築されています。海面漁業においては、資源管理や漁場環境の

整備などにより、安定的な漁獲量の確保と供給体制の構築が進んでいます。さらに、かきだけでな

く、瀬戸内の多彩な地魚が広島を代表する食材として県民の誇りになっているとともに、観光客の

訪問のきっかけになっています。 

目指す姿（10年後） 

 

農林水産業 
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※1広島県内の高級飲食店を紹介するガイドブックに掲載されている店舗数 0店舗（R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島和牛を肥育する企業経営体数 2経営体 
３経営体 

（R5.6時点） 
5経営体 15経営体 

広島和牛を肥育する企業経営体の
飼養頭数 

1,800頭 
2,201頭 

（R5.2時点） 
2,730頭 4,850頭 

集約化された林業経営適地の面
積 

0 ha 
0.6万 ha 

（R4年度末時点） 
1.8万 ha 4万 ha 

かき輸出量 1,500 トン 
1,600 トン 

（Ｒ４.６時点） 
2,000 トン 2,500 トン 

海面漁業※生産額 800 万円以上
の担い手数 
〔※いわしを除く〕 

50経営体 
５４経営体 

（R３年度末時点） 
71経営体 84経営体 

海面漁業※生産額 800 万円以上
の担い手生産額 

〔※いわしを除く〕 

7億円 
７億円 

（R３年度末時点） 
11億円 19億円 

主な取組 

●経営力の高い担い手を育成・支援 

 新規就農者数： ＋120 人[R４] 

 担い手への農地集積 ＋3,141 ㌶ 

 [H22：10,452 ㌶⇒R4：13,593㌶] 

 ひろしま農業経営者学校 研修修了者： 

延べ 662 人[H23～R4] 

 企業経営への転換を目指す担い手に対し 

専門家チームによる支援を実施[H30～] 

 持続的な経営発展を促すアグリ・フードマネジ

メント講座を開講[R1～] 

 新たな「食」のビジネスを創発し、農業経営他の「稼ぐ

力」を高めるための支援プログラム 

「Hiroshima FOOD BATON」の開始[R4～] 

●農林水産物の生産・販売を支援 

 ひろしま型スマート農業プロジェクト 

「ひろしま seed box」の実証試験 [R3～] 

 広島県産応援登録制度 登録商品 305 商品 

[R4.3 末時点] 

 レモンの生産拡大に向けた生産基盤整備の推進 

[H28～] 

 比婆牛のブランド向上に向けたブランド戦略策定 

[R3] 

 県産材消費拡大支援事業による 

県産材の住宅分野等への利用：25.3 千㎥ [R4] 

 生食用殻付きかきの周年供給体制の構築に

向け、東部海域における夏期の生食用殻付きかきの生

産・出荷 [R1～] 
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① 地域の核となる企業経営体の育成 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 産地（地域）の核となる経営体であっても、これまで経営を考える機会のなかった若手農業者等に対して、

経営発展意欲の醸成や経営のスキルアップを図る講座を農業経営者学校に設置し、企業経営に向かう経

営体を育成します。 

○ 企業経営に向けて発展していく経営体に対して、専門家派遣や先進経営体への派遣、農場長の育成、生

産工程管理（ＧＡＰ）の導入など、発展段階に応じた支援を行います。 

○ こうした経営体の販売力強化に向けて、特色ある品目のブランディング、デジタル技術を活用した定時・定

量取引の促進、ＥＣサイトを含めた販売チャネルの多角化を支援します。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

企業経営体数 

目標 27 経営体 28 経営体 33 経営体 41 経営体 54 経営体 

実績 27経営体 29 経営体    

 

【評価と課題】 

○ 産地（地域）の家族経営体（Ⅰ層）を対象に、ひろしま農業経営者学校において、経営発展意欲の醸成や

事業計画を作成する講座を行ったところ、受講した 29 経営体のうち 25 経営体が事業計画を作成すること

で、企業経営への発展に向けて進捗している。 

○ また、企業経営に向けて発展していく経営体（Ⅲ層）を対象に、企業経営に精通したコンサルタントを派遣

し、人事制度などの企業経営を実践するための仕組み導入に向けた支援を行うとともに、農場長を育成す

る講座の開催やＧＡＰ認証取得のサポートなど、企業経営に発展するための取組を進めたことから、目標数

を上回る企業経営体が育成できた。引き続き、経営力の高い担い手が生産の大部分を占める力強い生産

構造への転換に向け、経営発展段階に応じた支援が必要である。 

○ 販売力強化に向けては、令和４年度より販路開拓が専門のアドバイザーを設置し、戦略の見直しや新たな

販売先、商品づくりなどの実践サポートを行ったことで、実需者に対して、商品の優位性をうまく PR して商流

や物流を整えて新たな販路が確保できるなど、生産者の販売力強化につながった。引き続き、県内農産物

の販路拡大のため販売力強化を図る必要がある。 

○ 社会環境の変化に対応しながら農業経営体の「稼ぐ力」を高めるため、生産から販売に係る様々な企業と

農業経営体が連携し、専門家のアドバイスを受けながら、広島の誇る新商品や新サービスの提供等、新た

なビジネスを創発する「食のイノベーション」の取組（「Hiroshima FOOD BATON」）を開始し、３プロジェクト、５

経営体が経営発展に取り組んだ。取組を開始した５経営体については、その取組は緒に就いたばかりである

ことから、計画された新たなビジネスの創発に向け、引き続き、支援する必要がある。 

【主な事業】・ 経営力向上支援事業・・・・・・・・・320ページ 

・ 食のイノベーション推進事業・・・・・・・・・396ページ 

・ 農産物生産供給体制強化事業・・・・・・・・・425ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、経営力の高い担い手が生産の大部分を占める力強い生産構造への転換を目指し、経営発展

意欲が高い担い手に対し、発展段階に応じて、講座形式による研修や、専門家派遣による伴走型支援を行

う。 

○ 販売力強化に向けて、経営体の販売ノウハウの習熟度を見える化するとともに、販路開拓が専門のアドバ

イザーによる戦略の見直しや新たな販売先、商品づくりなどの実践サポートを行う。 

○ 「食のイノベーション」の取組（「Hiroshima FOOD BATON」）は、令和４年度に採択した３プロジェクトに加え、

新規採択を３件行い、新たなビジネスの創発に係る課題の解決に向けた専門家による伴走支援を行う。 
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② スマート農業の実装等による生産性の向上 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 経営者や産地が、市場動向や生産性を重視して選定した高収益作物の生産拡大を図るため、新技術導

入、農地集積、基盤整備等の支援を行います。 

○ スマート農業を活用した技術体系を確立するとともに、この技術を活用できる人材を育成することで、生産

性の向上を図ります。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

スマート農業の活用割合 

目標 7％ 9％ 11％ 13％ 15％ 

実績 ７％ 9％    

 

【評価と課題】 

○ スマート農業を活用した技術の確立に向けて、６つのテーマで実証試験を行い（令和３年度開始：３テー

マ、令和４年度開始：３テーマ）、令和３年度に実証を開始した３テーマについては、収益性の高い経営モデ

ルを構成する技術の開発や改良を進めた。 

○ 令和３年１２月に設立した農業者と企業等を構成員とする「ひろしまスマート農業推進協議会」において、

改良を進める技術の体験、全国の取組を紹介する研修会や実績報告会を行うなど、普及啓発活動に取り

組んだことで、県内農業者のスマート農業技術への理解が進み、スマート農業の活用割合は目標値を達成

した。 

○ 引き続き、スマート農業の普及を加速させるため、スマート農業の実証試験等の取組を継続する必要があ

る。 

 

【主な事業】・ ひろしま型スマート農業推進事業・・・・・・・・・318ページ 

・ 経営力向上支援事業・・・・・・・・・320ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 令和３年度に実証を開始したテーマについて、費用対効果の分析や導入コストの削減策の検討を行うとと

もに、必要な機能の取捨選択を行い、収益性の高い経営モデルを構築する。 

○ 「ひろしまスマート農業推進協議会」において、構築した経営モデルの研修会等を開催し、スマート農業技

術の普及を促進する。 

○ また、令和３年度採択の３テーマに加え、令和４年度及び令和５年度に実証を開始した６テーマについて

も、技術改良の方向性を整理し、開発や改良を進める。 
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③ 新規就業者等の新たな担い手の確保・育成 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 独立自営就業については、これまで実績がある研修制度の仕組みの横展開を図るため、経営モデルの改

善や市町・農業委員会等と連携した就業時の農地確保などの支援を行います。 

○ 雇用就業については、組織体制の整った企業経営体の増加に併せ、農業技術大学校等での人材育成を

進めます。 

○ 広島県での就業を希望する者に対して、就農相談から就業までのフォローアップの取組を強化します。 

○ 企業の農業参入に向けては、資本力や販路を有する企業を主なターゲットとし、各企業の強みを生かした

事業構想の構築を支援するとともに、県内の農地情報を全国の実績ある企業に提供し、積極的に参入を働

きかけます。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

新規就業者数 

目標 80人 88人 95人 104人 110人 

実績 84人 89人    

農業参入した企業数 

目標 
5社 

（Ｒ3～Ｒ7） 

5社 

（Ｒ3～Ｒ7） 

5社 

（Ｒ3～Ｒ7） 

実績 0社 １社    

 

【評価と課題】 

○ 新規就業者数については、研修制度の活用等により、目標を上回る 89 人を確保することができた。新規

就業者 89人のうち、雇用就業者については、県内の受入企業経営体の体制も整いつつあることから 53人

（前年比＋11 人）に増加したものの、自営就業者については、研修制度を経由した就業者の減少などによ

り、36人（前年比△６人）に減少した。 

○ 近年の資材高騰や農産物価格の低迷等により経営環境が厳しさを増す中で、研修制度など就農サポート

が確立できていない地域では、農地の確保や資金調達（初期投資の軽減）などの支援が不十分であるた

め、自営就業者が確保できていない。 

○ 農業参入企業数については、令和３年度に農業参入を予定していた企業が方針転換により検討を中断し

たため累計の目標は未達成であるが、企業参入を希望する市町と希望企業とのマッチングを行った結果、

令和４年度に１社が農地を集積し、令和５年春から生産を開始している。他にも参入に向けて市町と企業と

の面談を実施するなど、具体的な動きにつながっていることから、継続した取組が必要である。 
 
【主な事業】・ 新規就農者育成総合対策事業・・・・・・・・・435ページ 

・ 農業制度資金利子補給等事業・・・・・・・・・509ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、受け皿となる大規模生産を目指す経営体の育成を図ることにより、雇用就業者を確保する。 

○ 一方、自営就業者については、広島県農業経営・就農支援センターによる活動として、重点支援する研修

機関を定め、初期投資を抑えた施設等や、生産性を高めるためのスマート農業技術の導入などを組み合わ

せた経営モデルを構築するなど、研修制度の改善に取り組む。 

○ また、研修受講に至るまでの就農相談者のフォローアップや、ＪＡグループと共同運営している農業情報サ

イト等を活用した農業体験や地域の受入体制等の情報発信や地域計画策定による農地確保、就農応援フ

ェアの開催などにより、全国からの就農希望者の獲得を図る。 

○ 令和４年度から面談を実施している企業については、引き続き、市町とのマッチングを進めるとともに、令和

５年度も、市町が新たに誘致を希望する農業先進企業像（ペルソナ）の作成を進め、全国の先進農業企業

を対象としたオンラインセミナーの開催や、候補農地の確保を進めるなど、本県に進出意向のある企業を確

保する。  
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④ 担い手への農地集積と基盤整備 

【5年間の取組の方向】 

○ 地域計画の策定を支援し、地域の担い手に農地を集積するとともに、高齢化によって農地の維持が難しい

地域や担い手が不在の地域については、市町・農業委員会等と連携し、地域外の担い手への集積を支援し

ます。 

○ 生産性の高い園芸用農地の確保については、担い手の借受希望を明確にした上で、対象地域の意向を

確認し、農地のマッチングを行う取組を県内全域で推進します。 

○ 農地の排水対策に継続して取り組むとともに、スマート農業に対応できるよう、ほ場の大区画化や道路・水

路の再配置などを行うことで、生産性の高い優良農地への転換を図ります。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

農地中間管理機構を活

用した園芸用農地の集

積面積 []内は累計 

目標 55ha 55ha 55ha 55ha 
55ha 

[618ha] 

実績 39ha 66ha    

園芸作物を導入するた

めに整備した農地面積  

[]内は累計 

目標 30ha 30ha 30ha 30ha 
30ha 

[367ha] 

実績 32ha 30ha    

 

【評価と課題】 

○ 地域外の担い手への農地集積に向けて、広域に規模拡大を志向する地域外の担い手が借り受けたい農

地の詳細なニーズを把握した上で、重点的にマッチングを進めた結果、目標を達成した。 

○ 一方で、担い手不在地域に対し、地域外の担い手を紹介したものの、貸付、借受双方において、希望する

農地条件や借受条件となっていなかったことから、マッチングに至らなかったケースもあった。  

○ 園芸作物を導入するために必要な農地整備については、営農者及び農地所有者と連携し、計画的に実

施することができた。引き続き、営農者の植え付け計画等にあわせた計画的な整備を進める必要がある。 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、農業経営実績のある企業参入の促進等により担い手を確保し、農地中間管理機構関連農地

整備事業等の着実な推進により、園芸用農地の集積につなげる。 

○ 農地確保を支援する担い手を明確化し、借り受けたい農地の詳細なニーズを把握した上で、そのニーズに

あった農地の所有者に対して貸付意向の確認を行うことで、効果的なマッチングを行う。 

○ 引き続き、農地の排水対策に取り組むとともに、スマート農業に対応できるよう、ほ場の大区画化や道路・

水路の再配置などを実施し、生産性の高い優良農地への転換を計画的に進める。 
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⑤ 中山間地域農業の活性化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 担い手と地域が連携しながら農地や農業用施設の保全を進めるとともに、担い手が不在の地域において

は、地域外の担い手の受け入れ、後継者のいない経営体については、経営継承（農業版Ｍ＆Ａなど）の取

組など、持続的な地域農業の仕組みづくりを推進します。 

○ 鳥獣被害防止の成功事例を波及させるため、「市町鳥獣被害対策プログラム」を進め、研修会等の実施

や専門家の派遣、ＩｏＴを活用した新技術の導入実証などに対して支援します。 

○ 地産地消については、若い世代を中心とした県産農林水産物のファンづくり、消費者団体等との協働によ

る交流機会の創出などを支援します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

「集落等実態調査」にお

ける農業者の被害軽減

実感率 

目標 45％ 50％ 55％ 60％ 80％ 

実績 33.1％ 32.4％    

維持されている農地面

積 

目標 
53,100 

ha 

52,600 

ha 

52,100 

ha 

51,600 

ha 

51,100 

ha 

実績 
52,800 

ha 

51,800 

ha 
   

 

【評価と課題】 

○ 法人経営や集落機能維持のための取組として、地域の活性化に向けた活動の方針を記載した「集落ビジ

ョン」の策定について、市町を通じて呼び掛けたところ、２つの集落法人においてビジョンの策定及び実現に

向けた取組を実施し、このうち１法人において、高収益作物の拡大及び若者の周年雇用に取り組むことかで

きた。引き続き、集落法人への啓発を行い、前向きに課題解決に取り組もうとする法人を拡大するために、

モデル事例を増加させる必要がある。 

○ 生産者の高齢化や人口減少等により、維持されている農地面積は目標を下回ったものの、地域と担い手

が連携しながら農地や農業用施設の保全を進めることにより、取組区域内の農地維持はできた。農地がも

つ公益的機能を発揮するための保全活動を持続的に実施できるよう、地域外からも担い手を受け入れる必

要がある。 

○ 鳥獣被害対策については、「環境改善」、「侵入防止」及び「加害個体の捕獲」による総合的な被害防止

対策により、農作物の被害額は減少したが、集落内での被害は継続していることから、農業者の被害軽減の

実感に結び付かず、目標の達成に至らなかった。 

○ 地産地消については、ひろしま地産地消推進協議会が運営するＷＥＢサイト等での情報発信を行うととも

に、大学生と生産者との交流による県産品を活用したレシピの開発などを進めており、県内農産物を意識し

て購入している人の割合は、令和元年度まで比較的低かった 30 歳代以下の若い世代においても、令和３

年度から高い水準を維持している（R4；９１％）。一方、多少高くても県内産を購入する人の割合は 54％と

前年度（R３）の 56％と比べてやや低下した。これは物価高騰の影響があると推測されるが、この割合を高め

る必要がある。 

 

【主な事業】・ 集落営農活性化プロジェクト促進事業・・・・・・・・・428ページ 

・ 鳥獣害に強い集落等育成推進事業・・・・・・・・・507ページ 

-120-



【令和５年度の取組】 

○ 県内外の事例収集と事例研修会を継続し、意見交換やアンケート結果を基に、集落法人への啓発を進

め、前向きに課題解決に取り組もうとする法人を拡大するとともに、集落ビジョンの策定支援や、ビジョンの実

現に向け、集落営農活性化プロジェクト促進事業等を活用した法人の取組への支援を行う。 

○ 地域計画策定に向けた地域での話し合いを通じて、集落法人をはじめとする地域の担い手の経営課題解

決に向けた取組を進めるよう働きかける。 

○ 引き続き、農地の維持を行うための組織の維持及び拡大を行うため、支援制度の周知及び組織の広域化

など持続的な活動が行われるよう地域及び市町と連携し、取組を進める。 

○ 引き続き、集落や生産者の被害状況等を踏まえた対策を進めるとともに、鳥獣のひそみ場をなくすための

バッファゾーンの整備などを支援する。これらの対策を着実に実施するため、専門家による市町の鳥獣害対

策専任者に対する指導・支援を拡大する。こうした取組により、さらに農作物被害額を削減していき、農業者

の被害軽減の実感率を高めていく。 

○ 地産地消については、多少高くても県内産を購入する割合を高めるため、これまでの取組に加え、ＳＮＳに

よる情報発信の強化を図るとともに、消費者と生産者の交流拡大につながるイベントの開催を実施する。 
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⑥ 持続可能な広島和牛生産体制の構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 広島血統をルーツとする比婆牛の魅力を、県内料理人に対してセミナーや交流会を通じて情報発信する

など、広島血統の価値をＰＲするとともに、新たな価値要素についても追求しブランド力を強化します。 

○ 企業経営に向けて発展していく経営体に対して、個々の成長段階に応じた専門家の派遣による経営力向

上の取組と、畜産ＧＡＰ等のモデル経営体への導入実証による生産性向上の取組を拡大し、経営者育成を

推進します。 

○ 受精卵産子の安定確保に向け、受精卵移植技術の向上を図るとともに、繁殖部門の導入による一貫化の

推進やスマート農業の導入支援に加え、空き牛舎などの経営資源を有効活用するための経営継承の仕組

みの構築により生産基盤の強化に取り組みます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

肥育経営体における比

婆牛飼養頭数 

目標 560頭 600頭 660頭 720頭 800頭 

実績 ３６２頭 【Ｒ5.12 判明】    

 

【評価と課題】 

○ 比婆牛のブランド化については、県内高級飲食店 11店舗で、約１か月間の営業実証を３回実施する取組

を行った。その結果、８店舗が継続的な取扱いを希望したことや、店舗のジャンル（和・洋・中）の組合せ次

第で高級部位以外も有効活用の可能性が広がるなど、県内高級飲食店での継続的な取扱いの実現に向

けた好感触を得た。一方、継続取扱いに向けた課題としては、希望の部位と量が希望時期に安定的に入手

できないなど、広島市内を中心とした流通分野を含めた解決すべき点が明らかになった。 

○ 企業経営への発展の支援については、人材育成や部門別管理などに関する専門家の派遣やセミナーの

開催など、経営ビジョンに基づいた経営力強化に取り組んだ。しかし、経営体毎の経営課題に十分に対応で

きておらず、セミナー等へ参加する経営体が減少する傾向が見受けられたため、課題に応じたきめ細かな

視察等を企画するとともに、畜産経営体が参加しやすい研修方法等の工夫を図る必要がある。 

○ 受精卵産子の安定確保に向け、酪農経営体に対し、生産者団体と連携して普及啓発に取り組んだ結果、

市場を介さずに受精卵移植産子を直接取引する供給協定締結戸数は、昨年度より 4戸増加（６戸増、２戸

減）して 37 戸となった。引き続き、供給協定の取組の充実強化によって、肥育経営体に直接供給される受

精卵産子数を更に増加させる必要がある。 

○ 肥育経営体における比婆牛飼養頭数については、質量ともに全国レベルにある「花勝百合」の利用推進を

図った結果、繁殖牛へ交配する広島血統の利用割合が増加するとともに、産子の高い評価を得ることがで

きたため、来年度以降の比婆牛飼養頭数の増加へ好影響が見込まれる。引き続き、広島血統の利用が拡

大するよう啓発するともに、広島血統を父に持つ繁殖牛の保留促進を図り、この傾向を持続させる必要があ

る。 

 

【主な事業】・ 広島和牛ブランド構築事業・・・・・・・・・399ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ サミットにおける評価や広島和牛の独自性を活かして、高級飲食店での定期提供に取り組む。その取組を

通じて、その価値に共鳴する生産・流通・飲食の関係者によるバリューチェーンの構築を進めていく。また、

首都圏におけるメディアや消費者向けのＰＲなどの魅力発信を継続し、「ひろしまブランド」の価値向上に貢

献できる食材を目指す。  

○ 企業経営を目指すべき畜産経営体に対し、経営体ごとの経営発展課題に対応した専門家の派遣、地域

の課題に特化したセミナーや全国の先進経営体の視察研修への参加を促すことにより、生産性の高い経営

体の育成を進める。 

○ 肥育経営体に直接供給される受精卵産子数を増加し、受精卵産子を安定確保させるため、受胎率が低

迷している経営体に対し、高い受胎率が得られる凍結受精卵（ガラス化ダイレクト卵）の利用を啓発して、肥

育用子牛の確保を進める。 

○ 広島血統の利用をさらに拡大させるため、令和５年度から、県種雄牛子牛の生産・保留を促進し、家畜市

場等から調達できる子牛を拡大させ、今後、増えると予想される高級飲食店での需要に対応できる生産体

制を整える。   
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⑦ 森林資源経営サイクルの構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 航空レーザ測量データ解析結果に基づき林業経営適地を設定し、森林経営管理制度を活用しながら林

業経営体への集約を推進するとともに、長期的視点を有した経営力の高い林業経営体を育成します。 

○ 関係者（県・市町・林業経営体）が森林に関する情報（資源情報、所有者情報、施業履歴等）を共有・活

用できるシステムを整備します。 

○ ＩｏＴ技術を活用したシカ被害抑制対策、少花粉苗木等の安定供給体制の構築や、コウヨウザンの活用等

による低コスト化に向けた森林施業技術の確立に取り組みます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

経営力の高い林業経営

体数（社） 

目標 7社 9社 11社 13社 15社 

実績 7社 9社    

 

【評価と課題】 

○ 「経営力の高い林業経営体数」の目標９社については、次の取組を行ったことにより、達成した。 

・  航空レーザ計測データの解析結果などを活用して、林業経営適地を設定した上で、経営力の高い林業

経営体に 0.6 万 ha 集約化した。また、林業経営体の多くは、経営管理や組織改革のノウハウが不足して

おり、50 年サイクルの経営を前提とした事業計画や経営戦略の策定が行われていないことから、外部専

門家を活用した長期的な経営戦略の作成や安全管理マネジメントの実施などの取組を支援した。 

・  森林情報を一元的に管理する「森林情報共有システム」の本格運用を開始するとともに、システム活用

環境の整備として、関係者への操作研修等を行うことで、市町等の森林・林業関係事務の効率化が図ら

れた。 

・  低コスト施業技術の推進については、デジタル技術を活用したシカ捕獲のモデル的な取組や、少花粉ス

ギ・ヒノキの採種園整備、コウヨウザンの普及に向けた獣害防除技術の実証等を行った。 

○  林業経営体の多くは、経営管理や組織改革のノウハウが不足しており、50 年サイクルの経営を前提とし

た事業計画や経営戦略の策定が行われていないことから、引き続き、経営力の高い林業経営体の育成

に向けて支援していく必要がある。 

【主な事業】・ 森林経営管理推進事業・・・・・・・・・419ページ 

・ 林業・木材産業等競争力強化対策事業・・・・・・・・・422ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 「経営力の高い林業経営体」の育成に向けて、次の取組により、引き続き経営力の強化を図る。 

・  県が直接支援やアドバイザー派遣を行いながら、市町による意向調査、経営管理権の設定を実施し、

経営力の高い林業経営体への集約化を進める。また、林業経営体による長期的な経営戦略の作成支

援などに引き続き取り組むとともに、経営戦略の実践支援として、外部専門家によるアドバイスを行うな

ど、林業経営体の状況や課題に応じた取組の後押しを行う。 

・  新たなシステムの普及等に引き続き取り組むとともに、システムの活用により、市町による森林所有者へ

の意向調査や、林業経営体による適正な森林整備の推進を図る。 

・  植栽から主伐までの各段階で、引き続き、更なる省力化に向けた取組を推進するとともに、林業経営体

と連携し、低コスト施業技術の普及に取り組む。また、今年度からは、造材段階の低コスト化に向け、新た

にスマート機器（ＩＣＴハーベスタ）を活用した実証等に取り組む。 
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⑧ 森林資源利用フローの推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 大規模製材工場等の需要を把握し、林業経営体の出荷のとりまとめを担う流通コーディネーターと連携し

て、県内外の需要先への更なる安定供給量の増加を図ります。 

○ 住宅分野における更なる県産材の利用促進や、住宅以外の分野については、「ひろしま木づかい推進協

議会」を中心に、設計者の実践ノウハウの蓄積を図る等により、公共建築物等の木造化・木質化を推進する

とともに、木製家具など新たな県産材製品の開発や販路拡大に取り組みます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

安定供給協定による取

引量 

目標 18.5万㎥ 19.0万㎥ 19.5万㎥ 20.0万㎥ 20.5万㎥ 

実績 18.6万㎥ 19.1万㎥    

建築物等の県産材利用

量 

目標 7.8万㎥ 8.0万㎥ 8.3万㎥ 8.5万㎥ 8.8万㎥ 

実績 7.8万㎥ 8.1万㎥    

 

【評価と課題】 

○ 「安定供給協定による取引量」の目標 19.0 万 m3については、広島県森林組合連合会に設置した流通コ

ーディネーターと連携して、効率的な集荷と需要先への安定的な供給に向けた取組や、木材加工流通施

設の整備支援などを進めたことにより、達成した。 

○ 「建築物等の県産材利用量」の目標 8.0 万 m3については、県産材の利用が進んでいない住宅建築会社

に対して、外材から県産材への転換を働きかけるとともに、建築士や施主に対する相談窓口を設置し、木造

化・木質化に係る情報提供や専門家派遣による技術的な支援などを進めたことにより、達成した。 

○ また、住宅以外の建築物でのさらなる木造化・木質化に向けて、木造で設計が提案できる人材の育成や、

新たな需要先の創出に向けた県産材製品の開発支援などに取り組んだ。 

○ 今後、人口減少等の影響により、新設住宅着工戸数の減少など、木材需要の落ち込みが予測されること

から、引き続き、製材工場等に安定的に県産材を供給することにより、工場の稼働を高め、生産コストの縮

減を進めるとともに、生産された木材が用途に応じて適切に利用されるよう需要先を確保する必要がある。 

 

【主な事業】・ 森林経営管理推進事業・・・・・・・・・419ページ 

・ 林業・木材産業等競争力強化対策事業・・・・・・・・・422ページ 

・ ひろしまの森づくり事業・・・・・・・・・432ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 「安定供給協定による取引量」の増加に向けて、引き続き、流通コーディネーターと連携して、県内外の大

規模製材工場等の需要量等の情報を把握した上で、安定供給協定や木材価格の固定買取の仕組みなど

を活用し、安定的な流通体制の構築に取り組む。 

○ 「建築物等の県産材利用量」の増加に向けて、引き続き、住宅建築会社に対して、外材から県産材への

転換を働きかけるとともに、（一社）広島県木材組合連合会に設置した建築士や施主に対するワンストップ相

談窓口において、木造化・木質化に係る情報提供や専門家派遣による技術的な支援などに取り組む。 
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⑨ 海外展開を見据えたかき生産出荷体制の構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県中西部海域における２万トンの生産量を維持するため、採苗シミュレーションシステムによる採苗の安定

化やデジタル技術を活用したスマート養殖による生産の安定化を進めるとともに、今後懸念される労働力不

足に対応するため、共同化や機械化によるむき身作業の省力化を進めます。 

○ 今後、海外輸出を拡大するために必要となる国際的な水産エコラベル認証取得の推進にあわせて、かき

作業場の衛生管理の強化に取り組みます。 

○ 生食用殻付きかきの周年供給体制を確立するため、令和元年度から出荷が始まった県東部海域におけ

る３倍体かき小町の生産を拡大します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

水産エコラベル認証の

取得地区数 

（累計） 

目標 1地区 2地区 3地区 4地区 5地区 

実績 1地区 1地区    

東部海域の生食用殻付

きかき生産量 

目標 14t 21t 29t 49t 80t 

実績 17t 23t    

 

【評価と課題】 

○ デジタル技術を活用した生産安定化に必要なデータ収集のため、水温センサーや餌料センサーの漁場設

置などのシステム整備を行い、継続したデータ収集を実施した。へい死防止対策や収穫適期予測に向け、

引き続き、データの活用が必要である。 

○ 水産エコラベル認証の取得地区数について、取得に向けて取り組んでいた事業者の認証取得に係る申請

手続きが、認証機関が変更となったことで１年遅れたことから、当該目標は達成できなかったが、令和５年

度中には取得する見込みである。引き続き、新たな事業者に対し、令和５年度中の認証取得に向けた啓発

が必要である。 

○ 東部海域の生食用殻付きかき生産量は、試験筏を導入し、技術の確立を進めたことで、目標を達成した。

引き続き、安定的な生産に向け、最適な生産技術の確立を図っていく必要がある。 

 

【主な事業】・ 水産業スマート化推進事業・・・・・・・・・323ページ 

・ 夏かき産地育成事業・・・・・・・・・430ページ 

【令和５年度の取組】 

○ デジタル技術を活用したかき養殖の安定化に向けて、システムの普及を図り、収集データを活用したへい

死防止対策の情報提供や収穫適期予測の実施を行う。 

○ 2地区で水産エコラベル認証の取得に向けて取組を進めるとともに、他の地区においても、水産エコラベル

認証の取得が進むよう、産地（市域）単位又は漁協単位で説明会等を行う。 

○ 東部海域における夏かきの生産に最適な生産技術を確立するため、試験筏を導入した実証試験を行い、

作業効率や収益性の向上を高めることで、生産規模の拡大に取り組む。 
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⑩ 瀬戸内の地魚の安定供給体制の構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県内外における「瀬戸内の地魚」の認知度向上を図るため、瀬戸内の地魚のブランド戦略を策定し、それ

に基づく取組を進めます。 

○ 水産資源の回復・保全を図るため、資源の分析評価に基づく資源管理や藻場・干潟の回復、底質改善な

どの漁場環境の整備に取り組みます。 

○ デジタル技術を用いた効率的な漁獲技術の導入や担い手が中心となった組織的な出荷・販売体制の整

備を進めるとともに、新規漁業就業者の安定的な確保に取り組みます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

ＩＣＴ漁獲技術導入地区

数（累計） 

目標 0地区 2地区 2地区 4地区 6地区 

実績 0地区 0地区    

 

【評価と課題】 

○ 瀬戸内の魚の認知度向上を図るため、１２店舗において瀬戸内の魚コース料理をモニターに提供する営

業実証を実施した結果、瀬戸内の魚について高い評価が得られた。引き続き、瀬戸内の魚の認知・評価を

高めるため、瀬戸内の魚を活用した営業実証に取り組むとともに、瀬戸内の魚の魅力を生かした商品開発

に取り組む必要がある。また、市場関係者や飲食関係者による協議会や、首都圏広報会議を通じて、積極

的な情報を発信するとともに、瀬戸内の魚の魅力を発信するために関係者で作成した「瀬戸内さかな」のネ

ーミング・ロゴを活用した取組について、漁業者も含めて情報発信していく必要がある。  

○ 水産資源の回復・保全を図るため、底質改善対策として令和３年度の県中部海域に続き、令和４年度は

県東部海域において海底耕うんを実施した。実施後に効果調査を行った結果、耕うん後に底質環境の指

標の一部が改善傾向にあった。引き続き、環境・生物調査を継続して行い、長期的に水産資源への効果を

検証していく必要がある。 

○ 令和４年度のＩＣＴ漁獲技術導入に向け、ニーズ把握を行っていたが、導入技術内容の決定に時間を要し

たため、令和４年度内の導入には至らなかった。引き続き、ＩＣＴ漁獲技術の導入に向けて、関係者との協議

を進める必要がある。 

 

【主な事業】・ 水産業スマート化推進事業・・・・・・・・・323ページ 

・ 瀬戸内地魚のブランド化推進事業・・・・・・・・・401ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 「瀬戸内さかな」のネーミング・ロゴを活用して、瀬戸内の魚の持つ強みを生かし、多様な旬の白身魚を瀬

戸内の四季とともに提供する店舗実証の取組に加え、周遊モデルツアーを企画・実施するなど、瀬戸内の

魚の認知・評価を高める。また、市場関係者や飲食関係者による協議会に漁業者も参画させることで、流通

の課題解決に向けた協議を行うとともに、漁業者が主役となった情報発信にも取り組む。 

○ 水産資源増大対策として、種苗放流や資源管理の継続的な取組に加え、藻場造成や海底耕うんの効果

検証、栄養塩類の管理に向けた実証試験に取り組む。 

○ デジタル技術の活用については、関係者と協議し、効率的な操業などに向けたＩＣＴ漁獲技術の導入を進  

めるとともに、新規就業者の研修制度にデジタル技術を活用したプログラムを導入することで、技術習得の

期間の短縮化と技術習熟度の向上を図る。 
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※1≪参考≫せとうち７県の県民満足度調査 広島県：約 72.6%（R1） 

  

ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

観光消費額 
4,410億円 

（R1） 

3,822億円 

（R4） 
6,300億円 8,000億円 

観光客の満足度 
73.4％ 
（R1） 

77.6％ 90％ 90％ 

住民の満足度 ―※1 67.8％ 80％ 90％ 

○ 真に価値のある観光プロダクトや多彩で魅力的な観光資源が整っていることで、観光地としての「ひ

ろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」の認知が高まり、広島県を訪れた国内外の多くの人々が、本県で

しか得られない価値に触れ、「もう一度、時間をかけて体験したい」、「ほかの魅力にも接してみたい」

と思っていただける観光地となっています。 

○ 高齢者や外国人を含めた全ての観光客がストレスなく、自然災害発生時等にも安全が確保され、

便利に安心して旅行できる環境が整っています。 

○ 国内外の多くの方から高く評価され、選ばれる観光地となっていることについて、県民や観光関連

事業者が誇りを持っており、県民一人一人が、より一層「おもてなし」の心を持って観光客に接してい

ます。 

○ 高まった魅力や評価から得られる誇りを背景に、幅広い事業者が新たに観光に携わり、イノベーシ

ョンに挑戦し続けることにより、急激な環境変化にも柔軟に対応しています。 

○ その結果、広島県のブランド価値がより高まり、更なる来訪の増加や評価の高まりにつながるといっ

た好循環が生まれており、基幹産業であるものづくり産業に加え、観光が県経済の成長を支える産

業の一つとなっています。 

目指す姿（10年後） 

 

観 光 
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  主な取組 

● ブランド価値向上、受け入れ環境整備、広島ファンの増加 

 観光プロダクト開発促進のための幅広い事業者間ネットワーク（プラットフォーム）の形成 

  プラットフォーム参加事業者数 約 748 事業者 ［R5.3 時点］ 

 観光プロダクト開発への支援補助金：補助件数 32 件 

 広島サミットに向けたインバウンド観光誘客環境整備事業：補助件数 80 件 ［R5.3 時点］ 

 広島県地域通訳案内士の育成：登録人数 250 人［R5.3 時点］ 

 県内の宿泊・旅行割引プランの造成を支援する観光誘客促進事業の実施 

・ 宿泊割引プラン：令和４年度利用人数約 590,000 人［R5.7 時点］  

・ 旅行割引プラン：令和４年度利用人数約 2,245,000 人［R5.7 時点］ 
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① ブランド価値の向上につながる魅力づくり 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 自然災害の多発や新型コロナの拡大によって、観光においても安全・安心へのニーズが高まるなど、観光

客の意識や価値観が変容し、多様化する中、デジタルデータの分析や観光客等へのヒアリングなど、様々な

手法を活用して精度の高いマーケティングを行い、観光を取り巻く環境変化を的確に把握します。 

○ 市町やＤＭＯ等と連携し、急激な環境変化や様々なリスクにも柔軟に対応するため、イノベーションに挑戦

する意欲的な観光関連事業者の取組を支援します。 

○ 多様化する観光客の意識や価値観の変化を踏まえた上で、平和への想い、穏やかな瀬戸内や里山とい

った自然と暮らしが一体となった情景など、多彩な魅力をストーリーやテーマでつなぎ合わせた、本県でしか

得られない高い価値を提供できる観光プロダクトを数多く取り揃えるよう、開発に取り組みます。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

総観光客数 

目標 
5,600 

万人 

7,600 

万人 

7,850 

万人 

8,100 

万人 

8,400 

万人 

実績 
3,966 

万人 

4,907 

万人 
   

外国人観光客数 

目標 
100 

万人 

600 

万人 

630 

万人 

670 

万人 

725 

万人 

実績 
6 

万人 

16 

万人 
   

観光消費額単価 

目標 
6,900 

円/人 

7,000 

円/人 

7,200 

円/人 

7,350 

円/人 

7,500 

円/人 

実績 
6,933 

円/人 

7,789 

円/人 
   

 

【評価と課題】 

○ 令和４年度においては、コロナ禍における新たな観光ニーズを踏まえながら、県内各地で、本県の多彩な

魅力を生かした観光プロダクトの開発に取り組むとともに、そうした観光プロダクトの開発における異業種を含

む幅広い事業者間連携の推進、観光関連データを市町等と共有する基盤整備などに取り組んできた。 

○ また、まん延防止等重点措置の解除や全国旅行支援の開始、インバウンド需要における水際対策の緩和

などにより、国内外の観光客は回復傾向にあるものの、新型コロナ第６波の影響を受け、２月、３月の観光客

数が減少したこともあり、令和４年の総観光客数は 4,907 万人、外国人観光客数は 16 万人と令和元年の

水準には及んでいない。 

○ 更なる観光消費額単価の上昇と観光客数の回復に向けては、引き続き、観光ニーズの変化に対応した、

付加価値の高い観光プロダクトの開発に取り組み、魅力ある観光地づくりを進める必要がある。 

 

【主な事業】・ 観光地ひろしま推進事業・・・・・・・・・265ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 国内外からの関心が高まった広島サミットを契機とした観光客のＶ字回復を図るための取組を強化してい

く。特に、コロナ禍で大幅に減少していた外国人観光客の回復が見込まれる中、海外の旅行会社等へのプ

ロモーションや、海外富裕層等をターゲットにした観光プロダクトの開発などに積極的に取り組んでいく。 

○ また、新型コロナの拡大や自然災害の多発などによって、観光客の意識や価値観が大きく変容する中で今

後も起こりうる急激な環境変化にも柔軟に対応していくためには、観光関連事業者だけではなく幅広い事業

者が観光に携わり、イノベーションに挑戦し続けていくことができる、自立的・継続的な観光産業を確立してい

くことが重要と考えている。 

○ このため、事業者間連携等による新たな観光プロダクト開発に引き続き取り組んでいくとともに、開発したプ

ロダクトの販売推進を図る。 
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② 誰もが快適かつ安心して楽しめる受入環境整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 高齢者や外国人観光客を含めた全ての観光客がストレスなく安全・安心に広島で周遊観光を楽しめるよ

う、より利便性の高い移動手段の確保や快適なトイレの整備など、観光地におけるストレスフリーな受入環境

の整備に取り組みます。 

○ 観光施設等における混雑状況の可視化や人との接触を避けるためのキャッシュレス環境の整備など、デジ

タル技術等を活用し、「新しい生活様式」に対応した受入環境の整備に取り組みます。 

○ 「来て良かった」と思われる心地よさを提供するため、観光関連事業者自らが、従業員への研修や啓発な

どを通じて、おもてなし意識の向上や受入機運の醸成に取り組めるよう支援するとともに、様々な機会を通じ

て、子どもを含む県民の観光に対する興味や理解を促進します。 

  ※新型コロナにより未調査 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

ストレスなく楽しめたと感

じる観光客の割合 

目標 82.0％ 84.0％ 86.0％ 88.0％ 90.0％ 

実績 ―※ 80.0％    

 

【評価と課題】 

○ 広島サミットの開催を契機に回復が見込まれるインバウンド需要を見据え、観光関連事業者に対して、観

光客の不満やストレスを解消するためのデジタル化対策、省エネ対策などの受入環境整備の支援や、貸切

バス事業者及び観光旅客船事業者が行う、持続可能な観光の実現に向けた支援、広島県に関する深い

知識を持った質の高いガイドの充実に向けた広島県地域通訳案内士の育成や観光関連事業者等のおもて

なし意識の向上などに取り組んだ。 

○ 一方で、Ｗi-Ｆｉ環境やキャッシュレス決済、多言語表記への対応などがまだ十分とは言えないこともあり、

ストレスなく楽しめたと感じる観光客の割合が 80％と目標に届いていないため、今後も引き続き、受入環境

の整備に向けて取り組む必要がある。 

 

【主な事業】・ 観光地ひろしま推進事業・・・・・・・・・265ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 新型コロナの拡大や自然災害の多発などによって、観光客の意識や価値観が大きく変容する中で今後も

起こりうる急激な環境変化にも柔軟に対応していくためには、観光関連事業者だけではなく幅広い事業者が

観光に携わり、イノベーションに挑戦し続けていくことができる、自立的・継続的な観光産業を確立していくこと

が重要と考えている。 

○ また、国内外からの関心が高まった広島サミットを契機としてインバウンドをはじめとした観光需要の回復が

見込まれている。 

○ そうした中、アフターサミットを見据えた受け入れ環境整備への支援やＤＸ技術を活用した事業者の生産

性向上、観光客の利便性向上に向けた取組への支援のほか、外国人観光客のニーズに基づいたガイドが

できる通訳案内士の育成に向けた研修などに取り組んでいく。 
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③ 広島ファンの増加 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 新型コロナによる国内観光客の価値観の変化を踏まえ、数多くの魅力的な観光プロダクトの情報を、安全・

安心情報や観光客の共感を得られるメッセージとあわせて、各ターゲットに応じた効果的な手法を用いて、

適切なタイミングで届けます。 

○ 国外からの観光客に対しては、新型コロナの状況を踏まえた上で、宮島、原爆ドームの２つの世界遺産を

フックに、本県でしか得られない価値を、 ＳＮＳ等のデジタル媒体の活用や近隣県、ＤＭＯ等の関係機関と連

携した誘客の取組などにより、観光客の様々なタイミングに合わせて発信します。 

○ 広島での観光を楽しみ、満足していただくことで、広島を高く評価し、広島の魅力を自発的に発信してもら

えるような広島ファンの増加と、それに伴う更なる来訪者の増加やブランド価値の向上といった好循環の実

現に取り組みます。 

  ※１宿泊者数は、観光庁宿泊旅行統計調査結果 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

宿泊者数※１ 

目標 
680 

万人 

1,300 

万人 

1,360 

万人 

1,420 

万人 

1,500 

万人 

実績 
584 

万人 

853 

万人 
   

外国人宿泊者数※１ 

目標 
50 

万人 

250 

万人 

270 

万人 

290 

万人 

320 

万人 

実績 
4 

万人 

14 

万人 
   

県外から訪れた観光客

の再来訪意向 

目標 84.0％ 86.0％ 87.0％ 88.0％ 90.0％ 

実績 ―※２ 87.7％    

※２新型コロナにより未調査 
 

【評価と課題】 

○ 令和４年度においては、広島サミットを契機としたインバウンド誘客に向け、在外メディアを招請したプレスツ

アーや、外務省や海外プレス向けに広島の魅力を発信する動画の製作と配信を行うとともに、また国内にお

いても首都圏等のテレビ、雑誌、ウェブなどのメディアを通じた情報発信に取り組み、広島の魅力を自発的に

発信してもらえるような広島ファンの拡大に取り組んできた。 

○ インバウンド需要における水際対策の緩和により、国内外の観光客は回復傾向にあるものの、新型コロナ第

６波の影響を受け、２月、３月の観光客数が減少したこともあり、宿泊者数及び外国人宿泊者数が未達とな

った。 

○ 引き続き、観光需要の早期回復に向け、国内外から注目を集める広島サミットの開催を契機として、本県

の魅力を発信し「観光地広島」への認知・関心を高める取組が重要となっている。 
 
【主な事業】・ 観光地ひろしま推進事業・・・・・・・・・265ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 国内外からの関心が高まった広島サミットを契機とした観光客のＶ字回復を図るための取組を強化してい

く。特に、コロナ禍で大幅に減少していた外国人観光客の回復が見込まれる中、航空会社や海外の旅行会

社等へのプロモーションなどに積極的に取り組んでいく。 

○ また、広島を高く評価し、ＳＮＳ等で自ら広島の魅力を発信する、ＨＩＴひろしま観光大使を活用した情報発信

の強化に向けて、大使の認知度向上や活躍の場を促し、広島ファンの増加などに取り組んでいく。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

スポーツを楽しめることを誇りに

思う県民の割合 

52.4％ 

（全国１位） 

（R1）※１ 

67.9％ 

(R4)※２ 
58.7％ 65％ 

週に１日以上のスポーツ実施率 
県：41.8％

（国：53.6％） 

（R1） 

45.1％ 

(R4) 
５３.４％ 65％ 

過去１年間に文化芸術活動（鑑

賞・体験等）に参加した県民の割

合 

鑑賞活動：

48.3％ 

体験活動：

19.5％ 

（R2） 

鑑賞活動：

33.7％ 

体験活動：

15.2％ 

（R４） 

鑑賞活動：

65％ 

体験活動：

35％ 

鑑賞活動：

80％ 

体験活動：

50％ 

○ 地域の多彩なスポーツ資源に対する県民の認知が高まり、それらを活用した地域づくりの取組が

県内各地で盛んになることで、新たなにぎわいの創出や地域経済の活性化などの成果が現れ始め

ています。 

○ 多くの県民が野球やサッカーといった身近なスポーツに限らず、都市と自然の近接性という本県

の強みを生かし、マリンスポーツやウィンタースポーツ、アーバンスポーツ、ｅスポーツといった多様

なスポーツを楽しんでいます。 

○ スポーツを「する」だけでなく、県内のトップチームやアスリートの活躍を「みる」ことや、スポーツボラ

ンティアなどのスポーツ活動を「ささえる」輪が広がることで、県民同士の一体感が高まり、広島が新

たな「スポーツ王国」として広く認知され、地域への愛着や誇りが醸成されつつあります。 

○ パラスポーツについて県民の認知が高まり、障害の有無や、年齢、性別を問わず、誰もが参画し、

楽しむことで、スポーツが多様性を認め合うきっかけとなっています。 

○ 多様な文化芸術について、県民の様々なニーズに応じた、「鑑賞する」「自ら体験する」ことができ

る機会が充実し、多くの県民が参画しています。 

○ 広島を代表する文化芸術として、神楽や交響楽団などが県内外から高く評価されることで、文化

芸術に対する県民の関心が高まり、親しむ人が増え、地域への愛着や誇りが醸成されつつありま

す。 

○ 地域の歴史文化に触れることができる機会が充実し、また、こうした歴史文化の情報が一元的に

集約され、容易にアクセスできるなど、地域の歴史文化を知ることができる環境が整い、県民の理

解が進んでいます。 

目指す姿（10年後） 

 

スポーツ・文化 

 

※１ 地域ブランド調査（株式会社ブランド総合研究所）Ｒ１で調査終了。 

※２ 県民意識調査  （県ブランド・コミュニケーション推進チーム） 
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  主な取組 

● スポーツを活用した地域活性化 

 「わがまち💛スポーツ」に取り組む市町の支援 

[R2～] 

● 誰もがスポーツに親しむ環境の充実 

 広島横断型スポーツ応援プロジェクト 

「Team WISH」の運用開始 [R4.3] 

● スポーツ競技力の向上 

 「ひろしまスポーツアカデミー」 

第１期生（中学生）の育成プログラムの実施 

[R4.4～R5.3] 

第２期生の選考会の実施 [R4.10] 

● 文化芸術に親しむ環境の充実 

 県立美術館における多様な特別展の開催 

 県立美術館と広島市現代美術館による初の合同展

の開催［R4.10～R5.1］ 

 広島県公立文化施設ネットワークの構築 

                                      ［R4～］ 

 県内の公共ホールを拠点とした地域住民参画型

モデル事業の実施［R4～5］ 

 縮景園での和文化体験イベント等の実施 

 けんみん文化祭及び県美展の開催 

 歴史民俗資料館、歴史博物館及び頼山陽史跡資料館に

おける企画展等の開催 
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① スポーツを活用した地域活性化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 本県が有する多彩なスポーツ資源を活用し、県内各地における多様な活性化の姿を生み出せるよう、広

島版スポーツコミッションである「スポーツアクティベーションひろしま（ＳＡＨ）」が中心となって、スポーツを活

用した地域活性化に向けた戦略立案や事業実施、効果検証など、市町等における取組を支援します。 

○ 「スポーツアクティベーションひろしま（ＳＡＨ）」において、県内におけるスポーツを活用した地域活性化に向

け、知見やノウハウ、人脈を蓄積・提供するとともに、各種スポーツ団体やスポーツ関係者同士のネットワー

クを構築し、連携を促すことで、新たな取組が生まれやすい環境を創出します。 

※スポーツの力を活用し、目指す姿の実現に向けた地域活性化の取組 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

「わがまち💛スポーツ」※

により目指すべき姿に向

け取組を実施している市

町数 

目標 6市町 8市町 10市町 12市町 14市町 

実績 6市町 8市町    

 

【評価と課題】 

○ スポーツを活用した地域活性化の取組については、市町に対し人脈の形成やノウハウの提供、財政的な

支援などの伴走型のサポートを行い、令和４年までに８市町が取組を実施し、スポーツ大会の誘致や地域

住民参加のイベントなどが各地で開始されている。 

○ 一方で、市町において、スポーツを活用した地域活性化を図るための知識やノウハウが十分に蓄積されて

いるとは言えない状況であることから、引き続き、ＳＡＨにおいて市町に対する人的支援等を進めていく必要

がある。 

 

【主な事業】・ スポーツを活用した地域活性化推進事業・・・・・・・・・403ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 全国での先進事例や県内での取組事例の紹介・共有を通じて、「わがまち💛スポーツ」のさらなる県内展

開に取り組む。 
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② 誰もがスポーツに親しむ環境の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県内スポーツの各種活動やスポーツ施設の予約、利用等に関する情報の一元化とウェブやＳＮＳによる戦

略的な情報発信に取り組みます。 

○ 県内トップチームの選手派遣などによる、学校や地域でのスポーツ教室やスポーツ体験会を実施します。 

○ スポーツ解説者、ＯＢ・ＯＧ・現役選手などの配置による試合実況やルールや技術・戦略の解説、トップス

広島をはじめとする県内トップスポーツの観戦への誘客、満足度の向上など、県民が応援を楽しむための環

境を充実させます。 

○ 国際規模・全国規模のパラスポーツ大会を誘致するとともに、指導者の育成や体験会の開催を通じて、パ

ラスポーツの普及を促進します。 

○ ウエアラブル端末などを活用したトレーニング方法やリモート応援システムなどを活用した観戦など、スポー

ツとの新しい関わり方の環境整備を支援します。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

スポーツを直接観戦した

県民の割合 

目標 44％ 45％ 46％ 47％ 50％ 

実績 23.1％ 28.4％    

スポーツボランティアに

参加した県民の割合 

目標 12％ 14％ 16％ 18％ 20％ 

実績 7.8％ 5.8％    

 

【評価と課題】 

○ 令和４年度は、新型コロナ感染拡大に伴うイベントの開催制限が段階的に緩和されたが、収容人数に関す

る制限は継続したため、直接観戦した県民の割合は目標を大きく下回った。 

○ コロナ禍で直接的な観戦増の取組が難しい中、広島県内のスポーツチームと連携した広島横断型スポー

ツ応援プロジェクト「TeamWISH」を開始し、ウェブコンテンツ上でのサービスの提供や県民が選手と触れ合え

る場の創出などに取り組んでいるが、一部のチーム以外は広く県民に認知されていない状況が引き続き見ら

れる。 

○ また、県障害者陸上競技大会、全国障害者スポーツ大会予選会や各種パラスポーツ体験会等が行われ

たものの、新型コロナ感染防止のため規模を縮小して開催するなどによって、ボランティアに参加する県民の

割合も目標を大幅に下回った。 

 

【主な事業】・ スポーツを活用した地域活性化推進事業・・・・・・・・・403ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 県内 25 チームの選手情報や試合等のデータを活用した県民参加型のコンテンツの提供や、県内トップス

ポーツチームと連携したイベントの開催等を通じて、県民の各チームへの認知度向上と競技やアスリートへ

の興味・関心を喚起していく。 

○ 公益社団法人広島県パラスポーツ協会と連携し、３つの施策、①「普及啓発・認知向上」、②「場の充実・

機会の確保」、③「競技力向上」を有機的、連続的に結びつけ、コーディネーターを中心に、多様なキープレ

ーヤー（※）が一体となって取り組み、パラスポーツを通じた活力ある共生社会の実現を目指す。 

※市町、競技団体、企業、大学、ボランティア、指導者、理学療法士等 
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③ スポーツ競技力の向上 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 体験型スポーツプログラム等を通じた裾野の拡大を図りつつ、優れた運動能力を持つジュニア選手の早

期発掘に取り組むとともに、指導力の高い優秀な指導者の養成・確保を行うなど、ジュニア選手の育成強化

に取り組みます。 

○ スポーツ医科学的なサポートやトップアスリートの指導に加え、オンラインコーチングアプリやモーションキャプ

チャーなど、デジタル技術の活用による育成を図ります。 

○ 強化を通じて得られたデータをエビデンスとして活用し、個人に応じたトレーニング方法の導入を推進しま

す。 

 ※ 新型コロナの感染拡大を受けて大会中止 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

国民体育大会総合成績

（天皇杯） 

目標 14位 12位 11位 10位 ８位 

実績 －※ 26位    

国民体育大会成績（少

年の部） 

目標 23位 20位 17位 15位 14位 

実績 －※ 46位    

 

【評価と課題】 

○ 国民体育大会が３年ぶりの開催となったが、総合成績は26位、少年の部は46位と成績が低迷している。 

○ 成年の部の成績は前大会と同順位である 16 位だったが、少年の部が 46 位だったため、総合成績は 26

位となっている。少年の部の競技成績が低迷している要因として、指導者をはじめとする競技環境が整わな

いことによる優秀な選手の県外流出が考えられる。このため、小学校段階での競技体験機会の充実、中学

段階での発掘・育成、高校段階での競技力強化まで、一貫した取組が必要である。 

○ 令和７年度の国民体育大会（少年の部）でのＫＰＩを達成するため、得点が期待できる競技に特化して強化

を図る「ひろしまスポーツアカデミー」を立ち上げ、第１期生（中学生）の育成を図るとともに、第２期生の選考

会を実施した。今後、選考したアカデミー生の育成・強化を図る必要がある。 

【令和５年度の取組】 

○ 国民体育大会に向けて、成年・少年の強化選手を対象に強化合宿等の強化事業を実施する。 

○ 「ひろしまスポーツアカデミー」の育成強化事業を実施するとともに、対象競技を拡大し、第３期生の選考

会を行う。 

○ 小学校～高校段階まで一貫した育成システムを確立するため、小学生を対象にした「スーパージュニア育

成プログラム」、中学生を対象にした「ひろしまスポーツアカデミー」及び高校生を対象にした「競技力向上拠

点校事業」について、相互の連携を図る。 
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④ 文化芸術に親しむ環境の充実 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県立美術館において、幅広い層が楽しめる展覧会などを開催するとともに、縮景園においては、隣接の美

術館との一体的運営の下、その魅力を更に引き出すイベント等を実施します。 

○ けんみん文化祭・県美展の内容の充実等を図るとともに、県内の文化施設の有効活用を進めるなど、県

民が文化芸術活動に参加しやすくなる環境づくりを進めます。 

○ 文化団体等がその活動について相談でき、また、共通の課題解決に向けた関係団体での連携を推進でき

るプラットフォームを整備し、文化団体による活動の活性化を図ります。 

○ 広島神楽や広島交響楽団など広島の誇るべき文化資源が県民に対してより一層浸透するよう、

それらの魅力を身近に感じられる公演機会の提供や、デジタル技術を活用した国内外に向けた情

報発信などを支援します。 

○ 江戸時代以降の広島の歴史文化について、ゆかりの深い県立美術館等で分かりやすく発信していきます。

また、県立歴史博物館等においても、幅広い地域の歴史に触れていただく企画展や出前授業等を充実しま

す。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

文化芸術について関心

がある県民の割合 

目標 78.6％ 80.2％ 81.8％ 83.4％ 85.0％ 

実績 72.3％ 72.0％    

地域の歴史について知

っていると回答した県民

の割合 

目標 16.7％ 20.1％ 23.5％ 26.9％ 30.0％ 

実績 12.0％ 12.2％    

 

【評価と課題】 

○ 文化芸術について関心がある県民の割合については、県立美術館と広島市現代美術館による初の合同

展開催やナイトミュージアムの実施のほか、幅広い層が楽しめる様々な企画や県内の文化施設の有効活用

等により、県民が文化芸術に親しむ機会の確保に努めたが、文化芸術への潜在ニーズを喚起する魅力発

信が十分に行えておらず、目標達成に至っていない。 

○ 地域の歴史について知っていると回答した県民の割合については、県立歴史博物館等において展示ガイド

アプリ「ポケット学芸員」を導入するなどの新たな取組を始めたほか、福山城築城 400年記念事業に福山市

等と連携して取り組み、歴史文化ポータルサイトでの情報発信の強化やコンテンツの充実に努めるなど、地

域の歴史文化を知ることができる環境の整備が進んでいる一方で、歴史文化に関心が低い層など、広く県

民への働きかけが十分に行えておらず、目標達成に至っていない。 

○ 市町や公立文化施設間のネットワーク体制を新たに構築し、文化資源の共有等を通じて、各市町等が抱える

文化芸術事業の企画・運営に係る課題の解決支援に着手するなど、地域における文化拠点の機能強化に向

け、着実に取組を推進している。 

○ 今後、新型コロナの５類移行に伴う行動制限の緩和や、Ｇ７広島サミットを契機とした、美術館・縮景園の

魅力発信など、県民が文化芸術に親しむ機会や地域の歴史文化に触れる機会をより一層充実していく必要

がある。 

 

【主な事業】・地域文化拠点強化事業・・・・・・・・405ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ Ｇ７広島サミットでの美術館・縮景園の利用に伴い、国内外からの注目が高まっていることも踏まえ、縮景

園での和文化体験や県立美術館での魅力ある展示など、本県が有する文化芸術の豊富なリソースを生か

した企画を効果的に進め、更なる誘客促進を図っていく。 

○ 公立文化施設ネットワーク内の情報共有システムの活用や外部有識者の助力等を通じてネットワークの取

組を発展させ、構成員間の更なる連携を推進していくとともに、公立文化施設が地域住民と協働で文化芸

術活動に取り組むモデル事業の実施結果を検証の上、地域の独自性ある事業の実施事例として各市町等

への展開を図っていく。 

○ 県立歴史博物館等で展示ガイドアプリの解説対象となる資料の拡充等デジタルコンテンツの更なる充実を

図っていくとともに、安芸高田市等と連携した毛利元就郡山城入城 500 年記念事業に取り組むなど、県民

が幅広い地域の歴史文化に触れる機会の充実を図っていく。 

 

-139-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

核兵器廃絶に向けた国際的な 

合意形成 

合意形成方策
の検討 

合意形成に向

けた働きかけの

開始 

多国間枠組み

を構築すること

に、国連加盟国

の過半数が賛

同 

多国間枠組み

に核兵器国を

含む全ての国が

参加 

主な取組 

● 核兵器廃絶に向けた新たな政策づくりと 

多国間枠組みの形成 

 「ひろしまラウンドテーブル」の開催［R4.7］ 

 「NPT運用検討会議」への参加［R4.8］ 

 「国連事務総長と青少年との対話イベン

ト」の開催［R4.8］ 

 「ひろしまレポート」の作成［R5.3］ 

● 平和の取組への賛同者の拡大と世界への働きかけ  

 「グローバル・アライアンス「持続可能な

平和と繁栄をすべての人に」」を設立［R4.4］ 

 「未来へのおりづるキャンペーン」の実施 

[R4.7～8] 

● 広島が有する経験や資源を生かした復興・平和構築 

 「グローバル未来塾 in ひろしま」の実施

[R4.7～R5.2] 

 「広島-ＩＣＡＮアカデミー」の実施[R4.10～11] 

 

● 持続可能な平和推進メカニズムの構築 

 世界平和経済人会議ひろしまの開催［R4.9］ 

 「へいわ創造プラットフォームひろしま」の

開設［R5.3］ 

 

○ 核兵器の存在を前提としない、新たな安全保障政策に基づく多国間枠組みに、核兵器国を含む

全ての国の合意、参加を得て、核兵器廃絶の実現に向けた具体的な道筋が明らかになっていま

す。 

○ 広島で平和を学んだ将来を担う若い世代が、戦争で傷ついた地域の復興を支える取組に参画す

るなど、様々な形で平和を希求する活動に持続的に関わることで、世界中に共感の輪が広がり、国

際社会に影響を与え、安心して暮らせる平和な世界の実現に貢献しています。 

○ 賛同者の拡大に伴い、平和に関する人材、知識・情報、資金などの資源が、国内外から、広島へ

持続的に集積され、広島が、平和に関する諸課題を解決に導く国際平和拠点として世界中から認

知され、平和への期待が集う場所としての役割を発揮しています。 

目指す姿（10年後） 

 

平 和 
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① 核兵器廃絶に向けた新たな政策づくりと多国間枠組みの形成 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 世界的な平和研究機関と連携した核軍縮研究国際ネットワーク会議の研究・議論を深化させ、核抑止に

替わる新たな安全保障政策づくりを進めます。  

○ 核兵器廃絶に向けた国際的な合意形成を目指し、国連やＮＰＴ運用検討会議などの場を通じて、新たな

安全保障政策について各国の賛同を得るための働きかけを行います。 

 
 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

新たな政策に係る記事

や論文等がメディアや研

究者等から発信された

数 

目標 4本 6本 20本 50本 100本 

実績 12本 27本    

 

【評価と課題】 

○ 世界的な平和研究機関との共同研究の成果をＮＰＴ運用検討会議サイドイベントで発表するとともに、同

機関の研究者によってＳＮＳで積極的に拡散されたことで、目標を大きく上回る実績となった。 

○ 今後も、NPT運用検討会議準備委員会などの国際会議開催の機会をとらえて、研究成果を基に、様々な

主体と連携して、核抑止に替わる政策づくりの働きかけを行うことが必要である。 

○ また、国連の次期開発目標に核兵器廃絶が盛り込まれることを目指すため、外交交渉に携わる政府関係

者を集めた「フレンズ会合」の設立準備を進めており、引き続き、日本政府に対してフレンズ会合を主導して

もらうよう働きかけが必要である。 

 

【主な事業】・ 国際平和拠点ひろしま構想推進事業・・・・・・・・・407ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 核兵器なき世界の実現に向けた中期的な目標として、核抑止に頼らない安全保障に関する研究・政策づ

くりに取り組む。 

○ また、この研究テーマを価値あるものとして広げ、実務家や研究者、研究機関、シンクタンクなどでも活発

に議論してもらうための環境づくりを行っていくとともに、フレンズ会合・プレ会合の開催に向けて、国際会議等

の場を利用して、引き続き、政府関係者や研究者等との対話の機会を設けていく。 
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② 平和の取組への賛同者の拡大と世界への働きかけ 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 核兵器問題について活動している世界中のグループやプロジェクトとのネットワーク化に取り組むとともに、

世界中の志ある若い世代が、核兵器廃絶に向けた活動の中心を担うことが出来るよう次世代人材を育成し

ます。 

○ 核兵器のない平和な世界の実現に向け、多様な主体と連携し、核兵器廃絶が国際的な合意となるよう、 

ＮＰＴやポストＳＤＧｓ等の様々なプロセスにおいて、国際社会への働きかけの強化に取り組みます。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

国連等で意見表明する

資格を有するＮＧＯ等と

連携した数（累計） 

目標 2団体 5団体 10団体 15団体 20団体 

実績 2団体 7団体    

 

【評価と課題】 

○ 国連の次期開発目標に核兵器廃絶を盛り込むことを目指すため、市民社会側からの働きかけを行うグル

ープ「グローバル・アライアンス「持続可能な平和と繁栄をすべての人に」」を４月に立ち上げ、国際的に影響

力のあるＮＧＯ等と連携し、国連ハイレベル政治フォーラムの場を活用したサイドイベントを実施した。 

○ また、「広島－ＩＣＡＮアカデミー」やＳＮＳを活用した「未来へのおりづるキャンペーン」などを実施し、平和の

取組への賛同者の拡大を図った結果、目標を達成することができた。 

○ 今後も、核兵器廃絶が国際的合意となるよう、多様な主体との連携を広げていく必要がある。 

 

【主な事業】・ 国際平和拠点ひろしま構想推進事業・・・・・・・・・407ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 国連や各国政府への働きかけ強化のため、「グローバル・アライアンス「持続可能な平和と繁栄をすべての

人に」」を通じて、多様な主体とのネットワーク強化を図り、ＮＰＴ運用検討会議準備委員会等の国際会議で

の問題提起や賛同者拡大キャンペーン等を実施する。 
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③ 広島が有する経験や資源を生かした復興・平和構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 国際的な人材育成機関や県内の教育機関と連携し、広島の復興・平和構築の知見を学び紛争終結国や

開発途上国の発展に貢献できる人材の育成に取り組みます。 

○ 被爆者治療の実績や放射線障害に関する調査研究の成果を活かし、国内外の医師を対象とした研修等

を実施します。（放射線被曝者医療国際協力推進協議会） 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

県が提供するプログラム

等により、被爆、復興の

歴史や被ばく者医療な

どについて学んだ人数 

目標 13,000人 14,000人 16,000人 18,000人 20,000人 

実績 13,199人 14,337人    

 

【評価と課題】 
○ 研修やセミナーの一部をハイブリッド方式（対面とオンラインのどちらでも参加可能な実施形態）により開催
し、より多くの方に平和について学ぶ機会を提供した。また、細分化されていた既存オンライン平和講座をテ
ーマごとに統合し、広く広報を行った結果、復興・平和構築にかかる人材育成の目標を達成した。 

○ 一方、オンライン平和講座は公開から３年以上が経過し、年を追うごとに視聴者数が減少していることか
ら、講座内容の充実や利用促進により視聴数の増加を図る必要がある。 

 
【主な事業】・ 国際平和拠点ひろしま構想推進事業・・・・・・・・・407ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 「グローバル未来塾 inひろしま」や「広島-ＩＣＡＮアカデミー」等を継続して実施するとともに、オンライン平和

講座については、新たなコンテンツの作成や県内外の教育機関に対する平和学習での利用促進により、広

島の被爆・復興について深く理解し、平和貢献できる人材の育成に取り組む。また、本県の平和の取組を積

極的に発信する。 
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④ 持続可能な平和推進メカニズムの構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 核兵器廃絶に向けた世界的な行動を推進するため、経済界を始めとした様々な主体が参画するプラットフ

ォームの構築や情報発信機能の充実に取り組みます。 

○ 平和に関する資源の集積機能や研究機能等を備えたセンター機能を確立し、核兵器のない平和な世界

の実現に具体的に貢献するための基盤を整備します。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

国際平和拠点ひろし

まのウェブサイトの会

員数及びＳＮＳ等の登

録者数やアクション数

の月間の平均値   

目標 12,000件 17,000件 22,000件 27,000件 32,000件 

実績 9,819件 11,784件    

プラットフォームに参

加する企業・団体等

の数（累計） 

目標 50団体 100団体 200団体 500団体 1,000団体 

実績 １団体 28団体    

 

【評価と課題】 

○ 平和の取組への賛同者の拡大については、ＫＰＩの目標には到達できなかったものの、掲載内容の充実や

ＳＮＳ広告の活用などにより、ウェブサイト自体の認知度は高まりつつあり、ＫＰＩの実績に、ＳＮＳ広告を経由し

たアクション数を含めると、令和３年度 26,325 件から令和４年度 40,355 件へと 53％増加するなど、取組

の成果は着実に表れていると考えている。 

○ プラットフォームに参加する企業・団体等の拡大については、令和５年３月にウェブサイト上に「へいわ創造

プラットフォームひろしま」を開設したが、本格稼働が当初予定よりもずれ込んだことから、目標を達成するこ

とができなかった。今後は、プラットフォーム設立を周知するとともに、関係企業への積極的な声掛け等によ

り、参加団体を拡大していく必要がある。 
 
【主な事業】・ 国際平和拠点ひろしま構想推進事業・・・・・・・・・407ページ 

【令和５年度の取組】 

○ Ｇ７広島サミットの機会を活用し、世界平和経済人会議の開催や多様な主体が参画する平和推進イベント

の開催、世界平和経済人会議やサミット特設ＷＥＢページの充実、国際メディアセンターにおける広島の平

和の取組に関するバナー展示や書籍の配架などにより、効果的な情報発信を行い、平和の取組への賛同

者の拡大を図る。 

○ また、プラットフォームが稼働開始し参加呼びかけの環境が整ったことから、目標達成に向け、関係企業へ

の積極的な声掛け等に取り組む。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

居住誘導区域内人口密度 
60.3人/ha 

（R２） 

60.2人/ha 

(R4) 

60.2人/ha  

以上 

60.0人/ha 
以上 

日常生活サービスの徒歩圏 
充足率 

52.7％ 

（R２） 

52.5％ 

(R4) 
54％以上 55％以上 

公共交通の機関分担率 
18.7％ 

（R２） 

19.9％ 

(R4) 
19％以上 20％以上 

防災上危険が懸念される地域の
居住人口 

120千人 

（R２） 

112千人 

(R4) 
110千人以下 100千人以下 

自然と都市の魅力を享受し、 
質の高い暮らしができると感じる
県民の割合 

62.6％ 

（R１） 

52.3％ 

(R４) 
66％以上 70％以上 

○ 地域特性や規模に応じた拠点ごとに必要な都市機能の集約や災害リスクの低いエリアへの居住

の誘導が進むとともに、拠点間が最適な公共交通ネットワーク等で結ばれた、県民の安全・安心で

豊かな生活を支える「持続可能な集約型都市構造」の形成が進んでいます。 

○ 都市機能や居住が集約されたエリアでは、効果的かつ集中的にデジタル技術やデータなどを活用

して、質の高いサービスを享受できるとともに、イノベーションを創出する交流の場と心身を豊かにす

る自然が近接している広島の強みやそれぞれのエリアの特色を生かした、ゆとりと魅力あるまちづくり

や居住環境の創出が進んでいます。 

○ 広島市都心部においては、利便性の高い公共交通ネットワークの構築や国内外からの来訪者等

が気軽に憩えるデザイン性に優れた公共空間の整備等により、人が中心となる都心空間と回遊ネッ

トワークが形成されています。また、大規模オフィスやコンベンション施設、ラグジュアリーホテル等の

国際水準の都市機能の強化やイノベーションを生み出す多彩な人材の育成と集積が進んでいま

す。 

○ 備後圏域の玄関口である福山駅周辺においては、都市型産業の集積や遊休不動産を活用した

ビジネスモデルの構築などにより、ビジネスの拠点性が強化され人材が集積されるとともに、「居心

地が良く歩きたくなるまちなか」の創出に向けて、人の集まる拠点の整備や道路・広場等の整備など

が進んでいます。 

目指す姿（10年後） 

 

持続可能なまちづくり 
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主な取組 

● 機能集約された都市構造の形成 

 広島型ランドバンク事業のモデル地区（三原

市本町地区）での事業実施 ［R4］ 

 

● ネットワーク及び交通基盤の強化   

 都市計画道路の整備推進  

 県全域を対象とした地域公共交通政策のマスタープラ

ンとなる「広島県地域公共交通ビジョン」の

策定に着手 ［R4.4］ 

 

● 災害に強い都市構造の形成 

 市街化調整区域に編入する先行実施箇所の確

定 ［R5.3］ 

 

● 地域と連携し、地域の特性を生かしたま

ちづくりの推進 

 ゆとりと魅力ある居住環境の創出モデル

事業のモデル地区の決定 

（府中駅西側エリアほか〔府中市〕及び廿日市市役所

周辺エリア〔廿日市市〕）［R4.5］ 

 

● データと新技術を活用したまちづくり（ス

マートシティ化）の推進 

 デジタル技術を活用しながら、交通と生活サービスをひ

とつのサービスとして提供する「広島型 MaaS」の

推進 

 オープンデータ化を前提とした都市計画基礎調

査の実施及び３Ｄ都市モデルによる災害リスクの

可視化［R5.3］ 

 

● 新しい生活様式に対応したまちづくりの推進  

 「ひろしま はなのわ ビジョン」の推進 

 「ひろしま公園活性化プラン」の推進 

 

● 人を惹きつける魅力ある都心空間の創出 

 官民一体のまちづくりに取り組む「広島都心会

議」の活動を支援 

 福山駅周辺の拠点性の向上に向けた福山市

の取組を支援 
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① 機能集約された都市構造の形成 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 各市町における立地適正化計画策定を促進し、長期的に居住をまちなかへ誘導することにより、人口密

度の維持を図るとともに、都市機能の集約を図り、日常生活サービス機能が効率的に提供される環境を整

備します。 

○ 居住誘導の加速化を図るため、まちなかの中古住宅の流通促進や空き家・空き地などの未利用ストックを

活用した、移住者の受け皿となる居住環境を整備するモデル事業を実施し、立地適正化計画で定められた

居住誘導区域を中心とした全県展開に向けて取り組みます。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

立地適正化計画策定 

市町数（累計） 

目標 8市町 9市町 12市町 13市町 14市町 

実績 9市町 11市町    

 

【評価と課題】 

○ 立地適正化計画については、令和７年度の 14市町での策定に向け、計画の必要性や重要性を説明する

など意識醸成を図るとともに、計画策定・改定委員会などに参画して広域的な視点で助言を行ったことによ

り、令和４年度は目標を上回る市町が計画策定することができた。 

○ 広島型ランドバンク事業については、令和３年度にモデル地区として選定した三原市本町地区について、

取組を進めるとともに、府中市府中・出口地区について、新たなモデル地区の設定について内諾を得た。 

 

【主な事業】・ 持続可能なまちづくり推進事業・・・・・・・・・293ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 立地適正化計画を未策定の市町に対し、引き続き、策定を促すとともに、実効性のある計画となるよう広

域的な視点で助言するなどの支援を行う。 

○ 広島型ランドバンク事業については、引き続き三原市本町地区での取組を進めるとともに、都市の規模に

応じた事業スキームの有効性を検証するため、新たなモデル地区（府中市府中・出口地区）において取組

を進める。 
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② ネットワーク及び交通基盤の強化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 都市計画道路の整備を推進することにより、立地適正化計画の居住誘導区域をはじめとした地域内の交

通基盤の強化及び地域の拠点間を連絡するネットワークの形成を図ります。 

○ 公共交通ネットワークの維持・確保のため、国・市町と連携して、拠点間を結ぶ広域的な幹線バス路線の

支援を実施します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

拠点間のバス路線が 

維持された市町数 

目標 23市町 23市町 23市町 23市町 23市町 

実績 23市町 23市町    

 

【評価と課題】 

○ 人口減少による利用者の減少と、それに伴う交通事業者の収支悪化、行政負担の増加といった構造的な

課題に対応していくためには、利用者、交通事業者、行政といった関係者が中長期的な視点をもって、公共

交通の目指す姿とその実現に向けた方向性を広く共有し、一体的に取り組むことが不可欠である。 

○ 街路事業については、「道路整備計画 2021」の取組方針である「県土強靭化のための道路ネットワークの

強化」「物流生産性向上のための道路ネットワークの構築」「コンパクトで持続可能なまちづくりに資する道路

整備」等に基づき、市町とも連携しながら、都市計画道路の整備を推進した。 

 

【主な事業】・ 生活交通確保対策事業 ・・・・・・・・・249ページ 

・ 街路事業費・・・・・・・・・281ページ 

・ 広島県地域公共交通ビジョン策定事業・・・・・・・・・445ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 令和５年４月に取りまとめた交通ビジョンの骨子に基づき、今後は目指す姿の実現に向けた具体的な施策

や指標について引き続き議論を重ね、今年度中の策定に向けて取り組む。 

○ 街路事業については、引き続き、国の重点施策を注視し、より効率的な都市計画道路の整備推進に取り

組む。 
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③ 災害に強い都市構造の形成 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 安全・安心に暮らせる居住環境の確保に向け、市町と連携し、立地適正化計画に都市の防災・減災対策

を位置付ける「防災指針」の策定を促進します。 

○ 災害リスクの高い土地の居住を抑制する取組を推進するとともに、災害リスクの低い区域へ居住を誘導す

る取組を促進します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

都市再生特別措置法に

基づく防災指針を策定し

た市町数（累計） 

目標 0市町 3市町 9市町 13市町 14市町 

実績 1市町 4市町    

 

【評価と課題】 

○ 防災指針については、令和７年度の 14 市町での策定に向け、計画の必要性や重要性を説明するなど、

意識醸成を図るとともに、計画策定・改定委員会などに参画して広域的な視点で助言を行ったことにより、

令和４年度は大竹市、庄原市、東広島市において計画策定することができた。  

○ 市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組について、市町において

説明会の開催や土地所有者への個別説明等の地元調整を行い、先行的に逆線引きを進める箇所を確定

した。 

 

【主な事業】・ 持続可能なまちづくり推進事業・・・・・・・・・293ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 防災指針を未策定の市町に対し、引き続き、策定を促すとともに、実効性のある計画となるよう広域的な

視点で助言するなどの支援を行う。 

○ 市街化区域内の土砂災害特別警戒区域を市街化調整区域に編入する取組は、確定した編入箇所

について、国や市町などの関係機関と協議を進めながら、住民の意見を反映させる公聴会の開催に向

け、都市計画変更の素案を取りまとめるなど、必要な法定手続きを進めていく。 
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④ 地域と連携し、地域の特性を生かしたまちづくりの推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ モデルとなる魅力的な居住環境を創出し、他地域へと波及させていくために、市町や事業者など、モデル

地域の多様な主体と連携し、目指すべき将来ビジョンの共有とその実現に向けた取組を支援します。 

○ 建築プロポーザルによる公共建築物の創造や情報発信及びたてものがたり関連のイベント実施等により、

地域の特性を生かした魅力ある建築物の創造を図るため、民間建築物への波及、及び県民の意識醸成を

促進します。 

○ 市町が取り組む空き家対策を支援するとともに、空き家バンク（ひろしま空き家バンク「みんと。」）の効果的な

情報発信による移住希望者とのマッチングを進めるなど、市町と連携して空き家の有効活用を促進します。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

魅力的な居住環境の創

出に向けて市町等と連

携した取組件数（累計） 

目標 1件 2件 3件 4件 5件 

実績 1件 2件    

ひろしまたてものがたりサ

ポーター数 

目標 6,390人 7,540人 8,690人 9,840人 11,000人 

実績 6,930人 8,139人    

県外からの移住者の空き

家バンク成約数 

目標 80件 90件 100件 110件 120件 

実績 80件 52 件    

 

【評価と課題】 

○ 魅力的な居住環境の創出に関しては、令和４年度に「府中駅西側エリアほか（府中市）」及び「廿日市市

役所周辺エリア（廿日市市）」をモデル地区として選定し、各地区における居住環境の将来ビジョンの策定な

どに向けて、県と各市が連携して取り組んでおり、目標を達成した。 

○ ひろしまたてものがたりについては、コロナ禍により見学会の中止やイベント規模の縮小をせざるを得なかっ

たが、現地開催だけでなくＷＥＢ配信を併用するなど、より参加しやすい開催方法としたこと、建築関係団体

からの情報発信やＳＮＳを利用し積極的に情報発信したことにより、目標は達成することができた 

○ 空き家バンクについては、ＶＲ閲覧機能の実装などの空き家バンクＨＰの機能充実及びデジタルマーケティ

ングを活用したウェブ広告の実施により、空き家バンクＨＰの新規ユーザー訪問数は 9,376UU／月(目標比

125％)と目標値を上回る結果となり、空き家活用への関心度の向上は図られた。 

 一方で、県外在住者の空き家バンク成約数は、新型コロナの影響による現地での物件確認の減少等のた

め、52 件(目標比 58％)と目標値を下回る結果となったが、県内在住者の空き家バンク成約数は、現地内

覧など物件の確認が速やかに行えたことにより、279件(前年比 113％)と増加した。 

 

【主な事業】・ 持続可能なまちづくり推進事業・・・・・・・・・293ページ 

・ 空き家活用検討事業・・・・・・・・・453ページ 

・ 魅力ある建築物創造事業・・・・・・・・・462ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 魅力的な居住環境の創出に関しては、令和４年度に新たに選定した地区も含めた３つのモデル地区（東

広島市、府中市、廿日市市）において、各地域の特性を生かした居住環境の将来ビジョンの策定及びその

実現に向けた取組について、引き続き、市町と連携しながら取り組んでいく。 

○ ひろしまたてものがたりについては、令和４年度の実績を踏まえ、現地開催に加えてＷＥＢによる配信など

開催方法の多様化を図るとともに、ＳＮＳを利用した情報発信や建築関係団体との連携に引き続き取り組

む。 

また、令和４年度に見送らざるを得なかった見学会の開催やイベント内容の拡充を図るなど、魅力ある建

築物の創造・発信等に積極的に取り組むこととする。 

○ 空き家対策については、市町や地域が抱えるボトルネックを解決するため、弁護士や建築士等の専門家

を市町・地域等へ派遣するほか、空き家検討部会・空き家活用勉強会において、空き家の発生、活用、除

却等の段階に応じた対応策の検討や先進事例等の共有を行うなど、市町の空き家対策の推進を支援す

る。さらに、空き家バンクＨＰによる県外の移住希望者のニーズに応じた情報発信を行い、移住希望者と市

町等の空き家バンクとのマッチングを支援する。 
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⑤ データと新技術を活用したまちづくり（スマートシティ化）の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 都市における現況及び将来の見通しを示す都市計画基礎調査情報等をオープンデータ化し、行政や民

間事業者等によるデータの利活用を促進します。 

○ 県民生活の利便性・快適性の向上に向け、デジタル技術を活用して、「交通」や「安全・安心」などの分野

における都市や地域の抱える諸課題の解決に向けた取組を進めている市町等を支援し、他地域への普及

を促進します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

デジタル技術を活用して

都市や地域の抱える諸

課題の解決に向けた取

組に着手している市町数

（累計） 

目標 8市町 10市町 14市町 18市町 23市町 

実績 8市町 13市町    

 

【評価と課題】 

○ 令和７年度の23 市町での展開に向け、令和４年度は広島型MaaS推進事業において、次の３市町で 

MaaSの社会実装に向けた調査・研究を行った。 

・ 尾道市（シルバーリハビリ体操の公民館行事等と連動した配車・予約システム） 

・ 北広島町（商業施設等の生活情報と連動した、乗合タクシー予約・運行システム） 

・ 世羅町（ＬＩＮＥを活用した、地域住民によるボランティア輸送） 

○ 引き続き、厳しさを増す地域の公共交通について、市町に寄り添いながら、地域の実情に応じた持続可能

な生活交通体系を構築していく必要がある。 

○ 都市計画基礎調査情報等については、随時、都市計画基礎調査情報を DoboX でオープンデータ化する

とともに、都市計画基礎調査情報等により構築した広島市、海田町、府中市の３Ｄ都市モデルを活用し、住

民向け防災講座で災害リスクを分かりやすく可視化し、マイタイムラインの普及促進を図るなど、防災分野等

での取組に着手した。 

 

【主な事業】・ 広島型 MaaS推進事業 ・・・・・・・・・279ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 令和４年度に調査・研究を行った３市においては、社会実装に向けた実証実験を行い、県内に展開できる 

広島型MaaSモデルの構築を進める。 

○ また、今年度新たに調査・研究を行う市町を募集し、令和５年度中に地域が主体となった社会実装計画

を策定する。 

○ 都市計画基礎調査情報等については、引き続き、オープンデータ化や３Ｄ都市モデルの構築に向けた都

市計画基礎調査を行うとともに、データと新技術の利活用事例等を市町や民間事業者等と共有しながら、

スマートシティ化を推進する。 
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⑥ 新しい生活様式に対応したまちづくりの推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 道路空間のオープンスペース化などにより、歩行空間の拡大を促進するなど、まちなかに快適で楽しめる

「ゆとり」ある空間の創出に向けて、市町と連携して取り組みます。 

○ 公園、広場、緑地等のオープンスペースの充実を図るなど、自然環境が有する多様な機能を活用し、快

適な都市空間の形成や居住環境の向上に向けて、市町と連携して取り組みます。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

まちなかに快適で楽しめ

る「ゆとり」ある空間を形

成する取組に着手してい

る市町数（累計） 

目標 6市町 7市町 8市町 9市町 10市町 

実績 6市町 7市町    

 

【評価と課題】 

○ 令和７年度の 10 市町での「ゆとり」ある空間創出の推進に向け、市町課長会議等でウォーカブル推進都

市への参加表明が都市の魅力を向上させ、にぎわいのあるまちづくりにつながることを説明し、意識醸成を

図ったことにより、竹原市が新たに参加するなど、令和４年度の目標を達成した。 

○ 「ひろしま公園活性化プラン」を踏まえ、県立３公園について、公募設置管理制度（Park-PFI）などの民間

活力導入の可能性を検討するため、民間事業者から意見募集を行うとともに、個別ヒアリングを実施した。 

○ また、民間事業者のＣＳＲ活動や地域住民等が公園管理に参加しやすい環境づくりを進めるためのサポー

ター制度の導入に向け、県立３公園において、サポーター体験イベントを実施した。 

○ 「ひろしま はなのわ ビジョン」を踏まえ、県内全域で花や緑による地域づくりを推進していくため、広域連

携を推進するスタンプラリーを実施した。 

○ また、人材育成の観点から、花や緑に関する地域活動団体等への専門家派遣制度（はなのわアドバイザ

ー派遣制度）及び、優れた取組についての表彰制度を試行的に実施した。 

 

【主な事業】・ 公園事業費・・・・・・・・・281ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、他市町におけるウォーカブル施策の成功事例について情報共有を行うとともに、ウォーカブル推

進都市への参加による有益性を説明するなど市町の機運醸成を図る。 

○ 「ひろしま公園活性化プラン」を踏まえた施設更新や民間活力導入等に向けて取り組むとともに、公園指

定管理者と協力しながら県立都市公園の利用促進を図る。びんご運動公園において、公募設置管理制度

（Park-PFI）導入に向けた検討を進める。 

○ また、「ひろしま はなのわ ビジョン」を踏まえ、各市町の花や緑の取組を後押しするため、引き続き人材

育成や広域連携に取り組む。 
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⑦ 人を惹きつける魅力ある都心空間の創出 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 広島市都心部においては、まちづくりに関する大きな方向性を定め、個別のエリアマネジメント団体の活動

や再開発事業などが、その方向性に基づき行われるよう調整を行う「広島都心会議」の活動支援など、「ひ

ろしま都心活性化プラン」に掲げる都心の将来像の実現に向けて、広島市と連携して取り組みます。 

○ 福山駅周辺において、エリアマネジメントの仕組みづくりや、三之丸町地区で備後圏域の賑わいづくりを牽

引する施設を整備する事業者の支援など、「福山駅前再生ビジョン」の実現に向けて、福山市と連携して取

り組みます。 

  
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

ひろしま都心活性化プラ

ンの実現に向けて広島

市と連携した取組件数

（累計） 

目標 11件 12件 13件 １４件 15件 

実績 12件 13件    

福山駅前の再生に向け

て福山市と連携した取組

件数（累計） 

目標 4件 5件 6件 7件 8件 

実績 4件 6件    

 

【評価と課題】 

○ 広島市都心部については、令和２年９月に広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区が広島都心地域へ統

合され、その一部が特定都市再生緊急整備地域に指定されたことで、民間の開発機運も喚起され、令和４

年には、基町相生通地区第一種市街地再開発事業が都市計画決定・施行認可されたほか、複数の再開

発事業の検討の動きも見られた。また、国土交通省の「官民連携まちなか再生推進事業」の採択を受け

て、未来ビジョンの策定などに取り組む団体があるなど、エリアマネジメント活動が動き始めている。 
 こうした中、令和３年度に、地域の方々、事業者、民間企業、エリアマネジメント団体等の様々な関係者や
行政が一体となって継続的にまちづくりを推進していく「広島都心会議」が設立され、ひろしま都心活性化プ
ランの実現を目指し、エリアマネジメント団体等の支援や、広島都心を俯瞰した具体的な戦略を描くビジョン
の検討などの活動を広島市と連携して支援した。 

○ 福山駅周辺地区については、「福山駅前再生ビジョン」及び「福山駅周辺デザイン計画」に基づく公民連携
プロジェクトが推進されるように、福山駅前デザイン会議等に参加するなど、県市で取り組み、令和４年度末
に「福山駅前広場整備基本方針」が取りまとめられた。 
また、三之丸町周辺エリアでは、旧キャスパ地区で南棟の工事に着手し、令和５年度末の竣工に向けて

着実に進んでおり、福山駅前の拠点性向上に向けて、福山市と連携して取り組んでいる。 
 
【主な事業】・ 都市圏魅力創造事業 ・・・・・・・・441ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 広島市都心部においては、「広島都心会議」が行う、エリアマネジメント団体等の支援や、広島都心会議が

策定するビジョンに掲げる取組を支援していくことを通して、「ひろしま都心活性化プラン」に掲げる都心の将

来像の実現に向けて、広島市と連携して取組を進めていく。 

○ 福山駅周辺地区においては、エリアの価値を高める開発の促進に向けて、具体的な手法の検討を行う勉

強会の開催や、三之丸町で備後圏域の賑わいづくりを牽引する施設を整備する事業者の支援など、「福山

駅前再生ビジョン」及び「福山駅周辺デザイン計画」の実現に向けた福山市の取組を支援していく。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

人材プラットフォーム「ひろしま里
山・チーム 500」の登録人数 

345人 

（R1） 

598人 

(R4) 
680人 1,000人 

中小企業と外部人材のマッチング
サポート機関を通じて外部人材を
活用する中小企業数 

― 
14社 

(R4) 
290社 

 

デジタル技術を活用した課題解決
モデルの創出 

― 
8件 

(R4) 
10件以上 

  

地域で支え合う新たな交通サービ
スを交通計画に位置付け、取組を
進める市町数 

― 
1市町 

(R4) 
19市町 19市町 

○ 中山間地域ならではの資源や特性が再認識されるとともに、地域の価値ある資産として再構築さ

れ、大切に引き継がれています。また、その魅力や豊かさに共鳴し、地域に愛着と誇りを持つ内外の

多様な人材が、将来への「夢や希望」を託す、様々なチャレンジを行っています。 

○ 地域に愛着や誇りを持つ人たちの一歩踏み出すためのチャレンジが次々と起こり、共感の輪が広

がるとともに、地域に根差したリーダーが育ち、多様な人材のネットワークによって、地域資源を生か

し、新たな価値を生み出す主体的な活動が展開されています。 

そこから、コミュニティの力の再生に向けて、誰もが必要に応じて活躍の機会を得られる地域運営

の新しい仕組みが構築され、地域の課題解決につながる様々な取組が広がっています。 

○ 多様な企業や人材が、地域ならではの資源や基盤を生かして、新たな事業や経営発展にチャレン

ジし、働き続けられる環境が整いつつあります。 

○ 医療・福祉、交通などの日常生活の安心に直結する様々なサービスについて、デジタル技術を活

用して効率的に提供するための仕組みづくりが進み、「スマート里山・里海」に向けたモデル的な取

組が中山間地域全域で展開されています。とりわけ、交通アクセスについては、広域的な道路網と

地域内の交通基盤が整備され、地域と都市を結ぶ広域幹線交通が維持されているとともに、新た

な交通サービスの普及と地域の実情に応じた交通再編が進み、買物や通院等の日常生活の移動

が確保されています。 

目指す姿（10年後） 

 

中山間地域 

 

320社 

10件以上 

普及展開 

20件以上  
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  主な取組 

● 人材の発掘・育成、ネットワークの拡大 

 元気さとやま応援プロジェクト補助金活用件

数 68件 

 

● 新たな事業展開に向けたチャレンジ支援 

 お試しオフィスの整備 １市町 

 進出決定企業数 11社（累計 38社） 

 

● 中小企業の成長支援 

 外部人材活用セミナーの開催回数 ６回 

● デジタル技術を活用した暮らしの向上 

 デジタル技術を活用した中山間地域の

生活環境向上事業補助金活用件数 ８件 

 

● 持続可能な生活交通体系の構築 

 デジタル技術を活用しながら、交通と生活サービスをひ

とつのサービスとして提供する「広島型 MaaS」の

推進 

 

● 中心地と周辺地域等の連携を支える基

盤整備 

 現況１車線バス路線区間である、一般国道３７５

号日下～引宇根工区（鳴瀬清流トンネ

ル）供用開始［R5.3］ 
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① 人材の発掘・育成、ネットワークの拡大 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 地域社会やコミュニティの中で、人と人がつながり、支え合う価値を大切にするため、地域における多世代

のつながりや交流を促進するとともに、多様な主体が連携・協働して支え合える地域づくりを進めます。また、

地域への愛着や誇りの醸成に向けて、地域において一歩前に踏み出すための様々なチャレンジを行ってい

る人たちの活動を地域全体で後押しし、共感の輪を広げていきます。 

○ 地域づくりのフィールドワークやノウハウを学ぶ人材養成塾などを通じて、地域に根差した活動やコミュニテ

ィビジネスなどに取り組む人材の裾野を拡大し、中山間地域の将来を担うリーダーを育成します。 

○ 意欲ある実践者を中心とした人材プラットフォームを基盤として、里山・里海の豊かさを継続的に発信する

とともに、その価値に共鳴し、地域と多様な形で関わる首都圏等の関係人口を拡大していくことにより、中山

間地域を内外から支える人材の広域的なネットワークづくりを進めます。 

○ 人口減少下にあっても、地域の実情に応じて、主体性を発揮しながら地域づくりに参画できる最適なコミュ

ニティのあり方を検討し、市町と連携して、日常生活の安心につながる持続可能な地域運営の仕組みづくり

に取り組む地域を後押しします。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

チーム 500 の新規登録

者数 

目標 75人 75人 75人 75人 75人 

実績 116人 114人    

 

【評価と課題】 

○ チーム 500 の新規登録者数については、中山間地域での起業や地域の課題解決についてのノウハウや

手法を学べる人材養成塾、「ひろしま≪ひと・夢≫未来塾」の受講者等に対する登録の働きかけに加え、登

録者からの働きかけなどによって新たな登録者が増える好循環が生じており、目標値を上回る登録者数と

なった。 

○ また、中山間地域に暮らす人々が地域の元気さを実感できる環境の創出に向け、チーム 500登録者によ

る新たな活動の立ち上げに対する支援に取り組んだ結果、地域を巻き込み、地域と協働した活動が各地で

展開されている。 

○ 中山間地域の地域づくりに取り組む人材は着実に増えてきている中、引き続き、地域に根差した活動など

に取り組む人材の裾野の拡大に向けた取組の充実・強化を図っていく必要がある。 

 

【主な事業】・ ひろしま里山・人材力加速事業・・・・・・・・・437ページ 

・ 元気さとやま応援プロジェクト・・・・・・・・・・・・・439ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 地域づくり活動への機運醸成を通じた人材の裾野の拡大、チーム 500登録者による新たな取組の支援を

引き続き進める。 

○ また、「ひろしま≪ひと・夢≫未来塾」の実施などを通じて、住民が抱える課題に対応できる人材を育成す

るなど、登録者の活動の質の向上を図る。 
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② 新たな事業展開に向けたチャレンジ支援 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 時間や場所にとらわれない柔軟な働き方や仕事も暮らしも充実させるワークスタイルへの関心の高まりを

受け、里山ならではの環境やアクティビティを生かした生活の豊かさを先取りできる地域として、広く情報を発

信します。 

○ 働く場所に捉われないＩＴ関連企業を中心に、サテライトオフィスの誘致に取り組む市町を支援します。 

○ 中小企業の人材確保に向けて、即戦力となる県内外の専門人材（エンジニア等）とのマッチングの仕組み

を構築します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

サテライトオフィス進出決

定累計件数 

目標 25件 39件 54件 69件 84件 

実績 27件 38件    

 

【評価と課題】 

○ 新型コロナの行動制限により、令和３年度はオンラインの座談会方式による誘致交渉を実施したところ、踏

み込んだ議論ができないまま交渉が終了した事例が多く発生し、令和４年度当初時点の交渉対象企業数

が、前年度当初に比べ大きく減少した。このため令和４年度からは個別面談方式を採用したことにより、交渉

対象企業数の増加につながったものの、令和４年度の累計進出決定企業数は目標 39 件に対し 38 件にと

どまった。 

○ 企業へのアプローチ手法の変更が交渉対象企業数の回復につながっていったことから、引き続き、個別に

アプローチする企業数を増やしていく必要がある。 

○ あわせて、進出検討企業から高いニーズがある、地元事業者との連携やデジタル人材の確保に適切に対

処できるよう、市町との密接な連携、デジタル企業と専門人材をつなぐオンラインコミュニティを活用した専

門人材の的確なマッチング等、企業ニーズに応じた対応により企業の進出確度を高める必要がある。 

 

【主な事業】・ チャレンジ・里山ワーク拡大事業・・・・・・・・・277ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 本県に進出した企業の事例紹介をはじめ、サテライトオフィスの誘致に取り組む 12 市町の中山間地域で

の勤務環境や移住情報などの情報発信に努める。 

○ デジタル企業との直接の対話を継続し、交渉対象企業のニーズに対する具体の提案が行えるよう、サテラ

イトオフィスの誘致に取り組む 12市町との連携を強化していく。 

○ また、職業紹介の知識を有する民間事業者の力を取り入れながら、獲得したデジタル人材と進出を検討

するデジタル企業とのマッチングにつなげていく。 
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③ 中小企業の成長支援 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 意欲ある事業者の新たな成長を後押しするため、多様なスキルや専門的な知見を生かして企業の課題

解決に貢献しようとする首都圏等の副業・兼業人材と地域の事業者のマッチングの仕組みづくりに取り組む

市町を支援します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

副業・兼業人材の活用

に向けたセミナー参加企

業数 

目標 83社 131社 131社 121社 111社 

実績 13社 135社    

 

【評価と課題】 

○ 令和４年度は、前年度までの低調な結果となった要因分析を行い、セミナーの内容の見直しをはじめ、開

催手法についても、オンライン形式又はハイブリット形式を柔軟に取り入れるなど地域経済団体等の意向等

も踏まえた改善を行った。 

○ セミナーの実施にあたっては、活用コストや手続面の詳細説明に加え、他県の制度活用企業関係者をオ

ンラインで登壇させるなど、内容の充実を図ったほか、集客等について、関係市町や地域経済団体（商工会

等）との連携協力（現地調整等を含む）を強化した結果、目標を上回る結果となった。 

○ セミナーを通じて、副業・兼業人材の活用による有用性は高い理解を得られていることから、今後は、具体

的な活用件数の増加に向けた取組を強化していく必要がある。 

【令和５年度の取組】 

○ 引き続き、市町や地域経済団体（商工会等）とのつながりを維持しつつ、商工会主催事業との連携等を行

いながら、幅広く地域の企業のセミナー参加を促進していく。 

○ 令和５年度に創設した副業・兼業人材の活用促進策を通じて、人材活用企業数が増加していくよう、啓発

セミナーとも連動させながら、中小企業の経営課題の解決に向けた支援に、関係市町と連携して取り組む。 
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④ デジタル技術を活用した暮らしの向上 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ ウィズ/アフターコロナ時代において、将来にわたって安心して暮らしを営むことができる環境を維持していく

ため、暮らし全般にわたる全体最適を目指す「スマート里山・里海」の実現に向け、日常生活に直結する

様々な分野において、デジタル技術を活用した新たな生活サービスを導入しようとする市町を支援します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

県の事業を通じ、デジタ

ル技術を活用した課題

解決に向けて取り組む件

数 

目標 4件 6件 8件 10件 10件以上 

実績 3件 8件    

 

【評価と課題】 

○ 令和４年度は、「デジタル技術を活用した中山間地域の生活環境向上事業補助金」を活用し、５市町が新

たな生活サービスを導入した。 

○ デジタル技術の活用に必要な市町職員のマンパワー及び専門知識の不足を補うために、課題分析や成

果測定指標の設定等に係る伴走支援の実施や、市町におけるデジタル活用の機運の高まりなどが要因とな

り、目標を達成した。 

○ 今後は、これまでの先行実例の情報提供などを通じた、後発市町の事業化の後押しを行うとともに、横展

開につながる助言等に取り組んでいく必要がある。 
 
【主な事業】・ デジタル技術を活用した中山間地域の生活環境向上事業・・・・・・・・・・447ページ 

【令和５年度の取組】 

○ デジタル技術の活用に必要な市町職員のマンパワー及び専門知識の不足を補うために、課題分析や成果

測定指標の設定等に係る伴走支援を継続しつつ、令和４年度までに県の補助事業を活用していない 11 市

町について、順次、技術的な助言等を行うことで、令和５年度中に新規２件（累計 10件）の取組モデルの創

出を図る。 

○ これまで実装が完了した課題解決の取組モデル（８件）を、他地域へ普及展開するとともに、共通課題を

抱えている市町における共同実施を推進することで、「スマート里山・里海」の実現につなげていく。 
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⑤ 持続可能な生活交通体系の構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 地域の実情に応じた効率的で持続可能な交通体系の再編に取り組み、交通計画を策定する市町を交通

会議の場などにおいて支援します。 

○ デジタル技術を活用した MaaS など、新たな交通サービスの導入に向けた取組や、住民自らが主体となっ

て地域の移動を支えていくための取組への支援を通じて、より持続可能性の高い生活交通への再編を促し

ます。 

○ 地域住民にとって必要不可欠な生活交通を維持・確保するため、国や市町と連携して、幹線等のバス路

線や主要な航路等の運行等を支援します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

新たな交通サービスの
導入に向けた取組件数
（累計） 

目標 7件 11件 15件 19件 19件 

実績 7件 11件    

 

【評価と課題】 

○ 令和７年度の目標値19件に向け、令和４年度は広島型MaaS推進事業において、３件の調査・研究、２件

の実証実験を行ったほか、庄原市において路線バスの貨客混載に取り組んだ結果、目標を達成した。 

○ 定額タクシーの実証実験を行った安芸太田町においては、高齢者が安心して便利に利用できることで、外

出しやすくなったという意見があった一方で、あいのり等による行政負担の軽減等の課題も明らかになった。 

 

【主な事業】・ 広島型 MaaS推進事業・・・・・・・・・279ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 令和４年度に調査・研究を行った３市町（尾道市、北広島町、世羅町）においては、社会実装に向けた実

証実験を行い、県内に展開できる広島型MaaSモデルの構築を進める。 

○ また、今年度新たに調査・研究を行う市町を募集し、令和５年度中に地域が主体となった社会実装計画

を策定する。 
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⑥ 中心地と周辺地域等の連携を支える基盤整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 中山間地域に住む人が、安全で快適な生活を享受できるよう、地域拠点と集落等の間を連絡するネットワ

ークとなる基盤整備に取り組みます。 

○ バス路線１車線区間の解消に向けた取組など、地域の実情に応じた効率的な道路整備を推進します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

現況１車線バス路線区

間延長 

（交通量 500 台/日以

上） 

目標 36.8km 32.5km 32.3km 32.3km 31.2km 

実績 36.8km 32.7km    

 

【評価と課題】 

○ 「広島県道路整備計画 2021」に基づき、計画的に道路整備に取り組んでおり、一般国道３７５号日下～

引宇根工区（鳴瀬清流トンネル）を供用開始し、現況１車線バス路線区間を解消することができた。一方

で、令和４年度完成を見込んでいた事業において、地元調整等に時間を要し、工事の進捗に遅れが生じて

いることから、目標達成に至らなかった。 

 

【主な事業】・ 道路改良費・・・・・・・・・281ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 生活交通であるバス路線において、狭隘区間を解消し、バス等の安全性・定時性を確保し、サービスの維

持を図るため、引き続き、現況１車線バス路線区間の道路整備を推進する。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

広島空港利用者数 
297万人 

（Ｒ１） 

205万人 

(R4) 
310万人 360万人 

県内港におけるコンテナ取扱量 
36万 TEU 

（Ｒ１） 

36万 TEU 

(R4) 
42万 TEU 48万 TEU 

年間渋滞損失時間 
4,500万時間 

（Ｒ１） 

4,180万時間 

(R4) 
3,500万時間 3,000万時間 

主な取組 

● 世界とつながる空港機能の強化 

 航空会社等に対する緊急支援を実施[R4]  

 広島空港アクセスの確保に向けたバス事業者に

対する運行経費の一部支援 ［R4］ 

● 人・モノの流れを支える道路ネットワークの構築  

 一般国道２号東広島・安芸バイパス全線

開通［R5.3］ 

● 世界標準の港湾物流の構築とクルーズ 

客船の寄港環境の整備 

 広島港出島地区岸壁整備の新規事業化［R3～］ 

 福山港箕沖地区岸壁供用開始［R4.3～］ 

 広島港セミナー[R5.1]、広島県東部港湾セ

ミナー[R4.11]  

○ ビジネスや観光、日常生活において県内外を移動する人が、快適かつ適切なコストで利用できる

交通基盤や MaaS 等の多様な交通ネットワークから、それぞれの目的に応じた最適な手段を組み合

わせて、便利で快適に移動しています。 

○ 県内及び周辺地域の立地企業とその相手先企業が、本県の港湾サービスと多様な交通ネットワ

ークなどを組み合わせて利用することにより、それぞれの企業が希望する最適な物流ネットワークを

構築しています。 

○ 国内外から本県を訪れる人が、クルーズ客船で安全かつ快適に寄港し、地域の魅力に触れること

で高い満足度が得られています。 

目指す姿（10年後） 

 

交流・連携基盤 
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① 世界とつながる空港機能の強化 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 広島空港の将来像を空港運営権者※と共有し、その実現に向けたパートナーシップ関係を構築するととも

に、官民で構成される広島空港振興協議会が、地域全体としての連携を図るプラットフォームの機能を発揮

できるように、関係機関と協働して、路線誘致や旅客需要の拡大などに取り組むことにより、航空ネットワーク

の拡充を図ります。 

※国から広島空港の運営を委託された民間事業者 

○ 空港アクセスの利便性向上を図るため、観光やビジネスなどで需要が見込まれる県内外の主要拠点を結

ぶ新規アクセス路線の開設に向けて地元自治体や交通事業者との調整を行うなど、関係機関と連携して、

広域的かつ利便性の高いアクセスネットワークの確立に取り組みます。 

 

※ R4.3月末時点では、新型コロナの影響により国際線は全路線運休しているため、各航空会社が航空局へ提出している運航計画 

（R4夏ダイヤ）を実績値とする。 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

国際線路線数・便数 

目標 
6路線 

18便/週 

6路線 

21便/週 

6路線 

24便/週 

6路線 

28便/週 

7路線 

31便/週 

実績 
5路線 

18便/週※ 

1路線 

4便/週 
   

広島空港と主要拠点を

結ぶ公共交通ルート数 

目標 10ルート 10ルート 11ルート 11ルート 12ルート 

実績 ９ルート 10ルート    

 

【評価と課題】 

○ 新型コロナの影響で、国際定期路線は令和２年３月以降全路線運休が続いたため、令和５年１月に台

北線が週４便で復便したものの、目標達成には至らなかった。 

○ 他路線についても復便等に向けた動きがみられ、今後、早期の復便等に向け、航空会社の復便の後押

しになる環境を整える必要がある。 

○ 広島空港アクセスについては、新型コロナの影響の長期化により、路線バスの運休や大幅な減便が続く

中、空港アクセスの利便性の確保を目的に、バス事業者に対して運行支援を行うとともに、空港運営権者

である広島国際空港（株）（ＨＩＡＰ）と連携して、路線の維持・拡充に向けた関係者への働きかけを行った

結果、１ルート増の１０ルートとなり、目標を達成することができた。 

○ 今後の空港アクセス路線の拡充に向けては、アフターコロナを見据えた、将来的に持続可能な空港アクセ

スネットワークを構築する必要がある。 

 

 【主な事業】・ 空港振興事業・・・・・・・・・272ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 令和３年７月から空港運営を開始したＨＩＡＰが掲げる広島空港の将来ビジョンの達成に向けて、引き続き H

ＨＩＡＰと協働し、国際線航空ネットワークの早期再構築に取り組むとともに、新型コロナからの回復期及びＧ７

広島サミット後の広島への関心の高まりにより見込まれる大きな需要を確実に掴めるよう、効果的な利用促

進策を実施するなど、旅客・貨物需要の拡大に取り組む。 

○ また、空港アクセスについては、中四国地方の拠点空港として、広島空港を利用する県民や国内外から

訪れる方々が、より便利で快適に移動できる空港アクセスネットワークの構築に向けて、HIAP、交通事業者

や市町など関係機関と連携し、新たな路線の拡充だけでなく、既存路線の維持の観点からも、市場調査等

に基づく将来需要予測を踏まえ分析を行い、最適な交通モードや運行形態を含めて、将来的に持続可能

な仕組みを検討するなど、中長期的な視点に立った取組を進める。 
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② 世界標準の港湾物流の構築とクルーズ客船の寄港環境の整備 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 船舶の大型化など船社の寄港需要に対応するため、コンテナターミナルの大水深岸壁を延伸します。ま

た、コンテナ取扱量の増加に対応するため、コンテナターミナルのふ頭用地を拡張するとともに、ターミナル

背後の港湾物流用地の整備及び利活用を促進します。 

○ 東南アジア航路をはじめとする国際コンテナ航路を拡充するため、港湾運営会社である㈱ひろしま港湾管

理センターと連携して一層の集荷促進を図るとともに、船社に対する航路誘致活動を戦略的に展開します。 

○ コンテナターミナルの生産性を高めるため、ＡＩ等を活用したターミナル運営や、デジタル技術を活用した荷

役機械の自働化・遠隔操作化に取り組みます。 

○ 新型コロナ拡大予防対策として、関係機関が策定するガイドラインに沿った安全対策に取り組むとともに、ク

ルーズ客の新たなニーズに対応し、上陸観光における多様なアクティビティを関係者と連携して発信していく

ほか、ラグジュアリー・プレミアクラスのクルーズ客船の拠点となる受入施設整備を推進するなど、ソフトとハ

ードの両面から県内各港への寄港促進に取り組みます。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

県内港から東南アジア

主要港までの外貿コンテ

ナの海上輸送日数（平

均） 

目標 14日 14日 14日 14日 11日 

実績 14日 14日    

 

【評価と課題】 

○ 港湾物流の活性化による航路拡充や取扱貨物の増 

 コンテナ貨物取扱量については、コロナ禍からの回復等により、広島港で過去最高となった。また、福山港

では、鉄鋼等の輸入減少により前年比で減少したが、主要品目である衣料品は回復傾向にある。 

 航路拡充に向けては、出島地区において、東南アジア航路直行便の誘致等につながる大水深岸壁の整

備等の着実な事業進捗が図られるよう、施策提案等の様々な機会を通じて、市町等の関係者と連携を図り

ながら、国へ働きかけを行った。 

 引き続き、着実な事業進捗が図られるよう、国への働きかけを行うとともに、大水深岸壁の整備と合わせ

た荷役機械整備、港湾運営会社等と連携した集貨促進や航路拡充に向けたポートセールスなど、港湾物流

機能の強化等に取り組む必要がある。 

○ 客船誘致・クルージング促進等による観光産業の振興 

 新型コロナの影響により休止していた外国クルーズ客船については、国等の調整により関係機関が作成し

たガイドラインを踏まえた調整などを行い、令和５年３月に寄港が再開し、すでに再開していた日本船と合わ

せ、計 14 回の寄港があり、前年度の２回から大幅に増加した。今後は、新型コロナの５類移行による需要回

復及びＧ７広島サミット開催により広島が注目を集めた好機を捉え、誘致・受入に取り組む必要がある。 

 

【主な事業】・ 港湾改修費 ・・・・・・・・・281ページ 

・ 港湾特別整備事業特別会計・・・・・・・・・354ページ 
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【令和５年度の取組】 

○ 港湾物流の活性化による航路拡充や取扱貨物の増 

 広島港の機能強化については、大水深岸壁の整備等の着実な事業進捗に向けた国へ働きかけや、大水

深岸壁整備の進捗に合わせ、荷役機械（ガントリークレーン）の増設を進めるとともに、港湾運営会社と連携

しながら、東南アジア航路等の拡充に向けた船会社等への誘致活動等に係る取組を加速していく。 

 また、ふ頭用地の拡張や荷役機械の自動化等の物流機能高度化の実現に向けて関係者と連携して検討

を進める。 

○ 客船誘致・クルージング促進等による観光産業の振興 

 広島港宇品地区における旅客ターミナル整備等の受入環境の充実や、船会社訪問による県内港及び周

辺観光地のＰＲや要望事項のヒアリングを行うなど、需要の掘り起こしにつながる取組を進める。 
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③ 人・モノの流れを支える道路ネットワークの構築 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 生産性の向上を図るため、県内の都市部を中心とした主要渋滞箇所におけるバイパス工事や立体交差化

等による渋滞対策を推進し、主要渋滞箇所で発生する損失時間を低減します。 

○ 主要都市間や圏域内における市町間の連携強化に資する道路の整備を推進することにより、円滑かつ迅

速な人の移動を実現します。 

 

 

 ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

主要渋滞箇所における

対策箇所数 

目標 14箇所 10箇所 10箇所 9箇所 7箇所 

実績 14箇所 12箇所    

 

【評価と課題】 

○ 「広島県道路整備計画 2021」に基づき、計画的に道路整備に取り組んでおり、一般国道２号東広島・安

芸バイパスが全線開通し、対策箇所を２箇所完了することができた。一方で、令和４年度完成を見込んでい

た事業において、地元調整等に時間を要し、工事の進捗に遅れが生じていることから、目標達成に至らなか

った。 

 

【主な事業】・ 道路改良費、直轄国道改修費等負担金・・・・・・・・・281ページ 

・ 広島高速道路公社出資金・貸付金・・・・・・・・・357ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 広域的な連携強化に資する直轄国道や、市町間の連携強化及び都市交通の高速性・安定性の強化等

に資する道路について、円滑かつ迅速な人の移動を実現するため、引き続き、主要渋滞箇所の渋滞を緩和

する道路整備を推進する。 
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ビジョン指標 当初値 現状値 
目標値 
（R7） 

目標値 
（R12） 

温室効果ガス排出量（削減率） 
5,903万ｔ 

（H25） 

5,155万ｔ 

(▲13％) 

（R1） 

5,039万ｔ 

（▲15％） 

4,600万ｔ 

（▲22％） 

３品目(ペットボトル、プラスチックボ
トル、レジ袋)の海岸漂着物量 

8.4ｔ  

（R1） 

3.3ｔ 

(R4) 
7.9ｔ 6.3ｔ 

産業廃棄物の再生利用率 
74.9％ 

（H30） 

72.7％ 

（R3） 
75.5％ 76.1％ 

○ ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けて、省エネ住宅や省エネ家電等の普及・拡大や、生産・加

工・流通・消費の各段階における省エネルギーの徹底、再生可能エネルギーの活用が進み、二酸

化炭素の排出をできるだけ抑えた暮らしや事業活動が定着しています。加えて、資源としての二酸

化炭素の再利用や石油由来プラスチックからの代替などを促進し、環境と地域経済の好循環を図

りながら、広島型カーボンサイクル構築の取組が加速しています。 

○ 大気・水・土壌等が環境基準に適合した状態が引き続き保たれています。また、今日的な課題で

ある海洋プラスチックごみによる新たな汚染がゼロになる仕組みの構築や、海洋生分解性プラスチ

ック等の開発・普及促進の取組が進んでいるとともに、かき養殖に由来するごみの流出防止対策の

徹底が図られることにより、本県の宝である瀬戸内海の環境が保全されています。さらに、これらの

情報が県民へ適切に発信されることで、安心・安全に生活できる良好な地域環境が確保されてい

ます。 

○ 廃棄物の発生が最小限に抑えられるとともに、発生した廃棄物はデジタル技術の活用等によって

再生利用され、さらにエネルギー利用されることで、天然資源が無駄なく活用されています。また、

廃棄物が適正かつ効率的・安定的に処理されることで、地域の快適な生活環境が維持されていま

す。 

○ 自然公園施設等が、身近な自然や生きものとのふれあいの場として、安全で快適に県民に広く利

用されているとともに、貴重な生きものに関する環境学習や保護活動の情報が得られ、県民自らが

保全活動に参画し、自然環境保全や野生生物保護の重要性の理解が深まっています。 

○ 県民や事業者が環境問題を自らの問題として捉え、環境と経済・生活のどちらかではなくどちらも

追求する社会となるよう、環境保全に取り組む人材が育成され、地域や企業において具体的な活

動が行われています。 

目指す姿（10年後） 

 

環 境 
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  主な取組 

● ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた

地球温暖化対策の推進 

 再生可能エネルギーの普及促進 

  ・ 県有地等に 10MW程度の太陽光発電を導入［Ｈ24］ 

  ・ 県と中国電力グループによるメガソーラー発電事業に

おける売電収益を活用し、省エネ設備の導入や

地域の省エネ活動を支援 

[Ｒ４：３施設 21 団体] 

 ひろしま気候変動適応センターを設置［Ｒ３.

４］し、セミナー（１回）、意見交換会（２回）等を開催 

 広島県カーボン・サーキュラー・エコノミ

ー推進協議会の設立［Ｒ３.５］ 

・128 者が参画[R5.6現在] 

 広島県カーボン・サーキュラー・エコノミ

ー推進構想の策定［Ｒ４.２］ 

 広島県地球温暖化防止地域計画、広島

県地球温暖化対策実行計画の改定［Ｒ５.３］ 

  

 

● 良好な大気・水・土壌環境の確保 

 新たな大気汚染物質（PM2.5）のモニタリ

ングを実施 ［H21～］ 

 公共用水域の水質常時監視を実施 

 土壌汚染対策法（改正：H21、H29）に基づき土壌汚

染に係る適切なリスク管理を推進  

 「GREEN SEA 瀬戸内ひろしま・プラットフ

ォーム」の参画会員と連携した、プラスチックの

使用量削減や流出防止対策に係るモデル事

業等の実施 ［R3～］ 

● 循環型社会の実現 

 広島県廃棄物排出抑制・リサイクル施設

整備費等助成［H15～］ 

 電子マニフェスト活用講習会を開催 

（Ｒ４：14 回） 

 デジタル技術を活用した不法投棄監視の

実証試験を開始［Ｒ３.９～］ 

 ドローンを活用した不法投棄監視を開始 

［Ｒ４.１］ 

 県防災ヘリ・県警ヘリ・海保ヘリによる 

上空からの合同不法投棄監視の実施 

［Ｒ４.11］ 

 災害廃棄物処理に係る訓練の実施 [Ｒ１～] 

 

● 生物多様性の保全・人と自然との共生 

 生態系の保全と野生生物の種の保護 

  ・ 野生生物の生息状況調査や希少種の保護啓

発活動を実施 

・ 「鳥獣保護管理事業計画（第 13次）」 

の策定［Ｒ３.３］  

・ 「特定鳥獣保護管理計画」の策定［Ｒ３.３］ 

・ 「レッドデータブックひろしま 2021」（第４版） 

の公表［R４.３］ 

 自然資源の持続可能な利用 

・ 自然公園等施設の安全点検や施設改修等の実施  

・ 広島県立もみのき森林公園の新たな運営

事業者の選定［Ｒ４.12～］ 

 

● 県民・事業者の自主的取組の促進 

 学校・地域、職場等における環境教育・環境学

習等を実施 

 ひろしま地球環境フォーラム等と連携した、ＳＤＧｓ

講演会等の普及啓発活動や環境保全活

動を推進 
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① ネット・ゼロカーボン社会の実現に向けた地球温暖化対策の推進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 家庭におけるＺＥＨ（ネット・ゼロエネルギーハウス）などの省エネ住宅、省エネ家電等の普及啓発や、事業

者による「温室効果ガス削減計画」、「自動車使用合理化計画」など自主的な取組の促進により、省エネル

ギー対策を推進します。 

○ 災害時の自立分散型電源確保、エネルギーの地産地消等の観点から、太陽光や木質バイオマス等の再

生可能エネルギーの利用を促進します。 

○ 二酸化炭素を建設資材や燃料等の原材料として再利用する取組や農林水産業における利用の取組を進

めるとともに、石油由来プラスチックからカーボンニュートラルであるバイオマスプラスチック等への代替促進

などにより、地域の特性を生かした広島型カーボンサイクル構築の取組を推進します。 

※ 国のカーボンリサイクル関連予算を活用した技術開発のうち、広島県大崎上島町の実証研究拠点化に係

るもの（CO２分離回収技術を含む累計） 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

二酸化炭素排出量（家

庭） 

目標 
489万ｔ 

(▲15%) 

479万ｔ 

(▲17%) 

469万ｔ 

(▲19%) 

459万ｔ 

(▲21%) 

449万ｔ 

(▲22%) 

実績 【R7.6判明】 【R8.6判明】    

二酸化炭素排出量（産

業） 

目標 
3,771万ｔ 

(▲8%) 

3,711万ｔ 

(▲9%) 

3,651万ｔ 

(▲11%) 

3,591万ｔ 

(▲12%) 

3,531万ｔ 

(▲14%) 

実績 【R7.6判明】 【R8.6判明】    

太陽光発電導入量 

目標 
1,458 

千ｋＷ 

1,518 

千ｋＷ 

1,573 

千ｋＷ 

1,623 

千ｋＷ 

1,669 

千ｋＷ 

実績 
1,680 

千ｋＷ 
【R6.6判明】    

二酸化炭素の回収・再

利用に係る研究開発事

業の数 

目標 

現状値（5

件※・R2）よ

り増加 

現状値（5

件※・R2）

より増加 

現状値（5

件※・R2）

より増加 

現状値（5

件※・R2）

より増加 

現状値（5

件※・R2）

より増加 

実績 5件※ 12件※    

 

【評価と課題】 
○ 二酸化炭素排出量（家庭）は、平成 25年度（579万ｔ）から直近の集計データである令和元年度（385万
ｔ）にかけて、34％減と大幅に減少している。再生可能エネルギーの増加と火力発電による電力量の減少等
により、発電時における二酸化炭素の排出割合が減少したほか、省エネ性能が向上した家電等の買替が進
むことで省エネが進んだと考えられる。 

○ 二酸化炭素排出量（産業）は、平成 25年度（4,094万ｔ）から直近の集計データである令和元年度（3,706
万ｔ）にかけて、９％減と順調に削減が進んでいる。事業者において、環境への取組の重要性を認識し、自主
的に計画を策定して取組を実施する企業が増加したことで脱炭素の取組が進んだと考えられる。一方で、中
小企業の中には、環境への取組が遅れている企業も見られるため、今後は、情報が届きにくい企業に寄り添
った、きめ細かな支援が求められる。 

○ 太陽光発電導入量は 1,680 千ｋＷ(令和３年度)と目標以上に増加しており、ＦＩＴ制度による導入促進効果が

大きいと考えられる。 

○ 広島型カーボンサイクル構築に向けては、国の取組とも連携し、広島県カーボン・サーキュラー・エコノミー推

進協議会の設立や推進構想の策定など、具体の連携事業案件の創出に着手したところであるが、その取組は

緒に就いたばかりであることから、次年度以降も、着実に取組を進める必要がある。 
 
【主な事業】・ 再生可能エネルギー導入促進事業・・・・・・・・・367ページ 
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【令和５年度の取組】 
○ 「省エネルギー対策等の推進」、「再生可能エネルギーの導入促進」、「カーボンサイクルの推進」、「気候
変動を見据えた適応策の推進」、「基盤づくりの促進」を施策の柱として温暖化対策に取り組む。 

○ 自主的な取組が進みにくい家庭部門や中小企業に対し、省エネ住宅や省エネ家電の普及・拡大を目的と

した情報発信や省エネ家電購入に対する助成を行うとともに、中小事業者の自主的な省エネ設備改修等

を後押しするべく、業界団体等と連携した情報発信や補助金活用等支援を行う。 

○ カーボンリサイクルについては、国の取組とも一体となり、県内外の研究者やスタートアップ等の研究や実証

を支援するとともに、協議会を通じた新規プロジェクト創出やマッチング支援、次世代教育プログラムの提供

など、カーボンリサイクル関連技術の研究強化と拠点化、新たな産業集積に向け、多角的な取組を推進す

る。 
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② 地域環境の保全 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 県内の大気・水・土壌の汚染状況を常時監視し、ホームページ等で公表することにより、県民へ情報発信

するとともに、ばい煙、汚水等を排出する工場や土地所有者等に対し、関係法令に基づき、適切に指導等

を実施します。 

○ 海洋プラスチックごみによる新たな汚染を防止するため、海岸漂着量の多いペットボトル、プラスチックボト

ル、食品包装・レジ袋の３品目について、重点的に使用量削減や流出防止に取り組むとともに、プラスチック

製品の代替材への転換や、海洋生分解性プラスチック等の代替素材の開発を、企業等と連携して進めま

す。また、かき養殖に由来するごみの流出防止対策の徹底や、地域での海岸清掃活動の促進など、関係

者と連携した取組を進めます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

大気環境基準達成率

（二酸化硫黄、一酸化炭

素、二酸化窒素） 

目標 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実績 100％ 100％    

水質環境基準達成率

（重金属等有害物質） 

目標 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実績 100％ 100％    

ダイオキシン類環境基準

達成率（大気、公共用水

域、土壌） 

目標 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

実績 100％ 100％    

 

【評価と課題】 

○ 工場・事業場への立入検査、指導等を通じ、基準の遵守状況を監視したことで、適正に企業活動が行わ

れるとともに、環境汚染事故発生時における迅速な対応により、大気及び水質に係る環境基準を満たし、良

好な環境が維持された。 

○ また、土壌汚染対策法に基づく、土壌汚染状況調査で指定基準を超過した土地について、区域指定等を

行うことにより、化学物質による環境汚染や県民の健康被害を未然に防止した。 

○ 令和３年６月設立の「ＧＲＥＥＮ ＳＥＡ瀬戸内ひろしま・プラットフォーム」の参画会員等と連携した、テイクア

ウト容器の代替材への転換や、海洋生分解性プラスチック素材を活用した宿泊アメニティの実用化推進

等、生活由来のプラスチック使用量削減に資する５件のモデル事業を行うとともに、ＩｏＴを活用したスマート

ごみ箱によるごみの流出防止に係る実証事業等、先進的かつ効果的なモデル事例の構築を図ることができた。 

○ プラスチックの使用量削減については、令和４年度に成果の得られた海洋生分解性プラスチック等の社会

実装に向けて、消費者のさらなる理解促進及び社会受容性の向上が必要であり、販路拡大のための積極

的なフォローや取組拡大に向けた新規案件の掘り起こしを着実に実施していく必要がある。 

○ かき養殖に由来するごみ（漁業関連ごみ）については、令和３年度から４年度にかけて大幅に減少してお

り、これは、かき養殖業者による流出防止対策等の効果に加え、毎年、漂着物が多く確認されていた離島

海岸等の立入困難エリアでの清掃活動の実施によるものである。 

  （海岸漂着物量調査（かき養殖に由来するごみ） 令和３年度：29.2ｔ→令和４年度：13.2t） 
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【令和５年度の取組】 

○ 良好な大気・水環境が保たれるよう、引き続き、国や市町と連携して工場・事業場の効果的・効率的な監

視や事故時の体制維持に取り組むとともに、緊急時の発令基準に達した際には、県民に迅速な情報提供を

行う。 

○ また、化学物質による環境汚染や県民の健康被害を未然に防止するため、調査・監視等に取り組むととも

に、土壌汚染対策法に基づく届出が適切に行われるよう、県ホームページを通じて、法制度や届出に係る

マニュアル等の周知を図る。 

○ ペットボトル、プラスチックボトル、食品包装・レジ袋等の生活由来のプラスチックごみ削減に向けて、引き

続き、プラットフォームの参画会員と連携して、令和４年度のモデル事業の成果や課題も踏まえながら、使

用量削減等に資するリーディングプロジェクトの社会実装支援や新規モデル事業の実施、屋外回収拠点の

多様化による流出防止対策を行う。 

○ かき養殖に由来するごみの流出防止については、引き続き、かき養殖業者による流出防止対策の徹底と

ともに、市町や漁業者、ＧＳＨＩＰ参画企業等と連携した、立入困難地域等での効率的かつ効果的な清掃・回

収・処理を行う。 
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③ 廃棄物の適正処理 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 再生利用率が全国平均より低いがれき類や、国際的な輸入規制等を踏まえた取組強化が求められるプ

ラスチックを重点対象とし、リサイクル施設の整備や再生資源の使用を促進するとともに、太陽光パネルやリ

チウムイオン電池など新製品・新素材の普及に対応したリサイクル技術の開発を支援し、エネルギー利用を

含めた再生利用を推進します。 

○ ＡＩ／ＩｏＴなどのデジタル技術の導入を積極的に支援し、混合廃棄物の自動選別によるリサイクルの徹底や

廃棄物のトレーサビリティーの強化等に取り組み、デジタル技術を活用した資源循環サイクルの拡大を推進

します。 

○ 大規模災害に備え、市町等と連携した災害廃棄物処理体制の強化や、関係法令に基づき廃棄物の排出

者や処理業者への監視・指導を徹底し、廃棄物の適正処理を推進します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

がれき類の再生利用率 

目標 91.9％ 92.5％ 93.0％ 93.6％ 94.2％ 

実績 92.3％ 【R6.3判明】    

廃プラスチック類の再生

利用率 

目標 69.5％ 71.2％ 73.0％ 74.7％ 76.4％ 

実績 68.3％ 【R6.3判明】    

 

【評価と課題】 

○ がれき類の再生利用率については、県内のリサイクル拠点の更なる強化のため、事業者訪問による施設

整備の働きかけを行った結果、令和２年度に採択した大規模なデジタル選別施設が令和４年度から本格稼

働したことなどにより、目標を上回る見込みである。 

○ 廃プラスチック類の再生利用率については、プラスチック類を取り巻く社会意識の変化や、事業者訪問に

よる施設整備の働きかけを強化したことにより、令和４年度についても、新たな施設整備が行われているが、

施設の稼働が令和５年度となるため、目標を下回る見込みである。 

○ 更なる再生利用率の向上には、現在、再生利用のあまり進んでいない混合廃棄物を再生可能なレベルま

で選別するための高度な選別施設の整備や、今後増加が見込まれる新製品・新素材などのリサイクル困難

物への研究開発支援等をより一層進めていく必要がある。 

【令和５年度の取組】 

○ 事業者に対する個別訪問による働きかけを引き続き行い、混合廃棄物に対応するためのデジタル技術を

活用したリサイクル施設の整備補助や、処理困難物に対応したリサイクル研究開発の支援を行う。なお、働

きかけの際には、過去に補助事業に関心を示した事業者や処理量の多い事業者を重点的に訪問するな

ど、効果的・効率的に行うとともに、既存施設の稼働率が向上するよう、事業者間のリサイクルのマッチング

支援を行う。 

○ 災害廃棄物処理の対応力向上や連携体制の確認のため、市町や関係団体等を対象とした研修・訓練を

引き続き実施するとともに、近年の被災市町対応状況等を踏まえ、災害時に、より適切な対応がとれるよ

う、市町に対して適宜初動マニュアルの改定を助言する。その他、不法投棄や不適正処理の早期発見・早

期是正を図るため、デジタル技術等を活用した不法投棄監視の強化などにより、排出者や処理業者への監

視・指導を徹底する。 
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④ 自然環境と生物多様性の保全の実現 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 新しい生活様式や多様化する利用者ニーズ、施設の老朽化を踏まえた自然公園等施設の魅力向上に取

り組むとともに、安全・安心で快適に利用できるよう、定期的な施設の点検や計画的な修繕等の取組を進

め、仕事も暮らしも追求した欲張りなライフスタイルの実現に貢献していきます。 

○ 生物多様性に関する県民の理解を深め生態系を保全していくため、野生生物の生息・生育状況等調査を

実施し、希少な動植物の現状を把握するとともに、保全活動や生態系の保全につながる環境学習の取組を

進めます。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

自然公園等利用者数 

目標 
7,700 

千人 

現状値
（9,642 千
人・R1）より
増加 

現状値
（9,642 千
人・R1）より
増加 

現状値
（9,642 千
人・R1）より
増加 

現状値
（9,642 千
人・R1）より
増加 

実績 
4,935 

千人 

6,353 

千人 
   

 

【評価と課題】 

○ 自然公園利用者数は、近年のコロナ禍の影響から、利用者の約半数を占める宮島や三段峡など県内の

主要観光地における利用者が回復しておらず、昨年度の実績は 6,353千人と目標の約 7割にとどまってい

る。 

○ また、自然公園の利用を促進させるために必要となる自然公園等施設について、もみのき森林公園をモ

デルとした活性化策の推進やトイレの改修など施設整備に取り組んでいるものの、整備後長期間経過してい

る施設や、利用者ニーズに対応できていない施設が存在しており、安全で快適な利用を提供し続けるため

の整備が必要である。 

 

【主な事業】・ 公園施設維持修繕事業・・・・・・・・・469ページ 

・ もみのき森林公園活性化事業・・・・・・・・・537ページ 

【令和５年度の取組】 

○ 自然公園等施設について安全で快適な施設利用ができるよう、中長期的に計画的な更新、機能強化を

図るとともに、関係機関と連携し、自然公園等施設の利用促進に向けた取組を進める。 

○ また、野外レクリエーション施設については、もみのき森林公園において、民間のノウハウを活用した魅力的

な施設となるよう、令和６年度からの運営開始に向け、基盤整備等の準備を行う。 
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⑤ 県民・事業者の自主的取組の促進 

【５年間（Ｒ３～Ｒ７）の取組の方向】 

○ 環境に配慮した生活・事業活動を浸透させるため、ＳＤＧｓを基調とした考え方を踏まえ、学校・地域、職場

等における環境教育・環境学習を推進し、県民・事業者の自主的な取組を促進します。 

○ 県民・団体・事業者・行政が相互に連携・協働しながら環境と経済が調和した地域づくりを進める「ひろしま

地球環境フォーラム」などの関係団体と協力し、環境保全活動等の取組を推進します。 

 
 

ＫＰＩ R3 R4 R5 R6 R7 

環境保全活動に取り組ん

でいる県民の割合 

目標 － － 65％ － － 

実績 － －    

ひろしま地球環境フォー

ラム会員のうち、ＳＤＧｓと

関連づけて事業活動を

行っている事業者の割合 

目標 40％ 50％ 60％ 70％ 75％ 

実績 53.8％ 57.8％    

 

【評価と課題】 

○ 環境学習・自主的な環境活動等の推進について、事業目標の１つである環境学習講師派遣制度を活用

した環境学習会の受講者数は、目標を上回っており、制度の活用が図られつつある。（令和４年度：目標

700人、実績 928人） 

○ 「ひろしま地球環境フォーラム会員のうち、ＳＤＧｓと関連づけて事業活動を行っている事業者の割合」につ

いては、63％と昨年度に比べて会員に意識付けが進んでおり、フォーラムで重点的に実施しているＳＤＧｓセ

ミナーやワークショップなどの事業の効果があったと考えられる。 

【令和５年度の取組】 

○ 「環境の日」ひろしま大会を特設Ｗｅｂサイトの設置及び参集型での会場開催とするなど、積極的な環境イ

ベントを実施するとともに、省エネ機器導入支援事業等を契機とした、実践行動への参加を呼びかけること

により県民の環境保全意識の醸成を図る。 

○ 環境学習活動への環境学習講師の派遣など、学校・地域や職場等における環境学習を推進するととも

に、ひろしま地球環境フォーラム等と連携したＳＤＧｓセミナーの開催や、企業での環境マネジメントシステム

導入に向けたセミナーや研修会、事業者を対象としたシンポジウム、子供を対象としたエコツアー、一般県

民を対象とした清掃活動を実施する。 
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（４）ビジョンにおける「注視する指標」 
 
ア 「去年と比べた生活の向上感」と「現在の生活の充実感」 

基本理念及び目指す姿に近付いているかを検証するための参考指標として、毎年、２

つの指標「去年と比べた生活の向上感」及び「現在の生活の充実感」について調査を行

い、その推移等を注視しながら、施策を推進することとしている。 

 

今回（令和４年度）の調査では、「去年と比べた生活の向上感」について、「向上してい

る」と回答した人の割合は 9.7％と、対前年度で 1.4ポイント増となった。 

一方で、「低下している」と回答した人の割合は 29.7％と、対前年度で 7.2ポイントの

増と、調査を始めた平成 27年度以降、最も高い結果となり、「同じようなもの」と回答し

た人の割合は 60.6％と、これまでで最も低い結果となった。 

また、生活が向上したと感じる人は、向上した要因として、半数以上が「所得・収入の

増加」と回答しており、以下、「自由な時間の増加」、「自分や家族の健康の改善」が続い

た。「自分や家族の健康状態の改善」については、対前年度で 11.9 ポイント増加してい

る。いずれの要因についても、新型コロナの影響を受けて生活が向上したという回答は

少数となっている。 

一方、低下していると感じる人の約６割以上が、「生活費・教育費などの出費の増加」

を低下の要因としており、対前年度で 44.6ポイント増加している。そのうちの大部分が

物価高騰の影響を受けたと回答している。また、「物価高騰の影響なし」と回答した人の

割合は 24.7％と「コロナの影響なし」と回答した人の割合の 29.0％を下回り、「低下し

ている」要因として「物価高騰の影響」が「コロナの影響」を上回った。さらに、「所得・

収入の減少」を要因と回答した人の割合は、対前年度で 15.6ポイント減少したが、依然

として高い水準となっている。 

これらのことから、今回の生活の向上感は前年度と比較して、改善の傾向はあるもの

の、依然、新型コロナや物価高騰による県民生活への経済的な影響が継続しているとい

える。 

 

「現在の生活の充実感」については、「充実感を感じている」と回答した人の割合は

71.4％と、令和元年度以降横ばいで推移している。また、「十分感じている」と回答した

人の割合は 9.8％と、これまでで２番目に高い割合となっている。 

「充実感を感じるために必要なこと」については、充実感を感じている人、感じていな

い人の双方とも、約半数が「ゆったり休養すること」と回答しており、その他、「趣味や

スポーツに熱中すること」や「家族団らんすること」という回答が多くなっている。 

また、充実感を感じている人と感じていない人との間で、「趣味やスポーツに熱中する

こと」が必要と回答した人の割合の差が 12.2ポイントと、前年度の 1.1ポイントから大

きく増加した。 
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＜生活の向上感・充実感に関する意識調査＞   ◇去年と比べた生活の向上感 

 

 

 

 

 

 

 

◇向上していると感じた要因（複数回答可）        

 

 

 

 

 

 

 

◇低下していると感じた要因（複数回答可） 

コロナの影響分析                   物価高騰の影響分析 

 

 

 

 

 

 

 
◇現在の生活の充実感                ◇充実感を感じるために必要なこと 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 令和４年度 

調
査
対
象 

母集団 県内在住の 20歳以上の男女 

標本数 1,672人 

調査時期 令和５年 2月 

調査方法 インターネット調査 

回収結果 1,672人 

 

71.4% 
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イ 県内の総人口 
県人口の将来展望 

 2015年国勢調査を基準とした国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）

の推計によると、2060年の本県人口は 214.5万人（2015年比 75.4％）とされている。 

さらに、社人研推計に近年（2017年～2019年）の社会動態を踏まえて試算した場合、2060

年の本県人口は 199.5万人（2015年比 70.2％）まで減少する見込みとなっている。 

 このため、「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」に掲げる 17 領域全ての施策を着実に

進めていくことにより、2025年以降の社会動態の均衡や合計特殊出生率の改善を目指すこ

ととしている。 

区分 試算方法 

  

①社会動態 ②合計特殊出生率 

社人研 
（2018年 3月公表）  

2015年国勢調査を基準として、 

コーホート要因法により推計 

転入超過で推移 

（2015→2060年：12,893人→2,763人） 

1.56～1.59で推移 

試算１ 
①直近３年間の社会動態を反映 

②社人研推計に準拠 

転出超過で推移 

（▲603人/年） 

試算２ 
①2025年に社会動態の均衡が実現 

②2025年に県民の希望出生率が実

現 

2020年以降：転出超過（▲603人/年） 

2025年以降：均衡（±0人/年） 

2020年以降：1.67 

2025年以降：1.85 

試算３ 
①2025年に社会動態の均衡が実現 

②2030年に県民の希望出生率が実

現 

2020年以降：転出超過（▲603人/年） 

2025年以降：均衡（±0人/年） 

2020年以降：1.61 

2025年以降：1.73 

2030年以降：1.85 

 
（出典）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30(2018)年推計）」、広島県「人口移動統計調査」   
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【人口の将来展望】
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社人研推計

試算２

試算１

（万人）

試算３

+2.1

+20.9

社人研推計

2020年

国勢調査

※本試算は、2020年国勢調査を基準とした

社人研推計（2023末公表見込）を踏まえ、

見直しを行う。

+22.9
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県人口の現状 

 2022 年の現状値（県人口移動統計調査）は、約 276.0 万人（2,759,702 人）となっており、各試算を下回

る結果となっている。社会動態については、外国人の転入が増加に転じたものの、日本人の若年層を中心と

した東京圏への転出が依然として続いている。また、自然動態における合計特殊出生率は全国平均を上回っ

たものの、各試算条件を下回る結果となっている。 

 区分 現状値（2022年） 
試算・試算条件（2022 年） 

試算１ 試算２ 試算３ 

県総人口 276.0 万人 276.8 万人 278.3 万人 277.5 万人 

社会動態 
▲3,934 人［日本人：▲6,399 人］ 

     ［外国人： 2,465 人］ 
▲603 人 

合計特殊出生率 1.40〔全国：1.26〕 1.58 1.67 1.61 

※県総人口の試算については５年バンドで推計しているため、人口減少を按分して記載。 
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ウ 「県内総生産（名目）」と「一人当たり県民所得」 
 令和２年度の県内総生産は、11兆 5554億円となり、平成 23年度以降の建設業や保健衛

生・社会事業等のプラス寄与により、2.5％成長している。 

 また、一人当たり県民所得は、令和２年度で 296万 9千円となっており、平成 23年度以

降 2.7％増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

                  
※ 県民経済計算は、推計方法の見直しや新しい統計調査結果の公表等に伴って過去に遡り改定を行っている。したがって、過去の公表値とは異な

る場合がある。 
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・新規就農者育成総合対策事業 [農林水産局 ] ………………… 435 
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・広島サミットを契機とした県産農林水産物魅力発信事業 [農林水産局 ] ………………… 482 
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・学校給食費等負担軽減事業 [環境県民局・教育委員会]…… 491 

・セーフティネット強化事業補助金 [健康福祉局 ] ………………… 492 

・原油価格・物価高騰に係る医療・福祉事業者支援事業 [健康福祉局 ] ………………… 494 

・省エネ・ＣＯ２削減対策支援事業 [商工労働局 ] ………………… 496 

・トラック事業者への省エネ・ＣＯ２削減緊急対策支援事業 [商工労働局 ] ………………… 498 

・貸切バス・観光旅客船事業者への持続可能な観光推進支援事業 [商工労働局 ] ………………… 500 

・県産酒類を活用した観光復活支援事業 [商工労働局 ] ………………… 502 

・経営革新再チャレンジ応援補助事業 [商工労働局 ] ………………… 504 

・配合飼料価格高騰緊急対策事業 [農林水産局 ] ………………… 506 

・鳥獣害に強い集落等育成推進事業 [農林水産局 ] ………………… 507 

・農業制度資金利子補給等事業 [農林水産局 ] ………………… 509 

・肥料価格高騰緊急対策事業 [農林水産局 ] ………………… 511 

・漁業経営改善緊急支援事業 [農林水産局 ] ………………… 512 

・学校給食用牛乳価格調整緊急対策事業 [農林水産局 ] ………………… 513 

・電子申請システム電子納付機能拡張等事業 [ 総 務 局 ] ………………… 514 

・デジタル技術を活用した研究技術支援機能強化事業 [ 総 務 局 ] ………………… 516 

・県庁舎敷地有効活用事業 [ 総 務 局 ] ………………… 518 

・県有施設有効活用事業 [ 総 務 局 ] ………………… 519 

・県庁舎附帯施設耐震化事業 [ 総 務 局 ] ………………… 521 

・旧広島陸軍被服支廠安全対策等事業 [ 総 務 局 ] ………………… 522 

・地籍調査事業 [地域政策局 ] ………………… 524 

・広島県・ハワイ州友好提携 25周年記念事業 [地域政策局 ] ………………… 526 

・鞆地区振興推進費 [地域政策局・土木建築局]…… 528 

・消費者行政活性化事業 [環境県民局 ] ………………… 531 

・災害復旧事業 [環境県民局 ] ………………… 534 

・わたしらしい生き方応援拠点づくり事業 [環境県民局 ] ………………… 535 

・もみのき森林公園活性化事業 [環境県民局 ] ………………… 537 

・がん患者アピアランスケア推進事業 [健康福祉局 ] ………………… 539 

・地域福祉支援機能検討事業 [健康福祉局 ] ………………… 541 
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・「いのちを守る！」動物愛護推進事業 [健康福祉局 ] ………………… 542 

・福祉医療費公費負担事業 [健康福祉局 ] ………………… 544 

・頑張る中小事業者月次支援金 [商工労働局 ] ………………… 546 

・ＢＣＰ対策拡充支援事業 [商工労働局 ] ………………… 548 

・海外ビジネス展開支援事業 [商工労働局 ] ………………… 550 

・県産品海外販路拡大支援事業 [商工労働局 ] ………………… 552 

・新成長分野・新技術創出支援事業 [商工労働局 ] ………………… 554 

・創業環境整備促進事業 [商工労働局 ] ………………… 556 

・国際サイクリング大会開催費 [商工労働局 ] ………………… 558 

・栄養塩類対策調査費 [農林水産局 ] ………………… 559 

・高病原性鳥インフルエンザ緊急対策事業 [農林水産局 ] ………………… 561 

・県営林事業費特別会計 [農林水産局 ] ………………… 563 

・自転車活用推進事業 [土木建築局 ] ………………… 565 

・元兼Ⅱ地区取得事業 [土木建築局 ] ………………… 566 

・英語教育改善事業 [教育委員会 ] ………………… 567 

・交番・駐在所整備事業 [ 警 察 本 部 ] ………………… 569 

・広島南警察署整備事業 [ 警 察 本 部 ] ………………… 571 

・二期トンネル（海田・呉トンネル）整備事業 [上下水道部 ] ………………… 572 

・救急医療体制整備事業 [病院事業局 ] ………………… 573 

・看護職員等処遇改善事業 [病院事業局 ] ………………… 574 

 
※ 複数の項目に該当する事業は、主に該当する項目に表示している。 
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健康福祉局 

令和４年度主要事業の成果 
 

支出科目 款：衛生費 項：公衆衛生費 目：予防費 ほか 

担 当 課 新型コロナウイルス感染症対策担当 ほか 

事 業 名 新型コロナウイルス感染症対策事業（一部国庫）【一部新規】 
 

目的 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するとともに、様々な課題に迅速かつ適切に対処する。 

事業説明 
 
対象者 

県民全体 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内  容 
当初予算額 

※１ 

最終予算額 

※２ 

予算執行額 

[繰越額] 

感染拡大防止対策 
ＰＣＲ検査体制強化事業 

ほか 
11，602，428 28,354,762 17,471,246 

医療提供体制の確保 
感染症医療提供体制強化事業 

ほか 
34,549,377 77,582,226 61,730,911 

その他 

（安心・安全な県民生活） 

介護サービス継続支援事業 

ほか 
406,039 2,526,269 2,217,744 

合  計 46,557,844 108,463,257 81,419,901 

※端数処理の関係で積み上げた数値と合計額が異なる場合がある。 

※１ 令和３年度２月補正を含む。  

※２ 令和３年度２月補正、令和４年度６月補正、９月補正、12 月補正を含む。 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標：新型コロナウイルス感染症の検査体制及び療養体制の確保 ほか 

○ 事業実績：ＰＣＲセンターの運営やワクチン接種体制の整備などによる｢感染拡大防止対策｣、入

院病床の確保や宿泊療養施設の借上げなどによる｢医療提供体制の確保｣について、安定的に実施で

きる体制を整えることができた。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行することに伴う国の方針を踏まえ、各種対策等に

ついて必要な見直しを行う。医療提供体制については、「移行計画」に基づき段階的に変更を行う

が、県民の皆様が安心して日常生活を送れるよう、必要な保健・医療に着実につながる体制の確保

や 24 時間対応の相談体制を継続する。 

 

-189-



  

 

危機管理監 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：総務費 項：防災費 目：防災総務費 

担 当 課 危機管理課 

事 業 名 防災情報システム機能強化等事業（一部国庫）【新規】 
 
目的 

防災情報システム等を改修することにより、災害時における初動応急対応を強化するとともに、非

接触型自動心臓マッサージ器の導入により、新型コロナ対策を強化する。 

事業説明 
 
対象者 

県民等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初予算額 

※ 

最終予算額 

※ 

予算執行額 

[繰越額] 

防災情報シス

テム機能強化 

○ 消防庁が整備する「被害情報収

集・共有システム」と情報連携を

行うため、広島県防災情報システ

ムを改修 

 

※ 「被害情報収集・共有システ

ム」：消防庁が各都道府県から

メール等により入手している被

害情報を自動収集・自動集計す

るシステム 

9,805 9,805 

 

9,804 

[―] 

震度情報ネッ

トワークシステ

ム機能強化 

○ 伝送データを大容量化するた

め、ネットワークを光回線に切替 

 

※ 震度情報ネットワークシステ

ム：全市町に設置された震度計

で計測された震度情報を県で収

集し、気象庁及び消防庁に自動

送信するシステム 

2,000 

 

2,000 

 

1,991 

[―] 

防災ヘリコプタ

ー救助用自動

心臓マッサージ

器導入 

○ 救助活動に係る新型コロナ対策

強化のため、非接触型自動心臓マ

ッサージ器を導入 

3,179 

 

2,717 

 

2,717 

[―] 

合    計 
14,984 

 

14,522 

 

14,512 

[―] 

※令和３年度２月補正予算を含む。 

 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

  防災情報システム等の機能強化による情報収集・共有の迅速化 

  非接触型自動心臓マッサージ器の導入による新型コロナ対策の強化 
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○ 実績： 

  防災情報システム等の機能強化等を実施し、情報収集・共有の迅速化及び新型コロナ対策の強化

を図った。 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 当初の計画どおり、防災情報システム等の機能強化や、非接触型自動心臓マッサージ器の導入を

実施した。 

○ 引き続き、災害時における初動応急対応及び新型コロナ対策に取り組む必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 機能強化した防災情報システム等を活用して、引き続き、災害時における初動応急対応及び新型

コロナ対策に取り組む。 
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                                       環境県民局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：教育費 項：教育総務費 目：私学振興費 

担 当 課 学事課 

事 業 名 私学振興補助金（一部国庫）【一部新規】 
 
目的 

多様化する県民ニーズに対応できる教育機会を提供するため、私立学校の個性豊かな特色ある教育

の推進を支援することにより、私学教育の振興を図る。 

事業説明 
 
対象者 

学校法人等 

事業内容 

私立学校の経常的な運営費や耐震化工事に対する補助、授業料の軽減など、学校法人等に対し助成

を実施することにより、個性豊かな特色ある私学教育を支援する。         （単位：千円） 

区  分 内  容 
当初予算額 

※ 

最終予算額 

※ 

予算執行額 

[繰越額] 

１ 経常費補助金 
私立学校の経常的な運営費

に対する補助 

（債務

23,171） 

24,381,171 

（債務

23,171） 

24,039,761 

 

 

 

23,511,251 

[―] 

２ 私立高等学校等就学支援

総合対策事業 

私立高等学校等の生徒のい

る世帯に対する授業料や学

資負担が困難な者に対する

授業料・入学金の減免相当

額等を補助 

３ 私立小中学校就学支援総

合対策事業 

私立小中学校の生徒のいる

世帯で学資負担が困難な者

に対する授業料の減免相当

額を補助 

４ 通信制高等学校教科書給

与事業等補助金 

教科書等給与に対する補助 

５ 私学共済掛金補助金 
私学共済の長期掛金の

8/1,000 を補助 

６ 退職金掛金補助金 
私立学校退職金掛金の

20/1,000 を補助 

７ 私学振興資金利子補給事

業補助金 

私立学校の耐震改修等に係

る借入に対して利率 1％相

当を補助 

８ 連盟等補助金 
連盟主催の研修会等に対す

る補助 

９ 私立学校耐震化緊急促進

事業費補助金 

私立学校が実施する耐震化

事業に要する経費の一部を

補助 

10 私立学校教育施設・設備

高機能化補助金 

私立学校のデジタル教育関

連機器の導入・更新等に要

する経費の一部を補助 

11 私立学校におけるデジタ

ル技術活用推進事業補助

金 

広島県私立中学高等学校

協会が実施するデジタル教

育環境の向上に向けた取組
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に対する補助 

12 幼児教育の無償化 
幼児教育の無償化の実施に

要する経費の一部を負担 

13 高等教育の修学支援新制

度 

私立専門学校における授業

料等減免に要する経費の一

部を負担 

14 私立専修学校新型コロナ

ウイルス感染症対策補助

事業 

私立専修学校の新型コロナ

対策のための保健衛生用品

等の購入経費に対する補助 

15 私立専門学校「職業実践

専門課程」推進補助金 

私立専門学校が「職業実践

専門課程」として認定を受

け継続するために必要な経

費を補助 

16 授業目的公衆送信補償金

補助事業 

私立学校設置者に対して、

オンライン授業等で著作物

を利用するために要する経

費を補助 

17 私立幼稚園の教員確保支

援補助金 

私立幼稚園における教員確

保の取組に要する経費を補

助 

18 学校等における感染症対

策等支援事業 

私立学校の新型コロナ対策

のための保健衛生用品の購

入経費等に対する補助 

19 私立幼稚園の感染症対策

支援事業 

幼稚園の新型コロナ対策の

ための保健衛生用品の購入

経費等に対する補助 

20 私立幼稚園のデジタル環

境整備支援事業 

幼稚園のデジタル環境を整

備するために要する経費に

対する補助 

21 認定こども園施設整備費

補助 

認定こども園への移行を予

定する幼稚園が実施する耐

震化事業に要する経費の一

部を補助 

合    計 

 

（債務

23,171） 

24,381,171 

（債務

23,171） 

24,039,761 

 

 

 

23,511,251 

[―] 

※令和３年度２月補正予算を含む。 

 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

私立高等学校の募集定員

に対する入学者数の割合 

93.3％ 

（R2.4.1 時点） 

R4.4.1 以上 

（参考：98.0％） 

98.2％ 

（R5.4.1 時点） 
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 経常費補助金及び就学支援総合対策事業に加え、新型コロナの対策やオンライン授業等の著作物

利用に対する支援を実施するなど、私立学校の特色ある教育の推進を支援した。 

○ 私立高等学校の募集定員に対する入学者数の割合（98.2％）は、募集定員 8,269 名（前年比+24

名）に対し、入学者数 8,117 名（前年比＋34 名）と、0.2 ポイント改善した。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 少子化の進行による児童生徒数の減少や授業料等の負担軽減の動きなど、私立学校を取り巻く環

境が大きく変わる中においても、私立学校が個性豊かな特色ある教育が出来るよう、引き続き支援

する。 

○ ＩＣＴ環境の整備、処遇改善による教員の確保等の教育条件の維持向上等が図られるよう、情報

提供や支援を行うことで、私学教育の振興を図る。 
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教育委員会事務局 

令和４年度主要事業の成果 
 

支出科目 

款：教育費 

項：教育総務費、小学校費、中学校費、高等学校費、 

特別支援学校費、社会教育費、保健体育費 

目：教育指導費、教職員費、高等学校総務費、 

高等学校管理費、特別支援学校費、文化施設費、保健体育総務費 

担 当 課 
文化財課，学校経営戦略推進課，乳幼児教育支援センター，義務教育指導課，高校教

育指導課，豊かな心と身体育成課，特別支援教育課 

事 業 名 教育委員会新型コロナウイルス対策事業（一部国庫）【一部新規】 
 

目的 

新型コロナの拡大による様々な課題に迅速かつ適切に対処するため、国の「新型コロナウイルス感

染症対策」等を活用し、対応策を実施する。 

事業説明 
 
対象者 

県立学校の児童生徒及び教職員、県民（歴史民俗資料館，歴史博物館及び頼山陽史跡資料館利用者）

及び市町 等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 

当初 

予算額 

※ 

最終 

予算額 

※ 

予算 

執行額 

[繰越額] 

学習保障に必

要な人的体制

強化事業 

○ 新型コロナ対策のために、教員に

加えて学校教育活動を支援する学

習指導員を配置 

○ 新型コロナ対策をとることで増加

する教員の業務をサポートするスク

ール・サポート・スタッフを配置 

185, 060 184, 065 

 

163, 800 

[―] 

通学対策費 

○ ３密を避けるため、特別支援学校

のスクールバスの乗車率の高い路線

について運行本数の増便を実施 

○ 重症化リスクの高い医療的ケア児

の罹患を防ぐための通学用タクシー

運行を実施 

619, 329 604, 226 

 

583, 059 

[―] 

外国人留学

生等受入支 

援事業 

【新規】 

○ 県立学校に入学又は留学する生

徒の入国後の待機期間に係る宿泊

費等を支援 

6, 993� ― 

 

― 

[―] 

外国青年語

学指導者招 

致事業 

○ 外国語指導助手（ＡＬＴ）の招致

に必要となる入国後の待機期間に係

る宿泊費等を支援 

3, 582� 1, 075 
382 

[―] 

臨時医等謝

金 

○ 密集を避けるため、県立学校にお

いて生徒の健康診断日数が増加し

たことに伴い臨時医を増員配置� 

411 411 

 

410 

[―] 

感染症対策

等の学校教育

活動継続支

援事業 

○ 感染症の影響長期化に備えた保

健衛生用品を整備 

【国の補助対象上限額】 

学校規模等に応じて1校当たり90

240, 750 240, 750 

 

190, 685 

[―] 
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万円から 360 万円 

【対象校】 

中学 3 校、高校 82 校、特別支援

学校 17 校� 

県立文化施

設活動継

続・発展事業

【新規】 

○ 歴史民俗資料館において、新型コ

ロナ対策のため、空調設備を改修 
4, 939 4, 939 

 

4, 829 

[―] 

○ 歴史民俗資料館、歴史博物館及び

頼山陽史跡資料館において、ウィズ

コロナ下での利用促進につなげる取

組として、来館者にスマートフォン

などのアプリを通じて情報を提供で

きるよう無料 Wi-Fi 環境を整備 

12, 341 12, 341 

 

8, 462 

[―] 

教育支援体

制整備事業 

○ 感染症対策のために必要な保健

衛生用品の経費を支援 

【国の補助対象上限額】 

施設規模に応じて 1 園当たり 30

万円から 50 万円 

【対象園数】 

7 市町 42 園 

10, 450 10, 450 

 

6, 028 

[―] 

○ 「新たな日常」に対応したＩＣＴ

環境整備の経費を支援 

【国の補助対象上限額】 

1 園当たり 100 万円 

【対象園数】 

3 市町 11 園 

7, 860 7, 860 

 

― 

[―] 

合    計 1, 091, 715 1, 066, 117 

 

957, 656 

[―] 

※令和３年度２月補正予算を含む。 

※端数処理の関係で積み上げた数値と合計額が異なる場合がある。 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標：新型コロナの拡大防止及び幼児児童生徒の学びの保障等に必要な環境の確保 

○ 実績： 

・ 小・中学校の学習指導員を 99 名、高等学校に就職指導支援員 10 名を配置し、感染不安等によ

り登校不安となった児童生徒への支援、就職希望者の多い高等学校におけるきめ細かな就職指導・

支援を行うなど、学校教育活動を支援した。 

・ スクール・サポート・スタッフを 289 名配置（当初配置）し、校内の消毒作業や換気、保護者

配布するプリントの印刷を行うなど、教員の業務をサポートした。 

・ 通常運行分のスクールバス 14 校 68 コースに加え、スクールバスの増便を 12 校 48 コース、医

的ケア児通学用タクシーを３校７コース運行することで、幼児児童生徒の通学手段を確保すると

ともに、感染リスクの低減を図り、安全な通学体制を提供した。 

・ 県立学校の外国語指導助手（ＡＬＴ）の招致に必要となる入国後の待機期間に係る宿泊費等を

支援し、関係者の安全安心な入国を図った。 

・ 県立学校において、新型コロナの感染リスクを軽減させるため、臨時医を増員し、会場を分け
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て健康診断を実施した。 

・ 県立学校において、令和３年度の「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」から引き続き、

新型コロナの拡大防止及び児童生徒の学びの保障に必要な物的体制の確保をすることができた。 

・ 歴史民俗資料館の企画展示室の空調機（１台）の交換工事を行うとともに、歴史民俗資料館、

歴史博物館及び頼山陽史跡資料館において、無線ＬＡＮ（Wi-Fi）環境整備工事を行った。 

・ 市町立幼稚園における保健衛生用品の購入など、新型コロナ感染防止対策を徹底するために必

要となる経費として、全ての設置者（８市町）に対し補助金を交付した。 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 高等学校の就職指導支援員については、引き続き、産業界のニーズや社会変化に対応したきめ細

かな就職支援を行う必要がある。 

○ スクール・サポート・スタッフについては、引き続き、学校における働き方改革の観点から、感

染症対策に係る業務をはじめ、教員の事務的業務の負担軽減を図る必要がある。 

○ 新型コロナの感染症法上の分類移行に伴い、スクールバスの増便等の通学対策の取組や臨時医の

増員をいつまで継続すべきかが課題となる。 

○ 全県立学校で、児童生徒及び教職員の感染症対策に必要な物的体制を整備することはできたが、

新型コロナの感染状況に応じ、今後も継続して支援していく必要がある。 

○ 公立幼稚園を設置する市町に対し、新型コロナ感染防止対策を徹底するために必要な経費に対す

る支援を実施し、幼児教育の質の向上のための環境整備を推進した。今後も感染症対策を徹底しな

がら、幼児教育の質の向上を図るため、継続して支援していく必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 高等学校の就職支援については、各県立学校においてロードマップ等の個別の支援計画を活用し、

生徒との面談を丁寧に行うなど、組織的・計画的に指導に取り組む。 

○ スクール・サポート・スタッフについては、教員の事務的業務の負担軽減を図るため、引き続き

配置を拡充するが、国が通常事業の中で感染症対策に係る業務も対応できる運用としていることを

踏まえ、令和５年度からは通常事業での配置を行う。 

○ スクールバスの増便については、乗車する児童生徒の環境の変化による影響等を考慮し、令和５

年７月末まで継続して運行する。また、医療的ケア児通学用タクシーについては、罹患時の重症化

リスクが高いことから、県の「５類感染症移行後も、高齢者など重症化リスクの高い方を守ること

も念頭に、必要な感染症対策を講じながら、ウィズコロナの取組を更に進めていく」という方針を

踏まえて、令和５年度末まで取組を継続する。 

○ 新型コロナの感染症法上の分類移行までは、引き続き、新型コロナの感染リスクを軽減するため

に臨時医の増員を支援する。 

○ 引き続き、「感染症対策等の学校教育活動継続支援事業」を通じて、県立学校の感染防止対策等

の取組を支援する。 

○ Wi-Fi 環境を整備したことで、より利用しやすくなったタブレットやスマートフォンでの館内で

の調べ学習等をさらに満足度の高いものにするため、デジタルコンテンツの充実に取り組む。 
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○ 引き続き、新型コロナの影響下においても子供たちの学びの基盤を支えるために園・所等におけ

る感染症対策の取組を支援する。 
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警察本部 

令和４年度主要事業の成果 
 

支出科目 
款：警察費 項：警察管理費、警察活動費 

目：警察本部費、福利厚生費、運転免許費、一般警察活動費 

担 当 課 警察本部 

事 業 名 警察本部新型コロナウイルス感染症対応事業（国庫） 
 
目的 

新型コロナの拡大による様々な課題に迅速かつ適切に対応し、新型コロナ拡大防止を図る。 

事業説明 
 
対象者 

県民、広島県警察職員 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 当初予算額 最終予算額 
予算執行額 

[繰越額] 

新型コロナウイルス

感染症予防資機材の

整備等 

○県民や各種警察活動に

従事する警察職員の新型

コロナ予防のために必要

な消毒液、手袋、ガウン

等の資機材を整備 

○広島県運転免許センタ

ー等の講習室等の除菌清

掃委託 

37,707 34,383 

 

34,319 

［－］

合    計 37,707 34,383 

 

34,319 

［－］

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

新型コロナの拡大防止 

○ 実績： 

当初の計画どおり、消毒液等の感染症予防資機材等の整備を完了するとともに、広島県運転免許

センターの除菌清掃委託を行い、警察業務の円滑かつ効率的な運用を維持した。 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 目標どおり、新型コロナの拡大を防止し、警察業務の維持継続を行った。 

 

令和５年度の取組方向 

○ ５類移行を踏まえ、引き続き新型コロナの拡大を防止し、警察業務の維持継続を図る。 
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地域政策局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：総務費 項：総務管理費 目：国際交流費 

担 当 課 国際課 

事 業 名 留学生受入緊急支援事業（一部国庫）【新規】 
 
目的 

留学生の入国の円滑化を図るため、新型コロナ水際対策として国から要請されている、留学生の入

国後の待機期間に必要な費用を負担する大学・専門学校等を支援する。 

事業説明 
 
対象者 

新規に入国する留学生を受け入れる、広島県内に所在する大学・専門学校等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初予算額 

※ 

最終予算額 

※ 

予算執行額 

[繰越額] 

○新型コロナ水際対策のため、大学・専門学校等が負担

した経費の一部を支援する。   

 

〔補助対象事業者〕 

 新規入国の留学生を受け入れた県内大学、専門学校等 

〔補助対象経費〕 

留学生が入国後に待機する期間中の宿泊費及び待機期

間短縮のための検査費用 

〔補助率〕 

 １／２ 

〔補助上限額〕 

 宿泊費３千円／１日、検査費用１万円 

※１人あたりの上限額は４万５千円 

〔支援人数〕 

 令和３年度入学者：実績 227 人（想定  630 人） 

 令和４年度入学者：実績 458 人（想定 1,340 人） 

92,841 

 

40,592 

 

14,978 

[―] 

合    計 
92,841 

 

40,592 

 

14,978 

[―] 

※令和３年度２月補正予算を含む。 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 成果目標：留学生の円滑な受入を進め、将来の本県の産業・福祉等を支える人材の確保や、 

       大学におけるグローバル化の推進等を図る。 

○ 成果実績：13 大学・専門学校等の留学生 685 人の入国を支援することにより、留学生の円滑な受

入を進め、将来の本県の産業・福祉等を支える人材の確保や、大学におけるグローバ

ル化の推進等を図った。 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 国の「水際対策」が令和４年３月以降、対象国の減少や待機期間の短縮等、段階的に緩和され、
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10 月にはすべての入国者が待機不要になるなど大幅に緩和されたことから、本補助制度の対象者

数は、予算要求時の想定を大幅に下回った。  

 

令和５年度の取組方向 

○ 本県の活力向上を目指して、留学生の受入から定着までの総合的な支援策の充実を図るため、県

内の大学、経済団体、行政機関等で構成する「広島県留学生活躍支援センター」への参画及び支援

並びに大学のグローバル化を推進する取組を行う。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：労働費 項：雇用対策費 目：雇用対策事業費 

担 当 課 雇用労働政策課 

事 業 名 外国人材受入企業等緊急支援事業（一部国庫） 
 
目的 

新型コロナウイルス感染症の影響により、水際対策として国から要請されている入国後の待機に係

る費用負担など、外国人材の受入れに当たって生じる追加的費用を負担している中小企業等を支援す

る。 

事業説明 
 
対象者 

外国人材を雇用する県内中小企業等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

○新型コロナウイルス感染症の水際対策のため、県内 

中小企業等が負担した経費の一部を支援 

【補助対象経費】 

 雇用予定の外国人材が入国後に待機する期間中の 

宿泊費 

【補助率】 

 １/２ 

【補助上限額】 

 ４５千円/人 

【補助対象となる在留資格】 

 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、 

研究、技術・人文知識・国際業務、介護、技能、特 

定技能、技能実習、特定活動のうち一部（ＥＰＡ、建 

設就労者等) 

【対象人数】 

 ２，０００人 

97,558 

 

17,738 

 

12,271 

［―］ 

合    計 
97,558 

 

17,738 

 

12,271 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

外国人材の円滑な受入れを支援することにより、県内中小企業等の安定した事業継続を図る 

○ 実績： 

支援人数：425 人（交付決定件数：171 件） 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 令和３年度から実施されていた水際対策による入国制限（新規入国が原則停止）は、令和４年３
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月に緩和され新規入国が再開されたが、段階的に入国待機期間等も緩和されたことで、本補助金を

活用できる外国人材が想定より大幅に減少した。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 水際対策に係る入国待機期間等は令和４年度中に解除されたため、本事業は終了した。 
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土木建築局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：土木費 項：土木管理費 目：建設業指導監督費 

担 当 課 建設産業課 

事 業 名 新型コロナウイルス感染症対策建設労働者雇用促進事業（国庫） 
 
目的 

新型コロナ拡大の影響による離職者等の増加に対応するため、災害復旧等進捗を急ぐ事業が多く人

材不足が深刻な建設業を受け皿とした緊急的な雇用確保を図る。 

事業説明 
 
対象者 

建設業者、測量業者、建設コンサルタント業者 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

[繰越額] 

事

業

主

へ

の

助

成 

新型コロナ拡大の影響による離職者等を新たに

雇用する建設業者等に対する助成制度の期間を延

長する。 

 

項目 内容 

助成期間 ６ヶ月 

助成金額 
(新規雇用 1 人当たり) 

20 万円/月 

助成対象事業者 
 建設業者、測量業者、建設

コンサルタント業者 

雇用開始期間

【拡充】 

R2.2.25～R3.9.30 → 

R4.9.30 まで延長 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,025 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,132 

[－] 

合    計 
34,046 

 

21,025 

 

13,132 

[－] 

 

令和４年度の成果目標と実績 

〇 事業目標：県内建設業者等に新たに雇用される人数 20 人 

〇 実績： 

・ 令和４年度は、10 人に支給決定を行った。 

・ 本事業を利用し、採用された者は、公共工事の現場のほか、事務や営業などの職種において

も多数活躍している。 
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 新型コロナによる雇用環境への影響の継続を念頭に、雇用開始期間の要件を令和４年３月 31 日

から令和４年９月 30 日までに延長し、事業を実施した。 

○ しかしながら、令和４年度以降、緊急事態宣言や蔓延防止重点措置のような行動制限は実施され

ず、新型コロナの影響による離職者が減少したことから、本事業の申請件数は減少した。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 当該事業の申請件数は年々減少しており、建設業を受け皿とする緊急的な雇用確保の取組は一定

の役割を果たしたと考えられるため、本事業については令和４年度をもって終了した。 

○ 建設業の担い手確保については、引き続き、建設産業ビジョンに基づき、中長期的な視点で、建

設業の魅力発信や、労働環境の改善を促進する入札契約制度の見直し、建設技術者等雇用助成事業

を活用した技術者確保などの取組を着実に進めていく。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：中小企業振興費 

担 当 課 経営革新課 

事 業 名 商店街組織の運営支援事業（国庫）【新規】 
 
目的 

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化によって会費収入が減少し、運営費用の確保に苦慮して

いる県内の法人格を有する商店街組織に対して、防犯カメラ、街路灯、アーケード等の商店街施設の

維持・修繕・管理費用の一部を支援することで、商店街の活気を取り戻すための取組を後押しすると

ともに、地域住民が安全で安心に商店街を利用できる環境の維持につなげる。 

事業説明 
 
対象者 

県内の法人格を有する商店街組織（約６０団体（商店街振興組合、事業協同組合）） 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

[繰越額] 

商店街組織の

運営費 

（施設・設備の

維持管理費）の

支援事業 

○商店街組織の運営費（施設・設備

の維持管理費）支援 

・コロナ禍前（平成３０年度）の各

商店街組織の年間支出規模に応じ

た算出額（１０万円～７０万円）

を支援する。 

25,100 

 

10,400 

 

10,400 

[―] 

合    計 
25,100 

 

10,400 

 

10,400 

[―] 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

商店街の活気を取り戻す取組の後押しと来街者にとっての安全安心な環境の維持 

○ 実績： 

  ・申請受付件数：33 件 

・交付決定額計：10,400 千円（33 件） 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 当初、交付件数を 60 件と想定していたが、５団体が解散等の理由で補助対象外となったこと、

また、対象団体の中に新型コロナの影響で活動を縮小・休止等した団体があったこと等により、交

付件数が 33 件にとどまった。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 本事業は令和４年度で終了しているが、商店街組織の状況を注視しながら、適切な支援に努める。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：中小企業振興費 

担 当 課 経営革新課� 

事 業 名 小規模事業者の地域特産品等販路開拓支援事業（国庫）【新規】 
 
目的 

地域の特産品等を販売する県内の小規模事業者が出展している「ひろしま夢ぷらざ」を支援し、コ

ロナ禍で売上が減少した小規模事業者の事業継続を図ることにより、地域の活性化を図る。 

事業説明 
 
対象者 

広島県商工会連合会 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

[繰越額] 

○コロナ禍で売上が減少した小規模事業者を対象に、

専門家を活用し、消費者に訴求するための商品開発

や販売方法の見直しを支援 

・通行人調査・来店客分析による市場調査・分析 

・専門家派遣による店舗運営・人材育成の強化 

・専門家による新商品開発・改良の指導、助言 等 

 

○新しい生活様式に対応するため、ひろしま夢ぷらざ

のレイアウト変更や設備導入を行い、アフターコロ

ナを見据えた小規模事業者の販路開拓を支援 

・ＢtoＣの展示販売、ショールーム機能を持たせるた

めの商品陳列棚の購入・修繕 

・感染防止対策に配慮した店舗のレイアウト変更 

・キャッシュレス化に対応したＰＯＳレジ及びシステ

ムの導入 

 

○ひろしま夢ぷらざの販売力を強化するため、店舗改

装等を支援 

・店頭入口、店内改装 等 

42, 725 

 

42, 725 

 

38, 947 

[―] 

合    計 
42, 725 

� 

42, 725 

 

38, 947 

[―] 
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令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

ひろしま夢ぷらざの来店客数、購入客数及び売上高が、コロナ前を上回る水準になること 

○ 実績： 

  来店客数、購入客数は、コロナ前を上回り、売上高はコロナ前とほぼ同等の水準にまで回復した。 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ ひろしま夢ぷらざのリニューアルオープン後は、来店客数及び購入客数はコロナ前を上回り、売

上高についてもコロナ前とほぼ同等の水準にまで回復している。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 事業は順調に進捗しており、引き続き、専門家の活用を通じた小規模事業者の商品開発及び販路

開拓の支援等を進め、事業目標の達成に努める。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：中小企業振興費  

担 当 課 経営革新課 

事 業 名 アフターコロナ対応経営革新推進補助事業（国庫）【新規】 
 

目的 

アフターコロナを見据え、新事業展開などの経営革新に取り組む意欲的な事業者を支援することで、

経営基盤の強化を図り、地域経済の活性化を図る。 

事業説明 
 
対象者 

 新事業展開（デジタル化を含む）などを図るための設備投資や、人材育成、販路開拓に取り組む

県内事業者 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額※ 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

【補助対象者】 

新事業展開（デジタル化を含む）などを図るための

設備投資や、人材育成、販路開拓に取り組む県の経

営革新計画の承認を受けている事業者（30 社程度を

想定） 

 

【補助対象事業費】 

設備投資（機械装置等購入費、ソフトウェア購入・

構築に要する経費等） 

人材育成（講師謝金、専門家派遣費用等） 

販路開拓費（広告宣伝費、商談会出展費等） 

 

【補助率】 

補助対象事業費の 2/3 

 

【補助額】 

上限額：1,000 千円 

33,000 

 

33,000 

 

31,552 

［―］ 

合    計 
33,000 

 

33,000 

 

31,552 

［―］ 

※令和３年度２月補正予算 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

補助対象者（採択事業者：32 者）の経営革新計画期間満了後の付加価値額の増加 

○ 実績： 

  補助対象者の経営革新計画期間は３～５年間となっており、目標達成の判定時期前であるが、今

後、令和６年２月（補助事業完了（令和５年１月末）から１年経過後）時点での補助対象者の直近

の財務諸表（決算書又は試算表）により、目標に対する進捗状況を確認する予定である。 
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 令和６年２月（補助事業完了（令和５年１月末）から１年経過後）時点での補助対象者の直近の

財務諸表（決算書又は試算表）により、目標に対する進捗状況を確認する予定である。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 補助対象者の進捗把握のためのフォローアップ調査を令和５年度に実施し、必要に応じ、目標達

成に向けた助言を行う。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 

支出科目 
款：商工費 項：工鉱業費  目：中小企業振興費 

款：労働費 項：雇用対策費 目：雇用対策事業費 

担 当 課 経営革新課 

事 業 名 預託制度運用費（単県） 
 
目的 

県内産業を支える中小企業に対して、民間金融機関では提供が困難な長期・低利の資金を、預託融

資制度の運用を通じて資金供給することにより、中小企業の資金調達の円滑化を図る。 

事業説明 
 
対象者 

県内に事業所を有し、原則として引き続き１年以上同一事業（農林漁業、金融・保険業等を除く）

を営んでいる中小企業等 

事業内容 

県が金融機関に対して、融資原資の一部を無利子で預託することにより、金融機関の通常の貸出利

率より低利で中小企業等へ資金を供給する。 

１ 預託額                                      （単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

一般 

経営安定 

融資 

一般資金、流動資産担保

資金 

4,236,000 

 

4,302,000 

 

4,106,170 

［―］ 

小規模融資 小口資金、無担保資金 
3,277,000 

 

2,514,000 

 

2,504,230 

［―］ 

政策 

緊急対応 

融資 

セーフティネット資金

(国)、自然災害・倒産防

止等資金(県)、緊急経営

基盤強化資金、借換資

金、事業再生支援資金、

伴走支援型特別資金 

8,643,000 

 
8,606,000 

 

5,062,300 

［―］ 

産業支援 

融資 

創業支援資金、事業承継

支援資金、事業活動支援

資金、新成長分野支援資

金 

2,255,000 

 

1,219,000 

 

899,140 

［―］ 

労働支援 

融資 

雇用促進等支援資金、働

き方改革・女性活躍推進

資金 

178,000 

 

49,000 

 

17,650 

［―］ 

新 規 融 資     計 
18,589,000 

 

16,690,000 

 

12,589,490 

［―］ 

つ な ぎ 資 金   計 

（うち、新型コロナウイルス感染症対応資金） 

60,299,000 

（28,302,000） 

 

58,291,000 

（27,365,000） 

 

58,289,200 

（27,364,430） 

［―］ 

合    計 
78,888,000 

 

74,981,000 

 

70,878,690 

［―］ 
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２ 預託運用事務費                              

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

制度説明会開催、制度パンフレット作成 等 
4,888 

 

4,888 

 

3,734 

［―］ 

合    計 
4,888 

 

4,888 

 

3,734 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

産業支援融資を利用する企業数 283 社 370 社 403 社 

労働支援融資を利用する企業数   0 社  10 社   ４社 

○ 県費預託融資制度新規融資実績（全体）： 

制度名 

令和３年度 令和４年度 対前年度比 

件数(件) 金額（千円） 件数(件) 金額（千円） 
件数

(％) 

金額

（％） 

経 営 安 定 融 資 1,608 15,054,615 2,128 19,710,804 132.3 130.9 

小 規 模 融 資 936 4,257,927 1,256 6,106,600 134.2 143.4 

緊 急 対 応 融 資 3,900 68,650,810 1,408 30,790,103 36.1 44.9 

 
うち 

コロナ対応資金 
2,976 57,804,210 0 0 皆減 皆減 

 
うち 

伴走支援資金 
0 0 764 21,601,238 皆増 皆増 

産 業 支 援 融 資 283 1,094,757 403 1,722,670 142.4 157.4 

労 働 支 援 融 資 0 0 4 36,000 皆増 皆増 

合  計 
（コロナ対応資金

除く） 

6,727 

（3,751） 

89,058,109 

（31,253,899） 

5,199 

(5,199) 

58,366,177 

(58,366,177) 

77.3 

(138.6) 

65.5 

(186.7) 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 令和４年度の県費預託融資制度の利用実績は、件数、金額ともに対前年に比べ大幅な減となって

いるが、新型コロナの支援策として令和２年５月１日から令和３年５月 31 日の間に貸付を行った

「新型コロナウイルス感染症対応資金」（売上減少等の要件に応じ、当初３年間を実質無利子とす

るほか、信用保証料を不要とする制度）を令和３年５月末で終了したことが主な要因である。 

○ 令和５年１月 19 日からは、「新型コロナウイルス感染症対応資金」からの借換にも対応し、国

や県からの定率補助により信用保証料が低減されている「伴走支援型特別資金」の運用を開始して

おり、約２か月半で 216 億円余の新規融資が行われている。 

○ 指標としている「産業支援融資を利用する企業数」では、目標を達成し、「労働支援融資を利用

する企業数」では未達成となっている。 

未達成の要因としては、緊急対応融資として、貸付条件が有利な「新型コロナウイルス感染症対

-212-



      

 

応資金等」が措置されていたことから、新規雇用等の要件のある労働支援融資の需要が抑えられた

ことによるものと考えられる。 

○ 引き続き、原油・物価高騰、債務負担軽減、新たな資金需要等を見据えた中長期的な取組など、

金融機関や信用保証協会等の支援機関を通じて中小企業等のニーズを把握し、必要な支援を検討す

る必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 原油価格・物価高騰等、急激な情勢の変化に対応するため、金融機関や信用保証協会等の支援機

関を通じて中小企業の資金ニーズを把握するとともに、国や市町、関係機関とも連携し、機動的に

中小企業への支援策を講じる。 

○ 「新型コロナウイルス感染症対応資金」については、条件変更等に伴う追加保証料の補助など、

中小企業の返済負担軽減のための支援策について、中国地方知事会等の機会を通じて国に施策提

案・要望を行う。 
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健康福祉局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：民生費 項：社会福祉費 目：社会福祉総務費 

担 当 課 地域共生社会推進課 

事 業 名 生活福祉資金貸付制度補助金（国庫） 
 
目的 

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などで収入が減少した世帯を対象として、生

活資金の貸付等を行う。 

事業説明 
 
対象者 

生活困窮世帯等 

事業内容 

特例貸付の申請期限が令和４年８月末まで延長（後に９月末まで延長）されたこと及び償還開始後

のフォローアップ支援等を行うため、（社福）広島県社会福祉協議会に対して貸付原資等を補助する。 

（単位：千円） 

内    容 
当初予算額 

 

最終予算額 

※ 

予算執行額 

［繰越額］ 

○ 期間延長に伴う貸付原資及びフォローアップ支援等

に要する事務費の助成 

【緊急小口資金】 

対 象 者：休業等により収入の減少があり、緊急かつ

一時的な生計維持のための貸付を必要とす

る世帯 

上  限：20 万円以内または 10 万円以内 

貸付利子：無利子 

【総合支援資金（生活支援費）】 

対 象 者：収入の減少や失業等により生活に困窮し、

日常生活の維持が困難となっている世帯 

上  限：月 20 万円以内または月 15 万円以内 

貸付期間：原則３か月以内 

貸付利子：無利子 

－ 

 

2,958,381 

 

2,958,381 

［－］ 

合    計 
－ 

 

2,958,381 

 

2,958,381 

［－］ 

※令和４年度６月補正、２月補正予算を含む。 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標：生活資金の貸付と必要な相談支援の継続的な実施 

○ 貸付決定状況（令和２年３月～令和４年９月）              

 緊急小口資金 
総合支援資金 

（生活支援費）※ 
計 

決定件数 21,693 件 17,278 件 38,971 件 

貸付決定額 3,831,960 千円 7,614,723 千円 11,446,683 千円 

 ※「初回」、「延長」及び「再貸付」の合計。 
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令和５年度の取組方向 

○ 生活福祉資金貸付制度（新型コロナ対応）は、全国一律の支援制度として進められ、令和４年９

月末日をもって新規申請受付を終了した。 

○ 令和５年１月から、償還・免除等の手続が順次開始されているが、免除者や償還が困難な方など

特に支援が必要となる借受人に対して、きめ細かなフォローアップ支援を合わせて進めていく必要

がある。償還が複数年に渡る借受人も多く、随時、進捗状況等を確認・共有しながら、実施主体（広

島県社会福祉協議会）や関係機関とも連携して、コロナ禍によって困窮した世帯の生活再建に向け

た支援に取り組む。 
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健康福祉局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：民生費  項：社会福祉費  目：社会福祉総務費   

担 当 課 地域共生社会推進課 

事 業 名 地域共生社会推進事業（一部国庫）【一部新規】 
 
目的 

地域の生活課題を住民から専門職、関係機関に切れ目なくつなぎ、必要な支援が受けられる「重層

的なセーフティネット」の構築により、早期発見から解決までを着実に導き、県民誰もが住み慣れた

地域でつながり、生きがいや役割を持ち、助け合いながら生き生きと暮らしていくことができる「地

域共生社会」の実現を図る。 

事業説明 
 
対象者 

県民、市町 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初予算額 

 

最終予算額 

 

予算執行額 

［繰越額］ 

○インフォーマルな支え合いによる新たなコミュニ 

 ティづくり 

・地域住民や民生委員、企業・ボランティアなどの多

様な主体が地域の課題を共有して、その解決を図る

取組をモデル的に実施 

【実施地域数】５地域 

【負担割合】県 10/10 

2,000 

 

2,000 

 

1,650 

［－］ 

○地域の支え合いコーディネート機能の強化 

・住民主体の地域活動への支援やアウトリーチによる

生活課題の掘り起こし、支援機関のネットワーク化

等を推進する担い手の育成研修を実施 

【負担割合】国 3/4、県 1/4 

722 

 

722 

 

722 

［－］ 

○アウトリーチ等を通じた相談支援 

・平成 30 年 7 月豪雨災害を受けて設置した「地域支

え合いセンター」の被災者支援のノウハウを活用し

て、被災者に限らず対象範囲を広げて生活相談支援

等に取り組む市町を支援 

【実施市町数】２市町 

【負担割合】県 10/10 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 

［－］ 

○市町の取組支援 

・専門支援員を配置して、モデル活動への支援や成果

等の検証、研修の企画・運営、市町の包括的な支援

体制構築に向けた支援を実施 

【負担割合】国 3/4、県 1/4 又は県 10/10 

24,455 

 

24,455 

 

23,944 

［－］ 

○実態調査及び検討会議の開催【新規】 

・地域活動等に係る実態調査及び今後の施策展開の方

向性等に係る検討会議を開催 

【負担割合】国 1/2、県 1/2 

12,677 

 

11,746 

 

10,297 

［－］ 

合    計 
45,854 

 

44,923 

 

42,613 

［－］ 

領域 地域共生社会

取組
の
方向

①
住民と多様な主体の連携・協働による
課題の解決
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令和４年度の成果目標と実績 

〇ワーク目標： 

指標名 基準値 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

包括的な相談支援体制の構築に

着手した市町数 

８市町 

（令和２年度） 
15 市町 19 市町 

高齢者、障害者、子供・子育て

分野の専門職間のネットワーク

の構築に着手した圏域数 

79 圏域 

（平成 30 年度） 

85 圏域 

（令和３年度） 

84 圏域 

（令和３年度） 

○事業目標： 

指標名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

地域支え合いコーディネーター

養成数（研修受講者数） 
35 名 30 名以上 79 名 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 住民と多様な主体が協働してその解決を試みるモデル事業の実施や、地域で支え合うコミュニテ

ィづくりの担い手育成、被災者支援で得られたノウハウを活用した生活相談支援の取組など、複合

的な生活課題等に対して必要な支援が届けられる市町の仕組み・体制づくりへの支援に取り組んだ

結果、「包括的な相談支援体制の構築に着手した市町数」が 19 市町となり目標を達成した。 

○ 地域包括ケアシステムの質の向上を図るため、県独自の評価指標を用いた日常生活圏域ごとの評

価結果を基に、関係団体とも連携して課題の改善や好事例の横展開を図る取組を展開した結果、「専

門職間のネットワーク構築に着手した圏域数」は 84 圏域となり、概ね目標を達成した。 

○ 県社会福祉協議会と連携した地域活動や支援機関のネットワーク化の担い手育成研修については、

受講者 79 名を迎えて開催し、受講者数の目標を達成した。また、研修後のフォローアップにも取

り組むことで、その効果等の向上を図った。 

○ 令和６年度を始期とする「第２期地域福祉支援計画」の策定に向け、市町ヒアリングや実態調査

の結果を基に、庁内外の関係者間で今後取り組むべき課題等について整理した。 

○ 県内市町では、国制度（重層的支援体制整備事業）も活用した包括的な支援体制の構築に向けた

取組が順次始まっており、こうした取組が本県の掲げる「重層的なセーフティネット」の構築へと

つながっていくよう市町の取組を支援していく必要がある。 

  

令和５年度の取組方向 

○ 専門職間・相談支援機関間の連携や地域内のつながりづくりを一層促進するため、研修開催につ

いては、受講機会の向上が図られるよう県内２か所で開催する等の改善を行って更なる受講増を目

指すとともに、市町への訪問協議・情報共有等を進め、包括的な支援体制の構築を図る市町への伴

走支援に取り組む。 

○ 125 圏域の評価により市町が構築状況を確認・検証の結果、個別事業の評価だけでは，地域全体

のアセスメントに基づいた地域課題が見えづらい等の課題を把握したため、今後、地域の特性や強

みを生かし主体的に取り組んでいけるよう、事業の枠組みを超えた総合的な市町支援の方策を検討
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し実践することで支援効果を高めていく。 

○ これまでの取組の振り返りや令和４年度に実施した実態調査の結果等を踏まえて、今後の施策推

進の方向性を「第２期広島県地域福祉支援計画」としてまとめ、新たな施策展開へつなげていく。 
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健康福祉局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：民生費 項：児童福祉費 目：児童福祉総務費 

担 当 課 子供未来応援課 

事 業 名 ひろしま版ネウボラ構築事業（一部国庫） 
 
目的 

子育てに関する不安や負担を軽減し、子供を希望する人が安心して妊娠・出産・子育てできる環境

整備に向けて、子供と家庭に関する切れ目のない相談・支援体制である「ひろしま版ネウボラ」の仕

組みを構築する。 

事業説明 
 
対象者 

県内の妊娠・出産・子育て中の家庭、子供等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 負担割合 当初予算額 最終予算額 
予算執行額 

[繰越額] 

【ひろしま版ネウボラ構築事業】 

○ひろしま版ネウボラの実施市町の拡大 

【拡充】 

 ひろしま版ネウボラ実施市町（17 市町）に

おいて、基本型に基づく取組を支援（R3：13

市町→R4：17 市町） 

○基本型の評価検証 

○ひろしま版ネウボラの認知促進 

県 10/10 98,980 94,980 
77,884 

[－] 

【ひろしま版ネウボラ市町支援事業】 

○ひろしま版ネウボラ人材育成研修 

 ネウボラ業務の質の向上を図るため、母子

保健や子育て支援業務に従事しているネウボ

ラ相談員向けの研修等を実施 

国 1/2 

県 1/2 

又は 

県 10/10 

5,750 4,750 
2,532 

[－] 

合    計 
104,730 99,730 80,416 

[－] 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

ひろしま版ネウボラの基本型を

実施している市町数 
６市町 16 市町 17 市町 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ ネウボラ未実施市町に対し、実施市町の取組や評価検証結果などを共有するとともに、基本型実

施に当たっての課題解決に向けて、伴走支援を行った結果、目標の達成につながった。 

○ 実施市町において、子育てに困った際の相談先を知らない子育て家庭が一定数おり、認知度を高

めるだけでなく、自発的に来所してもらうための取組が必要である。 

領域 子供・子育て

取組
の
方向

①
妊娠期からの切れ目ない見守り・支援
の充実
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令和５年度の取組方向 

○ 課題を踏まえて、これまでの実施市町の拡大や人材育成研修などに加えて、相談員への理念の浸

透や県民からの共感の獲得を目的として、インナーブランディングによるコア・メッセージやクレ

ドの作成、動画やリーフレット作成によるアウターブランディング、ＳＮＳやメディアを通じたＰ

Ｒ行う。 
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健康福祉局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：民生費 項：児童福祉費 目：児童福祉総務費 

担 当 課 子供未来応援課 

事 業 名 子供の予防的支援構築事業（単県） 
 
目的 

子供の育ちにつながるリスクを早期に把握し、関係者で情報共有して予防的支援を行うことにより、

問題が未然に防止され、子供が心身ともに健やかに育つことを目的とする。 

事業説明 
 
対象者 

子供と子育て家庭等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 負担割合 当初予算額 最終予算額 
予算執行額 

[繰越額] 

○ＡＩを活用した子供の予防的支援の仕組み

づくり 

・モデル市町において、福祉や教育などの

子供の育ちに関係する様々な情報を集約

し、ＡＩによる予測を元に子供や子育て家

庭が抱える児童虐待や不登校などの様々

なリスクを早期に把握し、関係者間（こど

も家庭総合支援拠点・ネウボラ・学校等）

で情報を共有して最適な予防的支援を継

続的に行う仕組みを構築 

・モデル市町…府中町、府中市、海田町、

三次市 

 

○Ｒ４年度の取組内容 

・引き続きＡＩ予測から支援までの実証試

験を実施（府中町、府中市） 

・ＡＩシステムの開発を実施（海田町） 

・データの試験的分析を実施（三次市） 

県 10/10 

又は 

県 1/2 

市町 1/2 

又は 

県 1/3 

市町 2/3 

179,079 

 

82,381 

 

78,365 

[－] 

合    計 
179,079 82,381 78,365 

[－] 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

子供たちに関する様々なリスク

を把握し予防的支援を行ってい

る市町数 
１市町 ３市町 ２市町 

 

 

 

領域 子供・子育て

取組
の
方向

①
妊娠期からの切れ目ない見守り・支援
の充実
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 府中町ではデジタル庁の実証事業も活用しながら、学校データを含むデータにより試験的な運用

を開始し、潜在的に支援が必要な児童を発見することができた。また、府中市でも福祉データのみ

で試験的な運用が始まった。一方、海田町では、年度末までにシステム開発までは完了し、予定よ

り遅れたが、令和５年度当初には試験的な運用を開始した。 

○ ＡＩモデルの精度向上には１市町だけでは児童虐待や支援が必要な児童に関するデータが少ない

ため、データを増やす取組が必要である。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 子供の予防的支援構築事業については、府中町、府中市、海田町においてシステムを活用した予

防的支援及び効果検証を実施するとともに、三次市においてシステム開発を実施する。また、正解

データを増やし、ＡＩの精度向上を図るため、こども家庭庁と連携し、４市町のデータを統合・分

析し、ＡＩモデルを生成する。 
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健康福祉局 

令和４年度主要事業の成果 
 

支出科目 
款：民生費  項：社会福祉費  目：老人福祉費 他 

款：衛生費  項：医薬費  目：医務費 他 

担 当 課 

医療介護政策課、医療機能強化推進課、 

健康づくり推進課、薬務課、地域共生社会推進課、 

医療介護基盤課 

事 業 名 
地域医療介護総合確保事業 

（一部国庫）【一部新規】 

 
目的 

地域における限りある医療・介護資源を効果的に活用して、急性期医療から在宅医療・介護まで一

連のサービスが適切に提供されるよう、持続可能な医療提供体制と地域包括ケア体制の構築を図る。 

事業説明 
 
対象者 

県内の市町、医療関係団体、介護関係団体等 

事業内容 

「地域医療介護総合確保基金」を積み立てるとともに、これを活用し、病床の機能分化・連携、在

宅医療の推進、医療従事者の確保など医療・介護サービスの提供体制の充実に向けた事業を実施する。 

【地域医療介護総合確保基金充当】 

（単位：千円） 

区 分 内    容 当初予算額 最終予算額 
予算執行額

［繰越額］ 

地域医療介護

総合確保基金

積立 

医療・介護サービスの提供体制を充実

させるため、「地域医療介護総合確保

基金」へ積立（国 2/3、県 1/3） 

3,001,745 

 

2,578,304 

 

2,578,290 

[－] 

合    計 
3,001,745 

 

2,578,304 

 

2,578,290 

[－] 

 

区 分 内    容 当初予算額 
最終予算額 

※ 

予算執行額

［繰越額］ 

医療資源の効

果的な活用 

○病床機能転換等に係る経費の補助

【一部新規】 

○各構想区域における医療機能の分

化・連携等に係る検討支援 

1,945,264 

 

723,454 

 

550,468 

 [65,253] 

○医療機関の連携を促進する地域医

療連携情報ネットワークの整備を推

進【一部新規】 

83,335 

 

77,835 

 

57,991 

[10,214] 

領域

①
高度医療機能と地域の医療体制の確
保

② 地域包括ケアシステムの質の向上

③ 福祉・介護人材の確保・定着・育成

④ 介護サービス基盤の安定化

領域

取組
の
方向

①
住民と多様な主体の連携・協働による
課題の解決

地域共生社会

医療・介護

取組
の
方向
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在宅医療連携

体制の確保 

 

○糖尿病の専門医が少ない地域の患者

に生活習慣を指導する遠隔医療のモ

デル実施 

○地域包括ケアシステムの質の向上に

向けた人材育成・アドバイザー派遣

等、重点的な市町支援 

○高齢者の健康づくり「通いの場」推

進事業 

○心不全患者の在宅でのリハビリを支

援する施設と回復期を担う医療機関

との効果的な連携体制の構築 

○在宅医療の質向上を図るため薬局・

薬剤師と地域多職種との連携を推進 

○要介護高齢者に対する在宅リハビリ

の支援 等 

162,840 

 

161,632 

 

134,760 

[－] 

介護サービス

基盤の整備 

○小規模介護施設の整備支援（31 施

設） 

○介護施設等の開設準備経費支援

（208 施設） 等 

3,164,917 

 

2,249,055 

 

1,452,561 

［660,720］ 

介護サービス

の質向上と適

正化 

○介護支援専門員研修向上委員会に

おいて、研修内容及び受講効果等の

評価・分析を行い、各種研修事業の

充実を推進 

22,207 

 

22,207 

 

21,258 

[－] 

認知症サポー

ト体制の充実 

○認知症高齢者等が安心して在宅で

生活するための成年後見制度等の普

及・推進 

○医療・介護関係者の認知症高齢者へ

の対応能力の向上のための研修を実

施 等 

45,494 
42,095 

 

36,759 

[－] 

医療従事者の

確保 

○広島大学ふるさと枠・岡山大学地域

枠等の医学生への奨学金貸付 

○勤務医の働き方改革の推進 

○看護職員を確保するため、無料職業

紹介等を実施するナースセンターを

運営 等 

(債務 288,000) 

1,695,526 

 

(債務 288,000) 

1,585,418 

 

(債務 288,000) 

1,474,600 

[30,063] 

介護人材の確

保・育成・定

着 

○魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろ

しまの認証推進 

○介護事業所へのＩＣＴ・介護ロボッ

トの導入支援 

○介護職の魅力を伝えるセミナーイベ

ントや小・中・高校生向けの出前講

座の実施【一部新規】 

○介護職員向けの防災研修の実施 等 

156,198 

 

124,992 

 

114,776 

[－] 

合    計 

(債務 288,000) 

7,275,781 

 

(債務 288,000) 

4,986,688 

 

(債務 288,000) 

3,843,173 

 [766,250] 

※ 令和４年度６月、９月、12 月、２月補正予算を含む。 
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令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標 

ワーク KPI 現状 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

16 がんなどの疾病の

早期発見・早期治療の

推進 

糖尿病性腎症による新規

透析導入患者の減少率 

0.3%増加

（H30） 
7.9%減少 

7.9％減少（R3） 
※R4 実績値：R6.3 頃判明

予定 

18 「運動・食・集い」

を軸とした介護予防の

推進 

要支援 1・2、要介護 1 の

認定を受けた高齢者の割

合 

9.8%（R1） 全国平均以下 

10.1% 

（全国平均

9.5%） 

「通いの場」の設置数 
1,657 か所

（R1） 
3,450 か所 2,057 か所 

「通いの場」の参加者数 
36,122 人

（R1） 
69,000 人 41,500 人 

高齢者人口に占める「通

いの場」の参加者の割合 
4.4%（R1） 8.3% 5.0% 

19 高度医療機能と地

域の医療体制の確保 

地域の拠点病院を中心と

した人材交流・育成に係

るネットワークの構築数 

２地域（R2） ３地域 ２地域 

地域医療支援病院の紹

介率 
75.8%（H30） 77.0% 【R6.3 判明】 

地域医療支援病院の逆

紹介率 
105%（H30） 107% 【R6.3 判明】 

人口 10 万人対医療施設

従事医師数（全域過疎市

町） 

195.1 人

（H30） 
206.1 人以上 【R5.12 判明】 

オンライン診療料届出医

療機関の割合 
4.5%（R1） 13% － 

オンライン服薬指導を行

う薬局の割合 
- 7.8% － 

20 地域包括ケアシス

テムの質の向上 

要介護３以上の方の在宅

サービス（ショートステ

イ 15 日以上利用を除

く。）利用率 

34.4%（H30） 37% 【R5.10 判明】 

認知症サポーター養成数 
277 千人

（R1） 
307 千人 325 千人 

21 福祉・介護人材の

確保・定着・育成 

「魅力ある福祉・介護の

職場宣言ひろしま」登録

認証数（累計） 

210 法人

（R2） 
546 法人 343 法人 

介護職員の離職者のうち

3 年未満の職員の割合 
59%（R2） 59% 57.1％ 

22 介護サービス基盤

の安定化 

介護サービス基盤安定化

に向け、地域包括ケアに

かかる関係者間で検討を

開始した市町数(累計) 

0 市町（R2） 11 市町 15 市町 
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１ 医療資源の効果的な活用  ≪成果目標：ワーク 19≫ 

○ 医療機能の分化・連携の促進 

・ 回復期病床への転換や複数医療機関間の連携による病床再編への補助等によって医療機能の

分化・連携を促進した。 

・ 高度医療を提供する機能や、医療人材を育成・循環する機能をもつ、高度医療・人材育成拠

点の整備に向けて、必要な医療機能等を示した「拠点ビジョン」の実現に向けて、高度医療・

人材育成拠点ビジョン推進会議や新病院に期待される医療機能について 11 の分科会などを設

置し、各病院の役割分担・連携の仕組みについて協議の上、高度医療・人材育成拠点基本構想

を策定した。 

・ 県地対協から県に対して提言があった高度医療・人材育成拠点ビジョンを踏まえ、県として

新病院に必要な医療機能や、広島都市圏における医療機能の分化・連携・再編の方向性等につ

いて検討を行い、令和４年 11 月 14 日に開催した拠点ビジョン推進会議において、高度医療・

人材育成拠点基本構想を取りまとめた。 

 

 ○ ＩＣＴの活用 

  ・ 地域におけるＩＣＴを活用した医療機関間での医療情報の連携を推進するため、地域医療情

報連携ネットワークの機能強化を推進 

  ・ 市町を含めた多職種間での書類共有ツールを運用 

・ 「ひろしまメディカルＤＸ構想」の重点取組として、広島版ＰＨＲの運用や、救急・災害等

の備えとなる、患者の基本情報の登録に係る普及促進を実施 

 

 

２ 在宅医療連携体制の確保  ≪成果目標：ワーク 16、20≫ 

○ 糖尿病医療連携の推進 

  ・ 糖尿病の専門医が少ない地域での糖尿病診療を補完する地域医療体制の確立に向けて、広島

大学による、ＩｏＴなどのデジタルを活用した医療情報ネットワークの構築やネットワークの

中心となるひろしまＤＭステーションの取組を支援 

① ＩｏＴやＩＣＴを活用した患者データを集積する医療情報ネットワークシステムを構築 

② 広島大学内にネットワークの中心となる「ひろしまＤＭステーション」を設置 

③ ②から糖尿病専門医や医療スタッフを地域に派遣（デリバリー医療） 

④ ②の医療スタッフが患者個別の生活習慣改善プログラムを作成し、①のシステムを用いて 

かかりつけ医療機関へフィードバック（遠隔医療） 

 

○ 在宅医療提供体制の構築（地域包括ケアシステム体制） 

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和５年度） 

実績値 

（令和３年度） 

在宅医療提供体制を構築す

るため、医療介護関係者が連

携している圏域数 

111 圏域 119 圏域 118 圏域 

・ 新たに在宅医療に取り組む医師をはじめ、歯科医師、薬剤師、訪問看護師及びケアマネジ
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ャー等に対し、在宅医療多職種ノウハウ連携研修事業を実施 

  ・ 県内の全ての日常生活圏域(125 圏域)において、目標どおり地域包括ケア体制を構築（平成

29 年度） 

    ・ 地域リハビリテーション広域支援センターや市町などの支援機関と一体となり、住民運営の

「通いの場」で運動機能や筋力の維持・向上のための体操に加え、認知症や低栄養の予防、

口腔ケアなどを実施し、社会参加を含むフレイル（虚弱）対策を通じた介護予防を推進 

 

 ○ 心不全患者の支援体制の構築 

  ・ 心不全患者の在宅療養を支援するため、地域の診療所、薬局及び訪問看護ステーション等を

在宅支援施設として認定（平成 29 年度～令和４年度実績：388 施設）  

・ 心不全患者の在宅でのリハビリを支援する在宅支援施設と回復期病院の効果的な連携体制の

構築に向けて回復期を担う医療機関を連携病院として認定（令和３年度～令和４年度実績：28

施設） 

 

○ 在宅医療（医科・歯科・薬剤等）の充実 

指 標 名 
基準値 

（平成 28 年度） 

目標値 

（令和５年度） 

実績値 

（令和４年度） 

在宅療養支援歯科診療所数 248 機関 346 機関 241 機関 

  ・ 在宅歯科診療を実施する歯科医療機関に必要な設備整備に係る経費を補助し、在宅における

歯科診療機能を強化 

・ 認知症高齢者を含む要介護者等への特別な配慮に対応できる歯科医師・歯科衛生士を養成す

るとともに、中山間地域等に就業を希望する歯科衛生士へ奨学金を貸与 

  ・ 在宅医療の実施に必要な知識・技能を習得した薬剤師を養成するとともに、多職種との連携

を推進するため、居宅介護支援事業者との合同研修を実施 

 

 ○ 要介護高齢者に対する在宅リハビリの支援 

・ 専門職の指導・管理のもと、在宅で家族がリハビリや栄養改善を支援できる体制を構築する

ため、在宅でリハビリ支援を行う家族向けマニュアル（アプリ）を作成し、専門職の指導・管

理のもと、家族が実際にマニュアル等を使用した際の効果や課題等の検証を実施 

 

３ 介護サービス基盤の整備 ≪成果目標：ワーク 22≫ 

指 標 名 
基準値 

（平成 29 年度） 

目標値 

（令和３年度） 

実績値 

（令和４年度） 

介護サービス整備量 
 

介護サービス 
利用者数 

に応じた基盤整備 
 

（全て延べ人数） 

 

地域密着 

 

 

19,848 人 

 

 

地域密着 

 

 

22,058 人 

 

 

地域密着 

 

 

21,289 人 

 

 ○ 市町の第８期介護保険事業計画に位置付けられた介護施設等の整備を支援 

・ 小規模介護施設の整備支援（８市町・19 施設） 

・ 介護施設等の施設開設準備経費等支援（13 市町・103 施設）等 
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４ 介護サービスの質向上と適正化 ≪成果目標：ワーク 20≫ 

指 標 名 
基準値 

（平成 29 年度） 

目標値 

（令和５年度） 

実績値 

（令和４年度） 

多職種協働による自立支援型 

介護予防ケアマネジメントに 

取り組む市町数 

２市町 23 市町 21 市町 

・ 地域包括支援センター職員やリハビリ専門職等が、自立支援等への理解を深めるためのツー

ルとして、「自立支援に資する介護予防のためのケアマネジメントマニュアル」及び「自立支

援のための短期集中予防サービス実践トレーニングマニュアル」を作成 

・ 地域包括支援センター職員やリハビリ専門職等を対象とした自立支援に関する研修を実施 

・ 介護支援専門員のケアマネジメント機能の強化を図る研修の質を高めるため、研修講師やフ

ァシリテーターの養成研修等を実施するとともに、介護支援専門員研修向上委員会を設置し、

介護支援専門員が受講する法定研修や法定外研修の評価・分析を実施 

 

５ 認知症サポート体制の充実 ≪成果目標：ワーク 20≫ 

指 標 名 
基準値 

（平成元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

認知症サポーター養成数 277,382 人 307,000 人 324,980 人 

  ・ 認知症の早期発見・早期対応及び医療・介護等が連携した適切なサービス提供を進めていく

ため、医療従事者や介護従事者を対象に認知症対応力向上等を目的とした各種研修を実施 

・ 地域における医療支援体制の充実のため、かかりつけ医の相談等を担う認知症サポート医の

養成やオレンジドクター制度の継続的な運用を実施 

  ・ 認知症高齢者等が安心して在宅で生活するための成年後見制度等の普及・推進のため、県民

への権利擁護制度の普及啓発を行うとともに、金銭管理等を行う生活支援員の養成研修や市民

後見人の養成研修を実施 

 

６ 医療従事者の確保 ≪成果目標：ワーク 19≫ 

○ 医師の確保 

指 標 名 
基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和２年度） 
※2 年に 1 回調査 

R4 年度未確定 

県内の人口 10 万人対の 

医療施設従事医師数 
258.6 人 264.6 人以上 267.6 人 

過疎地域の人口 10 万人対の 

医療施設従事医師数 
195.1 人 206.1 人以上 200.0 人 

 

・ 広島県地域医療支援センターにおいて、県内外医師の県内医療機関への就業あっせん、初期

臨床研修医を確保するため、広島大学や臨床研修病院等の関係機関と連携し、医学生を対象と

した臨床研修病院オンライン合同説明会の開催及び女性医師の離職防止のため、短時間正規雇

用制度の導入に係る経費補助等を実施 

・  県内市町、県医師会、広島大学、広島県地域医療支援センター等が連携した推進体制の下で、

地域医療を担う医師の配置調整を進めた結果、広島大学及び岡山大学に設置した地域枠の卒業
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医師 105 名が県内各地で医師業務を開始し、そのうち 43 名が中山間地域で医師業務に従事 

・ 中山間地域に勤務する医師に対する研修会の開催や、テレビ会議システムによる症例検討の

実施などの県北・芸北及び東部の各へき地医療拠点病院等を中心とした若手医師等の研修・研

鑽の機会を提供する取組に係る経費を補助 

・ 全ての二次保健医療圏域（７圏域）で小児二次救急医療体制を確保するため、小児救急医療

機関や市町に対し、運営費等の経費補助を実施 

・ 労働基準法の改正に伴う令和６年４月の勤務医の時間外労働時間上限規制適用に向けて、勤

務医の労働時間短縮を計画する医療機関（３病院）に対し非常勤医師の確保に係る経費を助成

することで、医療機関における労働時間短縮に向けた取組を支援 

 

○ 看護師等の確保 

指 標 名 
基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和７年度） 

実績値 

（令和２年度） 

県内医療施設従事 

看護職員数 
44,184 人 47,007 人 

45,255 人 
※2 年に 1 回調査 

R4 年度未確定 

・ 看護職員の離職防止のため、新人看護職員研修の開催に対する助成（75 施設）や、指導者研

修など、看護管理者等を対象とした働きやすい職場づくり研修会を開催するとともに、院内保

育所を設置する医療機関に対し、保育所の運営費に対する補助を実施（46 施設） 

・ 看護職員の復職を支援するため、研修協力病院での実践研修開催 

・ 質の高い看護の提供ができるよう、医療機関が看護師を特定行為研修機関や認定看護師教育

機関へ派遣する際、費用の一部を助成（18 人） 

・ 医療機関が看護職員等の勤務環境改善に主体的に取り組めるよう、セミナー（２回）の開催

や、専門のアドバイザーが訪問により、各々の医療機関の状況にあった勤務環境改善方法の指

導・助言を実施（４病院） 

 

７ 介護人材の確保・育成・定着 ≪成果目標：ワーク 21≫ 

・ 社会福祉人材育成センターの無料職業紹介や就職合同説明会の実施などにより、介護事業所

が人材を確保するためのマッチング機会を提供 

・ 働きやすい職場づくりや人材育成、業務改善、介護サービスの質の向上などに取り組む法人

を優良法人として認証する「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」制度の普及促進 

・ 介護職員の負担軽減による職場環境の改善を図るため、介護サービス事業所等における介護

記録の電子・共有化、見守りサービスのリモート化など新たなデジタル技術の活用や介護ロボ

ットの導入に係る経費を支援 

・ 初任者から経営者までの各層に応じた資格取得やコミュニケーション力、マネジメント力の

向上などを支援するための研修を実施し、介護サービス事業所等で勤務する職員のキャリアア

ップを支援 

・ 介護施設等の防災担当者を対象に、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定支援を目的とした研修を

実施し、災害時に適切な対応ができる体制の構築や各施設における防災リーダーの養成を支援 
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題  

１ 医療資源の効果的な活用 

○ 医療機能の分化・連携の促進 

・ 医療機関の機能転換の促進、及び関係者間での協議の促進の取組により、医療機関相互の適

切な機能分担・連携が進み、地域医療支援病院（かかりつけ医への支援を通じて地域医療の確

保を図る病院）の紹介率・逆紹介率は伸びている。（令和３年度実績 紹介率：77.2％、逆紹

介率：116.6％） 

・ 地域医療構想の目標年である令和７年が近づく中で、病床機能の分化・連携及び役割分担の

整理を加速していくため、医療機関の機能転換の促進、及び関係者間での協議を促進していく

ための支援が必要である。 

 

２ 在宅医療連携体制の確保 

○ 糖尿病医療連携の推進 

・ 糖尿病専門医が少ない地域に住む患者に対する遠隔での生活指導（食事、運動など）の手法

の確立に向けて、遠隔介入に係る患者データ等を蓄積させるため、より多くのかかりつけ医や

地域の医療機関の協力を得る必要がある。 

 

○ 地域包括ケアシステムの強化 

・ 医療・介護サービス、それらを担う人材や住民活動等が地域によって異なる中で、地域の特

性に応じた地域包括ケアシステムを県内 125 の日常生活圏域において継続・強化していくため

には、市町がその地域の特性や強みを生かし、主体的に取り組んでいけるよう、伴走型の支援

を試行的に実施するなど、引き続き支援していく必要がある。 

 

○ 在宅医療（医科・歯科・薬剤等）の充実 

 ・ 在宅等における療養を歯科医療面からも支援するため、高齢者の心身の特性（認知症に関す

る内容を含む）等に対応できる歯科医療機関の整備を推進する必要がある。 

・ 高齢化に伴い増加する在宅歯科医療のニーズに対応するため、訪問歯科診療を実施する歯科

医療機関への支援が必要である。 

・ 障害児（者）や認知症高齢者を含む要介護者等に対しては、高度な専門知識や技術が必要で

あるため、在宅歯科診療の体制整備の強化を図る必要がある。 

  ・ 緩和ケアへの対応など増加する在宅医療に対応するため、引き続き在宅医療に関する知識・

技能を有する薬剤師の養成が必要となる。 

・ 在宅医療の円滑な実施に必須となる、薬剤師と多職種との連携を推進する必要がある。 

 

 ○ 要介護高齢者に対する在宅リハビリの支援 

・ 専門職の指導・管理のもと、家族が実際にマニュアル等を使用した際の効果や課題等を検証

し、より効率的な形での家族リハビリとなるよう検討する必要がある。 
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３ 介護サービス基盤の整備 

・ 小規模介護施設の整備支援などの実施により、介護サービス基盤安定化に向け、地域包括ケ

アにかかる関係者間で検討を開始した市町数は目標値の 11 市町を上回る 15 市町を達成するこ

とができたが、地域によって利用者の動向や施設の充足状況等は異なっており、市町が策定し

た「第８期介護保険事業計画（令和３～令和５年度）」の実現に向けて、必要なサービスの確

保に取り組む必要がある。 

 

４ 介護サービスの質向上と適正化 

・ 市町における多職種連携による自立支援型介護予防ケアマネジメントの更なる機能強化に向

けて、地域包括ケアシステムの要となる介護支援専門員が受講する研修の質を向上させるため、

研修評価システムを再構築するとともに、自立支援型マネジメントの標準化を図るマニュアル

の活用を促進する必要がある。 

・ 増加する独居高齢者、高齢者のみの世帯を支えるため、住民が主体となって地域での生活支

援や介護予防を行う生活支援体制を構築する必要がある。 

 

５ 認知症サポート体制の充実 

  ・ 今後も認知症の人は増加が見込まれており、認知症への取組は社会全体の課題として捉え、

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続け

ることができる社会の実現を目指し、認知症サポーターの養成や、医療従事者や介護従事者を

対象に認知症対応力向上等を目的とした各種研修を実施するなど、認知症施策を総合的に推進

していく必要がある。 

 

６ 医療従事者の確保 

○ 医師の確保 

・ 拠点病院を中心とした地域内の医師派遣や研修研鑽機会の提供など、人材交流・育成の取組

を県内２地域で支援した。また、広島県地域医療支援センターを中心に、大学、県医師会、県、

市町が連携し、医師確保、定着促進及び人材育成等に総合的・機動的に取り組み、全域過疎市

町における人口 10 万人対医療施設従事医師数は伸びてきている。 

・ 広島県地域医療支援センターにおける医師確保の取組は、県外医師の斡旋など時間がかかる

ものも多く、長期的な視点をもって継続した運営が必要である。 

・ 臨床研修医の確保に向けて、県内臨床研修病院の魅力向上に向けた取組や、積極的なＰＲ活

動を強化する必要がある。また、専門医取得に係る新制度の導入に対応して、医師３～５年目

の若手医師が、臨床研修後も県内に留まって専門医を取得し、県内定着につながるように、関

係各病院とも連携・協力して「オール広島」体制での取組を推進していく必要がある。 

・ 今後、広島大学ふるさと枠医師の中山間地域等での勤務が、順次、進められていくことから、

地域医療を担う若手医師の育成や定着につながる環境・仕組みづくりを一層進めていく必要が

ある。 

・ 近年の医師国家試験合格者に占める女性の割合は約 1/3 であり、今後も増加が予想される。

このため、女性医師が働き続けることができる就業環境づくりを進めていく必要がある。 
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・ 休日・夜間の小児二次救急医療の現行体制を維持・確保するためには、小児科医を確保する

ことや、病院への軽症小児患者の集中を回避し小児科医等の負担軽減を図ることに加え、運営

に対しての財政的支援を行う必要がある。 

・ 勤務医の労働時間短縮に向けて、各医療機関における労働時間の管理がより適切に行われる

ように促す必要がある。 

 

○ 看護師等の確保 

・ 看護職員数は、増加傾向にあるが、今後、高齢化の進行等に伴い、看護職員の更なる確保・

定着が必要である。 

・ 若年人口の減少等を踏まえ、今後は離職防止や再就業促進に更に注力する必要がある。 

・ 新人期以降も、結婚・出産等私生活のライフステージと組織のニーズに調和した働き方がで

きる仕組みを構築する必要がある。 

・ 離職時の届出制度を活用し、復職に向けて働きかける取組を強化する必要がある。 

・ 医療の高度化や在宅医療への転換等に伴い、高度な専門知識や技術を持った看護職員を育成

していく必要がある。 

・ 医療機関が自主的に勤務環境の改善に取り組むよう働きかける必要がある。 

・ 勤務医の働き方改革を契機として、医療機関が自主的に勤務環境の改善に取り組むよう働き

かける必要がある。 

 

７ 介護人材の確保・育成・定着 

・ 離職率は低下傾向にあるものの依然として高い水準で推移しており、人材の定着が図られず

職場に経験やノウハウが蓄積しにくい状況となっている。 

・ 業務の性質上、腰痛などの身体的負担が大きいことに加え、掃除、洗濯などの生活援助や介

護記録の作成等の間接業務に時間を割かれ、専門性を必要とする身体介護やリハビリ等に能力

を発揮しにくい状況にある。 

・ 労働力人口の減少やネガティブイメージの定着により、人材の確保が困難になっている。 

 

令和５年度の取組方向 

1 医療資源の効果的な活用 

○ 医療機能の分化・連携の促進 

・ 医療機関が実施する病床機能の転換や、複数医療機関の再編に係る施設・設備整備等への支

援、二次保健医療圏毎の医療機能分析、経営・資金調達に係る相談支援を行うなど、医療機関

の病床機能の分化・連携の取組を促進する。 

・ 新病院の運営形態に関する検討や診療科構成などの医療機能の具体化と施設整備に関する検

討を進め、令和５年９月を目途に基本計画を策定し、新病院の設計など基本構想の具体化に向

けて進めていく。 

・   医療機関の再編により影響が予想される地域において、地域住民や有識者の意見を踏まえて、

地域の実態に即した地域完結型医療のあり方や県立広島病院移転後の土地の活用方針について

検討を進めていく。  
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○ ＩＣＴの活用 

・ 「ひろしまメディカルＤＸ構想」で掲げる６つの取組方向（健康づくり、診療情報の共有、

地域医療の支援、医療費適正化、救急・災害等の備え、医療・介護連携の促進）のうち、新た

に「地域医療の支援」として遠隔診療・診断・遠隔読影への活用に係る検討や医療・介護連携

の取組を促進する。 

 

２ 在宅医療連携体制の確保 

○ 糖尿病医療連携の推進 

  ・ 糖尿病診療に係る医療連携の推進と診療レベルの全県的な均一化に向けて、地域のかかりつ

け医や医療機関との連携強化を図りながら、引き続き、広島大学による糖尿病専門医が少ない

地域での生活指導への遠隔介入のモデル的な実施、将来的な全県展開やＡＩの活用を行うため

の研究などの取組を支援する。 

 

○ 地域包括ケアシステムの強化 

・ 地域共生社会推進に向けた地域包括ケアシステムの質の向上を行うため、これまで行ってい

た地域包括ケアシステム市町自己評価について、見直しの検討を行う。 

・ 「地域まるごと支援」の視点をもって、市町の実情に応じた一体的・総合的な伴走支援を行

うで、一層の質の向上（充実）を図る。 

・ 日常生活圏域単位での要介護度、１人当たりの医療費・介護費用等を経年分析することによ

り、定量的評価を実施する。 

・ 地域包括ケアシステムの強化に向け、自助・互助に対する住民意識の向上、介護予防の充実、

自立支援型ケアマネジメントの普及、生活支援体制の整備などの取組を推進する。 

 

 ○ 心不全患者の支援体制の構築  

  ・ 令和元年度までに認定した在宅支援施設と、新たに回復期を担う病院を加え、有機的かつ効

率的に連携できる体制を構築する。 

 

○ 在宅医療（医科・歯科・薬剤等）の充実 

・ 県内で在宅医療提供体制を推進するため、引き続き、新たに在宅医療に取り組む医師をはじ

め、歯科医師、薬剤師、訪問看護師及びケアマネジャー等に対し、在宅医療を推進する上で直

面する困難事案に対して、座学、グループワークを実施する。 

  ・ 特別な配慮が必要な要介護者等に対する診療など、専門性の高い技術を持った歯科医師等の

養成や、非就業歯科衛生士の掘り起こしによる人材の確保とともに、多職種との連携・協働を

担う歯科衛生士の養成研修を実施する。 

  ・ 薬剤師と多職種との連携を推進するため、連携の課題を把握し、薬剤師と多職種を対象とし

た研修を通して多職種連携ができる薬剤師の養成を実施する。 
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○ 要介護高齢者に対する在宅リハビリの支援 

・ 専門職の指導・管理のもと、家族が実際にマニュアル等を使用した際の効果や課題等の検証

をもとに、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等から成る多職種リハビリテーション

チームにより検討を行い、必要に応じてマニュアル（アプリ）の見直し、改善を行う。 

 

３ 介護サービス基盤の整備 

  ・ 地域の実態に応じた最適なサービスが提供されるよう、計画的な体制整備を推進するため、

市町が策定した「第８期介護保険事業計画（令和３年度～令和５年度）」の実現に向けて、引

き続き市町や事業者の介護施設等の整備、改修などの必要な取組を支援する。 

 

４ 介護サービスの質向上と適正化 

・ 増加する独居高齢者、高齢者のみの世帯を支えるため、住民が主体となって地域での生活支

援や介護予防を行う生活支援体制の構築を進める。 

・ 引き続き、自立支援に向けた多職種協働によるケアマネジメントの普及のため、市町へアド

バイザーを派遣し、支援を行う。 

・ 平成 30 年度に作成した「自立支援に資する介護予防のためのケアマネジメントマニュアル」

及び「自立支援のための短期集中予防サービス実践トレーニングマニュアル」を活用した研修

を行い、標準化の手法を普及する。 

・ 自立支援に向けた適切なケアマネジメントを実施するため、引き続き、研修講師やファシリ

テーターの養成研修等を実施するとともに、介護支援専門員研修向上委員会による研修の評価・

分析や研修評価システムの再構築により、研修の質の向上に取り組む。 

 

５ 認知症サポート体制の充実 

   ・ 今後も増加が見込まれる認知症の人を社会全体で支えていくよう、引き続き、認知症サポ

ーターの養成や、医療従事者や介護従事者を対象に認知症対応力向上等を目的とした各種研修

の実施など、医療・介護等が連携した取組の推進とともに、各種関係機関・団体との連携も促

進し、認知症施策を総合的に推進していく。 

  ・ 国の認知症施策推進大綱等も踏まえながら、県として、引き続き、施策の検討・推進を図っ

ていく。 

 

６ 医療従事者の確保 

○ 医師の確保 

・ 広島県地域医療支援センターが中心となって、大学、市町、医師会等との緊密な連携の下で、

臨床研修医の確保や県内就業斡旋、広島大学ふるさと枠医師の養成とその配置調整等による医

師確保対策を推進するとともに、中核的へき地医療拠点病院を中心とした医師の育成・定着を

図る取組への支援などを通じて、中山間地域の医療提供体制の確保を図る。 

・ また、中山間地域の医師配置・循環の仕組みの構築に向けて、検討を行う。 

・ 令和元年度に策定した「医師確保計画」における医師偏在指標に基づき、自治医科大学の卒 

業医師や医学部地域枠医師などを中山間地域等に計画的に配置する一方で、若手医師のキャリ
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ア形成にも配慮しながら、大学や市町、医師会等の各関係者と連携を図り、偏在解消の取組を

促進していく。 

・ 総合診療医の確保・育成を行うため、医学生や若手医師等を対象とした座談会やセミナー等 

を開催するとともに、指導医を対象としたスキルアップの機会の提供などに取り組む 

・ 女性医師等の育児による離職防止のため、医師特有のニーズに対応可能な保育サポーターを 

確保し、派遣するためのコーディネート業務の支援を行う。 

・ 休日・夜間の小児二次救急医療の受け入れ体制を確保する医療機関の小児二次救急医療の運

営について、経費の一部を補助する。 

・ 小児救急医療電話相談窓口を設置し、保護者の不安等の軽減と小児科医等の負担軽減を行う

ことにより、適切な小児二次救急医療体制を確保する。 

・ 勤務医の労働時間短縮を推進する医療機関への助成を継続し、他の医療機関においても勤務

医の労働時間の把握を促し、勤務環境の改善への取組を支援する。 

 

○ 看護師等の確保 

・ 看護職員確保のため、引き続き「養成の充実・強化」「離職防止」「再就業支援」「専門医

療等への対応（資質向上）」を柱とした事業を推進する。 

・ 新人研修のほか、就職２～３年目の職員へのフォローアップ研修等を実施し、離職防止を推

進する。 

・ 離職の実態をタイムリーに把握し、院内保育所への支援や研修の実施等、働き続けられるた

めの環境作りを支援する。 

・ 離職者の届出制度やナースセンターの周知を図り、離職中の看護職員に対して切れ目のない

支援を行うとともに、離職者が不安なく再就業できるよう、相談対応や医療機関等での実践研

修の実施等内容の充実を行い、復職支援事業を行う。 

・ ナースセンターの相談体制等の強化を行い、潜在看護職員に対する復職支援を推進する。 

・ 専門的な知識を有し、水準の高い看護実践のできる看護職員を養成するため、特定行為指定

研修機関や認定看護師教育機関への派遣に対して、経費の一部を補助する。 

・ 広島県医療勤務環境改善支援センターの専門アドバイザーの派遣や相談対応を行うとともに、

セミナーやリーフレットなどを通じて勤務環境改善に向けた取組を支援する。 

 

７ 介護人材の確保・育成・定着 

・ 就職合同説明会の開催やハローワーク等の職業紹介の専門機関との連携などにより、効果的

なマッチング機会の提供を図る。 

・ 「魅力ある福祉・介護の職場宣言ひろしま」の認証取得を促進しながら、さらなる職場改善

等の取組を支援し、業界全体の離職率の低下につなげる。 

・ 初任者から経営者層までの体系的な研修機会を提供することで資質向上を図り、職員の定着

につなげる。 

・ 介護事業所における清掃、配膳などの介護の周辺業務を担う介護助手の導入や、ＩＣＴ・介

護ロボットの活用を促進し、職員の負担軽減や業務の効率化を図る。 

・ 若年層を対象とした介護職の魅力を伝えるイベントや小中高校生向けの職場体験・出前講座
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の実施などを通じて、介護職のやりがいや魅力を啓発し、介護職のネガティブイメージの改善

を図る。 

・ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定を促進するため、対象施設を拡大して研修を実施することに

より、さらなる防災リーダーの養成を支援する。 
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健康福祉局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：衛生費 項：医薬費 目：医務費 

担 当 課 医療介護基盤課 

事 業 名 総合診療専門医確保・育成事業（単県）【新規】 
 
目的 

全ての県民が質の高い医療・介護サービスを受けることができ、住み慣れた地域で安心して暮らし

続けるため、患者の病だけでなく、患者・家族の生活や地域のニーズ等も含めて診ることのできる総

合診療専門医を本県において継続的に確保・育成する。 

事業説明 
 
対象者 

研修医、医学部生、総合診療専門研修プログラム指導医、医療機関 

事業内容 

【地域医療介護総合確保基金充当】 （単位：千円） 

内    容 当初予算額 最終予算額 
予算執行額 

[繰越額] 

○研修医，医学部生への働きかけ 

・若手医師との意見交換会の開催 

・県内研修プログラム等を紹介するセミナーの開催 

・病院見学会の開催 

352 352 

 

305 

[―] 

○県内指導体制の充実 

・指導医同士の意見交換会の開催 

・研修プログラム実施医療機関の指導環境の充実に

係る支援 

2,580 1,980 

 

506 

[―] 

○医療機関への働きかけ 

・県内医療機関訪問 
225 225 

 

― 

[―] 

合    計 3,157 2,557 

 

811 

[―] 

 

令和４年度の成果目標と実績 

〇 ワーク目標： 

指標 
基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

人口 10 万人対医療施設従事

医師数（全域過疎市町） 
195.1 人 206.1 人 【R5.12 判明】 

〇 事業目標： 

指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

総合診療専門研修プログラム

採用専攻医数 
２人 ５人 ８人 

 

領域 医療・介護

取組
の
方向

①
高度医療機能と地域の医療体制の確
保
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 研修医等を対象にロールモデルの紹介やセミナーを開催し、総合診療医の魅力の紹介等を行うと

ともに、指導医の質の向上のために、先進的な総合診療プログラムで注目されている病院の指導医

を講師に招いた意見交換会を開催した結果、総合診療専門研修プログラム採用専攻医数の増加につ

ながり、令和４年度の目標を達成することができた。 

○ 新たな研修医等を確保し、育成するためには、これらの取組を継続する必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 診療科の枠を超えて診療することのできる総合診療医の育成・確保に向けて、研修医等を対象に

総合診療医の魅力の紹介等を行うとともに、指導医の質の向上のための取組を継続して実施する。 
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地域政策局・商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 

支出科目 
款：総務費 項：総務管理費 目：国際交流費 

款：労働費 項：雇用対策費 目：雇用対策事業費 

担 当 課 国際課、雇用労働政策課 

事 業 名 外国人材の受入・共生対策事業（一部国庫） 
 
目的 

県内企業等において、特定技能等の外国人材の受入れが適正かつ円滑に行われ、外国人が、県内企

業で活躍し、孤立することなく県民の一員として地域に溶け込み、安心して生活できる環境を整える。 

事業説明 
 
対象者 

外国人材を受け入れている又は受け入れようとしている県内企業、県内在住の外国人、県民 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

外国人材の受入・

共生対策事業 

【商工労働局】 

○外国人材受入企業等への情報提供の充実 

・外国人材の雇用に課題を抱えている企業

等を対象としたセミナー及び経済団体・

業界団体等のニーズに応じた出前講座の

実施 

2,707 

 

2,707 

 

2,693 

[―] 

多文化共生の地域

づくり支援事業 

【地域政策局】 

○外国人との共生推進事業 

・外国人が地域と繋がりを持ちながら、生

活に必要な情報を共有できる仕組みづく

りを市町と連携して実施 

○異文化理解促進プログラム 

・小中高生を対象とした異文化体験講座等

を実施 

6,528 

 

3,251 

 

2,027 

[―]

○外国人専門相談窓口の運営及び地域日本

語教室の拡充 

・在留資格や労働問題などに関する多言語

専門相談窓口の運営と、地域日本語教室

の拡充に向けた取組を実施 

40,156 

 

39,034 

 

38,821 

[―]

○外国人への情報提供の充実 

・県ポータルサイト(Live in Hiroshima)

から、生活関連情報、地域行事、イベン

ト情報等を多言語でＳＮＳ等により発信 

等 

1,637 

 

1,550 

 

1,338 

[―]

合    計 
51,028 

 

46,542 

 

44,879 

[―] 

 

 

 

 

 

領域

取組
の
方向

③ 外国人が安心して生活できる環境整備

領域

取組
の
方向

⑥
外国人が円滑かつ適切に就労し，安心
して生活できる環境整備

地域共生社会

働き方改革・多様な主体の活躍
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令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

【就労面】 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

県から外国人材の受入れに関す

る情報提供を受けた企業のうち、

有益な情報を得た企業等の割合 

53.4％ 65.0％ 94.1％ 

【生活面】 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

生活で困っていることがない（困

った時に、すぐに相談できるを

含む）と答えた外国人の割合 

47.6％ 55.0％ 55.9％ 

 

○ 事業目標： 

【就労面】 

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

情報提供企業数 251 社 500 社 641 社 

【生活面】 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

キーパーソン活動市町（累計） １市町 10 市町 10 市町 

異文化理解促進プログラムの 

市町の取組方針策定（累計） 
０市町 11 市町 10 市町 

空白地域への新教室の開講 

（累計） 
０地域 ８地域 ７地域 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 外国人材の雇用に課題を抱えている企業等を対象としたセミナーにおいては、中小企業団体中央

会等と連携し、監理団体や企業等へ定期的に訪問・ヒアリングを行い、企業等が必要としている情

報を正確に把握し、その情報を適切に提供できるようオーダーメイド型で10回実施するとともに、

外国人材受入企業等の職場定着に取り組む好事例を紹介するフォーラムを開催した。これらのセミ

ナーやフォーラムは対面とオンラインのハイブリッド形式にするなど、開催手法も工夫したことで、

参加社数も増え、目標を大幅に上回った。 

○ 情報提供が県内企業等に好影響を与えているか確認する必要があるため、その後の行動変容等の

把握に努める。 
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○ 生活面のワーク目標について、令和４年度は 55％が目標のところ、県の多文化共生の地域づく

り支援事業に取り組む市町が拡充したことや、多言語ポータルサイト（Live in Hiroshima）の利

用増加によって生活に関する情報を随時入手できる外国人が増加したことなどにより、実績は55.9％

と目標に達している。 

○ 生活に必要な情報を外国人同士で共有できる仕組みづくりなど、県が進めるモデル事業への市町

の参加は拡大しつつあるが、外国人が求める生活情報として、「災害など緊急時の情報」、「病院

など医療の情報」、「母語で書いてある情報」が依然として上位を占めることから、地域における

キーパーソンを介した情報共有がなされる仕組みづくりや地域住民に対する異文化理解の促進、多

言語による情報提供機会の充実に取り組む必要がある。 

○ また、地域日本語教室を開設する市町が拡大しているが、県内には依然として空白地域が存在し

ていることから、引き続き外国人が生活に必要な日本語能力を身に付け、社会の一員として地域と

交流できるよう、日本語によるコミュニケーション能力向上に向けた支援に取り組む必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 昨年度から引き続き実施する企業ニーズに対応したオーダーメイド型のミニセミナーについては、

より時宜に合致したテーマとすることで、満足度向上を目指す。 

○ また、セミナー等においては、参加した企業に対し、事後調査を実施し、受入・就労に向けた環

境整備に取り組んでいるか、事業効果の把握に努める。 

○ 働きがい向上に向けた取組については、受入れ・職場定着に取り組む企業のモデル事例をフォー

ラム等で横展開することにより、職場環境の改善やエンゲージメントの向上に取り組む企業の増加

に繋げる。 

○ これらの取組により、外国人本人が職場を選ぶことができる特定技能外国人材の受入・定着を進

める。 

○ 生活面の環境整備については、先行市町によるモデル事業と同様の取組を行う市町がさらに拡充

するよう、モデル事業実施により蓄積したノウハウや成功事例の横展開に注力しながら、引き続き

取組を進めていく。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 

支出科目 
款：労働費  項：雇用対策費  目：雇用対策事業費 

款：労働費  項：労政費   目：労働福祉費 

担 当 課 雇用労働政策課、働き方改革推進・働く女性応援課 

事 業 名 離転職者等就業支援事業（一部国庫） 
 
目的 

新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている離転職者や再就職を希望する子育て世代の女性、

構造不況に伴う事業縮小や倒産等による離職者の円滑な就職を支援する。 
事業説明 
 
対象者 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による離転職者、再就職を希望する子育て世代の女性 

○ 企業の事業縮小や倒産等による離職者 
事業内容 

（単位：千円） 

区 分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

求職者に対 

する伴走型 

の就業支援 

○「働きたい人全力応援ステーション」に

おける再就職支援 

・新型コロナや構造不況の影響を受け、求

職活動が長期化するなど厳しい状況にあ

る中高年層の離転職者に対し、「働きた

い人全力応援ステーション」において、

求職者の適性や条件に対応した求人開拓

とキャリアコンサルティングを実施する。 

142,886 

 

142,886 

 

142,865 

［―］ 

子育て世代 

女性の就業 

支援 

○「わーくわくママサポートコーナー」に

おける再就職支援 

・新型コロナの影響を受け、再就職を希望

する子育て世代の女性に対し、「わーく

わくママサポートコーナー」におけるき

め細かなキャリアコンサルティングを実

施するとともに、就職活動を見合わせて

いる女性への後押し支援を行う。 

42,823 

 

39,119 

 

38,317 

［―］ 

大規模離職 

に対応した 

合同企業説 

明会の開催 

○合同企業説明会によるマッチング機会の

提供 

・構造不況に伴う離職者等を対象とした合

同企業説明会を、国・県・市町と連携し

て開催する。 

7,642 

 

7,642 

 

5,200 

［―］ 

合    計 
193,351 

 

189,647 

 

186,382 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

女性の就業率（25～44 歳） 72.3％※ ― ― 

 ※女性の就業率については、国勢調査を出典とし、次回は R7 に調査予定 

領域

取組
の
方向

② 女性の活躍促進

働き方改革・多様な主体の活躍
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○ 事業目標： 

指 標 名 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

働きたい人全力応援ステーション登録求職者の就職率 60.0％ 41.2％ 

わーくわくママサポートコーナーを通じた早期就職者数 280 人 368 人 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 働きたい人全力応援ステーション登録求職者の就職率は 41.2％で、目標値を下回る状況であっ

た。全支援対象者のうち 57.9%を占める就職氷河期世代を含む中高年層の中には、就労経験が乏し

い求職者や、給与条件や業務内容などの条件が求人内容と合わないケースがあり、企業とのマッチ

ングが難しかったことが主な要因と考えられる。また、企業側の若年者の採用を重視する意向など

により、就職に苦戦する傾向にあった。 

○ 特に、求職活動が長期化するなど厳しい状況にある就職氷河期世代の求職者に対して、円滑な就

職を支援する必要がある。 

○ 「わーくわくママサポートコーナー」を利用した再就職を希望する子育て世代女性の早期就職者

数は 368 人と目標（280 人）を上回っており、相談者数も 718 人と前年度（694 人）を若干上回っ

ていることから、コロナ禍で就職活動を見合わせていた女性が活動を再開するなど動きが出てきて

いるものと考えられる。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 就職氷河期世代の求職者への支援に重点を置き、働きたい人全力応援ステーションにおいて、求

職者の意識変容や求人企業に対する求人内容の見直しの働き掛けを行うなど、伴走型できめ細かい

就職支援を行う。 

○ また、キャリア形成支援として、求職者の自己理解促進やこれまでの経験の棚卸などをサポート

することにより、自律的なキャリア形成を意識できるよう支援を行う。 

○ 再就職を希望する子育て世代の女性や雇用形態及び業種転換を希望する女性等に対し、引き続き

「わーくわくママサポートコーナー（常設相談コーナー、ＷＥＢ相談コーナー）」において、キャ

リアコンサルタントによるきめ細やかな相談対応や、就職活動中の託児料支援等に取り組む。 

○ また、再就職を希望する女性等に対して、非正規から正規雇用、あるいは成長分野へのキャリア

チェンジ等を支援し、最新のＤＸの動向や基礎的なＩＴスキル等を学ぶ研修を行うとともに、県内

企業に対して、子育て世代等の女性の潜在能力について理解し、採用につなげるための意識改革セ

ミナーを開催し、女性と県内企業とのマッチング場を提供する「リスタートプログラム 2023」を

実施する。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：労働費  項：労政費 目：労働福祉費 

担 当 課 働き方改革推進・働く女性応援課 

事 業 名 
女性活躍促進・仕事と家庭の充実応援事業 

（一部国庫）【一部新規】 
 
目的 

女性が、その個性と能力を十分に発揮し、働き続けることができる社会の実現に向け、女性の就業

継続及び管理職など指導的立場への登用促進を図る。  

また、男女がともに仕事と家庭を両立しながら職場で活躍できる環境づくりに向け、男性従業員が

育児休業等を取得しやすい職場環境の整備を促進する。 

事業説明 
 
対象者 

事業主、管理職、人事・労務担当者、従業員 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

就業継続支援 

管理職登用促進 

【一部新規】� 

○県内の女性の就業率向上及び県内

企業における女性の管理職登用促進

を図るため、就業中の女性や県内企業

に対する支援の実施 

・企業経営者向け女性活躍推進セミナ

ーの開催 

・女性活躍推進担当者向け研修会の開

催【新規】 

・広島県女性活躍推進アドバイザーを

活用したモデル企業の創出 

・女性の就業継続・管理職登用取組支

援につながる社内研修への講師派遣 

（出前講座） 

・女性従業員に対する管理職登用に向

けた意欲向上支援 

（研修、ネットワーク形成に向けた交

流会の開催）� 

 

(債務

13, 619） 

37, 700 

 

 

 

 

 

(債務 

13, 619） 

35, 731 

 

 

 

 

34, 678 

［―］ 

領域 働き方改革・多様な主体の活躍

取組
の
方向

② 女性の活躍促進
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男性の育児休業 

取得促進 

【一部新規】 

○県内企業に対し、男性の育児参画や

育休取得についての理解促進を図ると

ともに、社内で推進するための支援の

実施 

・男性育休取得促進セミナーの開催 

・男性育休ベストプラクティスの公

募・優良事例の発信【新規】 

・県内企業等の男性育休取得促進に向

けた社内研修への講師派遣（出前講

座） 

・普及啓発リーフレット等の作成 

10, 000 

 

7, 886 

 

7, 424 

［―］ 

合    計 

（債務

13, 619） 

47, 700� 

（債務

13, 619） 

43, 617 

 

 

 

42, 102 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 基準値 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

県内事業所における指導

的立場に占める女性の割

合 

19.1％ 

（令和２年度） 
22.0％ 【R5.11 判明】 

女性の就業率（25～44

歳） 

72.3％※ 

（平成 27 年度） 
― ― 

男性の育児休業取得率 
13.0％ 

（令和元年度） 
15.0％ 【R5.11 判明】 

 ※女性の就業率については、国勢調査を出典とし、次回は R7 に調査予定 

○ 事業目標： 

指 標 名 基準値 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

女性活躍推進部署設置数 ― 300 社 340 社 

女性研修及び交流会への

新規参加者のうち 

意欲向上した人数 

― 92 人 87 人 

男性育休取組情報発信 

企業数 
― 10 社 ９社 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 県内事業所における指導的立場に占める女性の割合は 19.9％（令和３年度実績）と目標（21.0％）

を下回る状況であった。これは、女性活躍の取組の多くが就業継続（仕事と家庭の両立支援）に留

まり、管理職登用に向けた取組を計画的に進めている企業が少数であること、さらに、管理職とし

ての人材育成には期間を要することや、女性従業員自身の管理職志向が低い傾向にあることが主な

要因と考えられる。 

○ 男性の育児休業や育児参画については、広島県男性育児休業等促進宣言企業登録制度やいきいき
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パパの育休奨励金といったこれまでの取組を通じて、経営者及び従業員の認識が進みつつあり、令

和３年度の男性の育児休業取得率の実績は 24.0％と目標（14.0％）を上回ったが、女性の育児休

業取得率（97.3％）に比べると低い水準に留まっている。 

○ このため、男性育休の情報発信の仕掛けとして、令和４年度から優良事例（ベストプラクティス）

の募集を開始したが、「改正育児・介護休業法で義務化された内容以上の取組を行っていること」

という要件が企業の応募を敬遠させたことから、より多くの取組を発信できるようにするため、令

和４年 12 月に応募要件を見直した。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 県内企業の女性活躍の取組状況を踏まえて施策を展開することとし、取組未着手の企業に対して

は、従業員の多様性容認（促進）やその第一歩としての女性活躍に向けた意識改革（理解促進）を

推進するため、経営戦略としての女性活躍への取組着手に向けた動機付けを行うセミナーを開催す

る。 

○ 取組に着手しているものの、定着には至っていない企業に対しては、両立支援や人材育成などの

制度、日々のマネジメントによる教育、安心して意欲高く働き続けられる企業風土の環境整備に向

け、実践に必要な知識やスキルの習得を支援する研修や、管理職層向けの“イクボス式マネジメン

ト研修”を開催するとともに、女性従業員自身の管理職志向を向上させるため、女性従業員に対し、

スキルや知識等の習得、モチベーションを向上させる研修を開催し、受講者同士の交流機会を設け

る。 

○ また、女性管理職登用の取組を計画的に進める企業を増加させるため、広島県女性活躍推進アド

バイザーによる伴走支援を令和４～５年度の２年間継続して実施することにより、女性活躍推進モ

デル企業（９社）を創出するとともに、その取組過程の見える化を行い、他企業への波及を行う。 

○ 男性の育児休業取得の機運醸成及び県内企業の取組促進を図るため、県内企業が取り組んでいる

男性育休取得促進策の中で他の企業の参考となる優良事例（ベストプラクティス）を引き続き募集

し、発信する。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：観光費 目：観光費   

担 当 課 観光課 

事 業 名 観光誘客促進事業（国庫) 
 
目的 

新型コロナウイルスの感染症の影響に加え、原油価格・物価高騰の影響により、厳しい経営環境に

ある宿泊事業者や旅行業者等を支援するため、観光に対する「安全・安心」を確保しつつ、広島県内

への誘客を促進する。 

事業説明 
 
対象者 

県内宿泊事業者及び旅行業者等 
事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額※ 

最終 

予算額※ 

予算 

執行額 

[繰越額] 

〇ブロック割 

【事業期間】 

 令和４年４月１日～令和４年 10 月 10 日 

【誘客対象】 

 広島県民、６月１日以降は中国四国県民 

【割引内容】 

 ○宿泊・旅行代金の 50％割引（上限５千円/人） 

 ○地域クーポン ２千円/人 

【利用条件】 

 居住地の確認やワクチン３回接種済証やPCR検査

等の陰性確認 

 

〇全国旅行支援 

【事業期間】 

令和４年 10 月 11 日～令和５年６月 30 日 

【誘客対象】 

全国 

【割引内容】 

10 月 11 日～12 月 27 日 

〇宿泊・旅行代金の 40％割引 

・交通付旅行商品上限８千円/人泊 

・上記以外 上限５千円/人 

〇地域クーポン 

・平日 ３千円/人 

・休日 １千円/人 

 

１月 10 日～６月 30 日 

 〇宿泊・旅行代金の 20％割引 

・交通付旅行商品上限５千円/人泊 

・上記以外 上限３千円/人 

〇地域クーポン 

17,065,278 

 

20,815,961 

 

11,713,261 

［3,700,683］ 
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・平日 ２千円/人 

・休日 １千円/人 

 原則として電子クーポン 

【利用条件】 

居住地の確認やワクチン３回接種済証やPCR検査等

の陰性確認 

合    計 
17,065,278 

 

20,815,961 

 

11,713,261 

［3,700,683］ 

※令和３年度６月補正予算（感染防止対策事業の残予算を含む）、令和４年度 11 月専決、12 月補正

予算、１月専決を含む。 

 

令和４年度の成果目標と実績 

・宿泊割引プラン延べ利用者数  約 590,000 人（令和５年７月時点） 

・旅行割引プラン延べ利用者数 約 2,245,000 人（令和５年７月時点） 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

【ブロック割】 

○ 令和４年４月１日から広島県在住者を対象にブロック割を再開した。その後、６月１日から中四

国在住者も対象とした。８月１日から９月 14 日まで利用を停止し、９月 15 日から 10 月 10 日まで

実施した。 

【全国旅行支援】 

○ 全国の方を対象に 10 月 11 日から予約および利用を開始した。12 月下旬までを事業終期として

いたところ、３月末まで延長した。 

○ 国において、ブロック割から全国旅行支援への移行について令和４年度早期に実施する予定であ

ったが、コロナの影響で全国旅行支援になかなか移行できず、事業期間が短くなったことなどから、

予算執行率が下がった。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 事業終了に向けて、関係機関と連携しながら精算業務等を行う。 
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地域政策局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：総務費 項：地域振興費 目：交通輸送対策費 

担 当 課 交通対策担当 

事 業 名 生活交通確保対策事業（単県） 
 
目的 

地域の幹線的なバス路線を重点的に維持し、広域的な生活交通の安定的な確保を図る。 

事業説明 
 
対象者 

乗合バス事業者、市町 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 当初予算額 
最終予算額 

※ 

予算執行額 

[繰越額] 

＜地域間幹線系統確保維持費補助金＞ 

国の経済対策と呼応し、補助の際に運行効率を求め

る調整項目を緩和する。 

【調整項目】 

○乗車密度カット 

平均乗車密度５人未満の系統については、みなし

運行回数により補助金を算定 

― 

 

96,509 

 

44,120 

[―] 

合    計 
― 

 

96,509 

 

44,120 

[―] 

※令和４年度２月補正 

 

令和４年度の成果目標と実績 
○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

拠点間のバス路線が維持され

た市町数 
23 市町 23 市町 23 市町 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 国の、新型コロナ感染拡大の影響に伴う、広域的な幹線バス路線の要件緩和に呼応して、国と協

調して補助の増額を実施したことで、幹線バスの路線の維持確保が図られた。 

  （令和４年度計画 補助系統数） 55 系統    （令和４年度実績 補助系統数） 55 系統  

 

令和５年度の取組方向 

○ 新型コロナの影響を踏まえ、引き続き、国に対し、幹線バス補助の要件緩和の継続を求めるとと

もに、令和５年度も国が継続して要件緩和を行う場合は、県も協調して支援を行うことを検討する。 

領域 持続可能なまちづくり

取組
の
方向

② ネットワーク及び交通基盤の強化
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：中小企業振興費 

担 当 課 イノベーション推進チーム 

事 業 名 プッシュ型による新事業展開等支援事業（国庫） 
 
目的 

アフターコロナを見据えた企業の新事業展開や業態の抜本的転換といった中長期的な視点に立った

企業の変革を後押しするため、県・経営コンサルタント等によるプッシュ型によるコンサルティング

支援を実施する。 

事業説明 
 
対象者 

成長を志向する県内中小企業者 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

[繰越額] 

プッシュ型に

よ る 新 事 業 

展 開 等 支 援 

○アフターコロナを見据えた新たな

ビジネスモデルや業態転換に取り

組む中小企業が、戦略策定や組織

改革等を実施するためのプッシュ

型支援を行う。 

・支援候補企業の調査 

売上や取引先数等の企業データ

に基づき、より波及効果の高い支

援候補企業を抽出し、個別ヒアリ

ング等を実施して支援企業50社を

選定 

・民間コンサルタントによる伴走型

支援の実施 

支援企業自らが経営課題を明確

化し、戦略策定等、課題解決に向

けた取組ができるよう、企業に寄

り添ったコンサルティングを実施 

・ プッシュ型支援の好事例を県内に

波及 

新事業展開等の重要性を事例集

やセミナー等を通じて県内に発信 

280,042 

 

280,000 

 

279,380 

[―] 

合    計 
280,042 

 

280,000 

 

279,380 

[―] 

 

領域

取組
の
方向

⑥ 県経済を牽引する企業の育成・集積

産業イノベーション
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令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

地域未来牽引企業数 
99 社 

（H29～R2 累計） 

60 社 

（R3～R4 累計） 
―※ 

※ 地域未来牽引企業の令和３年度及び令和４年度の追加選定は、未実施（実施主体：経済産業省） 

 

○ 事業目標： 

新事業展開に取り組む企業数  （令和４年度目標）50 社 

地域経済を牽引し得る素地を有する 50 社に対して、民間コンサル（５社）による伴走型の集中

支援を実施した。 

アフターコロナを見据えた新事業展開等の重要性や実践ポイント等を県内企業へ波及すべく、本

支援の好事例等をセミナーにて発信した。（令和５年２月 16 日開催） 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 本事業では、多岐にわたる企業の課題の中から、新事業展開へ向けた最優先課題の抽出および解

決を目指し、目標通り 50 社の支援を実施した。 

○ 支援した企業からは、今後の売上高、利益の増加に加え、新たな従業員の雇用等の効果も期待で

きるとの回答を得た。  

○ ただし、短期間による集中支援のため、新事業展開等においては、支援期間中に売上が計上でき

るまでには至らず、その後を企業側の実践に委ねるケースもあった。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 企業の支援ニーズを把握する中、引き続き、地域経済を牽引し得る素地を有する企業の更なる成

長へ向けて、以下の点を勘案した取組を検討していく。 

・支援効率、支援効果の向上のため、企業の支援ニーズの把握・深掘りに時間を掛ける。 

・企業の自走のタイミング等を意識した、支援期間を設定する。 

・中長期的なフォロー、付随支援のスキーム構築等による全体最適を意識した支援により、支援効 

果の顕在化および極大化を図る。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：中小企業振興費 

担 当 課 イノベーション推進チーム 

事 業 名 中小企業イノベーション促進支援事業（単県）� 
 
目的 

県内産業の付加価値の拡大や競争力の強化を図るため、県内中小企業等の新事業展開等を支援する

ことにより県経済を牽引する企業の育成・集積を図るとともに、県内経済の活性化に向けて生産性向

上の取組を推進する。 

事業説明 
 
対象者 

成長を志向する県内中小企業等 

事業内容 

（単位：千円） 

区 分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

新事業展開

等支援事業� 

○チーム型支援 

・専門家チームによるマーケティング等の経営課

題の解決支援 

○中小企業技術・経営力評価支援 

・技術・経営力の評価書を発行し、経営課題の明

確化・解決を支援 

○中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業 

・成長が期待できる案件を発掘し、事業計画を評

価の上、開発費等を支援 

○事業承継支援 

・県内経営者等の事業承継やＭ＆Ａに対する理解

の促進やノウハウの提供 

(債務

15, 000) 

135, 406� 

(債務 

15, 000) 

128, 128 

 

 

 

117, 947 

［―］ 

生産性向上

支援事業 

○イノベーション創出スクール 

・イノベーション創出に必要な組織づくりを進め

るとともに、社会的課題等の解決に向けたプロ

ジェクトを実施 

○データ分析・活用支援 

・「学びの場」提供による、データの分析・活用

に取り組む企業数の増加 

○実践型現場改善ワークショップの開催 

・業務効率化による生産性向上のワークショップ

を開催 

58, 597 

 

58, 597 

 

51, 516 

［―］ 

合    計 

(債務

15, 000) 

194, 003 

(債務

15, 000) 

186, 725 

 

 

 

 

169, 463 

［―］ 

 

 

領域

⑦
中小企業・小規模企業の生産性向上・
経営改善

産業イノベーション

⑥ 県経済を牽引する企業の育成・集積
取組
の
方向
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令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

地域未来牽引企業数 
99 社 

（H29～R2 累計） 

60 社 

（R3～R4 累計） 
―※ 

Ｍ＆Ａ件数 108 件 110 件 104 件 

生産性向上の取組実施企業数 
83 社 

（H29～R2 累計） 

200 社 

（R3～R4 累計） 

325 社 

（R3～R4 累計） 

※ 地域未来牽引企業の令和３年度及び令和４年度の追加選定は、未実施（実施主体：経済産業省） 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 広島県事業承継・引継ぎ支援センターや金融機関と連携し、企業、支援機関向けのＭ＆Ａ普及啓

発に向けたセミナー等を実施し、県内企業のＭ＆Ａの推進を図っている。令和４年度実績（104 件）

は、対前年比（令和３年度実績：95 件）では増加しているものの、海外情勢を含めた外部環境の

不透明性やエネルギー・原材料価格の高騰等による買収意欲の減少等により、目標 110 件に対して

は未達となった。 

○ 生産性向上の取組実施企業数については、データ分析・活用支援やイノベーションスクールで 

企業のより関心の高いテーマのセミナーや講座等を実施し内容の充実を図るとともに、企業に対す

る周知活動を強化したことにより、令和３年度から令和４年度までの目標 200 社に対し、325 社の

実績となり、目標を達成した。（令和４年度の取組企業数目標 100 社に対し実績 110 社） 

 

令和５年度の取組方向 

○ 原油・原材料価格の高騰、部材調達困難、人材不足など、中小企業を取り巻く経営環境が激変す

る中で、依然として支援ニーズが高いことから、令和５年度においても、次の成長に向けて、従来

のビジネスモデルからの脱却や、新たなバリューチェーンの構築などの新事業展開に取り組む中小

企業に対し、伴走型支援を行う。 

○ 令和５年度は、引き続き「学びの場」の定着に向けた環境整備とともに、社会的課題解決等プロ

ジェクトの取組への支援を継続するとともに、事業規模の拡大や新たなプロジェクト創出に向けた

支援に取り組むため、外部企業も含めて行動変容を促すことによるプロジェクト参画企業数の増加

に取り組むとともに、自走可能なビジネスモデルの構築を支援する。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：工鉱業振興費 

担 当 課 イノベーション推進チーム 

事 業 名 ものづくり価値創出支援事業（国庫） 
 
目的 

新型コロナウイルス感染症等の影響から厳しい経営環境においても研究開発投資を減退させること

なく、デジタル化やカーボンニュートラル等の環境変化に対応していくための前向きな研究開発に対

して支援していくことで、本県のものづくり企業の持続的な発展を図るため、取り組むべき課題と技

術構想が明確になっている応用・実用化開発を支援する。 

事業説明 
 
対象者 

県内ものづくり企業（輸送用機械、一般・電気機械関連分野等）、産業支援機関等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算 

執行額 

[繰越額] 

○ 県内ものづくり企業が実施する応用・実用化開発

への支援 

○ カーボンニュートラルや CASE に代表される産業

構造の変化に対応していくため、デジタル化や輸送

用機械器具製造業のカーボンニュートラルに係る新

分野展開・事業転換に関する研究開発については重

点的に支援 

 

【補助対象者】 

県内ものづくり企業（輸送用機械、一般・電気機械

関連分野等） 

産業支援機関等 

 

【補助率】 

・一般型 1/2 以内 

・重点型 2/3 以内   

・デジタル化 

・輸送用機械器具製造業のカーボンニュートラルに

係る新分野展開・事業転換（自動車の電動化や船舶

の代替燃料への転換等） 

 

【補助限度額】 

50,000 千円 

※事業管理機関に対しては、進行管理を行う事業の

補助金額の 10/100 を上限とする。 

287,700 

 

646,209 

 

268,690 

［368,935］ 

合    計 
287,700 

 

646,209 

 

268,690 

［368,935］ 

※令和４年度 12 月補正予算を含む。 

 

 

領域 産業イノベーション

取組
の
方向

①
基幹産業であるものづくり産業の更なる
進化
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令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標：                             

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

１人当たりの付加価値額 

（輸送用機械器具製造業） 
1,360 万円 1,425 万円 【R6.9 判明】 

 

○ 事業目標：                             

指 標 名 基準値 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

研究開発支援件数 ― 10 件 ８件 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ ものづくり価値創出支援補助金については、関係企業に対して直接制度周知をすることに加えて、

産学官で組織する団体や金融機関を通じた周知を行ったことなどにより、目標支援件数 10 件を超

える 12 件の応募があったが、補助申請額が予算額を大幅に上回ったことにより、８件の採択に留

まった。このため、12 月補正により予算を増額措置した上で、２次公募を行った（10 件を採択、

令和５年度に支援実施）。 

○ 県内ものづくり企業においては、新型コロナウイルス感染拡大や半導体不足等による部品調達難、

また、原材料価格の高騰など、厳しい経営環境にある中で、自動車関連産業のＣＯ２排出量規制の

厳格化や電動化の動きなどに対応し、競争優位性を確保していくため、先端的な研究開発に取り組

み、事業変革を行っていくことが求められている。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 産業構造の変化に対応していくためのデジタル化やカーボンニュートラルに貢献する新たな研究

開発に対して重点的に支援を行うなど、企業の研究開発投資を減退させることなく、環境変化に対

応するための前向きな研究開発を継続的に支援していくとともに、半導体不足等により機械設備の

納期が長期化していることに対応して、補助金の実施期間を十分に確保するなど、制度を見直しな

がら、厳しい経営環境にある県内ものづくり企業の持続的な発展を図る。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費  項：工鉱業費  目：工鉱業振興費  

担 当 課 イノベーション推進チーム  

事 業 名 イノベーション・エコシステム形成事業（一部国庫）【一部新規】 
 
目的 

これまでの取組で生まれた成果に加え、平和都市としての国際的な知名度を生かし、世界に選ばれ

る「イノベーション創出拠点ひろしま」として国内外に認知されるイノベーション・エコシステムを

形成する。 

事業説明 
 
対象者 

イノベーションの実現を目指す個人、県内企業、大学等 

事業内容 

 イノベーションの機能的要素の底上げ・質の向上を図るため、次の視点で、それぞれの軸となる事

業を推進する。 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

事業化・成長 

支援 

【一部新規】 

○アクセラレーション（※）プログラム 

【新規】 

・スタートアップ企業の将来性・市場性を目利

きし、事業の磨き上げや、ベンチャーキャピ

タル等へとつなぐことで、スタートアップ企

業の急成長をサポート 

（※）スタートアップ企業や起業家をサポー

トし、事業成長を促進すること 

○ソーシャル・イノベーター育成事業 

・社会課題を新たな切り口やアイデアで解決し

ようとする社会起業家の育成等 

84,970 

 

78,813 

 

78,166

［―］ 

オープンイノ 

ベーション 

【一部新規】 

○「イノベーション・ハブ・ひろしま Ｃａｍ

ｐｓ」管理・運営事業 

・多様な人材、資金、情報等を集積・結合し、

新たなつながりやイノベーションが次々と生

まれる好循環を創出する「常設の場」の管理

運営を行うとともに、オープン・イノベーシ

ョンの促進に資するプログラムを提供 

○イノベーション・エコシステムプラットフォ

ーム構築 

・クラウド上での多様な人材・企業のマッチン

グシステムを運営し、新しいスタイルでのオ

ープン・イノベーションを創出 

○首都圏・県内プロモーション【新規】 

・主に首都圏のスタートアップ企業・起業検討

者やベンチャーキャピタルを広島に惹きつけ、

進出・投資につながるプロモーションを実施 

98,360 

 

81,360 

 

55,219

［―］ 

領域 産業イノベーション

取組
の
方向

③ イノベーション環境の整備
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人材育成 

○成長支援人材育成・派遣事業 

・企業のＩｏＴ導入をリードする人材を育成 

○ベンチャー留学プログラム事業 

・ベンチャー企業での事業開発の機会等を提供

し、イノベーション人材を育成 

24,232 

 

22,232 

 

17,766 

［―］ 

合    計 
207,562 

 

182,405 

 

151,151 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

イノベーション実現企業率 36％ 39％ 45％ 

イノベーション活動実行企業率 41％ 44％ 54％ 

 

○ 事業目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

イノベーション・ハブ・ひろし

ま Ｃａｍｐｓ会員数 
2,043 人 2,500 人 3,071 人 

 
 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○  イノベーション・ハブ・ひろしま Ｃａｍｐｓやサンドボックス、「ひろしまユニコーン 10」

プロジェクト等の事業を通じて、イノベーションを志すマインドの醸成や交流の場づくり、新規事

業開発ワークショップ、実証フィールドの提供、スタートアップ向けのアクセラレーション等を行

った。 

その結果、自社内における「イノベーション活動実行企業率」は計画を上回り、昨年度に引き続

きイノベーション創発に向けた環境整備は着実に進んでいる。 

○  製品やサービスを新たに市場へ導入（改善含む。）した「イノベーション実現企業率」も昨年度

から改善が見受けられ、今年度は目標を上回った。しかしながら、変化の激しい時代において、こ

うした状況を維持・成長させるには不断の努力が必要である。 

 

令和５年度の取組方向 

○  イノベーション・ハブ・ひろしま Ｃａｍｐｓという場の運営や独自のアクセラレーションプロ

グラム等を着実に継続・発展させることで、多様な人材や企業のつながりをより一層創出する。 

○  アイデア創出・実証レベルの支援にとどまることなく、「ひろしまユニコーン 10」プロジェク

トやひろしまサンドボックス実装支援事業なども活用することで、実装・事業化まで切れ目のない

支援を実施する。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費  項：工鉱業費  目：工鉱業振興費 

担 当 課 イノベーション推進チーム 

事 業 名 ひろしまサンドボックス推進事業（単県） 
 
目的 

最新のデジタル技術を活用し、産業や地域における課題解決に向けた実証実験を県内外の民間企業

等との共創により行い、広島発の新たなソリューションの創出を目指すことを通じて、産業 DX・イ

ノベーション人材の育成・集積を図る。 

事業説明 
 
対象者 

県内外の企業・大学・自治体等 
事業内容 

（単位：千円） 

区 分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

実証プロジェクト 

○新しい技術やビジネスモデルの創出に向

けたチャレンジが育つ環境の整備 

・これまでの実証プロジェクト（H30～R3）

のうち、県内で事業継続するにあたって、

新たな障壁（法制度、関係者との調整等）

に挑戦する実証の支援 

50,000 

 

50,000 

 

47,016 

［―］ 

ひろしまサンド 

ボックス推進 

協議会運営・支援 

○会員向けサポートメニューの提供 

・スモールスタート支援（イノベーション

創出や社会課題解決に資するチャレンジ

の支援等） 

・マッチング支援（県内企業・自治体とス

タートアップ企業等とのマッチング支援

等） 

・オンラインコンテンツ（ＡＩ人材開発プ

ラットフォームの運営等） 

○会員向け各種情報の提供等 

○メディアプロモーション等の実施 

100,000 

 

98,274 

 

95,151 

［―］ 

合    計 
150,000 

 

148,274 

 

142,167 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

イノベーション実現企業率 36% 39% 45% 

イノベーション活動実行企業率 41% 44% 54% 

 

 

領域 産業イノベーション

取組
の
方向

③ イノベーション環境の整備
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○ 事業目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

ひろしまサンドボックス 

推進協議会会員数 
2,482 人 2,500 人 3,099 人 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ ひろしまサンドボックスでの実証プロジェクトにより、108 件の商品・サービスが開発されてい

るが、新たなビジネスモデルの創出や市場開拓につなげるためには、規制対応や協業体制の構築な

ど、事業化における課題があることから、実装に向けた継続した支援が必要である。 

○ ひろしまサンドボックス推進協議会には、県内外から多様な人材や企業が集積し、広島県をフィ

ールドとした様々なチャレンジが活発化しているが、チャレンジャーやメンター等が自発的に交流

し、イノベーションを創出できるよう、協議会の更なる活性化に向けた取組が必要である。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 社会課題を解決する商品・サービスが実装され、ビジネスモデルとして確立できるよう、障壁と

なっている規制への対応や、新たなルールメイクに挑戦する事業を継続して支援するとともに、公

募により新たな事業を支援する。 

○ ひろしまサンドボックス推進協議会の会員のチャレンジ促進及び活性化を図るため、会員のニー

ズに応じて、伴走型スモールチャレンジを継続して支援、オンラインによるマッチング機会の提供

等を通じ、会員同士のネットワーク構築及び拡大に取り組む。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費  項：工鉱業費  目：工鉱業振興費 

担 当 課 イノベーション推進チーム 

事 業 名 ひろしまサンドボックス実装支援事業（国庫）【新規】 
 
目的 

持続可能な暮らしや地域社会の実現のために、最新のデジタル技術を活用し、地域や産業、また、

新型コロナウイルス感染症の拡大で顕在化した課題の解決を図る実証実験「ひろしまサンドボックス」

で、これまで開発された商品・サービスの県内への実装を推進する。 

事業説明 
 
対象者 

 県内外の企業・大学等 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

ひろしまサン

ドボックスに

おける開発・

実証モデルの

実装 

○ひろしまサンドボックスにおいて、これま

で開発・実証されたデジタル技術を活用し、

県内外の企業や人材との連携による県内へ

の実装を目指す。 

【事例】 

・オンラインで内覧ができるＶＲ空き家内覧

システム 

・ロボット先生による小学校の複式学級にお

ける課題解決 

・専門医の偏在による医療サービスの地域格

差の是正を図る眼科遠隔診断サービス 

・衛星とドローンの組合せによる農地管理シ

ステム 

200,000 

 

198,000 

 

183,753 

［―］ 

合    計 
200,000 

 

198,000 

 

183,753 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（平成 30 年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

イノベーション実現企業率 36% 39% 45% 

イノベーション活動実行企業率 41% 44% 54% 

 

○ 事業目標： 

指 標 名 基準値 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

ソリューション実装件数 － 10 件 20 件 

領域 産業イノベーション

取組
の
方向

③ イノベーション環境の整備
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○  ひろしまサンドボックスにおいて、これまでの４年間に開発された商品・サービス（108 件）を

県内へ実装する本事業において、20 件のソリューションに対し実装支援を行った。商品・サービ

スの社会実装を促進するためには、共通の課題を抱える複数の市町や公的機関（医療機関、教育機

関等）への横展開が必要である。 

○  製品やサービスを新たに市場へ導入（改善含む。）した「イノベーション実現企業率」も昨年度

から改善が見受けられ今年度は目標を上回った。しかしながら変化の激しい時代において、こうし

た状況を維持・成長させるには不断の努力が必要である。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 県内の複数の市町や公的機関（医療機関、教育機関等）において、行政サービスを始めとする地

域社会の様々な場面にデジタル技術の導入を進めるため、県内市町等と先進的な技術を持つスター

トアップ等とのマッチング及び試験導入に係る経費の支援を実施する。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費 項：工鉱業費 目：工鉱業振興費 

担 当 課 県内投資促進課 

事 業 名 
企業立地促進対策事業（単県）【一部新規】 

企業立地促進対策事業＜原油価格・物価高騰対策＞（国庫）【新規】 
 
目的 

○ 製造業等を中心とした企業に対し、生産性向上や拠点機能強化に向けた投資の促進を図るととも

に、ＤＸの推進、オープン・イノベーション及び産業の付加価値向上に向けたデジタル系企業の集

積を図ることで、県経済の持続的な発展につなげる。 

また、市町との連携や民間遊休地の活用も図りながら県内外から企業を誘致することにより、雇

用機会・税収の確保及び県内企業の活性化を図る。 

○ カーボンニュートラルを見据え、県内企業の創エネ、省エネ・ＤＸ等による生産性向上のための

設備投資に係る費用への助成制度を創設することにより、県内企業の製品の付加価値創出や事業活

動の持続に繋げ、県内経済の成長を図る。 

事業説明 
 
対象者 

誘致対象企業、立地企業、市町 

創エネ、省エネ、生産性向上に資する設備投資を実施する企業 

事業内容 

（単位：千円） 

区 分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

立地企業等へ

の助成 

 

○設備投資への助成制度 
・環境・エネルギー、医療・健康等

先端分野への助成 
・生産性向上、付加価値向上につな

がる大規模設備投資への助成 
・基盤産業を幅広く支援するための

助成（中山間地域は要件緩和） 
・大規模事業所の休止・閉鎖に伴う、

その取引企業の設備投資への助成 
○「人」と「機能」に着目した助成

制度 
・本社機能（本社、研究開発部門、

研修施設等）を広島県内に移転・
新設した企業に対し、代表者、社
員とその家族に係る転居費用及び
オフィス改修費などの初期コスト
や研究開発に係る費用を助成 

・情報サービス事業所に対し、オフ
ィス賃料と通信回線使用料を助成 

・短期間、県内のシェアオフィス等
を利用する県外企業への助成 

○産業用地等の確保のための助成制度 
・市町が開発予定の産業団地に係る

調査費及び造成費を助成 

（債務 

2, 902, 692） 

7, 369, 660 

 

 

 

（債務 

2, 902, 692） 

6, 368, 180 

 

 

 

5, 608, 944 

［―］ 

領域 産業イノベーション

取組
の
方向

⑤ 企業誘致・投資誘致の促進
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区 分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

・民間遊休地に対する助成制度等に
より企業を支援した市町への助成 
など 

企業誘致活動 

○企業訪問、現地案内 
○企業誘致セミナー等によるデジタ

ル系企業等の誘致 
○日本立地センターを活用した情報

収集等 
・企業・他自治体の動向等情報収集、

本県用地情報等の提供 など 

15, 712 

 

15, 712 

 

12, 375 

［―］ 

広島の魅力を

発信するＰＲ

の強化【一部

新規】 

○新規ＨＰ及び立地ガイド作成、動
画制作等 

・生活環境を含めた本県の投資立地
環境や産業団地、優遇制度の紹介 

・ＰＲ動画、全国誌への広告により
広島の魅力を発信 

・デジタルマーケティングを用いた
企業ニーズ把握と効果的な情報等
の発信 

23, 973 

 

21, 973 

 

19, 940 

［―］ 

原油価格等高

騰対策緊急支

援【新規】� 

〇県内企業の再生可能エネルギー設
備(売電目的のものを除く）の導
入、省エネや生産性向上のための
設備投資費用を支援 

【助成率等】 
・創エネ関連設備（発電設備、蓄電

池など）への投資 
 １企業当たり投資額の 50％ 
（助成上限：２億円） 

・省エネ設備又はＤＸ化等による生
産性向上に資する設備への投資 

１企業当たり投資額の 15％ 
  ※中山間地域は投資額の 20％ 
  （助成上限：２億円） 

― 2, 000, 000 

 

― 

［1, 999, 168］ 

合    計 

 

（債務

2, 902, 692） 

7, 409, 345 

（債務

2, 902, 692） 

8, 405, 865 

 

 

       

5, 641, 259 

［1, 999, 168］ 

※令和４年度９月補正予算を含む。 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基 準 値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

多様な人材・企業の集積のための投資

誘致件数（デジタル系企業、本社・研

究開発機能等） 

31 件 30 件 24 件 

製造業等の拠点機能強化のための投資

誘致件数 
71 件 40 件 104 件 
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 本社機能・研究開発機能等の移転・拡充件数は 24 件と、目標値を下回った。これは、ひろしま

オフィスプランニング助成事業（令和２年度９月補正）において、進出のきっかけとするため短期

間の滞在への支援（短期プロジェクト参加型）や県内へのオフィス移転に対し、助成額の上限拡大

や要件緩和（移転・分散型）を行ったことなどにより、移転を前倒しした企業が多く （令和３年

度目標：30 件、実績：45 件）、その反動等によるものが主な要因と考えられる。 

○ ＤＸやオープン・イノベーションの推進、産業の付加価値を向上させるために重要な要素である、

デジタル分野の人材と企業の広島進出については、少しずつではあるが着実に成果につながってお

り、さらなる集積に向け、継続的な「デジタル企業を中心とした誘致」が必要である。 

○ また、これまでイノベーション創出の源泉となる高度人材と企業の集積に向けた「本社機能・研

究開発機能の誘致」に取り組み、一定の成果につながっている。 

○ 一方で、本社機能の一部の移転に留まっている現状や、研究者等の交流や情報発信は首都圏など

の大都市が中心となる傾向があり、地方では人材確保が困難であること等が課題となっている。 

○ 製造業等の投資誘致件数は、令和４年度９月補正予算において、創エネ、省エネ・ＤＸ等による

生産性向上に取り組む企業の設備投資を支援する制度を創設したことなどにより、前年度を上回る

104 件（令和３年度実績：56 件）となったが、新成長産業分野等（環境・エネルギー、健康・医療

関連）への投資誘致については、企業ニーズ（産業用地などのインフラ関連、関連企業の集積状況

等）の多様化などにより、成果が十分には発揮できていない。 

 

令和５年度の取組方向 

○ デジタル系企業に対しては、本県の事業環境や生活環境に関する魅力や進出企業の情報などをＳ

ＮＳ等も活用し情報発信することや、シェアオフィス等で短期間広島へ滞在し魅力を感じてもらう

こと等で、広島への興味・関心を高め、進出のきっかけ作りに取り組むとともに、それらの企業に

対し、重点的に営業を行う。 

○ 本社・研究開発機能等の誘致に向けては、本県にゆかりのある企業を中心として企業ニーズを踏

まえた営業活動や、カーボンリサイクルをはじめとした本県の先進的な取組など産学官連携も活用

した研究開発機能の誘致に取り組む。 

○ 製造業等に対しては、生産現場の抜本的改革につながる設備投資を促すことで、ものづくり産業

の生産性向上や高付加価値化を図るとともに、健康・医療関連分野や、環境・エネルギー分野の育

成事業との連携や業態転換、新事業創出の促進を、企業ニーズを確認しながら総合的に支援する。 

○ 令和４年度に技術部門である企業局の土地造成事業を営業部門のある商工労働局に移管した製販

一体化による効果も発揮して、企業への迅速な対応や技術的見地も伴ったきめ細やかな支援を行う。 

○ 産業用地の確保については、市町による産業団地の造成支援や民間遊休地の活用策など多様な主

体との連携・協働により確保に取り組む。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：商工費   項：観光費   目：観光費   

担 当 課 観光課 

事 業 名 観光地ひろしま推進事業（単県）【一部新規】 
 
目的 

観光戦略の基礎となるマーケティングの強化、落ち込んだ観光ニーズの早期回復、自立的・継続的

な観光産業の確立に向けた取組などを推進していくことにより、ブランド価値の向上とさらなる来訪

者の増加といった好循環を実現し、観光が本県経済の成長を支える産業の一つとなることを目指す。 

事業説明 
 
対象者 

観光客、市町、観光事業者、観光関係団体等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

マーケティング 

【一部新規】 

○ 観光関連データをより詳

細に集積・共有するための

基盤の強化【一部新規】 

○ 観光客等の顧客ごとのニ

ーズや動向等の把握・分析

や顧客との双方向での情報

発信等による関係性の向上

【一部新規】� 

187, 742� 187, 742 

 

174, 597 

［―］ 

魅力づくり 

○ 新たなニーズを踏まえた

付加価値の高い観光プロダ

クトの早期開発 

○ 観光プロダクト開発促進

のための幅広い事業者間ネ

ットワークの強化及び専門

家による事業化支援 

○ 事業者等が行う観光プロ

ダクト開発への補助 

375, 000� 375, 000 

 

303, 622 

［50, 000］ 

受入環境整備 

○ おもてなしの質向上に向

けた事業者の自発的取組へ

の支援 

○ 広島県地域通訳案内士

の育成 等� 

30, 000 30, 000 

 

28, 727 

［―］ 

広島ファンの増加 

○ 安全安心情報や観光プ

ロダクト、共感メッセージ

等の効果的な発信 

○ 航空会社等と連携した国

際プロモーション 等 

133, 382 133, 382 

 

111, 526 

［―］ 

合    計 
726, 124 

 

726, 124 

 

618, 472 

［50, 000］ 

領域

①
ブランド価値の向上につながり魅力づく
り

②
誰もが快適かつ安心して楽しめる受入
環境整備

③ 広島ファンの増加

観光

取組
の
方向
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令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年） 

目標値 

（令和４年） 

実績値 

（令和４年） 

総観光客数 4, 207 万人 7, 600 万人 4, 907 万人 

外国人観光客数 40 万人 600 万人 16 万人 

観光消費額単価 6, 525 円/人 7, 000 円/人 7, 789 円/人 

ストレスなく楽しめたと感じ

る観光客の割合 
― 84.0% 80.0％ 

宿泊者数 675 万人 1, 300 万人 853 万人 

外国人宿泊者数 17 万人 250 万人 14 万人 

県外から訪れた観光客の再来

訪意向 
― 86.0% 87.7％ 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ コロナ禍における新たな観光ニーズを踏まえた広島ならではの自然・平和・伝統文化・食等をテ

ーマとした付加価値の高い観光プロダクトの開発や、そうした観光プロダクトの開発におけるＩＴ

関連産業や製造・小売業など、異業種を含む幅広い事業者が連携した取組の推進、広島を高く評価

し、広島の魅力を自発的に発信してもらえるような広島ファンの拡大、顧客視点に基づくおもてな

しの質の向上に向けた事業者による自発的な取組の促進、宿泊・旅行割引プランの造成に要する経

費への支援（「観光誘客促進事業」）などに取り組んできた。 

○ まん延防止等重点措置の解除や県民割の再開、全国旅行支援の開始、インバウンド需要における

水際対策の緩和により、国内外の観光客は回復傾向にあるものの、新型コロナ第６波の影響を受け、

２月、３月の観光客数が減少したこともあり、令和４年の総観光客数は 4, 907 万人、外国人観光客

は 16 万人、とコロナ前の令和元年の水準には及んでいない。ストレスなく楽しめたと感じる観光

客の割合も 80.0％と目標値に達していないため、更なる受入環境の充実・強化が必要と考えてい

る。 

○ 一方で、観光消費額単価は 7, 789 円/人と目標を達成している。これは旅行自粛が続いたことに

伴う旅行消費意欲の高まりや、物価上昇による支出額の増加などにより増加したものと考えられる。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 国内外からの関心が高まった広島サミットを契機とした観光客のＶ字回復を図るための取組を強

化していく。特に、コロナ禍で大幅に減少していた外国人観光客の回復が見込まれる中、海外の旅

行会社等へのプロモーションや、海外富裕層等をターゲットにした観光プロダクトの開発などに積

極的に取り組んでいくこととしている。 

○ 新型コロナの拡大や自然災害の多発などによって、観光客の意識や価値観が大きく変容する中で

今後も起こりうる急激な環境変化にも柔軟に対応していくためには、観光関連事業者だけではなく

幅広い事業者が観光に携わり、イノベーションに挑戦し続けていくことができる、自立的・継続的
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な観光産業を確立していくことが重要と考えている。 

○ 具体的には観光プロダクト開発においては、観光以外の幅広い事業者の参画、連携を促すための

プラットフォームの機能強化や事業者間連携等による観光プロダクト開発などに引き続き取り組む。 

また、受入環境整備においてはポストサミットを見据えた受入環境整備やＤＸ技術等を活用した

受入環境整備の支援などに、さらに広島ファンの増加においては、ＨＩＴひろしま観光大使を活用

した情報発信の更なる強化などに取り組む。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：労働費 項：雇用対策費 目：雇用対策事業費 

担 当 課 雇用労働政策課 

事 業 名 人材確保緊急支援事業（国庫）【新規】 
 
目的 

長引く新型コロナウイルス感染症の影響から立ち直りつつある観光・宿泊・飲食業界など、急激な

需要回復に伴い人手不足に陥っている企業を対象として、「働きたい人全力応援ステーション」にお

いて人材募集に対する支援や求人マッチングに向けた求職者の掘り起こしなどを行い、人手不足企業

の人材確保を支援する。 

事業説明 
 
対象者 

人材確保が困難となっている企業 
事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

「働きたい

人全力応援

ステーショ

ン」での人材

確保支援 

○ 「働きたい人全力応援ステーショ

ン」において、求人企業支援員によ

る企業の人材募集に対する支援、県

内各所でのミニ企業面接会や出張相

談会等の開催による求職者の掘り起

こし、また、これらを周知する広報

活動等を行うことで、人手不足企業

の人材確保を支援する。 

― 

 

27,500 

 

27,299 

［―］ 

求人情報の

発信強化 

○ ひろしまワークスと民間求人情報

サイトへのデータ連携機能を活用し、

幅広く情報発信する。 

― 

 

1,000 

 

908 

［―］ 

合    計 
― 

 

28,500 

 

28,207 

［―］ 

※令和４年度 12 月補正予算 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ 事業目標： 

指 標 名 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

支援企業数 250 社 158 社 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 働きたい人全力応援ステーションの支援企業数は 158 社で、目標値を下回る状況であった。これ

は、人材不足業界（観光・飲食等）を中心に短期・単発の求人獲得により、需要が回復しつつある

企業を支援する事業として開始したものの、実際には、企業側が短期・単発よりも長期的な雇用に

よる人材確保を望んでいたことが主な要因と考えられる。 
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令和５年度の取組方向 

○ 本事業は、令和４年度で終了した事業であるが、引き続き、離転職者等就業支援事業等により、

求人ニーズの把握に努めるとともに、求人内容の見直しを働き掛けるなど、企業側の意識変容を促

し、人手不足企業の人材確保を支援する。   

 

-269-



  

 

商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：労働費 項：雇用対策費 目：雇用対策事業費 

担 当 課 雇用労働政策課 

事 業 名 外国人材受入モデル企業促進事業(国庫)【新規】 
 
目的 

エネルギー価格・物価高騰の影響等がある中で、人材確保が困難になっている県内企業を下支えす

るため、県が伴走型で、特定技能（※）外国人の受入れ・職場定着に取り組む企業の経費を一部補助

することで、モデル企業として育成し、モデル企業の取組を横展開することで、県内企業の外国人材

の円滑な受入れ及び職場定着を促進する。 

※特定技能：人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性の技能を有し、即戦力となる外国人

を受け入れる在留資格 

事業説明 
 
対象者 

特定技能外国人の受入促進や職場定着に取り組む県内中小企業等 
事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算 

執行額 

[繰越額] 

〇特定技能外国人の受入れ・職場定着に取り組む県 

内企業が負担する経費の一部を補助することにより、

県が伴走型で、モデル企業の育成を支援 

＜補助事業＞  

【補助対象者】 

特定技能外国人の受入れ及び受入れを予定してい 

る県内中小企業等 

【補助対象経費】 

外国人材の円滑な受入れや職場定着に向けた取組 

【補助率】 

3/4 以内 

【補助上限額】 

300 万円/社 

【対象企業数】 

５社 

＜伴走型支援＞ 

【アドバイザー経費】 

170 万円 

― 

 

20,000 

 

461 

［19,539］ 

合    計 
― 

 

20,000 

 

461 

［19,539］ 

※令和４年度 12 月補正予算 
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令和４年度の成果目標と実績 

〇  事業目標： 

指 標 名 
目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

特定技能外国人の受入れモデル企業数 ５社 ２社 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 令和５年３月から公募を開始したところ、９社から応募があり、審査の結果、年度内では２社の

採択にとどまった。 

○ 翌年度以降も引き続き外国人を雇用している企業や監理団体、支援機関を通じて制度周知を図り、

早期に残り３社の選定を行う。 

○ 県内企業の外国人材の円滑な受入れ及び職場定着の取組を促進するため、モデル企業として育成

し、２号特定技能外国人の輩出を支援する。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 採択企業に対し、伴走型支援により、特定技能制度に係る情報提供を行うとともに、外国人材が

日本語能力の向上や技能のスキルアップを図る取組を後押しすることで、２号特定技能外国人の輩

出及び職場定着に取り組む企業の優良事例を創出し、２月開催予定のセミナーで横展開を行う。 
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土木建築局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：土木費 項：空港費 目：航空対策費 

担 当 課 空港振興課 

事 業 名 空港振興事業（一部国庫）【一部新規】 
 

目的 

コロナ禍における旅客需要激減の影響を受けている広島空港の航空ネットワークの維持及び国際定

期路線の早期復便・就航を後押しするため、航空会社等に対して支援を実施する。 

 

事業説明 
 
対象者 

広島空港利用者、航空会社、機内食製造会社、アクセス事業者 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内  容 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算 

執行額 

[繰越額] 

国際定期路線 

緊急支援 

【一部新規】 

国際定期路線を運航する航空会社に対

して、路線維持に必要な固定経費及び

復便・就航後の運航経費の一部を支援 

7,170 

 

44,459 

 

36,287 

[―] 

国際定期路線維持に不可欠な機内食製

造会社に対して、機内食提供機能の維

持に必要な固定経費の一部を支援 

1,322 

 

5,288 

 

5,288 

[―] 

空港アクセス 

緊急支援 

広島空港リムジンバスを運営している

アクセス事業者に対して、路線・便数

の維持・復便に必要な運行経費の一部

を支援 

36,604 

 

54,642 

 

26,437 

[―] 

エアポート 

セールス 

空港運営権者と連携した航空会社等へ

のセールス活動 

5,483 

 

5,483 

 

5,229 

[―] 

空港アクセス 

利便性向上 

【新規】 

空港運営権者やアクセス事業者等が行

う新たな路線開設や交通モードの導入

に向けた実証実験の実施等、空港アク

セスの拡充に必要な経費の一部を負担 

16,067 

 

16,067 

 

15,075 

[―] 

広島空港 

振興協議会 

負担金 

広島空港の利用促進に係る活動を展開

する協議会の活動経費の一部を負担 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

[―] 

開港記念 

モニュメント

移設 

【新規】 

広島空港開港記念モニュメントの撤去 
21,011 

 

21,011 

 

21,011 

[―] 

合    計 
137,657 

 

196,950 

 

159,327 

[―] 

※令和４年度６月及び９月補正予算を含む。 

  

領域 交流・連携基盤

取組
の
方向

① 世界とつながる空港機能の強化

-272-



  

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

国際線路線数・便数 ５路線 26 便/週 ６路線 21 便/週 1 路線 4 便/週 

広島空港と主要拠点を結ぶ

公共交通ルート数 
９ルート（R２年度） 10 ルート 10 ルート 

                           

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 新型コロナの影響で、国際定期路線は令和２年３月以降全路線運休しており、令和５年１月に

台北線が週４便で復便したものの、目標達成には至らなかった。 

○ 他路線についても復便等に向けた動きがみられ、今後、早期の復便等に向け、航空会社の復便

の後押しになる環境を整える必要がある。 

○ 広島空港アクセスについては、新型コロナの影響の長期化により、路線バスの運休や大幅な減

便が続く中、空港アクセスの利便性の確保を目的に、バス事業者に対して運行支援を行うととも

に、広島国際空港（株）（ＨＩＡＰ）と連携して、路線の維持・拡充に向けた関係者への働きか

けを行った結果、１ルート増の 10 ルートとなり、目標を達成することができた。 

○ 今後の空港アクセス路線の拡充に向けては、アフターコロナを見据えた、将来的に持続可能な

空港アクセスネットワークを構築する必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 令和３年７月から空港運営を開始したＨＩＡＰが掲げる広島空港の将来ビジョンの達成に向けて、

引き続きＨＩＡＰと協働し、国際線航空ネットワークの早期再構築に取り組むとともに、新型コロ

ナからの回復期及びＧ７広島サミット後の広島への関心の高まりにより見込まれる大きな需要を確

実に取り込めるよう、効果的な利用促進策を実施するなど、旅客・貨物需要の拡大に取り組む。 

○ 空港アクセスについては、中四国地方の拠点空港として、広島空港を利用する県民や国内外から

訪れる方々が、より便利で快適に移動できる空港アクセスネットワークの構築に向けて、ＨＩＡＰ、

交通事業者や市町など関係機関と連携し、新たな路線の拡充だけでなく、既存路線の維持の観点か

らも、市場調査等に基づく将来需要予測を踏まえ分析を行い、最適な交通モードや運行形態を含め

て、将来的に持続可能な仕組みを検討するなど、中長期的な視点に立った取組を進める。 
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商工労働局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：労働費 項：労政費 目：労働福祉費 

担 当 課 働き方改革推進・働く女性応援課 

事 業 名 働き方改革推進事業（一部国庫）【一部新規】� 
 
目的 

時間や場所にとらわれない柔軟な働き方や個々の能力を発揮できる多様な働き方など、それぞれの

ライフスタイルに応じて働くことができる労働環境の整備を促進するとともに、働きやすさのみなら

ず、従業員の働きがいやモチベーションの向上など、企業成長をもたらす働き方改革への理解と実践

を促進する。 

事業説明 
 
対象者 

県内企業 

事業内容 

（単位：千円） 

区  分 内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算 

執行額 

［繰越額］ 

働きがい向上の

取組のデータ・

事例の見える化 

○ 働きがい向上の取組について経営的なメ

リットにつながるデータや事例の収集を行い、

見える化する。 

・優良事例等を把握・分析するための調査の

実施 

・民間コンサルタントによる伴走型支援の実

施 

・経営者間交流イベントの実施 等 

18, 003 

 

12, 476 

 

11, 956 

［―］ 

経営者層への

動機づけと、自

発的・自律的な 

取組のための仕

掛けづくり 

○ 働き方改革の経営メリット等を訴求する

ことにより経営者層への動機づけを強化し、

理解を促進するとともに、その後の自発的・

自律的な取組を促すための仕掛けづくりを行

うことにより、働きがい向上の取組の実践を

促進する。 

・企業経営者勉強会の開催 

・専門機関と連携した、広島県版「働きがい

のある会社」優秀企業の創出・情報発信 

・イクボス同盟活動の充実・情報発信 

・働き方改革・女性活躍推進員による直接ア

プローチ 

・「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろ

しま」等との連携による企業への働きかけ 等 

63, 714 

 

47, 637 

 

44, 652 

［―］ 

新しい生活様

式を踏まえたテ

レワーク等の促

進 

○ ウィズ/アフターコロナ時代の新しい生活

様式のもと、仕事の自律性が高まることやワ

ーク・ライフ・バランスの改善などにより働

きがい向上にもつながる、テレワーク等の有

効性の理解と導入を促進する。 

・テレワークセミナーの開催 

・テレワーク導入モデル事例創出 

13, 659 

 

11, 897 

 

10, 515

［―］ 

領域

取組
の
方向

⑦ リカレント教育の充実

領域

取組
の
方向

① 働き方改革の促進

教育

働き方改革・多様な主体の活躍
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・テレワークの導入ノウハウ、メリットの情

報発信 

・テレワークの体験着手支援 等 

ポストコロナに

おける多様な雇

用形態・働き方

の促進【新規】 

○ ポストコロナを見据え、県内企業の生産

性向上等につながる雇用管理やリスキリング

を後押しする労働環境等について調査・整理

し、効果的な支援策を検討する。 

20, 000 

 

20, 000 

 

20, 000 

［―］ 

合    計 
115, 376 

 

92, 010 

 

87, 123 

［―］ 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

デジタル技術の活用等

による時間や場所にと

らわれない柔軟な働き

方を推進する企業（従業

員 31 人以上）の割合 

28.3％ 40.0％ 【R5.11 判明】 

 

○ 事業目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

経営者交流イベント 

参加企業数 
― 30 社 30 社 

働きがい調査参加 

企業数 
― 35 社 37 社 

セミナー参加企業の 

テレワーク等の活用・ 

導入企業数 

― 19 社 【R5.10 判明】 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 企業経営者に対するセミナーや交流イベントの開催等により、経営戦略・人材戦略としての従業

員の働きがい向上の重要性の理解と取組への動機付けが進んだことから、県の指定する民間専門機

関が実施する「働きがいのある会社」調査への参加企業数は目標を上回る 37 社となるとともに、

広島県における「働きがいのある会社」の認定企業として 16 社（令和３年度は７社）が選出され

るなど、県内企業の働きがい向上の取組が着実に広がり始めている。 

○ その結果、ビジョン指標の「従業員が働きがいを感じて意欲的に働くことができる環境づくりに

取り組む企業（従業員 31 人以上）の割合」（令和３年度）は、当初値（令和２年度）の 30.6％か

ら 37.1％に向上した。 

○ 一方で、働きがい向上の取組は、企業の経営戦略や組織の状況によって、取組のアプローチ方法

が多様であるとともに、成果発現までに時間を要するため、企業の実態に合わせたきめ細やかな実

行支援が必要である。 

○ コロナ禍を機にテレワーク等の柔軟な働き方を推進する企業の割合（令和３年度）は、44.0％に
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拡大した。しかし、人的・金銭的な資源に制約のある中小企業でのテレワーク導入率は大企業に比

べて低く、また、コロナ禍で実施したものの臨時的なもので制度化の予定がない企業もあるため、

テレワークの導入に加えて、利用の定着に向けた支援に引き続き取り組む必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 県内企業の自発的・自律的な働きがい向上の取組の実践を更に促進するため、経営者を対象とし

た取組の実践ノウハウを提供するセミナーや交流イベントの開催、広島県における「働きがいのあ

る会社」認定企業等の見える化による優良事例の発信に継続して取り組む。あわせて、民間専門機

関のコンサルティングやサーベイの利用を促進する補助事業を新たに開始し、企業の目指す姿や組

織の実態に合わせた実行支援を強化する。 

○ 仕事の自律性が高まることやワーク・ライフ・バランスの改善など、働きがい向上にもつながる

テレワーク等の柔軟な働き方の導入と定着を加速させるため、ＩＴと経営の専門家（ＩＴコーディ

ネータ）の派遣を拡充して実施する。 

○ ＤＸの進展や労働市場の流動化の高まりを背景に、新規事業・成長分野への配置・職種転換等で

企業の生産性向上につなげるリスキリングの実践と従業員の成長の環境整備を通じた働きがい向上

を促進するため、企業経営者と推進担当者を対象としたリスキリング推進人材育成研修を新たに実

施する。 
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地域政策局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：総務費 項：地域振興費 目：地域振興推進費 

担 当 課 中山間地域振興課 

事 業 名 チャレンジ・里山ワーク拡大事業（国庫） 
 
目的 

中山間地域の遊休施設等を活用して、企業のサテライトオフィスの誘致や専門人材を確保しようと

する市町を支援し、中山間地域における新しいワークスタイルの定着と企業誘致を促進する。 

事業説明 
 
対象者 

中山間地域を有する市町、首都圏等のサテライトオフィスを検討する企業 

事業内容 

（単位：千円） 

区分 内    容 当初予算額 最終予算額 
予算執行額 

[繰越額] 

お試し勤務

施設の整備 

○市町が行う、企業の「お試し勤務施設」

の整備に要する経費の一部を支援 

30,000 

 

0 

 

0 

[―] 

専門人材の

確保 

○市町と連携して、民間事業者による「コ

ワーキング施設」の整備を支援 

○首都圏企業と専門人材のマッチング 

16,000 

 

10,000 

 

10,000 

[―] 

市町の誘致

活動に対す

る支援 

○市町が行う誘致・受入体制の強化に対

する支援 

37,500 

 

11,287 

 

7,661 

[―] 

広報展開 

○サテライトオフィスの設置に関心の高

い企業等に向け、広島の里山で働く新

しいワークスタイルを効果的に情報発

信（ＳＮＳ、ｗｅｂ上の特設サイト等） 

○ビジネスコミュニケーションツールを

活用した広報及び専門人材の確保 

10,000 

 

8,250 

 

8,001 

[―] 

合    計 
93,500 

 

29,537 

 

25,662 

[―] 

 

令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

サテライトオフィス進出決定累計件数 10 件 39 件 38 件 

 

○ 事業目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和元年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

お試し勤務施設の利用件数 77 件 120 件 76 件 

専門人材の確保数 － 50 人 30 人 

領域 中山間地域

取組
の
方向

②
新たな事業展開に向けたチャレンジ支
援
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令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 進出決定企業数については、新型コロナによる行動制限の影響により、オンラインの座談会方式

による誘致交渉を実施したところ、踏み込んだ議論ができないまま交渉が終了した事例が多く発生

し、前年度当初に比べて令和４年当初時点の交渉対象企業数が大きく減少した。このため令和４年

度からは個別面談方式を採用したことにより、交渉対象企業数の増加につながったものの、目標に

届かなかった。 

○ お試し勤務施設の利用については、コロナ禍の影響が継続する中、オンライン面談で視察へ誘導

する取組も実施したものの、交渉対象企業に視察日程の判断をゆだねた結果、視察につながらなか

ったり、視察が年度をまたいだりしたことにより、件数は未達となった。 

○ 専門人材の確保については、デジタル人材・企業・市町がつながる場として開設したオンライン

コミュニティの登録者数は令和４年度末で 1,000 人を超え、コミュニティの活性化が進んでいる。

一方、企業の求人情報を提供できるチャンネルにより人材と企業をマッチングすることとしていた

が、職安法の改正への適切な対応の検討に時間を要し、集客期間が短くなったことから、人材の確

保数は目標に届かなかった。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 本県に進出した企業の事例紹介をはじめ、サテライトオフィスの誘致に取り組む 12 市町の中山

間地域での勤務環境や移住情報等の情報発信に努める。 

○ デジタル企業との直接の対話を継続し、交渉対象企業のニーズに対する具体の提案が行えるよう、

サテライトオフィスの誘致に取り組む 12 市町との連携を強化していく。 

○ また、職業紹介の知識を有する民間事業者の力を取り入れながら、企業が求めるデジタル人材を

獲得し、デジタル企業とのマッチングに注力していく。 
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地域政策局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：総務費 項：地域振興費 目：交通輸送対策費 

担 当 課 交通対策担当 

事 業 名 広島型 MaaS 推進事業（一部国庫） 
 
目的 

交通事業者・利用者・受益者（商業施設等）が主体的に連携し、デジタル技術を活用しながら、

交通と生活サービスをひとつのサービスとして提供する「広島型 MaaS」を県内全域に展開すること

で、中山間地域等の地域公共交通や広域ネットワークの利便性と持続可能性の向上を図る。 

※MaaS（マース）：出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに 

一つのアプリで提供するなど、移動を手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービス

として捉える概念 

※広島型 MaaS：交通手段の統合にとどまらず、地域（住民）が主体となり、交通事業者、商業施設

等の交通受益者と連携し、定額制の導入や生活サービスの統合などを行った新たな交通サービス 

事業説明 
 
対象者 

市町等 

事業内容 

（単位：千円） 

内    容 
当初 

予算額 

最終 

予算額 

予算執行額 

[繰越額] 

調査事業 (MaaS 社会実装計画) 

○地域で支える生活交通の仕組みづくりのための 

調査・基盤づくり 

・地域が主体となって検討会を実施し、 

MaaS 社会実装計画を策定 

・必要に応じて短期の実証実験を実施 

【補助内容】市町又は地域団体に対する補助 

（補助上限：1 団体 2,000 千円） 

6,000 

 

6,000 

 

4,994 

 ［―］

総合事業 (MaaS 実証実験) 

○MaaS を活用し、既存の交通システムの収益性を 

向上させる実証実験 

 ・MaaS 社会実装計画に基づく実証実験 

【補助内容】市町に対する補助 

（補助上限：1 団体 10,000 千円） 

20,000 

 

20,000 

 

19,890 

［―］

交通政策を担う行政職員の人材育成 

○市町担当者を対象とした交通計画策定研修会の開催 

○新たなモビリティ検討会の運営 

○市町担当者等への GTFS（標準的なバス情報 

フォーマット）データ作成研修 

10,000 

 

10,000 

 

9,999 

［―］

モビリティデータ連携基盤 

○データ活用に向けたダッシュボードの構築 

 ・公共交通データ、行政データの集積及び可視化等

機能強化 

 ・実証実験の導入効果検証等、交通政策への活用 

18,000 

 

18,000 

 

17,080 

［―］

合    計 
54,000 

 

54,000 

 

51,963 

［―］

領域

取組
の
方向

⑤
データと新技術を活用したまちづくり（ス
マートシティ化）の推進

領域

取組
の
方向

⑤ 持続可能な生活交通体系の構築

持続可能なまちづくり

中山間地域
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令和４年度の成果目標と実績 

○ ワーク目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

デジタル技術を活用して都市

や地域の抱える諸課題の解決

に向けた取組に着手している

市町数（累計） 

６市町 10 市町 13 市町 

新たな交通サービスの導入に

向けた取組件数（累計） 
３件 11 件 11 件 

○ 事業目標： 

指 標 名 
基準値 

（令和２年度） 

目標値 

（令和４年度） 

実績値 

（令和４年度） 

調査事業実施市町数 － ３市町 ３市町 

総合事業実施市町数 － ２市町 ２市町 

 

令和４年度の目標と実績の乖離要因・課題 

○ 地域によって異なる交通課題に向き合い、市町の公共交通会議とも連携しながら社会実装に向け

た解決策を一体的に検討することで、山間部（尾道市（御調町）、安芸太田町、北広島町、世羅町）

及び島しょ部（大崎上島町）における、地域が主体となった取組につなげることができた。 

○ 引き続き、厳しさを増す地域の公共交通について、市町に寄り添いながら、地域の実情に応じた

持続可能な生活交通体系を構築していく必要がある。 

 

令和５年度の取組方向 

○ 令和５年度は、引き続き調査事業（調査・研究）と総合事業（実証実験）における市町の取組を

支援するとともに、人づくり研修やデータ連携基盤構築を通して、市町職員の企画立案能力の向

上とデータを活用した政策形成を進め、地域公共交通の利便性と持続可能性の向上を図る。 
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土木建築局 

令和４年度主要事業の成果 
 
支出科目 款：土木費 項：土木管理費 目：土木総務費 ほか 

担 当 課 土木建築総務課 ほか 

事 業 名 公共事業 
 

目的 

平成 30 年７月豪雨災害や令和３年７月・８月豪雨災害等による被災地の一日も早い復旧・復興に

向けて、引き続き全力をあげて取り組む。 

「安心▷誇り▷挑戦 ひろしまビジョン」が目指す県土の将来像の実現に向けて、「社会資本未来プ

ラン」に掲げる各施策を着実に推進する。 

事業説明 
 
事業内容 

○ 全体： 

（単位：千円） 

区   分 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算執行額 

［繰越額］ 

公共事業費 89,694,062 118,668,147 
51,677,243 

［繰越 66,279,730］ 
 

補助公共事業費等 59,067,499 82,466,500 
30,802,314 

［繰越 51,057,380］ 

 
補助公共事業費 47,240,316 67,923,239 

16,259,669 

［繰越 51,057,380］ 

国直轄事業負担金 11,827,183 14,543,261 
14,542,646 

［－］ 

単独公共事業費 30,626,563 36,201,647 
20,874,929 

［繰越 15,222,349］ 

 
建 設 事 業 費 14,403,576 14,175,160 

6,339,383 

［繰越 7,731,408］ 

維 持 修 繕 費 16,222,987 22,026,487 
14,535,546 

［繰越 7,490,941］ 

災害復旧費 22,479,670 15,483,186 
2,684,087 

［繰越 6,795,816］ 

合   計 112,173,732 134,151,333 
54,361,331 

［繰越 73,075,546］ 

※特別会計計上分を含む。 

※端数処理の関係で積み上げた数値と合計額が異なる場合がある。 

※令和４年度９月補正予算、令和４年度 12 月補正予算、令和４年度２月補正予算を含む。 
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（単位：千円） 

区   分 
当初 

予算額 

最終 

予算額※ 

予算執行額 

［繰越額］ 

一般会計 86,729,849 114,844,367 
49,760,293 

［繰越 64,502,343］ 

 道路事業費 41,102,985 51,641,220 
27,133,302 

［繰越 24,426,974］ 

 河川事業費 14,308,222 17,956,349 
6,606,225 

［繰越 11,066,234］ 

 砂防事業費 11,746,608 20,823,168 
5,611,051 

［繰越 15,207,890］ 

 海岸事業費 1,335,200 1,880,989 
773,958 

［繰越 1,107,031］ 

 港湾事業費 8,967,009 12,092,311 
5,531,782 

［繰越 6,410,396］ 

 空港事業費 307,955 526,710 
334,227 

［繰越 182,207］ 

 漁港事業費 1,320,481 1,656,324 
579,064 

［繰越 1,077,259］ 

 街路等事業費 5,669,618 6,195,025 
1,898,894 

［繰越 4,243,938］ 

 公園事業費 476,114 576,614 
205,201 

［繰越 371,347］ 

 

住宅事業費 963,857 963,857 
963,857 

［－］ 

総合維持修繕費 531,800 531,800 
122,734 

［繰越 409,066］ 

特別会計 2,964,213 3,823,780 
1,916,950 

［繰越 1,777,387］ 

 住宅事業費 2,964,213 3,823,780 
1,916,950 

［繰越 1,777,387］ 

合  計 89,694,062 118,668,147 
51,677,243 

［繰越 66,279,730］ 

※端数処理の関係で積み上げた数値と合計額が異なる場合がある。 

※令和４年度９月補正予算、令和４年度 12 月補正予算、令和４年度２月補正予算を含む。 
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